


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《 ＳＰコード 》 

 本計画書には、本文ページに１辺が２センチ程度の２次元コード「ＳＰコ

ード」と、コード位置の認識のために切り込みを入れています。 

 これは、視覚障害者の方にも文字情報の提供を行うことを目的とした情報

ツールで、専用の読取機械をコードにあてることで、音声で文字情報が読み

上げられます。（SP コードは裏表紙・空白ページには付いていません） 

表紙・裏表紙には、新宿区立新宿福祉作業所、新宿区立あゆみの家、新宿区立新宿生

活実習所に通所している方の作品を掲載しています。 



 

 

 

 

住み慣れた地域でいきいきと 

暮らし続けられるまちづくりをめざして 
 

 

 

 

 

 

新宿区では、このたび、平成 30 年度から 10 年先を見据え、障害者施

策を計画的に推進していくための新たな障害者計画を策定しました。併

せて、国や都の計画と整合を図りながら、平成 30 年度から 3 か年で達

成すべき目標とそのための施策を定める第１期障害児福祉計画及び第 5

期障害福祉計画を一体的な計画として策定しました。 

平成 28 年 4 月には障害者差別解消法が施行され、障害者への不当な

差別的取扱いの禁止や合理的配慮を行うことが明確にうたわれました。

さらに、東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催を好機と捉え、

区でも多くの方に関心を持っていただけるような情報発信や取組を行

い、障害理解を推進し、社会的にも物理的にも真のバリアフリー社会の

実現をめざします。 

本計画においては、「障害者が尊厳を持って生活できる地域共生社会

の実現」、「バリアフリー社会の実現」、「必要な時に必要な支援が得られ

る地域共生社会の実現」の 3 つの基本理念を掲げています。障害の重度

化、障害者の高齢化や親亡き後にも対応可能な、住み慣れた地域でいき

いきと暮らし続けられるまちづくりをめざし、取り組んでまいります。 

本計画の策定にあたりましては、新宿区障害者施策推進協議会で議論

をいただいたほか、調査やパブリック・コメントにおいても、障害のあ

る方やご家族の方、関係団体はじめ、区民の皆さまから多くのご意見や

ご提案をいただきました。心より御礼申し上げます。今後とも皆さまの

深いご理解とご支援をいただきながら、本計画の着実な推進に取り組ん

でまいります。 

 

平成 30（2018）年 2 月      新宿区長 吉住健一 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景 

（１）新宿区における障害者施策の計画的推進の経緯 

 区は、障害者施策を計画的、総合的に推進するための指針として、障害者基本

法に基づき、福祉、保健、医療、教育、就労、まちづくりなど広範な施策分野に

わたり、区の障害者施策のあり方について定めた新宿区障害者計画を平成 13 年

度に策定しました。 

平成 18 年４月に障害者自立支援法◆が施行され、障害者に最も身近な区市町

村が福祉サービスの一元的な実施主体として位置付けられ、「障害福祉計画」の策

定が地方自治体に義務付けられました。 

これを受けて区は計画的にサービス提供を推進していくために、数値目標を設

定し、サービス提供体制の確保の方策を定める「第１期新宿区障害福祉計画」を

平成 19 年３月に策定しました。平成 21 年３月には、障害者施策を計画的、総

合的に推進するため９年間の障害者施策のあり方を定めた「新宿区障害者計画」

と一体的に「新宿区障害者計画・第２期新宿区障害福祉計画」を策定しました。 

その後、平成 24 年 3 月には、以下に述べる制度改革等の一部を受けて障害者

計画の見直しを含む「新宿区障害者計画・第 3 期新宿区障害福祉計画」と、平成

27 年３月に「新宿区障害者計画・第 4 期新宿区障害福祉計画」を策定しました。 
 

（２）国の障害者制度改革の動向等 

 国では、平成19年に署名した「障害者の権利に関する条約（以下「障害者権利

条約」という。）」の締結に先立ち、必要な国内法の整備を始めとする障害者施策

の諸改革を進めるべきとする障害当事者等の意見も踏まえ、「障がい者制度改革推

進会議」（平成21年12月～平成24年7月）を設立し、検討が進められました。 

 平成23年６月には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法

律◆（以下「障害者虐待防止法」という。）」が成立し、平成24年10月に施行されて

います。 

 さらに、平成 23 年７月には障害者計画の根拠法である「障害者基本法」が改

正され、地域社会における共生等の新たな視点が盛り込まれることになりました。 

 平成 24 年６月には、それまでの障害者自立支援法に代えて、新たに「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律◆（以下「障害者総合支

援法」という。）」が制定されました。同法では、制度の谷間のない支援を提供す

る観点から難病患者が障害者福祉の対象に含まれることになりました。 

 平成 25 年６月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律◆（以下「障

害者差別解消法」という。）」が成立し、平成 28 年 4 月から施行されています。障害

者差別解消法では、障害を理由とする差別等の権利侵害行為の禁止とともに、社会的
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障壁の除去を怠ることによる権利侵害（合理的配慮◆の不提供）の防止が定められま

した。 

 これら一連の法整備を経て、平成 26 年１月には「障害者権利条約」が批准さ

れました。 

その後、障害者総合支援法施行３年後の見直しが行われ、平成 28 年 6 月には、

「障害者総合支援法」と「児童福祉法」が改正されました。この改正により、地

域での生活を支える「自立生活援助」や「就労定着支援」等のサービス、高齢障

害者が介護保険サービスを利用する場合の利用者負担の軽減の仕組みなどが新た

に設けられました（平成 30 年 4 月施行）。加えて、障害児の多様化するニーズ

に対応し、計画的に支援の提供体制を整備していくため、「障害児福祉計画」の策

定が義務付けられました。 

また、平成 28 年７月には、厚生労働省が「我が事・丸ごと」地域共生社会実

現本部を設置し、介護保険制度の見直しによる「共生型サービス」の創設や介護・

障害の報酬改定など、「地域共生社会」の実現に向けた取組を進めています。 

 

（３）新宿区障害者計画、第１期新宿区障害児福祉計画・第５期新宿

区障害福祉計画の策定 

 こうした動きの中で、区は、関係法との整合を図りながら、障害福祉施策を総

合的かつ計画的に展開していくため、「新宿区障害者計画・第 4 期障害福祉計画」

の見直しを行い、新たに「新宿区障害者計画、第１期新宿区障害児福祉計画・第

５期新宿区障害福祉計画」を策定するものです。 
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２ 計画の位置づけ 

（１）新宿区障害者計画 

障害者基本法第 11 条第３項に基づく区の障害者計画で、障害者のための施策

に関する区の基本的な計画です。 

障害者基本法の改正、障害者自立支援法◆から障害者総合支援法◆への改正、障

害者虐待防止法◆の施行、障害者差別解消法◆の制定、障害者権利条約批准といっ

た障害者に関連する法制度が大きく動いている情勢を受け、平成 30 年度から平

成 39 年度の 10 か年にわたる計画を策定します。 

 

（２）第１期新宿区障害児福祉計画・第５期新宿区障害福祉計画 

第 1 期障害児福祉計画は、平成 28 年 6 月に改正され平成 30 年 4 月から施

行される児童福祉法第 33 条の 20 に基づき、障害児通所支援等の提供体制の確保

その他障害児通所支援等の円滑な実施について、新たに定める区の障害児福祉計画

です。また、第 5 期障害福祉計画は、障害者総合支援法第 88 条第１項に基づく区

の障害福祉計画で、両計画とも平成30年度以降３年間の計画期間中に係る成果目標、

サービスの種類ごとの必要な見込量などを含む区の具体的な施策について定めてい

ます。 

 本計画は、新宿区障害者計画、第 1 期新宿区障害児福祉計画及び第 5 期新宿区

障害福祉計画を一体的に調和のとれた計画として策定しました。児童福祉法及び

障害者総合支援法に基づくサービスの提供体制確保の方策等は、第３部にまとめ

ています。また、特に財政面での確保が必要な事業等については、財源の裏づけ

をもって計画的に実施する新宿区実行計画の計画事業として位置づけていきます。 

本文中、新宿区障害者計画の個別施策の各項目、新宿区障害児福祉計画及び新

宿区障害福祉計画のサービスの各項目では、それぞれの計画の対象となる項目を

紹介しています。また、基本施策ごとの主な事業を巻末の資料で紹介しています。 

 

新宿区基本構想     

新しい時代の新宿区のまちづくりを進めるにあたり、基本理念、区がめざす

まちの姿、まちづくりの基本目標及び区政運営の基本姿勢を明らかにするもの

で、地方自治法第２条に基づき定める、まちづくりの基本指針です。 

新宿区総合計画    

「基本構想」を受けて策定された区の最上位計画であり、区の各分野の個別

計画を総合的に調整する指針です。社会福祉法に基づく「地域福祉計画」も内

包した計画です。障害者福祉分野では「障害者がいきいきと暮らし続けられる

環境の整備」を掲げています。 
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新宿区実行計画 

(平成30（2018）年度～ 平成32（2020）年度) 

第二次実行計画 
(平成33（2021）年度～平成35（2023）年度) 

（平成30（2018）年度～平成39（2027）年度） 

第１期新宿区障害児福祉計画・ 

第５期新宿区障害福祉計画 

（平成30 年度～平成32 年度） 

（2018 年度～2020 年度） 

新 宿 区 障 害 者 計 画 

新宿区基本構想（平成 20（2008）年度 ～ 平成 37（2025）年度） 

新宿区総合計画（平成 30（2018）年度 ～ 平成 39（2027）年度） 

(平成36（2024）年度～ 平成39（2027）年度) 

第一次実行計画 

第三次実行計画 

新宿区実行計画    

「基本構想」に定めた、めざすまちの姿の実現をめざし、総合計画に示した施

策を具体的な事業として計画的に実施していくために策定する行財政計画であり、

区政運営の具体的指針となるものです。 

計画の期間は、第一次実行計画は平成 30（2018）年度から平成 32（2020）

年度まで、第二次実行計画は平成 33（2021）年度から平成 35（2023）年度

まで、第三次実行計画は平成 36（2024）年度から平成 39（2027）年度まで

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画の位置づけ 
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３ 計画の期間 

（１）新宿区障害者計画 

平成 30（2018）年度から平成 39（2027）年度までの 10 年間の計画とし

て策定します。障害児福祉計画・障害福祉計画の策定にあわせて、必要な見直し

を行います。 

 

（２）第１期新宿区障害児福祉計画・第５期新宿区障害福祉計画 

平成 30（2018）年度から平成 32（2020）年度までの３年間の計画としま

す。計画の進捗状況等を見極め、児童福祉法及び障害者総合支援法◆に基づき３

年ごとに計画を策定します。 

 

 

 
 

年度 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

新宿区障害者計画 

          

新宿区障害児福祉計

画 

          

新宿区障害福祉計画 

          

新宿区総合計画 

          

新宿区実行計画 

          

  

計画の期間 

 

第 1 期 第 ３ 期 

見直し 見直し 

第 ２ 期 

第一次 第二次 第三次 

第 ５ 期 第 ７ 期 第 ６ 期 

第4期 

第8期 
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４ 計画の推進体制 

 区は、本計画に定める施策の進捗状況の把握及び効果等の検証を、庁内の関係

部署において定期的に行うとともに、「新宿区障害者施策推進協議会」をはじめ、

障害者や障害者団体、事業者、関係機関等と協議・意見交換を行いながら、本計

画を着実に推進します。 

 また、｢新宿区障害児福祉計画・新宿区障害福祉計画｣の策定及び｢新宿区障害者

計画｣の必要な見直しについては、｢新宿区障害者施策推進協議会｣において協議し、

策定・見直しを行っていきます。 

 さらに、｢新宿区障害者自立支援協議会｣の意見を受け、障害者団体、事業者、

関係機関等とは協議・意見交換を行い、本計画の策定・見直しに反映させていき

ます。 
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第２章 新宿区の障害者の現状 

１ 新宿区の障害者数 

（１）障害者手帳所持者数 

 平成 29 年 4 月 1 日現在の身体障害者手帳所持者は 11,163 人、愛の手帳所

持者（知的障害者）は 1,599 人、平成 29 年 3 月 31 日現在の精神障害者保健

福祉手帳所持者は 2,670 人となっています。障害者手帳の所持者数は、各手帳

とも増加傾向にあります。 

 

図１ 障害者手帳所持者数の推移      （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「身体障害者手帳」は左側縦軸数値、「愛の手帳（知的障害者）」及び「精神障害者保健福祉
手帳」は右側縦軸数値 

※ ｢身体障害者手帳｣及び｢愛の手帳（知的障害者）｣は各年４月１日現在、｢精神障害者保健福
祉手帳｣は各年 3 月末日現在 

 

9,727 9,942 10,045 10,251 10,462 10,638 10,826 11,050 11,021 11,163

1,094 1,160
1,262

1,348 1,394 1,420 1,470 1,511 1,571 1,599
1,181
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2,382
2,520

2,670
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2,000
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3,000
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2,000

4,000

6,000
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10,000

12,000

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

身体障害者 知的障害者 精神障害者
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表１ 障害者手帳所持者数の推移      （単位：人） 

 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 

身体障害者 9,727 9,942 10,045 10,251 10,462 

知的障害者 1,094 1,160 1,262 1,348 1,394 

精神障害者 1,181 1,481 1,693 1,884 1,992 

人 口 312,054 315,952 317,742 319,193 318,936 

 

 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

身体障害者 10,638 10,826 11,050 11,021 11,163 

知的障害者 1,420 1,470 1,511 1,571 1,599 

精神障害者 2,024 2,175 2,382 2,520 2,670 

人 口 320,996 324,669 328,787 335,510 339,339 

※ ｢人口｣は、平成 24 年までは新宿区の住民基本台帳及び外国人登録人口の合計、平成 25 年
から住民基本台帳の人口（住民基本台帳法が改正され、平成 24 年７月から、外国人も住民基
本台帳制度の適用対象になりました）を表しています。各年４月１日現在 

※ ｢身体障害者｣及び｢知的障害者｣は各年４月１日現在、｢精神障害者｣は各年 3 月末日現在 
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（２）身体障害者（身体障害者手帳所持者）数 

 平成 29 年４月１日現在の身体障害者手帳所持者数は、11,163 人で、区人口

に占める割合は約 3.3％となっています。障害程度の構成比では、１級が 3,878

人と最も多く、重度者（１級・２級）が半数以上を占めています。 

図２－１ 身体障害者手帳所持者数の推移（障害等級別）  （単位：人） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ 各年度４月１日現在 

表２－１ 身体障害者手帳所持者の障害等級別人数・構成比（上段：人数／下段：構成比） 

障害等級別 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

身体障害者 

手帳所持者数 
10,462 10,638 10,826 11,050 11,021 11,163 

１級 
3,602 3,612 3,651 3,776 3,779 3,878 

34.4% 34.0% 33.7% 34.2% 34.3% 34.7% 

２級 
1,894 1,929 1,948 1,948 1,954 1,984 

18.1% 18.1% 18.0% 17.6% 17.7% 17.8% 

３級 
1,917 1,952 2,014 2,032 1,981 2,005 

18.3% 18.3% 18.6% 18.4% 18.0% 18.0% 

４級 
2,136 2,212 2,290 2,354 2,358 2,347 

20.4% 20.8% 21.2% 21.3% 21.4% 21.0% 

５級 
455 465 462 473 485 485 

4.3% 4.4% 4.3% 4.3% 4.4% 4.3% 

６級 
458 468 461 467 464 464 

4.4% 4.4% 4.3% 4.2% 4.2% 4.2% 

3,602 3,612 3,651 3,776 3,779 3,878

1,894 1,929 1,948 1,948 1,954 1,984

1,917 1,952 2,014 2,032 1,981 2,005

2,136 2,212 2,290 2,354 2,358 2,347
455 465 462 473 485 485458 468 461 467 464 46410,462 10,638 10,826 11,050 11,021 11,163

0
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4,000

6,000

8,000
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12,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

６級

５級

４級

３級

２級

１級
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全体としては微増または横ばい傾向にありますが、長期的に見ると、年齢別で

は、65 歳以上の年齢層で増加傾向が見られます。平成 20 年から平成 29 年ま

でに、65 歳以上の人数は 1,185 人（2.4 ポイント）増加しています。 

 

図２－２ 身体障害者手帳所持者数の推移（年齢別）   （単位：人） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 各年度４月１日現在 
 

表２－２ 身体障害者手帳所持者の年齢別人数・構成比（上段：人数／下段：構成比） 
 

年齢別 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

18歳未満 
130 132 141 157 152 

1.3% 1.3% 1.4% 1.5% 1.5% 

18～64歳 
3,392 3,402 3,636 3,533 3,622 

34.9% 34.2% 36.2% 34.5% 34.6% 

65歳以上 
6,205 6,408 6,268 6,561 6,688 

63.8% 64.5% 62.4% 64.0% 63.9% 
 

年齢別 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

18歳未満 
150 154 159 146 154 

1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.4% 

18～64歳 
3,625 3,616 3,646 3,599 3,619 

34.1% 33.4% 33.0% 32.7% 32.4% 

65歳以上 
6,863 7,056 7,245 7,276 7,390 

64.5% 65.2% 65.6% 66.0% 66.2% 

130 132 141 157 152 150 154 159 146 154

3,392 3,402 3,636 3,533 3,622 3,625 3,616 3,646 3599 3,619

6,205 6,408 6,268 6,561 6,688 6,863 7,056 7,245 7,276 7,390

9,727 9,942 10,045 10,251 10,462 10,638 10,826 11,050 11,021 11,163 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

18歳未満 18～64歳 65歳以上
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身体障害には、視覚障害、聴覚・平衡機能障害◆、音声・言語・そしゃく機能障害
◆、肢体不自由、内部障害という種類があります。 

障害種類別では、内部障害※が、平成 24 年から平成 29 年の間に約 1.2 倍と増

加傾向を示しています。 
 

図２－３ 身体障害者手帳所持者数の推移（障害種類別）    （単位：人） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 各年度４月１日現在 
※ 重複障害の方については、代表部位一つについて計上しています。代表部位とは、身体障害

者手帳に記載されている複数の障害のうち、一番上に記載されているものです。 
 
表２－３ 身体障害者手帳所持者の障害種類別人数・構成比（上段：人数／下段：構成比） 

障害種類別 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

視覚障害 
865 845 850 828 816 815 

8.3% 7.9% 7.9% 7.5% 7.4% 7.3% 

聴覚・平衡

機能障害 

755 752 756 755 765 763 

7.2% 7.1% 7.0% 6.8% 6.9% 6.8% 

音声・言語

そしゃく 

機能障害 

151 148 150 131 126 139 

1.4% 1.4% 1.4% 1.2% 1.1% 1.2% 

肢体不自由 
5,074 5,154 5,210 5,279 5,194 5,159 

48.5% 48.4% 48.1% 47.8% 47.1% 46.2% 

内部障害 
3,617 3,739 3,860 4,057 4,120 4,287 

34.6% 35.1% 35.7% 36.7% 37.4% 38.4% 
※ 内部障害とは、身体障害者福祉法で定める障害のうち、①心臓機能障害、②腎臓機能障害、

③呼吸器機能障害、④膀胱・直腸機能障害、⑤小腸機能障害、⑥ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害（HIV 感染症）、⑦肝臓機能障害の７種類 

3,617 3,739 3,860 4,057 4,120 4,287

5,074 5,154 5,210 5,279 5,194 5,159

151 148 150 131 126 139755 752 756 755 765 763865 845 850 828 816 815

0
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8,000

10,000

12,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
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（３）知的障害者（愛の手帳所持者）数 

 平成 29 年４月１日現在の愛の手帳所持者数は、1,599 人で、区人口に占める

割合は 0.5％となっています。全体の手帳所持者数は、平成 24 年から平成 29

年の間に約 1.15 倍と増加傾向を示しています。障害等級では４度（軽度）が 795

人と最も多くなっています。 
 

図３－１ 愛の手帳所持者数（知的障害者）の推移（障害度数別）  （単位：人） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 各年度４月１日現在 
 

表３－１ 愛の手帳所持者（知的障害者）の障害度数別人数・構成比（上段：人数／下段：構成比） 

障害度数別 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

知的障害者数 

（愛の手帳

所持者数） 

1,394 1,420 1,470 1,511 1,571 1,599 

１度 
63 64 69 66 66 66 

4.5% 4.5% 4.7% 4.4% 4.2% 4.1% 

２度 
313 325 334 347 355 366 

22.5% 22.9% 22.7% 23.0% 22.6% 22.9% 

３度 
371 368 368 367 374 372 

26.6% 25.9% 25.0% 24.3% 23.8% 23.3% 

４度 
647 663 699 731 776 795 

46.4% 46.7% 47.6% 48.4% 49.4% 49.7% 

63 64 69 66 66 66

313 325 334 347 355 366

371 368 368 367 374 372

647 663 699 731 776 795
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 年齢別では、18 歳未満では横ばいですが、18～64 歳と 65 歳以上で増加傾

向にあります。特に 65 歳以上の人数は、平成 24 年から平成 29 年までに、1.4

倍に増加しています。 

 

図３－２ 愛の手帳所持者数（知的障害者）の推移（年齢別） （単位：人） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 各年度４月１日現在 

 

表３－２ 愛の手帳所持者数（知的障害者）の年齢別人数・構成比（上段：人数／下段：構成比） 

年齢別 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

18 歳未満 
281 285 297 288 310 299 

20.2% 20.1% 20.2% 19.1% 19.7% 18.7% 

18～64 歳 
1,009 1,016 1,047 1,086 1,112 1,151 

72.4% 71.5% 71.2% 71.9% 70.8% 72.0% 

65 歳以上 
104 119 126 137 149 149 

7.5% 8.4% 8.6% 9.1% 9.5% 9.3% 
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（４）精神障害者（精神障害者保健福祉手帳の交付・所持者数及び

自立支援医療（精神通院医療）受給者）数 

 平成 28 年度末現在の精神障害者保健福祉手帳交付者数は 1,633 人で、区人口

に占める割合は約 0.5％となっています。平成 23 年度から平成 28 年度の間に

約 1.5 倍に増加しています。 

また、精神障害者保健福祉手帳の所持者数は 2,670 人で、区人口に占める割

合は 0.8％となっています。 
 

※ 精神障害者保健福祉手帳は、２年毎に精神障害の状態の認定を受けるため、精神障害者保健
福祉手帳の所持者数は、その有効者数となります。 
 

図４－１ 精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移（障害等級別、交付者数）（単位：人） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 各年度末日現在 

 

表４－１ 精神障害者保健福祉手帳交付者の障害等級別人数・構成比（上段：人数／下段：構成比） 

障害等級別 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

交付数（件） 1,089 1,204 1,294 1,404 1,408 1,633 

１級 
64 70 58 71 69 92 

5.9% 5.8% 4.5% 5.1% 4.9% 5.6% 

２級 
549 555 579 617 629 713 

50.4% 46.1% 44.7% 43.9% 44.7% 43.7% 

３級 
476 579 657 716 710 828 

43.7% 48.1% 50.8% 51.0% 50.4% 50.7% 
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表４－２ 精神障害者保健福祉手帳有効者の障害等級別人数・構成比（上段：人数／下段：構成比） 

障害等級別 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

交付済有効 

手帳数（人） 
1,992 2,024 2,175 2,382 2,520 2,670 

１級 
 140 101 112 121 128 

 6.9% 4.6% 4.7% 4.8% 4.8% 

２級 
 1,018 987 1,040 1,094 1,172 

 50.3% 45.4% 43.7% 43.4% 43.9% 

３級 
 866 1,087 1,230 1,305 1,370 

 42.8% 50.0% 51.6% 51.8% 51.3% 
※ 精神障害者保健福祉手帳有効者数の等級別内訳統計は平成 2４年度から始めました。 

 

 

 年齢別では、65 歳以上を除く全ての年代で増加傾向にあり、特に 40～64 歳

では、平成 27 年度から平成 28 年度の間に急激な伸びがみられます。 
 

図４－２ 精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移（年齢別、交付者数）（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※ 各年度末日現在 

表４－３ 精神障害者保健福祉手帳交付者の年齢別人数・構成比（上段：人数／下段：構成比） 

 

  

 

 

※ 

年齢別 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

交付数（件） 1,404 1,408 1,633 

20 歳未満 
17 18 22 

1.2% 1.3% 1.3% 

20～39 歳 
405 412 470 

28.8% 29.3% 28.8% 

40～64 歳 
788 773 944 

56.1% 54.9% 57.8% 

65 歳以上 
194 205 197 

13.8% 14.6% 12.1% 
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表４－４ 精神障害者保健福祉手帳有効者の年齢別人数・構成比（上段：人数／下段：構成比） 

年齢別 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

交付数（件） 2,382 2,520 2,670 

20 歳未満 
28 30 46 

1.2% 1.2% 1.7% 

20～39 歳 
597 626 709 

25.1% 24.8% 26.6% 

40～64 歳 
1374 1456 1547 

57.7% 57.8% 57.9% 

65 歳以上 
383 408 368 

16.1% 16.2% 13.8% 

 

 平成 28 年度末現在の自立支援医療（精神通院医療）の受給者数は、4,249 人

となっており、平成 23年度から平成 28 年度の間に約 1.5倍に増加しています。 

 

図４－３ 自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移  （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各年度末日現在 

 

表４－５ 自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移  （単位：人） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

受給者数 2,837 3,140 3,576 4,074 4,006 4,249 
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年齢別では、40～64 歳が最も多くなっています。 

 

図４－４ 自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移（年齢別）（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－６ 自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移（年齢別） （単位：人） 

年齢別 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

20 歳未満 
56 58 80 

1.4% 1.4% 1.9% 

20～39 歳 
1,118 1,031 1,167 

27.4% 25.7% 27.5% 

40～64 歳 
2,281 2,284 2,378 

56.0% 57.0% 56.0% 

65 歳以上 
619 633 624 

15.2% 15.8% 14.7% 
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（５）難病患者（難病医療費受給者）数等 

 障害者総合支援法◆の施行を受け、平成 25 年度から難病患者が障害福祉サー

ビスの対象に追加されました。平成 28 年度末現在の難病患者（難病医療費受給

者数）は 2,492 人で、区人口に占める割合は 0.7％となっています。 

 

図５－１ 難病患者（難病医療費受給者数）の推移   （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 各年度末日現在 
※ 難病医療費受給者数は、国及び都指定助成対象疾病を集計。（平成 26 年度からは「難病の

患者に対する医療費等に関する法律」に基づく指定難病及び都指定単独疾病を集計） 

 

表５－１ 難病患者（難病医療費等受給者数）の推移  （単位：人） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

受給者数 1,718 1,889 2,014 2,180 2,357 2,492 

※ 難病を起因として、平成 29 年 3 月末日現在、障害福祉サービスを受けている人は 11 人い
ます。 

※ 平成 26 年 5 月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され、平成 27 年 1 月
1 日から、新たな難病医療費助成制度が始まりました。110 疾病を医療費助成の対象疾病（指
定難病）と指定して制度が開始され、同年 7 月 1 日に 196 疾病が追加、更に平成 29 年 4 月
1 日から 24 疾病が追加され、330 疾病が指定難病に指定されています。 

※ 障害者総合支援法（「障害福祉サービス等」）の対象となる難病等の範囲は、平成 29 年 4 月
1 日から 358 疾病に拡大されました。 

※ 難病の患者に対する医療等に関する法律の障害者施策への影響については、今後の国の動向
を見守っていきます。 
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 年齢別では、65 歳以上が最も多く 1,090 人、次いで 40～64 歳も 928 人

と続いています。 

 

図５－２、表５－２ 難病患者（難病医療費等受給者）数（年齢別）（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小児慢性特定疾病医療費助成受理件数 

小児慢性特定疾病にかかっている児童等（18 歳未満の者。ただし、18 歳に達

した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、かつ引き続き有効な医療受給

者証を有する方は満 20 歳未満まで延長可能。）について、健全育成の観点から、

患児家庭の医療費の負担軽減をはかるため、その医療費の自己負担分の一部を助

成する制度です。 

 平成 27 年 1 月に小児慢性特定疾病医療費助成制度の制度変更があり、対象疾

病が拡大されたことから、それまで減少傾向にあった受理件数が、平成 26 年度

から増加傾向となっています。 
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図５－３ 小児慢性特定疾病医療費助成受理件数の推移  （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各年度末現在 
※ 平成 26 年度は、小児慢性特定疾病医療費助成制度の制度変更が平成 27 年１月にあったた

め、既受給者が同一年度に２度申請しています。 

 

表５－３ 小児慢性特定疾病医療費助成受理件数の推移  （単位：件） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

受給者数 139 133 129 230 151 164 

※ 平成 26 年 5 月に「児童福祉法の一部を改正する法律」が公布され、平成 27 年 1 月 1 日
から、新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度が実施されました。それに伴い、小児慢性特定
疾病は従来の 514 疾病から 704 疾病に拡大されました。更に平成 29 年 4 月 1 日から 18
疾病が追加され、722 疾病となっています。 

 

 

 年齢別では、15 歳以上が 64 人と最も多くなっています。 

 

図５－４、表５－４ 小児慢性特定疾病医療費助成受理件数（年齢別）（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年齢別 平成 28 年度 

６歳未満 
39 

23.8% 

６～11 歳 
37 

22.6% 

12～14 歳 
24 

14.6% 

15 歳以上 
64 

39.0% 

139 133 129

230

151 164

0

50

100

150

200

250

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

39

37

24

64

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

平成28年度

15歳以上

12歳～14歳

6～11歳

6歳未満

164



 

22 

（６）障害福祉サービス等支給決定者数 

 平成 28 年度末現在の障害福祉サービス支給決定者数は 1,958 人、平成 28

年度中の地域生活支援サービス支給決定者数※は 939 人といずれも微増してい

ます。 
※ 地域生活支援サービス支給決定者数とは、地域生活支援事業のうち、移動支援、日中一時支

援の支給決定を受けている実人数です。 

 

図６－１ 障害福祉サービス支給決定者数の推移   （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各年度末日現在 

 

表６－１ 障害福祉サービス支給決定者数の推移   （単位：人） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

支給決定者数 1,744 1,734 1,762 1,885 1,929 1,958 

 

 介護保険サービスと障害福祉サービスの併給者は平成 29 年７月 31 日現在

152 人で、居宅介護が 128 人と最も多くなっています。 

 

表６－２ 介護保険併給利用者数     （単位：人） 

居宅介護 重度訪問介護 生活介護 短期入所 合計 

128 16 7 1 152 

※ 平成 29 年７月 31 日現在 
※ 平成 28 年度末現在の高齢者数（第 1 号被保険者数）は 67,861 人で、うち要介護等認定

者数は 12,831 人となっています。また、要介護認定者出現率は 18.90％で、高齢者数の増
加に伴い要介護等認定者数も微増傾向となっています。 
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図６－２ 地域生活支援サービス支給決定者数の推移  （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各年度内支給決定実人数 
 
表６－３ 地域生活支援サービス支給決定者数の推移  （単位：人） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

支給決定者数 837 894 914 920 925 939 

 

図６－３ 障害児通所支援サービス支給決定者数の推移  （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各年度内支給決定実人数 

表６－４ 障害児通所支援サービス支給決定者数の推移  （単位：人） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

支給決定者数 － 317 346 391 482 550 

参考：児童 
デイサービス 

229 － － － － － 
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図６－４ 障害児通所支援サービス支給決定者数の内訳の推移 （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各年度内支給決定実人数 
※ 医療型児童発達支援の実績はありません 
※ 平成 28 年度の保育所等訪問支援の利用児 9 名中 5 名は、児童発達支援を合わせて利用して

いました。 
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（７）障害支援（程度）区分別認定者数 

 平成 28 年度末現在の障害支援区分認定者数は 1,950 人で、区分２に認定さ

れている人が 401 人と最も多くなっています。 

 

図７ 障害支援（程度）区分別認定者数の推移   （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 各年度末日現在 
※ 平成 26 年 4 月 1 日から、「障害程度区分」から「障害支援区分」へ名称・定義が改正され

ました。 
 
 

表７ 障害支援（程度）区分別認定者数の推移   （単位：人） 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

区分６ 182 204 219 245 277 314 

区分５ 133 147 158 164 167 167 

区分４ 140 139 141 146 136 132 

区分３ 171 177 185 189 220 214 

区分２ 249 295 319 345 370 401 

区分１ 89 111 107 102 70 63 

区分なし 757 646 638 694 687 659 
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（８）新宿区の子どもの状況等 

①子ども（0 歳～14 歳）の人口 

この 10 年間で 1 割強増加しています。 

 

図８－１ 子ども（0 歳～14 歳）の人口の推移   （単位：人） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
※ 各年 4 月 1 日現在、外国人登録人口を含む 

 

②幼稚園・保育園・子ども園児数 

この 10 年間で約 4 割増加しています。 

 

図８－２ 幼稚園・保育園・子ども園児数の推移   （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 幼稚園児数：各年度 5 月 1 日現在、保育園児数：各年度 4 月 1 日現在 
※ 子ども園児数：20～22 年度 5 月 1 日現在、23～29 年度 4 月 1 日現在 
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③区立小学校・中学校の児童・生徒数 

ア 小学校児童数（通常学級） 

この 10 年間で、1 割弱増加しています。 

 

図８－３ 小学校児童数・小学校数の推移    （単位：人、校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 各年度 5 月 1 日現在 

 

イ 中学校生徒数（通常学級） 

この 10 年間で、1 割弱減少しています。 

 

図８－４ 中学校生徒数・中学校数の推移    （単位：人、校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各年度 5 月 1 日現在 
 

  

7,972 7,922 7,996 7,870 7,834 7,952 8,013 8,177 8,433 8,730 

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

20

22

24

26

28

30

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

児童数 小学校数

2,907 2,838 2,743 2,759 2,812 2,845 2,821 2,778 2,742 2,632

11 11 11
10 10 10 10 10 10 10

0

2

4

6

8

10

12

14

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

生徒数 中学校数



 

28 

ウ 小学校（特別支援学級・特別支援教室）児童数 

増加が顕著で、特別支援教室の児童数はこの 10 年間で 4 倍以上に増加し

ています。 

 

図８－５ 小学校（特別支援学級・特別支援教室）児童数の推移 （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各年度 5 月 1 日現在 
※ 特別支援教室「まなびの教室」…通常の学級での学習に概ね参加できるものの、情緒障害◆

や発達障害◆（学習障害、注意欠陥多動性障害等）のため特別な指導を必要とする児童のた
め、全区立小学校に設置している教室 

 

エ 中学校（特別支援学級・通級指導学級）生徒数 

増減を繰り返しながら、この 10 年間で 3 割強増加しています。 

 

図８－６ 中学校（特別支援学級・通級指導学級）生徒数の推移 （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

※ 各年度 5 月 1 日現在 
※ 通級指導学級…通常の学級での学習に概ね参加できるものの、情緒障害や発達障害（学習障

害、注意欠陥多動性障害等）のため特別な指導を必要とする生徒のため、区立中学校に設置
している学級 
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オ 特別支援学校（新宿養護学校）児童・生徒数 

増減を繰り返しながら、この 10 年間で 2 割近く増加しています。 

 

図８－７ 特別支援学校（新宿養護学校）児童・生徒数の推移 （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ 各年度 5 月 1 日現在 
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２ 障害者生活実態調査の結果概要 

（１）調査の概要 

 

① 調査の目的 

「障害者計画、第 1 期障害児福祉計画・第５期障害福祉計画」を平成 29

年度に策定するにあたり、平成 28 年度に新宿区内在住の障害者・障害児の生

活実態、障害福祉サービス等の利用意向及び利用状況等を把握するための調査

を実施しました。 

 

②調査の対象・配付・回収状況 

配布・回収状況 抽出方法 配布数 回収数 回収率 

1 在宅の方 層別抽出 4,861 2,411 49.6% 

 

身体障害 2,288 1,174 51.3% 

知的障害 693 386 55.7% 

精神障害 1,685 757 44.9% 

難病患者 195 94 48.2% 

2 施設に入所している方 悉皆調査 238 149 62.6% 

3 18 歳未満の方の保護者の方 悉皆調査 688 389 56.5% 

4 サービス事業者の方 悉皆調査 163 116 71.2% 

全体  5,950 3,065 51.5% 

 

③調査方法 

郵送配付、郵送回収 

 

④調査期間 

平成 28 年 11 月 14 日(月)から平成 28 年 11 月 28 日(月)まで 
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（２）調査結果の概要 

① 主な介助・支援者の年齢【在宅の方】 

全体では「60～69 歳」が 31.0％と最も多く、次いで「50～59 歳」が

23.8％、「70～79 歳」が 21.5％などとなっており、「60～69 歳」、「70

～79 歳」、「80 歳以上」を合わせた『60 歳代以上』の回答は 61.8％となっ

ています。障害別に見ても、すべての属性で『60 歳代以上』の回答が半数を

超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 主な介助・支援者のあなた以外への介助・支援状況【在宅の方】 

全体では「高齢者の介護」が 18.3％で最も多く、次いで「障害者の介護」

が 6.9％、「病人の看護」が 3.5％などとなっています。一方、「ない」は 59.4％

となっています。障害別に見ると、発達障害◆、高次脳機能障害◆、知的障害

で「高齢者の介護」がやや多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.3 

6.9 

3.5 

2.9 

3.3 

59.4 

12.1 

0% 20% 40% 60% 80%

高齢者の介護

障害者の介護

病人の看護

乳幼児の子育て

その他

ない

無回答

総数＝867

0.7

1.0

1.1

4.0

3.0

1.7

1.9

0.8

2.6

2.4

2.0

3.2

3.4

1.6

4.8

2.4

4.0

6.9

9.8

12.4

5.6

10.1

9.5

4.0

11.9

23.8

23.8

28.5

18.0

31.0

24.0

23.8

31.0

29.9

35.7

27.5

26.2

48.0

22.8

21.5

18.4

22.1

26.5

23.8

12.0

19.8

9.3

10.9

7.2

7.9

7.1

8.0

12.9

2.5

1.9

2.0

4.8

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(867)

身体障害(412)

知的障害(249)

精神障害(189)

発達障害(42)

高次脳機能障害(25)

難病・特定疾患(101)

19歳以下 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上 無回答
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③ 主な介助・支援者が介助・支援できなくなった場合どうするか 

【在宅の方】 

全体では「ホームヘルパーを利用する」が 20.2％と最も多く、次いで「施

設に入所する」が 17.3％、「一緒に住んでいる家族に頼む」が 17.2％などと

なっています。障害別に見ると、知的障害では「グループホーム◆、福祉ホー

ム◆に入所する」、精神障害、難病・特定疾患では「まだわからない」が特に

多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜過去の調査結果との比較＞ 

順位 平成 25 年度（総数=1,912） 平成 23 年度（総数=1,010） 

１位 
一緒に住んでいる家族に頼む 

18.1％ 

一緒に住んでいる家族に頼む 

22.0％ 

２位 
施設に入所する 

15.4％ 

施設に入所する 

18.3％ 

３位 
ホームヘルプを利用する 

14.8％ 

ホームヘルプを利用する 

16.9％ 

４位 
グループホーム、ケアホーム、福祉ホ
ームに入所する 

12.1％ 

グループホーム、ケアホーム、福祉ホ
ームに入所する 

16.9％ 

５位 
別に住んでいる家族に頼む 

11.8％ 

別に住んでいる家族に頼む 

14.3％ 

  

20.2 

17.3 

17.2 

15.8 

11.1 

10.8 

6.3 

4.3 

3.8 

28.7 

11.1 

0% 20% 40%

ホームヘルパーを利用する

施設に入所する

一緒に住んでいる家族に頼む

グループホーム、福祉ホームに入所する

別に住んでいる親族に頼む

ショートステイを利用する

病院に入院する

成年後見人を立てる

その他

まだわからない

無回答

総数＝1,303
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④ 平日の日中の主な過ごし方【在宅の方】 

全体では「正社員・正職員として働いている」が 15.6％で最も多く、次

いで「自宅で家事をしている」が 15.4％、「パート・アルバイトなどで働い

ている」が 13.2%などとなっています。障害別に見ると、身体障害では「正

社員・正職員として働いている」、知的障害、発達障害◆では「福祉的就労を

している（作業所など）」、精神障害では「自宅で家事をしている」、高次脳機

能障害◆では「特になにもしていない」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.6 

15.4 

13.2 

10.1 

6.5 

5.4 

4.2 

1.9 

1.2 

0.7 

0.5 

5.6 

20.0 

3.8 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

正社員・正職員として働いている

自宅で家事をしている

パート・アルバイトなどで働いている

福祉的就労をしている（作業所など）

福祉的就労以外の通所施設に通っている

自宅で働いている（自営業・内職・家業の手伝いなど）

休職中

就職活動中

大学・学校などに通っている

育児をしている

職業訓練中

その他

特になにもしていない

無回答

総数＝2,411
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⑤ サービス利用に関して困っていること 

【在宅の方、18 歳未満の方の保護者】 

在宅の方の回答では「サービスに関する情報が少ない」が 28.8％と最も多

く、次いで「区役所での手続きが大変」が 22.7％、「利用したいサービスが利

用できない」が 9.8％などとなっています。一方、「特にない」は 37.5％とな

っています。障害別に見ると、知的障害では「区役所での手続きが大変」がや

や多く、高次脳機能障害◆、発達障害◆では「サービスに関する情報が少ない」

が特に多くなっています。 

18 歳未満の方の保護者の回答では「サービスに関する情報が少ない」が

41.1％と最も多く、次いで「利用できる回数や日数が少ない」が 23.9％、「事

業者との利用日等の調整が大変」が 20.6％などとなっています。障害別に見

ると、身体障害では「利用したいサービスが利用できない」、知的障害、発達

障害では「サービスに関する情報が少ない」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28.8 

22.7 

9.2 

8.2 

4.7 

9.8 

8.5 

3.4 

37.5 

14.4 

41.1

20.1

23.9

20.6

7.2

18.0

8.0

6.7

29.3

4.1

0% 10% 20% 30% 40% 50%

サービスに関する情報が少ない

区役所での手続きが大変

利用できる回数や日数が少ない

事業者との利用日等の調整が大変

サービスの質が良くない

利用したいサービスが利用できない

利用者負担（自己負担）が大きい

その他

特にない

無回答

在宅の方

(総数=2,411)

18歳未満の方の

保護者

(総数=389)
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⑥ 障害者差別解消法◆が施行されたことについての認知状況 

【在宅の方、施設に入所している方、18 歳未満の方の保護者】 

最も多い回答は、在宅の方では「知らない」が 52.1％、施設に入所して

いる方では「わからない」が 57.0％、18 歳未満の方の保護者では「知

らない」が 45.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 災害に対してどのような備えをしているか 

【在宅の方、18 歳未満の方の保護者】 

在宅の方の回答では「非常時持ち出し品の用意、非常食等の備蓄をしてい

る」が 31.9％と最も多く、次いで「日頃から家族で災害時の対応を話し合

っている」が 21.0％となっています。 

18 歳未満の方の保護者では「非常時持ち出し品の用意、非常食等の備

蓄をしている」が 51.9％と最も多く、次いで「日頃から家族で災害時の対

応を話し合っている」が 32.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.4

8.1

15.2

19.5

12.8

30.6

52.1

17.4

45.2

8.8

57.0

4.4

12.2

4.7

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅の方

(2,411)

施設に入所して

いる方(149)

18歳未満の方の

保護者(389)

内容まで知っている 聞いたことはある 知らない わからない 無回答

21.0 

31.9 

18.9 

4.6 

6.8 

2.2 

35.4 

11.3 

32.1

51.9

12.3

3.1

6.9

1.0

26.5

3.9

0% 20% 40% 60%

日頃から家族で災害時の

対応を話し合っている

非常時持ち出し品の用意、

非常食等の備蓄をしている

疾病等で必要な薬や医療機関の

連絡先などを備えている

近所の人や知人等に、災害が発生

したときの助けをお願いしている

新宿区の「災害時要援護者

登録名簿」に登録している

その他

特にない

無回答

在宅の方

(2,411)

18歳未満の方の

保護者(389)
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⑧ 今後希望する生活【在宅の方】 

全体では「必要に応じてサービスを利用しながら地域で在宅生活を継続す

る」が 47.7％と最も多く、次いで、かなり差があり「区内のグループホー

ム◆に入居する」が 4.7％、「区内の障害者の入所施設に入所する」が 3.4％

などとなっています。障害別に見ると、知的障害、発達障害◆では、「区内の

グループホームに入居する」と「区内の障害者の入所施設に入所する」がや

や多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜過去の調査結果との比較＞ 

順位 平成 25 年度（総数=2,836） 平成 23 年度（総数=1,680） 

１位 
地域で独立して生活する 

31.3％ 

地域で独立して生活する 

28.8％ 

２位 
親や親族のもとで生活する 

19.8％ 

親や親族のもとで生活する 

19.7％ 

３位 
区内に障害者の入所施設があれば入
所する 

7.3％ 

区内に障害者の入所施設があれば入所する 

6.5％ 

４位 
高齢者の入所施設に入所する 

6.6％ 

グループホームなどに入居する 

4.3％ 

５位 
グループホームなどに入居する 

4.5％ 

高齢者の入所施設に入所する 

3.9％ 

  

47.7 

4.7 

4.1 

3.4 

1.6 

1.3 

4.7 

25.8 

9.7 

0% 20% 40% 60%

必要に応じてサービスを利用

しながら地域で在宅生活を継続する

区内のグループホームに入居する

高齢者の入所施設に入所する

区内の障害者の入所施設に入所する

区外でもいいので障害者の入所施設に入所する

区外でもいいのでグループホームに入所する

その他

わからない

無回答

総数＝2,411
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⑨ 今後希望する生活【施設に入所している方】 

全体では「現在の施設で生活したい」が 59.1％と最も多く、次いで「施

設を退所して、必要に応じてサービスを利用しながら新宿区内で生活したい」

が 4.7％、「別の施設で暮らしたい」が 2.0％などとなっています。障害別に

見ると、身体障害では、知的障害よりも「現在の施設で生活したい」の回答

割合がやや高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜過去の調査結果との比較＞ 

順位 平成 25 年度（総数=132） 平成 23 年度（総数=110） 

１位 
現在の施設で生活したい 

60.6％ 

現在の施設で生活したい 

20.0％ 

２位 
別の施設で暮らしたい 

6.8％ 

家族と暮らしたい 

19.7％ 

３位 
施設を退所して、家族と生活したい 

5.3％ 

グループホームなどで生活したい 

9.1％ 

４位 
施設を退所して、独立して生活したい 

3.0％ 

独立して生活したい 

1.8％ 

５位 
施設を退所して、グループホームなどで
生活したい 

1.5％ 

高齢者の入所施設に入所する 
 

3.9％ 

 
  

59.1 

4.7 

2.0 

1.3 

0.0 

25.5 

7.4 

0% 20% 40% 60% 80%

現在の施設で生活したい

施設を退所して、必要に応じてサービスを

利用しながら新宿区内で生活したい

別の施設で暮らしたい

施設を退所して、新宿区内の

グループホームで生活したい

施設を退所して、今の施設周辺の

グループホームで生活したい

わからない

無回答

総数=149
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⑩ 現在の施設での生活を続けたい理由【施設に入所している方】 

（※⑨の設問で｢現在の施設で生活したい｣と回答した方） 

全体では「入所者や施設職員との関係が良好なため」が 62.5％と最も多

く、次いで「環境や日中活動の内容等に満足している」が 45.5％、「家族の

受け入れ体制が整っていない」が 39.8％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

62.5 

45.5 

39.8 

28.4 

12.5 

9.1 

9.1 

8.0 

5.7 

3.4 

3.4 

6.8 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80%

入所者や施設職員との関係が良好なため

環境や日中活動の内容等に満足している

家族の受け入れ体制が整っていない

健康面などで不安がある

経済的に難しい

すぐに入所できるグループホームなどがない

自宅の構造が障害に対応していない

在宅福祉サービスが充実していない

今の施設で技術や能力を身につけたい

地域で友人関係が持てるか不安がある

その他

特に理由はない

無回答

総数=88
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⑪ 主な介助者の悩みや不安【18 歳未満の方の保護者】 

全体では「精神的な負担が大きい」が 39.2％と最も多く、次いで「何か

あった時に介助を頼める人がいない」が 33.2％、「長期的な外出ができな

い」が 27.6％などとなっています。障害別に見ると、身体障害では「身体

的な負担が大きい」、発達障害◆では「精神的な負担が大きい」が特に多く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜過去の調査結果との比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.2 

33.2 

27.6 

27.2 

26.6 

24.3 

24.3 

21.9 

21.3 

20.9 

20.9 

16.3 

16.3 

12.6 

4.3 

8.6 

16.6 

8.0 

0% 20% 40% 60%

精神的な負担が大きい

何かあった時に介助を頼める人がいない

長期的な外出ができない

休養やくつろぐ時間がない

身体的な負担が大きい

仕事に出られない

きょうだい児の世話が十分にできない

体調不良でも病院に行く時間がない

睡眠が不足している

健康について不安がある

経済的な負担が大きい

介助してくれる人が足りない

他の家族の協力が少ない

周囲の人や職場などの理解がない

介助や支援の方法がわからない

その他

特に悩みや不安はない

無回答

総数=301

順位 平成 25 年度（総数=238） 平成 23 年度（総数=177） 

１位 
精神的な負担が大きい 

44.4％ 

精神的な負担が大きい 

44.6％ 

２位 
何かあった時に介助を頼める人がいない 

39.3％ 

何かあった時に介助を頼める人がいない 

44.1％ 

３位 
休養やくつろぐ時間がない 

31.4％ 

長期的な外出ができない 

38.4％ 

４位 
身体的な負担が大きい 

28.9％ 

休養やくつろぐ時間がない 

31.1％ 

５位 
きょうだい児の世話が十分にできない 

28.5％ 

身体的な負担が大きい 

29.9％ 

６位 
長期的な外出ができない 

27.6％ 

経済的な負担が大きい 

29.4％ 

７位 
仕事に出られない 

24.7％ 

健康について不安がある 

27.1％ 

８位 
睡眠が不足している 

22.2％ 

仕事に出られない 

23.7％ 

 



 

40 

⑫ 困ったときに相談する相手【18 歳未満の方の保護者】 

全体では「家族や親族」が 75.8％と最も多く、「友人・知人・近所の人」

と「学校の先生」が 38.0％、「子ども総合センター（発達支援コーナーあい

あい）」が 37.8％などとなっています。障害別に見ると、身体障害、知的障

害では「学校の先生」、手帳・診断なしでは「子ども総合センター（発達支援

コーナーあいあい）」が特に多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜過去の調査結果との比較＞ 

 

  

75.8 
38.0 
38.0 
37.8 

26.5 
23.7 

12.1 
10.5 
10.0 

7.5 
7.2 
7.2 

3.9 
2.8 
2.1 
1.5 
1.5 

0.5 
0.3 
0.3 
0.0 

8.2 
1.3 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80%

家族や親族
友人・知人・近所の人

学校の先生
子ども総合センター（発達支援コーナーあいあい）
医療関係者（医師・看護師・ソーシャルワーカー）

保育園・子ども園・幼稚園の先生
インターネット等の情報（メール相談、SNS等を含む）

子ども総合センター以外の児童発達支援などの療育機関
障害等の当事者会や家族の会

障害者福祉課の窓口
ヘルパー等福祉従事者
保健センター（保健師）

子ども家庭支援センター
教育委員会・教育センター

児童相談センター
民生委員・児童委員

子ども総合センター（総合相談係）
新宿区社会福祉協議会

身体障害者相談員・知的障害者相談員
区立障害者福祉センター

障害者福祉課以外の区の窓口
その他

相談する相手はいない
無回答

総数=389

順位 平成 25 年度（総数=366） 平成 23 年度（総数=204） 

１位 
家族や親族 

74.6％ 

家族や親族 

67.2％ 

２位 
医療関係者（医師・看護師・ソーシャル
ワーカー） 

35.5％ 

学校の教職員 
 

47.1％ 

３位 
友人・知人 
 

34.7％ 

医療関係者（医師・看護師・ソーシャル
ワーカー） 

45.1％ 

４位 
子ども総合センター 

33.1％ 

友人・知人 

42.2％ 

５位 
学校の教職員 

32.2％ 

障害者の会や家族の会 

14.2％ 

６位 
保育園・子ども園・幼稚園の教職員 

17.5％ 

区の窓口 

10.8％ 

７位 
インターネット等の情報 

15.3％ 

ホームヘルパー 

10.3％ 

８位 
障害者福祉課の窓口 

11.5％ 

インターネット 

8.8％ 
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⑬ 日常的に必要としている医療的ケア◆【18 歳未満の方の保護者】 

全体では「服薬の支援」が 26.5％で最も多く、次いで「吸入・ネブライザ

ー◆」が 5.9％、「吸引」が 5.1％などとなっています。「特に必要としていない」

は 64.8％となっています。 

「服薬の支援」、「吸入・ネブライザー」、「その他」を除き、「吸引」から「人

工呼吸器の管理」までを統合した「いわゆる『医療的ケア』が必要」な状態に

当てはまる人は 7.2％となっています。 

 

■全体                 ●回答項目の統合 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

いわゆる「医療的ケア」が必要と回答した児童の年齢 

 

 

 

 

  

服薬の支援

のみ

18.3%
吸入・ネブラ

イザーのみ

0.8%

服薬の支援

と吸入・ネブ

ライザー

1.3%

いわゆる

「医療的ケ

ア」が必要

7.2%

その他

3.3%

特に必要と

していない

64.8%

無回答

4.4%

26.5 

5.9 

5.1 

3.1 

0.0 

0.8 

2.1 

0.3 

3.6 

2.6 

1.8 

4.4 

64.8 

4.4 

0% 20% 40% 60% 80%

服薬の支援

吸入・ネブライザー

吸引

経管栄養

中心静脈栄養

導尿

酸素療法

咽頭エアウェイ

パルスオキシメーター

気管切開部の管理（ガーゼ交換等）

人工呼吸器の管理

その他

特に必要としていない

無回答

総数=389

1

3 3

1

2

1 1

2 2 2 2 2

1

4

1

0人

1人

2人

3人

4人

5人

１歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 無回答

総数＝28
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⑭ 職員の充足状況【サービス事業者の方】 

「やや不足している」が 50.9％と全体の約半数を占めており、「非常に不

足している」の 32.4％と合わせると８割を超える事業所で職員が不足して

います。一方、「十分である」は 12.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮ 人材育成のための取組【サービス事業者の方】 

「都や区が実施する研修等へ参加」が 83.3％と最も多く、次いで「法人

内で研修等を実施」が 80.6％、「外部団体が実施する研修等へ参加」が

70.4％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

83.3 

80.6 

70.4 

50.0 

4.6 

3.7 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都や区が実施する研修等へ参加

法人内で研修等を実施

外部団体が実施する研修等へ参加

職員の自主学習や資格取得への支援

日常業務が大変で研修等へ参加している余裕はない

その他

無回答

総数=108

12.0 

11.2 

13.7 

50.9 

56.2 

56.2 

32.4 

27.0 

27.4 

2.8 

2.2 

1.9 

3.4 

2.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H28年度(総数=108)

H25年度(総数=89)

H23年度(総数=73)

十分である やや

不足している

非常に

不足している

わからない 無回答
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⑯ 虐待防止マニュアルの整備状況【サービス事業者の方】 

「事業所として整備している」が 53.7％と最も多く、次いで「整備に向

けて準備中である」が 21.3％、「事業所では整備していないが、法人（事業

者）では整備している」が 13.9％となっています。一方、「整備していない」

は 5.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53.7 

13.9 

21.3 

5.6 

5.6 

0% 20% 40% 60%

事業所として整備している

事業所では整備していないが、

法人（事業者）では整備している

整備に向けて準備中である

整備していない

無回答

総数=108
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第３章 計画の基本理念と基本目標 

１ 障害者計画で大切にしたいこと※ 

今期の障害者計画の策定にあたって、区が大切にしたいことをお伝えします。 

 

新宿区障害児福祉計画の策定 

障害者計画のこれまでの施策体系を見直し、障害児に関する個別施策につい

て前面に打ち出します。個々に応じた健やかな成長のため、過不足なくサービ

スを提供できるように、区は、専門性や個別性の高い支援や早期療育、関係機

関の連携について、これまで以上に力を注いでいきます。 

また、児童福祉法の改正により、障害児福祉計画を定めることになり、第１

期障害児福祉計画を、第 5 期障害福祉計画と一体的に策定しました。就学前の

子どもたちのための療育や、就学している子どもの生活能力や社会性をはぐく

む通所支援サービス、障害児相談支援のサービス提供体制の確保の方策や成果

目標について定めて、計画的に取り組んでいきます。 

 

障害者差別解消と権利擁護の推進 

障害のある人もない人も、人として等しく充実した人生を送る権利がありま

す。障害があることが理由で、正当な理由のない差別的な対応を受け、飲食店

等で入店を拒否される・・・それは、障害者が甘んじて受け入れなければなら

ない宿命でしょうか。そんな理不尽なことはありません。障害者の差別禁止は、

国際条約で定められた万国共通の普遍的な理念です。 

区は、新たな基本計画の中で「障害者がいきいきと暮らし続けられる環境の

整備」を個別施策に掲げています。障害のある人もない人も一人ひとりの人権

と意思が尊重され、障害があるということで差別されることなく、地域で誰も

が尊厳を持って暮らし続けられるまちをめざします。それは人権と生命と多様

性が尊重され、自己選択が保障される社会です。 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックでは、国内外から多くの障害のあ

る観光客やアスリートが新宿を訪れることが予想されています。この大会を好

機ととらえ、障害理解に向けた情報発信や交流イベントの開催等を積極的に行

っていき、真のバリアフリー◆社会の実現をめざしていきます。 
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高齢化・重度化への対応 

日本の高齢者人口の割合は増加の一途をたどっており、この状況は新宿区の

障害者にとっても例外ではありません。 

障害のあるなしに関わらず、年齢を重ねると今までできていたことが多かれ

少なかれ困難になっていきます。目や耳が不自由になる方、脳血管障害から半

身まひの後遺症が残った方、人工股関節手術をした方、心臓ペースメーカーや

人工透析を始める方等、高齢期に入ってから障害者となる方は毎年大勢います。

一方で、先天性や若年期からの障害者の場合は、元々の障害がさらに進行して

不自由さが増大する方や、それまでの障害に加えて加齢に伴い手足や目、耳が

不自由になる方、内部障害や精神障害を併発する方もいます。区内では支援の

程度が重度の方が増加傾向にあります。高齢期の障害者の課題は、様々な個別

の事情や背景があることを理解した上で、障害の重度化・重複化について考察

する必要があります。 

家族が日常的なお世話をずっと行ってきた障害者の家庭で、主な介助者だっ

た家族が高齢化し体が弱ってきたときや、病気になったときも、それまでと同

じ生活を続けることが困難に陥ります。障害者本人の高齢化や障害の重度化だ

けでなく、年齢を重ねることに伴う家族の高齢化も、支援のあり方を見直すき

っかけとなります。 

障害者が住み慣れた地域で暮らし続けるには、家族の支援なしでも安心して

過ごすことのできる住まいや日中の居場所、ホームヘルパー等その人ごとに真

に必要な過不足のないサービス提供が必要です。年齢を重ねても障害が重くな

っても、その人らしく充実した生活を送る事ができるよう、障害者福祉施策に

とどまらず医療、保健、介護等とも連携し、支援できる体制づくりを目標にし

ていきます。インフォーマルな社会資源◆の活用についても検討を行い、持続

可能な福祉社会を築いていきます。 
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地域共生社会の実現 

厚生労働省では、「『地域共生社会』の実現に向けて（当面の改革工程）」を

平成 29 年 2 月に示し、改革の骨格として、（1）地域課題の解決力の強化、（2）

地域丸ごとのつながりの強化、（3）地域を基盤とする包括的支援の強化、（4）

専門的人材の機能強化・最大活用の 4 つの柱を掲げています。地域包括ケアシ

ステム◆の理念を普遍化し、高齢者のみならず、障害者や子どもなど生活上の

困難を抱える方が地域において自立した生活を送ることができるよう、地域住

民と公的支援が連動することや、切れ目のない支援の実現をめざしています。 

自助、互助、共助、公助という重層的な支え合いを示す普遍的な考え方のも

と、少子高齢社会や財政状況の観点からも、バランスのとれた社会保障制度の

重要性が増しています。 

社会保障制度は障害者福祉の他に、子育て支援、高齢者介護、生活困窮者支

援等、分野別に発展し、充実しつつあります。その一方、高齢期の障害者の支

援や、障害者だけでなく高齢者の介護や子育てを一つの世帯で担っているダブ

ル介護等の状況では、障害者福祉、高齢者介護、子育て支援等の複数の分野に

またがるサービスの利用や支援の連携が必要になります。「私たちの暮らすま

ち新宿」という地域において、福祉や介護に限定しない様々な生活課題の把握

や、困難な状況にある本人のみならずその世帯全体を支えていくことが求めら

れています。障害のある人もない人も共に生きる社会で、一人ひとりの暮らし

と生きがいを共に支え合う地域共生社会をめざしていきます。 

 

 

※「障害者計画で大切にしたいこと」については、平成 30 年度から 10 か

年の障害者計画の策定にあたって、前回の計画策定時と比較して新たな視

点で盛り込む必要があるものを取り上げています。 
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２ 基本理念 

 

 

「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」の批准にむけた一連の法改

正や制度改正の一環として、平成 28 年 4 月、障害者差別解消法◆及び改正障害

者雇用促進法◆が施行されました。 

障害者権利条約では、「すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の

完全かつ平等な共有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の

尊厳の尊重を促進することを目的」とし、障害者の権利の実現のための措置等に

ついて定めています。障害者差別解消法では、正当な理由なく障害を理由とした

差別を行うことが明確に禁止されるとともに、合理的配慮◆の不提供も差別と位

置付けています。 

区は、この条約や障害者差別解消法の趣旨を尊重し、すべての障害者が、障害

のない人と等しく、個人の尊厳が尊重され、それぞれの自己決定・自己選択によ

って地域の中で他の人々と共生することが妨げられずに、安心して暮らすことが

でき、区民一人ひとりが大切にされる地域共生社会をめざします。 

 

 

 

 

ノーマライゼーション◆の理念に基づき、障害のある人も障害のない人も地域

を構成する一員として共に支えあい、障害者が自ら望む活動に積極的に参加でき

る共生社会を実現するために、すべての人たちが、障害についての理解を深める

ことが必要です。 

区はあらゆる機会や場面を通じて、社会的・物理的なバリアフリーを促進し、

こころの中のバリアもなくすために必要な合理的な配慮を怠らず、安全で豊かな

地域共生社会をめざします。 

 

 

 

 

乳幼児期から学齢期、成年期、高齢期に至るまで、障害者が地域の中で生き生

きと成長し、その人らしく自立した生活を実現するために、それぞれのライフス

テージ◆に応じた切れ目のない支援を得られることが必要です。 

区は、障害者やその家族の相談に的確に応じることをはじめ、関係するさまざ

まな分野にわたる支援・連携を一層強化し、適切な情報や必要なサービスの提供

など、総合的な支援を受けられる地域共生社会の実現をめざします。 

◇ 必要な時に必要な支援が得られる地域共生社会の実現 

◇ バリアフリー◆社会の実現 

◇ 障害者が尊厳を持って生活できる地域共生社会の実現 
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３ 基本目標 

基本目標Ⅰ 安心して地域生活が送れるための支援 

「生活の中で出来ない事を手伝ってほしい」「働きたい」「誰かのためになり

たい」など地域で生活するといってもその方によって思いは様々です。そのひ

とつひとつの思いを実現するために障害福祉のサービスや様々な支援のメニ

ューがあります。自分が利用できるサービスは何か、それにはどのようなメニ

ューがあるのか分からない、相談したくてもどこの誰に相談すれば良いか分か

らない・・・など、まだまだ障害者のための情報発信が少ないと感じている方

が多くいます。自分の思いを受け止めてもらえる場所、ＳＯＳを出せる場所と

して、区の障害者福祉課内に設置した基幹相談支援センター、区立障害者福祉

センター、区立障害者生活支援センター、社会福祉法人南風会シャロームみな

み風を中心とした地域生活支援体制について、より多くの人に周知して行く必

要があります。 

また、安心して新宿に住み、生活を続けることができるよう通所施設の支援

機能を高めることやグループホーム◆の整備を促進し、住み慣れた新宿でいつ

までも自分らしくいきいきと暮らしていけるような支援を続けていきます。 

 

基本目標Ⅱ ライフステージ◆に応じた成長と自立への支援 

赤ちゃんが幼児になり、やがて学童期を迎え、思春期、青年期、そして成年

期を迎えます。ライフステージに応じて、その時その時に必要な相談、助言や

サポートをちょうど良いタイミングで適切に受けることで、その子どもの力を

最大限引き出し、様々な機能の発達を支援し、健やかな成長を促すことが可能

になります。 

医療技術の進歩等を背景として、医療的ケア◆を必要とする障害児が増加し

ています。身近な地域の中に頼りになる医療機関や看護、療育、子育て支援施

設等があって、家族とともに手を携えてチームとして支えていける手厚い支援

体制の構築が求められています。 

発達障害◆児についても増加傾向にあります。早期療育、就園、就学、進学、

就職とライフステージに応じた、切れ目のない適切な支援で、個性にあった発

達と成長を促し、成長過程のつまずきや混乱を軽減できるよう、療育、保育、

教育、就労支援等の関係機関の連携が大変重要です。 

障害種別や程度に関わらず、一人ひとりの子どもの育ちを多機関・多職種が

連携して保障していきます。 
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基本目標Ⅲ 地域共生社会におけるバリアフリー◆の促進 

バリアフリーの促進には、建物の出入り口の段差にスロープを設置するとい

った物理的なバリアフリーと、障害のない人が障害のある人に抱く差別や偏見

を解消し障害理解を促進していくという心のバリアフリーの２種類がありま

す。視覚障害者のホーム転落事故では、駅のホームの構造的な危険性が明らか

になるとともに、多くの人々にとっては声掛けやちょっとしたお手伝いをもっ

と積極的にした方がよかったのではないかと心のバリアフリーを考える出来

事になりました。 

物理的なバリアフリーは、機材の導入や改修工事をすることで実現すること

ができるものもあります。設計の事前段階で、障害者や支援者等の意見を聴き、

誰もが利用しやすいユニバーサルデザイン◆の施設整備の実現をめざしていき

ます。障害の種別や程度ごとに配慮すべきことが多種多様ですので、全ての人

にとって 100 点満点というのは難しいものです。建設的対話を通じ、合意点

を探る努力が必要です。 

一方、心のバリアフリーはどうでしょう。障害者と実際に出会い、ともに時

間を共有するような体験をして、自分自身の心の深いところでその人への親し

みや共感、尊敬といった感情を抱いたことがあれば、障害者への理由なき嫌悪

感や無関心、差別的感情は軽減していき、障害理解に向けた大切な一歩を踏み

出したことになるのではないでしょうか。区では、障害理解促進にこれまで以

上に力を入れていきます。 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催に向け、駅周辺等のまちづ

くりを推進し、区内の物理的なバリアフリー化を更に促進するとともに、障害

理解の促進による心のバリアフリーも、一層推進していきます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 障害者施策の総合的展開 

（ 新 宿 区 障 害 者 計 画 ） 
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◇障害者が尊厳を持って生活できる地域共生社会の実現 

◇バリアフリー ◆ 社 会 の実 現  

◇必要な時に必要な支援が得られる地域共生社会の実現 

基
本
理
念 

第１章 障害者施策の体系 

 「基本理念」のもとに、３つの「基本目標」と９つの「個別目標」を

設け、計画を支える施策を「基本施策」、「個別施策」として示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 個々のニーズに応じた福祉サービスの提供と充実 

２ 障害等の早期発見と成長・発達への支援 

３ 地域サービスの充実・地域生活への移行の推進 

４ 多様な就労支援 

５ 社会活動の支援 

６ 障害者の権利を守り安心して生活できるための支援 

７ こころのバリアフリー◆の促進 

８ 福祉のまちづくりの促進 

９ 障害者が安全に生活できるための支援 

個
別
目
標 

Ⅰ 安心して地域生活が送れるための支援 

Ⅱ ライフステージ◆に応じた成長と自立への支援 

Ⅲ 地域共生社会におけるバリアフリーの促進 

基
本
目
標 

17 の基本施策 

41 の個別施策 
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【個別目標に連なる「基本施策」と「個別施策」】 

  

個別目標１ 個々のニーズに応じた福祉サービスの提供と充実 
基本施策 個別施策  

(１)地域で日常生活を継続する
ための支援 

① 相 談 支 援 の 充 実                    (P58) 

② 日 常 生 活 を 支 え る 支 援 の 充 実       (P61) 

③ 保 健 医 療 サ ー ビ ス の 充 実            (P65) 

④ 家 族 へ の 支 援                      (P69) 

⑤ 経 済 的 自 立 へ の 支 援               (P71) 

(２)サービスの質の向上のため
の支援 

⑥ 利 用 者 支 援 と 苦 情 相 談 の 充 実       (P72) 

⑦ サ ー ビ ス を 担 う 人 材 の 確 保 ・ 育 成    (P73) 

⑧ 事 業 者 へ の 支 援 ・ 指 導 の 充 実       (P74) 

(３)地域ネットワークの構築 

⑨ 地 域 生 活 支 援 体 制 の 推 進 【 重 点 的 な 取 組 】  

(P77) 

⑩ 地 域 の 社 会 資 源 ネ ッ ト ワ ー ク 化 と 有 効 活 用  

(P79) 

個別目標２ 障害等の早期発見と成長・発達への支援 

基本施策 個別施策  

(１)子どもの発達に即した支援
の充実 

⑪ 障 害 等 の 早 期 発 見 ・ 早 期 支 援       (P80) 

⑫乳 幼 児 期 の 子 育て に 関 する 相 談 の充 実(P81) 

(２)障害等のある子どもの療育、
保育、教育、福祉の充実 

⑬ 乳 幼 児 期 の 支 援 体 制 の 充 実         (P84) 

⑭ 学 齢 期 の 支 援 体 制 の 充 実            (P86) 

⑮ 放 課 後 支 援 等 の 日 中 活 動 の 充 実      (P90) 

⑯療 育・保 育・教 育・福 祉・保 健施 策 の 連携 (P91) 

⑰ 障 害 等 の あ る 子 ど も へ の 専 門 相 談 の 推 進【 重

点 的 な 取 組 】                       (P92) 

⑱ 学 校 教 育 修 了 後 の 進 路 の 確 保       (P95) 

個別目標３ 地域サービスの充実・地域生活への移行の推進 
基本施策 個別施策  

(１)地域で生活するための基盤
整備 

⑲ 日 中 活 動 の 充 実                    (P96) 

⑳ 住 ま い の 場 の 充 実                 (P98) 

㉑ 入 所 支 援 施 設 等 の 支 援            (P100) 

(２)地域生活移行への支援 

㉒ 施 設 か ら の 地 域 生 活 移 行 の 支 援    (P102) 

㉓ 病 院 か ら の 地 域 生 活 移 行 の 支 援【 重 点 的 な 取

組 】                             (P103) 
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個別目標４ 多様な就労支援 
基本施策 個別施策  

(１)多様な就労ニーズに対応で
きる重層的な支援体制の充実 

㉔ 就 労 支 援 の 充 実 【 重 点 的 な 取 組 】       (P105) 

㉕ 施 設 に お け る 就 労 支 援 の 充 実          (P108) 

(２)安心して働き続けられるた
めの支援 

㉖就労の継続及び復職等の支援の強化     (P113) 

個別目標５ 社会活動の支援 
基本施策 個別施策  

(１)社会参加の充実 

㉗ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 支 援 ・ 移 動 支 援 の 充 実  

(P115) 

㉘ 文 化 ・ ス ポ ー ツ 等 へ の 参 加 の 促 進       (P118) 

㉙ 社 会 参 加 の 促 進 へ の 支 援 の 充 実         (P119) 

個別目標６ 障害者の権利を守り安心して生活できるための支援 
基本施策 個別施策  

(１)障害者が権利の主体として
生活するための支援 

㉚ 障 害 者 の 差 別 解 消 ・ 権 利 擁 護 の 推 進    (P122) 

㉛ 虐 待 の 防 止                 (P126) 

㉜ 消 費 者 被 害 の 防 止                    (P127) 

個別目標７ こころのバリアフリー◆の促進 
基本施策 個別施策  

(１)障害理解の促進 

㉝ 障 害 理 解 へ の 啓 発 活 動 の 促 進 【 重 点 的 な 取 組 】  

                                      (P128) 

㉞ 障 害 理 解 教 育 の 推 進                  (P132) 

㉟ 広 報 活 動 の 充 実                       (P133) 

(２)交流機会の拡大、充実によ
る理解の促進 

㊱ 互 い に 交 流 し あ え る 機 会 の 充 実         (P134) 

㊲ 地 域 で 交 流 す る 機 会 の 充 実            (P136) 

(３)情報のバリアフリーの促進 ㊳ 多 様 な 手 法 に よ る 情 報 提 供 の 充 実       (P137) 

個別目標８ 福祉のまちづくりの促進 
基本施策 個別施策  

(１)人にやさしいまちづくり 
㊴ ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン ◆ を 基 本 と し た ま ち づ く り

の 促 進 【 重 点 的 な 取 組 】              (P139) 

(２)人にやさしい建築物づくり ㊵建築物や住宅のバリアフリーの普及     (P143) 

個別目標９ 障害者が安全に生活できるための支援 
基本施策 個別施策  

(１)災害等から障害者を守り安
全に生活できるための支援 

㊶ 防 災 ・ 防 犯 対 策 の 推 進           (P144)  
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第２章 重点的な取組 

本計画では、｢基本目標｣の実現に向けて、計画を支える「基本施策」

を定め、特に積極的な取組により事業を推進していく必要がある次の｢個

別施策｣を、重点的な取組として掲げました。 

 

 

 

  

重点的な取組１ 地域生活支援体制の推進【個別施策⑨】 

基幹相談支援センターと区内 3 カ所の地域生活支援拠点施設（身体

障害者の拠点「区立障害者福祉センター」、精神障害者の拠点「区立障

害者生活支援センター」、知的障害者の拠点「シャロームみなみ風」）

及び関係機関が連携し、障害者がいつでも相談でき、地域で安心して

生活できるような地域生活支援体制を推進していきます。  

重点的な取組２ 障害等のある子どもへの専門相談の推進【個別施策⑰】 

障 害 の あ る 子 ど も や 発 達 に 心 配 の あ る 子 ど も の 相 談 支 援 環 境 を 整 備

し ま す 。 昨 今 、 特 に 求 め ら れ て い る の は 専 門 性 の 高 い 相 談 で す 。子 ど

も 総 合 セ ン タ ー に お け る 発 達 検 査 や 専 門 職 に よ る 個 別 指 導 、 保 健セ ン

タ ー に お け る 発 達 専 門 の 小 児 科 医 師 に よ る 相 談 、 教 育 委 員 会 に おけ る

就 学 相 談 等 で 専 門 的 な 相 談 や 支 援 を 行 う と と も に 、 切 れ 目 の な い支 援

が行えるよう、関係各機関が連携を図っていきます。  

重点的な取組３ 病院からの地域生活移行の支援【個別施策㉓】 

精 神 障 害 者 の 地 域 移 行 に つ い て は 、 医 療 機 関 と の 連 携 を 積 極 的 に 図

り 退 院 支 援 を 推 進 し て い る こ と で 、 保 健 セ ン タ ー 保 健 師 の 退 院 支援 件

数 は 年 々 増 加 し て い ま す 。 退 院 支 援 に お い て は 、 入 院 中 か ら 退 院に 向

け た 意 欲 の 喚 起 や 本 人 の 意 向 に 沿 っ た 移 行 支 援 、 地 域 生 活 を 支 える サ

ー ビ ス の 提 供 、 居 住 の 場 の 確 保 を 含 む 高 齢 の 精 神 障 害 者 に 対 す る支 援

な ど 、 関 係 部 署 が 連 携 し 、 組 織 横 断 的 に 取 り 組 む 必 要 が あ り ま す。 精

神 障 害 に も 対 応 し た 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム を 構 築 し 、 地 域 で 精 神障 害

者が生活を継続できるような支援を行き渡らせていきます。 
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重点的な取組４ 就労支援の充実【個別施策㉔】 

障 害 者 の 就 労 意 欲 の 高 ま り と 、 企 業 に お け る 障 害 者 雇 用 に 対 す る 理

解 が 進 ん で い る こ と や 、 法 定 雇 用 率 の 引 き 上 げ 等 が 追 い 風 と な り、 就

職 す る 障 害 者 は 増 加 し て い ま す 。 就 職 や 職 場 定 着 の 支 援 な ど 一 人ひ と

り の ニ ー ズ に あ っ た 支 援 を 行 え る よ う 、 新 宿 区 勤 労 者 ・ 仕 事 支 援セ ン

タ ー や 就 労 支 援 事 業 所 等 と の 連 携 に よ る 重 層 的 な 就 労 支 援 を 続 け ま

す 。 ま た 、 企 業 に 対 し て も 障 害 者 が 安 心 し て 働 き 続 け ら れ る 環 境整 備

を働きかけていきます。 

重点的な取組５ 障害理解への啓発活動の促進【個別施策㉝（新規）】 

障 害 者 差 別 解 消 法 ◆ が 施 行 さ れ ま し た が 、 ま だ 認 知 度 は 低 い 状 況 で

す。差別の禁止、合理的配慮 ◆ の提供が浸透するためには障害への理解

が欠かせません。東京 2020 オリンピック・パラリンピックを好機と

捉 え 、 障 害 理 解 の た め の 障 害 者 疑 似 体 験 を 取 り 入 れ た り 、 障 害 者と 交

流する場を設ける等、障害理解を大きく進めるための取組を行います。 

重点的な取組６ ユニバーサルデザイン◆を基本としたまちづくりの促進【個別施策㊴】 

「 誰 も が 移 動 し や す く 、 利 用 し や す く 、 わ か り や す い ま ち 」 の 実 現

の た め 、 ｢ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の 視 点 に 立 っ た ま ち づ く り ｣を 進 め て

い ま す 。 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の 視 点 を 取 り 入 れ た 施 設 整 備 等 ハー ド

面 を 促 進 す る と と も に 、 ソ フ ト 面 に つ い て も 一 層 の 普 及 ・ 啓 発 を推 進

します。 
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第３章 施策の展開 

 

 

 

 

 

 

個別施策① 相談支援の充実  

 

 

【相談支援とサービス等利用計画 ◆ 】 

○ 総合的な相談支援を行う中核的な機関として、障害者福祉課内に

設置した基幹相談支援センターを中心に、区内の障害者相談窓口（子

ども総合センター、保健予防課、保 健センター４所、地域活動支援

センター ◆ 4 所、区立障害者福祉センター、シャロームみなみ風）及

び区内の特定相談支援事業所と連携 をとりながら、相談体制やサー

ビス等利用計画の作成方法等につい て研修や連絡会などで検討して

きました。 

障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 利 用 す る た め に は 、 サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 の 作

成 が 必 須 で す 。 こ の サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 は 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所

に 作 成 を 依 頼 す る か 、 セ ル フ プ ラ ン と い う 形 で 、 障 害 当 事 者 も し く

は 家 族 が 作 成 す る も の で す 。 区 で は 、 本 人 の 生 活 全 般 を 評 価 し 、 希

望 す る 生 活 や サ ー ビ ス の 利 用 意 向 な ど を 中 心 に 総 合 的 な 視 点 か ら 作

成 す る と い う メ リ ッ ト が あ る た め 、 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 所 の 相 談

支 援 専 門 員 に 作 成 を 依 頼 す る サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 を 勧 め て い ま す 。

サービス等利用計画の割合を増やしていくことが課題です。 

 

○  障害の種別や程度によっては、サービスの利用意向や希望する生

活の仕方をはっきり意思表示できる 人もいますし、自身では課題の

整理や意思表示が難しい方もいます 。サービスの提供や相談支援に

あたっては、当事者の意思決定と選択権を尊重する必要があります。 

 

○ 障害者の相談支援は、本人のニーズの充足とともに、社会、経済、

文化活動への参加を具体的に実現さ せるためのものであり、障害の

種別や本人の社会参加や就労及び生 活状況によって多種多様な分野

に渡っています。 

ま た 、 相 談 の 個 別 性 に 対 応 す る た め に は 、 公 的 制 度 か ら 区 内 外 の

現 状 と 課 題  

個別目標１  

基本施策（１） 地域で日常生活を継続するための支援 
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イ ン フ ォ ー マ ル サ ー ビ ス を 熟 知 す る 専 門 性 と 広 い 守 備 範 囲 を 備 え た

コ ー デ ィ ネ ー ト 力 が 必 要 で す 。 障 害 者 の 相 談 を 有 効 に 進 め て い く た

め に は 、 個 別 具 体 的 な サ ー ビ ス の 組 み 合 わ せ を 提 案 し 、 本 人 の エ ン

パワメント ◆ 及び自立を円滑に進めていくことが求められています。

こうした現状から、平成 29 年 4 月から、身体障害者の拠点として

区 立 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー 、 精 神 障 害 者 の 拠 点 と し て 区 立 障 害 者 生 活

支 援 セ ン タ ー 、 知 的 障 害 者 の 拠 点 と し て シ ャ ロ ー ム み な み 風 に 相 談

支 援 専 門 員 を 増 配 置 し 、 土 日 に も 相 談 支 援 事 業 を 実 施 し 、 地 域 で の

生活を支援する体制の整備を行っています。 

今 後 、 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー と 拠 点 と の 連 携 を 密 に 行 い 、 重 複 し

た 障 害 の あ る 方 も 複 数 の 拠 点 で 対 応 で き る こ と や 、 拠 点 以 外 の 民 間

相 談 支 援 事 業 所 で も 相 談 支 援 機 能 を 強 化 す る な ど の 仕 組 み づ く り が

課題です。 

 

【障害児の相談支援について】 

○ 心身に障害のある子どもや発達などに心配のある子どもについて、

子ども総合センターで保護者からの 相談や、子育て相談等を行う他

の機関からの紹介を受け、専門相談 を行っています。子どもの発達

段階に応じて必要な支援が継続的に提供されていくことが課題です。

また、発達等に心配のある子どもと 家族への支援を行っており、障

害児支援利用計画の作成とあわせて 、サービス利用児のセルフプラ

ン作成のために情報提供をしていま す。子ども総合センターでは、

ペアレントメンター（発達障害 ◆ 児の子育て経験のある保護者）によ

る相談会も開始しました。その他、 身近なところでの支援が可能に

なるよう、保育、教育などそれぞれの部署でも相談を受けています。 

 

 

 

○  区では、サービス等利用計画作成を進めていますが、その対象に

ならない地域生活支援事業（移動支援や障害児等タイムケア ◆ ）のみ

の利用者や、障害当事者や家族自身 でセルフプランを作成しセルフ

ケアマネジメント ◆ を行う人たちにとっても、サービス利用の調整が

できるよう、サービス利用に向けた わかりやすい仕組みづくりや、

事業所との連絡体制を構築していきます。 

 

○  障害者への相談支援やサービス利用の決定・提供にあたって、支

援者は障害者本人の意思決定と選択 権を尊重する必要があります。

このことを、区は特定相談支援事業 所の指定や障害福祉サービス事

業所の指導検査等の機会を捉え、啓発していきます。  

個 別 施 策 の 方 向  
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○ 保健センターでは、精神障害者や難病患者に対して、精神障害者

保健福祉手帳や医療費助成の申請時 において障害福祉サービスにつ

いての案内を行います。特に精神障 害者については、セルフプラン

の作成支援を継続するとともに、指 定特定相談支援事業所へのつな

ぎの支援も行っていきます。また、 障害者自立支援協議会を通して

も区民やサービス提供事業者等に対 し、区による相談支援の体制の

周知啓発を行っていきます。 

 

○  子ども総合センターは、数少ない障害児相談支援事業所の中核と

してこれからも役割を果たしていきます。 

また、ペアレントメンター（発達障害 ◆ 児の子育て経験のある保護

者 ） に よ る 相 談 会 に つ い て は 、 様 々 な 機 会 を 捉 え た 事 業 の 周 知 や 運

営方法の工夫を行って、保護者支援の充実をはかります。 

 

○ 必要な時に相談でき、ライフステージ ◆ や障害種別によって異なる

ニーズに沿った対応ができるように 基幹相談支援センターと区立障

害者福祉センター、区立障害者生活 支援センター、シャロームみな

み風のそれぞれの拠点が地域生活支 援体制の中心となって専門性を

高めるための研修などを行っていき ます。また、福祉サービスの情

報の入手が困難な方や必要なサービ スを受けていない方に対して、

各拠点や指定特定相談支援事業所や障害福祉サービス提供事業所が、

適切な相談対応・情報提供を行うこ とができるよう、研修や情報共

有を行いながら支援していきます。 
 

 

 

子 ど も 総 合 セ ン タ ー に お け る 事 業  

・ 発 達 相 談 （ 電 話 相 談 /来 所 相 談 ）  ・ ペ ア レ ン ト メ ン タ ー  

保 健 セ ン タ ー に お け る 事 業  

・ 保 健 師 に よ る 相 談 ・ 療 養 支 援  

 

 

・ 計 画 相 談 支 援  ・ 相 談 支 援  ・ 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー  

・ 障 害 者 自 立 支 援 協 議 会  

・ 障 害 児 相 談 支 援  

  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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個別施策② 日常生活を支える支援の充実  

 

 

○  障害者が地域で生活を維持継続していくためには、個々のニーズ

に応じた福祉サービスが地域の社会 資源として充実していること、

そして適切なサービスの利用に向け たきめ細かい継続的な支援が大

切です。多くの方に適切な支援を受 けていただけるように、限りあ

る 社 会 資 源 を 有 効 に 使 い こ な す た め に サ ー ビ ス 等 利 用 計 画 ◆ の 作 成

を進め、地域におけるケアマネジメント ◆ 体制を整備していく必要が

あります。 

 

 

 

○  区では、居宅介護（ホームヘルプ）や日中活動を行う生活介護・

就 労 継 続 支 援 ◆ B 型等 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス や 日 常 生 活 用 具 等 の 地 域

生活支援事業のサービスについて、障害程度に応じた必要な支援を、

必要な際に受けられるように、情報 提供やサービス調整等の利用支

援を充実させ、今後も過不足なくサ ービスが行き渡るように支援を

していきます。  

 

○  区独自で実施している手当や各種助成・タクシー券の支給等、障

害の種別や程度に応じたサービスに ついても、引き続き適切な支援

を行っていきます。 

 

 

・ 巻 末 資 料 「 主 な 事 業 」 を ご 覧 く だ さ い 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・居 宅 介 護  ・重 度 訪 問 介 護  ・同 行 援 護  ・行 動 援 護  ・重 度 障 害 者 等 包 括

支 援  

・ 生 活 介 護  ・ 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 、 生 活 訓 練 ）  

現 状 と 課 題  

個 別 施 策 の 方 向  

一 部 抜 粋  

・ 心 身 障 害 者 巡 回 入 浴 サ ー ビ ス  

・ 心 身 障 害 者 訪 問 理 美 容 サ ー ビ ス  

・ 寝 具 乾 燥 ・ 消 毒 サ ー ビ ス  

・ 紙 お む つ 等 支 給 （ 費 用 助 成 ）  

・心 身 障 害 者 福 祉 タ ク シ ー・自 動 車 燃 料 費 助 成   な ど  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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・ 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー  

・ 意 思 疎 通 支 援  

（ 手 話 通 訳 者 派 遣 、 要 約 筆 記 者 ◆ 派 遣 、 区 役 所 手 話 通 訳 者 設 置 ）  

・ 日 常 生 活 用 具  

（ 介 護 訓 練 支 援 、 自 立 生 活 支 援 、 在 宅 療 養 等 支 援 、 情 報 ・ 意 思 疎 通 支 援 、 排 泄

管 理 支 援 ）  

・ 住 宅 設 備 改 善 費  

・ 移 動 支 援  

・ 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー ◆  

・ 巡 回 入 浴  
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◎障害者総合⽀援法、施⾏３年後の⾒直し 
平成 25 年４⽉に施⾏された「障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に

⽀援するための法律（障害者総合⽀援法）」の附則では、施⾏後３年を⽬途と
して障害福祉サービスの在り⽅等について検討を加え、その結果に基づいて
所要の措置を講ずることとされていたことから、国の社会保障審議会障害者
部会において検討が進められ、報告書がとりまとめられました。 

その結果 、平成 28 年５⽉に「障害者 の⽇常⽣ 活及び社 会⽣活を 総合的に
⽀援する ための法 律及び児 童福祉法 の⼀部を 改正する 法律」が成⽴し、平成
30 年４⽉から施⾏ されます 。障害者 総合⽀援 法施⾏３ 年後の⾒ 直しのポイ
ントは、 次の通り です。 

１ 障害者の望む地域⽣活の⽀援 
○⾃⽴⽣活援助の創設 
・地域⽣ 活を⽀援 するサー ビスを新 設 
○就労定着⽀援の創設 
・就労定 着を⽀援 するサー ビスを新 設 
○重度訪問介護の訪問先の拡⼤  
・医療機 関への⼊ 院時も⼀ 定の⽀援 を可能に  
○⾼齢障害者の介護保険サービスの円滑な利⽤  
・⼀定 の ⾼齢障害 者に対し 、介護保 険サービ スの利⽤ 者負担を 軽減（償還）

できる仕 組みを設 ける。 

２．障害児⽀援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 
○居宅訪問型児童発達⽀援の創設 
・重度の 障害等に より外出 が困難な 障害児に 対し、居 宅を訪問 して発達 ⽀

援を提供 するサー ビスを新 設 
○保育所等訪問⽀援の対象の拡⼤ 
・乳児院 ・児童養 護施設の 障害児も 対象に 
○医療的ケア ◆ を要する障害児への⽀援 
・医療 的 ケア児へ の適切な ⽀援体制 の構築に 向けて、⾃治体に おけ る 保 健 ・

医療・福 祉等の連 携促進を 図る。 
○障害児福祉計画の策定 
・障害児 のサービ スに係る 提供体制 の計画的 な構築推 進のため 、⾃治体 に

おいて障 害児福祉 計画を策 定。 
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３．サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 
○補装具費について 
・成⻑に 伴い短期 間で取り 替える必 要のある 障害児の 場合等に 貸与の活 ⽤

も可能と する。 
○情報公開について 
・都道府 県がサー ビス事業 所の事業 内容等の 情報を公 表する制 度を設け る

とともに 、⾃治体 の事務の 効率化を 図るため 、所要の 規定を整 備する。  

◎共⽣型サービスの創設 
平成 29 年５⽉には「地域包括ケアシステム ◆ の強化のための介護保険法等

の⼀部を改正する法律（地域包括ケアシステム強化法案）」が成⽴し、地域共
⽣社会の実現に向けた取組の推進に関する⾒直しの中で、社会保障審議会障
害者部会の提⾔も踏まえ、⾼齢者と障害児者が同⼀の事業所でサービスを受
けやすくするため、新たに「共⽣型サービス」が介護保険と障害福祉両⽅の
制度に位置付けられました。 

 
 
■共⽣型サービスのイメージ 
 
 
 
 
 
 

出 典 ： 厚 ⽣ 労 働 省  
 
・法律上 は、介護 保険また は障害福 祉のいず れかの居 宅サービ スの指定 を受

けている 事業所が 、もう⼀ ⽅の制度 の居宅・ ⽇中活動 系サービ スの指定 も
受けやす くする、「（共⽣型） 居宅・⽇ 中活動系 サービス の指定の 特例」を
設けたも の。 

・「（共⽣ 型）居宅 ・⽇中活 動系サー ビスの指 定」を受 ける場合 の基準は 、省
令で定め ることに なってい る。 

 
この制度が創設される事により障害者が 65 歳以上になっても、使い慣れ

た事業所においてサービスを利⽤しやすくする、限られた福祉⼈材の有効活
⽤といった効果が期待されています。 
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個別施策③ 保健医療サービスの充実  

 

 

【保健医療サービス】 

○ 糖尿病や高血圧等の生活習慣病は脳梗塞による麻痺や視覚障害、

慢性腎不全等の生活障害を引き起こ します。生活習慣病の発症予防

や重症化予防のために、若い世代か ら健康な生活習慣づくりに取り

組む必要があります。また、HIV 感染症は、早期発見・治療により

予後が改善された結果、慢性感染症 としての長期療養を必要とする

疾患となっています。しかし、感染 者はいまだ減少しておらず、特

に 20 代、30 代の若者世代の感染が も多く、区の後天性免疫不全

症候群（エイズ）による免疫機能障 害の障害者手帳所持者数も年々

増加しています。若年層への HIV 感染を予防するための普及啓発が

必要です。 

 

【こころの健康づくりについて】 

○ 現在、日本では約 390 万人余りの人が精神疾患の治療を受けてお

り、患者数は増えています（平成 26 年患者調査）。区においても精

神科等への通院医療費公費負担制度 （自立支援医療）の受給者や精

神障害者の手帳（精神障害者保健福 祉手帳）を持つ人は増えていま

す。これらの状況を踏まえ、こころ の健康づくりを支援する取組と

して、こころの不調への早期発見・ 早期相談・早期治療を支援して

います。また、平成 26 年度からは、未治療・治療中断等の精神障

害者に対するアウトリーチ ◆ 支援事業を実施することで、安定して地

域で暮らし続けられるような体制を整備してきました。 

精 神 障 害 者 が 安 定 し て 日 常 生 活 を 継 続 す る た め に は 、 本 人 へ の 支

援 だ け で な く 、 周 囲 の 人 々 の 理 解 を 促 し 、 社 会 全 体 で 支 え あ え る よ

う 、 引 き 続 き 相 談 窓 口 の 周 知 や 相 談 支 援 を 充 実 さ せ て い く こ と が 必

要です。 

 

【医療的ケア ◆ の必要な障害児・障害者の支援について】 

○ 医療的ケアの必要な重症心身障害者・児や難病患者等を支えるた

めには、訪問診療や訪問看護、在宅 療養機器の手配等の医療面から

の支援体制や家族や介護者の介護負 担を軽減し、無理なく在宅での

介護を継続できるような福祉サービ スの充実が求められています。

特に障害児の場合、主たる介護者で ある母親の精神的・肉体的負担

は大きく、仕事を辞めざるを得ない等母親自身のライフスタイルを 

 

現 状 と 課 題  
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変 え な け れ ば な ら な い ケ ー ス や 兄 弟 へ の ケ ア ま で 十 分 に 手 が 回 ら な

いといった現状があります。状況に応じた専門的ケアやレスパイト ◆

を 含 め た 多 様 な ニ ー ズ に 対 応 す る た め 、 医 療 、 保 健 、 保 育 、 教 育 、

福 祉 等 の 多 領 域 と 連 携 の と れ た 支 援 の 仕 組 み を 検 討 す る 必 要 が あ り

ます。 

 

【療養の環境について】 

○ 難病は進行性で生活障害を伴いながら、長期の療養生活となるこ

ともあるため、適切な療養環境の整 備や生活の質が確保されるよう

な支援が必要です。また、HIV 感染者・エイズ患者については、長

期療養に伴う費用負担の増加や高齢 化に伴う合併症の発生リスクの

増加という新たな課題が発生してお り、長期療養の環境整備が必要

となっています。 

 

 

 

【障害の原因となる疾病の予防について】 

○ 生活習慣病の予防、早期発見・早期治療や重症化予防のために正

しい知識の普及啓発、健康診査、健 康相談等を充実します。特に、

健康に意識が向きにくい若い世代に 向けた知識の普及啓発を積極的

に行います。また、HIV 感染を予防するための普及啓発を、教育関

係機関等と連携して行います。 

 

   

・ 生 活 習 慣 病 対 策 ： 健 康 診 査 、 健 康 相 談 、 健 康 教 育 、 訪 問 指 導 等  

・ エ イ ズ 対 策 ： 普 及 啓 発 （ 区 内 中 学 校 の 生 徒 向 け 講 座 、 講 習 会 等 ）、 HIV 抗 体 検

査 ・ 相 談 事 業 、 療 養 支 援 、 新 宿 区 HIV/AIDS 関 係 機 関 ネ ッ ト ワ ー ク 連 絡 会  

 

 【こころの健康づくりについて】 

○ 引き続きこころの不調の早期発見・早期相談・早期治療に向けて、

相談窓口の周知、精神保健相談や保 健師による訪問・面接等による

相談支援、アウトリーチ ◆ 支援事業など各種取組のほか、ライフステ

ージ ◆ に応じた普及啓発を充実させ、精神障害者本人だけでなく、家

族をはじめとする周囲の人もこころ の不調に早めに気づき、声掛け

等の支え合いができるような環境を 整備し、精神障害者が安定して

地域で暮らし続けられるよう支援します。 

  

個 別 施 策 の 方 向  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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【 保 健 ・ 医 療 ・ 福 祉 ・ 関 係 者 に よ る 連 携 】  

・ 精 神 保 健 福 祉 連 絡 協 議 会 、 精 神 保 健 福 祉 実 務 担 当 者 連 絡 会  

【 普 及 啓 発 】  

・ 精 神 保 健 講 演 会  ・ 健 康 教 育 の 充 実  ・ 睡 眠 に 関 す る 普 及 啓 発  ・ ホ ー ム ペ ー

ジ の 充 実  

・ パ ン フ レ ッ ト 、 リ ー フ レ ッ ト の 作 成 ・ 配 布  

・ 10 歳 代 向 け の パ ン フ レ ッ ト （『 気 づ い て ！ こ こ ろ の SOS』）・ 保 護 者 向 け リ ー

フ レ ッ ト ・ 教 職 員 向 け リ ー フ レ ッ ト  

・ 自 殺 予 防 の ゲ ー ト キ ー パ ー ◆ 養 成 講 座  

 

【 こ こ ろ の 健 康 づ く り 】  

・ 自 殺 対 策 強 化 月 間 の 取 組  

・ ス ト レ ス マ ネ ジ メ ン ト 講 習 会 （ 子 育 て 世 代 ・ 働 く 世 代 ・ シ ニ ア 世 代 ）  

【 相 談 】  

・ 保 健 師 に よ る 面 接 ・ 訪 問 相 談 等  ・ 精 神 科 医 に よ る 精 神 保 健 相 談  

・ 産 後 う つ の 相 談  ・ 親 と 子 の 相 談 室  

・ 未 治 療 ・ 治 療 中 断 等 の 精 神 障 害 者 に 対 す る 訪 問 支 援  

【 早 期 回 復 ・ 社 会 復 帰 支 援 】  

・ 働 く 人 の メ ン タ ル ヘ ル ス ネ ッ ト ワ ー ク 連 絡 会  

・ デ イ ケ ア （ 精 神 障 害 者 社 会 復 帰 支 援 事 業 ）  

・ 精 神 障 害 者 の 家 族 支 援 （ 家 族 教 室 ・ 家 族 教 室 OB 会 ）  

 

【医療的ケア ◆ の必要な障害者・児の支援について 】 

○ 本人・家族や関係機関が気軽に相談できるよう、在宅医療相談窓

口等の相談やコーディネート機能を 充実します。在宅療養支援が可

能な医療・介護関係機関の情報を集 約したマップを作成して情報の

共有を図るとともに、連携会議や研修会等実施を通して保健・医療・

介護など多職種の連携を推進してい きます。障害者・児が、日常的

な健康管理や病気の予防が受けられ るように、かかりつけ医・かか

りつけ歯科医機能の推進を図ります。 

ま た 、 医 療 的 ケ ア の 必 要 な 障 害 者 が 地 域 で 安 心 し て 生 活 し て い く

ために、通所施設やグループホーム ◆ の職員が適切に医療的ケアを実

施 で き る よ う 、 研 修 や 講 習 会 を 継 続 的 に 実 施 し 、 職 員 の ス キ ル ア ッ

プを図っていきます。  

 

 

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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・ 在 宅 医 療 相 談 窓 口 の 運 営  

・ 在 宅 医 療 ・ 介 護 支 援 情 報 の 作 成 と 連 携 促 進  

・ 在 宅 医 療 体 制 の 推 進  

・ 在 宅 歯 科 医 療 の 推 進 （ 在 宅 歯 科 相 談 窓 口 ）  

・ か か り つ け 医 ・ か か り つ け 歯 科 医 機 能 の 推 進  

・ 薬 剤 師 の 在 宅 療 養 の 参 加 促 進  

・ 緊 急 一 時 入 院 病 床 の 確 保  

・ 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン の 連 携 促 進  

・ 在 宅 医 療 と 介 護 の 交 流 会  

・ 摂 食 嚥 下 機 能 支 援 事 業  

・ 病 院 職 員 の 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン で の 実 習 研 修  

・ 障 害 者 医 療 的 ケ ア 体 制 支 援 事 業  

 

 

・ 医 療 型 児 童 発 達 支 援    ・ 療 養 介 護  

・ 日 常 生 活 用 具 （ 在 宅 療 養 等 支 援 ）  

 

【療養の環境について】 

○ 障害者総合支援法 ◆ や介護保険法等のサービスの利用調整や、関係

機関との連携により、難病やエイズ 患者等の在宅療養支援を行いま

す。また、難病患者や家族介護者が 、互いに体験や療養についての

情報交換する場を設置します。 

 

 

・難 病 対 策：医 療 費 助 成（ 国 、都 制 度 ）、東 京 都 在 宅 難 病 患 者 医 療 機 器 貸 与 事 業（ 都

制 度 ）、 在 宅 難 病 患 者 医 療 機 器 貸 与 者 訪 問 看 護 事 業 、 療 養 相 談 、 リ ハ ビ リ 教 室 、

難 病 講 演 会 、患 者・家 族 支 援（ し ん じ ゅ く 難 病 サ ロ ン ）、新 宿 区 難 病 対 策 地 域 協

議 会 （ 難 病 対 策 実 務 担 当 部 会 含 む ）  等  

・ エ イ ズ 対 策 ： 地 域 療 養 支 援 事 業 （ 新 宿 区 HIV/AIDS 関 係 機 関 連 絡 会 ）、 支 援 者

向 け 講 演 会  

・小 児 慢 性 疾 患 対 策：医 療 費 助 成（ 国 制 度 ）、小 児 慢 性 特 定 疾 病 児 童 等 日 常 生 活 用

具 給 付 事 業  

・ 在 宅 重 症 心 身 障 害 児 (者 )等 訪 問 事 業 （ 都 制 度 ）  

・ 養 育 医 療  

・ 精 神 保 健 対 策 ： 医 療 費 助 成 （ 国 制 度 ）、 支 援 者 向 け 講 演 会  

・ 小 児 精 神 障 害 者 入 院 医 療 費 助 成 制 度 （ 都 制 度 ）  

・ 保 健 師 に よ る 相 談 ・ 療 養 支 援  

・ 訪 問 指 導 （ 栄 養 士 、 歯 科 衛 生 士 、 理 学 療 法 士 ◆ 等 ）  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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個別施策④ 家族への支援 

 

 

○  障害児・障害者を介護している家族の精神的または身体的負担は

大きく、「何かあったときに介助を頼める人がいない」「長期的な外

出ができない」といった悩みを抱え ている方も多くいます。また、

在宅の障害者の介護を行う家族等については、60 歳代以上が６割を

超えており、介護者の高齢化も大き な課題となっています。家族の

介護力が低下した場合でも、住み慣 れたまちで暮らし続けられる仕

組みが求められています。区では、 家族への支援として、短期入所

（ショートステイ）や日中一時支援（日中ショートステイ）、育児に

関する支援、レスパイト ◆ 等の事業を行っています。 

 

【ショートステイ等について】 

○ 区立のショートステイは、障害者施設（新宿生活実習所・障害者

福祉センター・あゆみの家）で緊急 対応を含めて６床の短期入所・

日中ショートステイを行っています。また、平成 27 年度に開設し

た区立障害者生活支援センターにお いて、精神障害者に対する２床

の短期入所を行っています。さらに 、あゆみの家では土曜ケアサポ

ート事業を行っています。 

家 族 が 冠 婚 葬 祭 に 参 加 す る 際 や 介 護 者 の 一 時 的 な 休 息 の た め の 数

日 間 の シ ョ ー ト ス テ イ 、 介 護 者 の 入 院 時 等 の 数 週 間 単 位 の ミ ド ル ス

テ イ 、 入 所 施 設 の 利 用 を 念 頭 に 置 い た ロ ン グ ス テ イ な ど さ ま ざ ま な

要望があります。 

 

【育児支援について】 

○ 障害者が育児を行う際に支援を必要とする場合、ホームヘルパー

により子どもの保育園等への送迎や 連絡帳の記入、子どもの食事の

世話等の育児支援の利用が可能とな るよう、今後も居宅介護（家事

援助）や重度訪問介護といった障害 福祉サービスの支給決定を行っ

ていきます。 

 

【子ども総合センターでの一時保育について】 

○ 子ども総合センターでは、3 歳以上就学前の障害のある子ども、

発 達 に 遅 れ の あ る 子 ど も を 対 象 と し た 一 時 保 育 を 実 施 し て い ま す 。

買い物や通院等の用事だけでなく、家族等の一時休息（レスパイト）

のためにも利用できる事業としており、平成 28 年度から土曜日の

利用も開始しました。  

現 状 と 課 題  
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【レスパイト ◆ について】 

○  日 常 生 活 を 送 る 上 で 何 ら か の 医 療 的 ケ ア ◆ の 必 要 な 障 害 児 と そ の

家族が、地域で安心して生活してい くために、福祉サービス、訪問

看護等、医療面からの支援体制の充実が求められています。 

さ ら に 、 主 た る 介 護 者 の 精 神 的 肉 体 的 負 担 は 大 き く 、 仕 事 を 辞 め

ざ る を 得 な い 等 、 介 護 者 自 身 の ラ イ フ ス タ イ ル を 変 え な け れ ば な ら

な い と い っ た ケ ー ス や 、 障 害 児 の 兄 弟 へ の ケ ア ま で 十 分 に 手 が 回 ら

ないといった現状もあります。区では、平成 28 年度から訪問看護

師 を 居 宅 に 派 遣 し 、 一 定 時 間 家 族 等 に 代 わ っ て 重 症 心 身 障 害 児 等 へ

医 療 的 ケ ア を と も な う 見 守 り を 行 う こ と で 、 家 族 等 の 一 時 休 息 （ レ

ス パ イ ト ） や リ フ レ ッ シ ュ を 図 る 重 症 心 身 障 害 児 等 在 宅 レ ス パ イ ト

サービスを開始しました（平成 28 年度利用人数 10 人、延利用回

数 95 回）。29 年度からは人工呼吸器を装着している 18 歳未満の

いわゆる医療的ケア児についても対象を拡大しています。 

 

 

 

○ 区では全部で 16 床（区立 8 床、民間 8 床）のショートステイを

確保しています。その中には、身体 障害者を対象とする入所支援施

設「新宿けやき園」があり、2 床の短期入所・日中ショートステイ

を行っています。また、「シャロームみなみ風」は、知的障害者及び

知的・身体の重複障害者を対象とし て、５床の短期入所を整備し、

緊急利用や中長期利用に対応してい ます。これらの入所支援施設に

おいては、一定の医療的ケアを必要 とする障害者の方の短期入所等

も受け入れることができるように、 看護師や支援員の増配置等に対

する補助を区が行っています。引き 続き安心して利用できる施設運

営に向けた支援を行っていきます。また、グループホーム ◆ 建設の計

画がある時にはショートステイも併 設するように事業者に働きかけ

を行っていきます。 

 

 

・ 在 宅 重 度 心 身 障 害 者 介 護 人 休 養 制 度  

・ 重 症 心 身 障 害 児 等 在 宅 レ ス パ イ ト サ ー ビ ス  ・ 区 立 新 宿 生 活 実 習 所 の 管 理 運 営  

・ 区 立 障 害 者 生 活 支 援 セ ン タ ー の 管 理 運 営  ・ 区 立 あ ゆ み の 家 の 管 理 運 営  

・ 障 害 幼 児 一 時 保 育  

・区立障害者福祉センターの管理運営 

 

 

 

個 別 施 策 の 方 向  
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・ 居 宅 介 護  ・ 重 度 訪 問 介 護  ・ 短 期 入 所  

・日中一時支援（日中ショートステイ、土曜ケアサポート、障害児等タイムケア ◆ ） 

・障害者福祉活動事業助成 

 

 

個別施策⑤ 経済的自立への支援 

 

 

○  障害者に対する経済的支援は、国の所得保障政策等により各種年

金や手当等が支給され、東京都や新 宿区でも独自の手当等の支給を

行っています。 

ま た 、 就 労 支 援 事 業 等 を 充 実 さ せ 、 障 害 者 の 生 活 基 盤 を 支 え 、 経

済的な自立を支援していくことが必要となっています。 

 

 

 

○  就労等を希望する障害者に対しては、就労移行支援 ◆ や新宿区勤労

者・仕事支援センターの実施する就 労支援事業等により支援を行っ

ていきます。 

 

○ 今後も平成 25 年度に定めた「新宿区における障害者就労支援施

設等からの物品等の調達方針」に基 づき、障害者の経済的自立を促

進するため、障害者就労支援施設からの物品等の調達を推進します。 

 

 

・ 障 害 基 礎 年 金  ・ 心 身 障 害 者 福 祉 手 当  ・ 重 度 心 身 障 害 者 手 当  ・ 特 別 障 害 者

手 当  ・ 障 害 児 福 祉 手 当  ・ 心 身 障 害 者 医 療 費 助 成  

・ 新 宿 区 勤 労 者 ・ 仕 事 支 援 セ ン タ ー 運 営 助 成 等  

 

 

・ 就 労 移 行 支 援  ・ 就 労 継 続 支 援 ◆ Ａ 型  ・ 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型  

  

現 状 と 課 題  
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個別施策⑥ 利用者支援と苦情相談の充実  

 

 

○ 障害福祉サービス提供事業者は、その時々に応じた必要な手続き

を踏まえて、サービス利用者への適切な支援を行う必要があります。 

福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 に つ い て 、 利 用 者 側 と サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 側

が 信 頼 と ル ー ル に 基 づ く 良 好 な 関 係 を 築 い て い け る よ う 、 事 業 運 営

の 適 正 化 及 び 透 明 性 を 確 保 し な が ら 、 利 用 者 の 人 権 と 意 思 の 尊 重 と

サービスの質の向上を図ります。 

利 用 者 の 求 め る 支 援 内 容 と 、 事 業 者 が 提 供 す る サ ー ビ ス 内 容 と の

間 に 隔 た り が あ り 、 事 業 者 へ の 申 し 出 で は 解 決 し な か っ た り 、 直 接

相 談 が で き な い 場 合 な ど に は 苦 情 相 談 窓 口 の 整 備 な ど の 問 題 解 決 の

仕組みが必要になります。 

 

 

 

○ 利用者の人権と意思の尊重に配慮したサービスの実現に向けて、

集団指導や相談窓口連絡会・相談支 援事業者連絡会を定期的に開催

し、苦情への対応や解決に向けた取 組について情報共有し、福祉サ

ービスの質の向上につなげます。 

 

○  サービス利用に関する苦情相談は一般的に、以下のような段階が

設定されています。 

（ ア ） サ ー ビ ス 利 用 者 が サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 に 直 接 苦 情 や 要 望 を 伝

える段階 

（イ）（ア）の段階の対応で不満が残った場合や、サービス提供事業

者 に 直 接 話 す こ と が 難 し い とい う 場 合 に 区 市 町 村 に 相 談 す る

段階 

（ ウ ） 都 道 府 県 の 福 祉 サ ー ビ ス 運 営 適 正 化 委 員 会 が 相 談 を 受 け 付 け

る段階 

区 で は 主 に （ ア ） と （ イ ） に 対 応 し 、 利 用 者 や そ の 家 族 等 か ら 、

事 業 者 に よ る 福 祉 サ ー ビ ス の 提 供 に 関 す る 苦 情 の 受 付 窓 口 と な り 、

内 容 を 確 認 す る と と も に 、 事 業 者 に 対 し て も 適 切 に 指 導 し て い き ま

す。 

ま た 、 サ ー ビ ス 内 容 が 適 正 で あ る か ど う か の 評 価 を 受 け 、 評 価 を

基本施策（２） サービスの質の向上のための支援 

現 状 と 課 題  

個 別 施 策 の 方 向  
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公 表 す る 制 度 で あ る 福 祉 サ ー ビ ス 第 三 者 評 価 に つ い て は 、 利 用 者 が

事 業 者 を 選 択 す る 際 の 一 つ の 指 標 と し て 機 能 し て い ま す 。 区 で は 、

事 業 者 に 対 し て 福 祉 サ ー ビ ス 第 三 者 評 価 の 受 審 が 普 及 す る よ う 、 今

後とも支援を行っていきます。 

 

 

・ 相 談 支 援  ・ 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー  

 

 

個別施策⑦ サービスを担う人材の確保・育成 

 

 

○  生産年齢人口は減少傾向にある一方で、福祉サービスを必要とす

る方が増加に向かっています。障害 者福祉を含む福祉・介護の業界

全体で、人材不足が継続しており、 人材の確保や育成は重要課題に

なっています。 

将 来 に 向 け た 人 材 づ く り に 資 す る た め 、 多 く の 人 に 障 害 者 福 祉 の

仕 事 に 関 心 や 興 味 を 持 っ て も ら え る よ う に 、 仕 事 の 魅 力 や や り が い

を 情 報 発 信 し た り 、 就 職 を 具 体 的 に イ メ ー ジ で き る 現 場 体 験 会 等 の

きっかけづくりを検討する必要があります。 

 

○  サービス提供事業者が行う介護や支援には、障害種別や状況に対

応した福祉サービスの提供が求められています。 

多 種 多 様 な 事 業 所 が 参 入 し て く る 中 、 サ ー ビ ス の 質 の 向 上 と サ ー

ビスを提供する側の人材育成が求められています。 

区 で は シ ャ ロ ー ム み な み 風 に 委 託 し た 研 修 を 通 し 事 業 所 の 人 材 育

成 を 支 援 し て い き ま す 。 さ ま ざ ま な 障 害 や 支 援 に 関 す る 正 し い 知 識

の 普 及 な ど 、 障 害 者 福 祉 に 関 わ る 支 援 者 の 育 成 ・ 資 質 の 向 上 を 進 め

ています。  

 

○  重度・重症の障害者の通所施設において、利用者の高齢化やさら

なる重度化が進んでいることに加え、医療的ケア ◆ の必要な特別支援

学校卒業生も増加傾向にあります。 このため、これらの施設におい

て、医療的ケアに関する職員のスキ ルアップに取り組み、受入れ態

勢の強化を図ることが求められています。 

 

 

  

現 状 と 課 題  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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○  障害者の人権と意思の尊重に配慮し、ニーズに沿ったサービス等

利用計画 ◆ の作成とその質の向上のため、基幹相談支援センターによ

る研修と、地域生活支援体制整備の 一環としてのシャロームみなみ

風での委託研修を実施していきます 。相談支援専門員向け研修や、

利用者本位の福祉サービスの提供が 行えるよう、施設職員や居宅介

護事業所のヘルパー等を対象として サービス提供技術の向上のため

の事例検討やセミナー等の研修を行っています。 

 

○  区では、平成２３年度から、医療的ケアの必要な方の介護者等の

医療的ケアに関する知識及び技術の 向上をめざすために、障害者医

療的ケア体制支援事業を実施しています。 

本 事 業 に お い て 、 区 立 あ ゆ み の 家 や シ ャ ロ ー ム み な み 風 で 、 介 護

職 員 に よ る 医 療 的 ケ ア の 実 施 の た め の 研 修 を 実 施 し 、 医 療 的 ケ ア の

必 要 な 特 定 の 利 用 者 に 研 修 を 受 け た 介 護 職 員 が 対 応 で き る よ う に な

りました。 

今 後 も 、 継 続 的 に 研 修 や 講 習 会 を 実 施 し 、 職 員 の ス キ ル ア ッ プ を

図っていきます。 

 

 

 

・ 障 害 者 医 療 的 ケ ア 体 制 支 援 事 業  

 

 

・ 相 談 支 援  

・ 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー  

・ 障 害 者 自 立 支 援 協 議 会  

・ 障 害 者 自 立 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク  

 

個別施策⑧ 事業者への支援・指導の充実 

 

 

○  サービス提供事業者がサービスの質の向上を図るには、経営基盤

の安定が必要です。新宿区は都内で も不動産賃料の高い地域にあた

り、事業所の家賃が運営の負担にな ることがあります。また、各事

業所の相談業務に関するスキルの向上も必要です。 

 

  

個 別 施 策 の 方 向  

現 状 と 課 題  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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○ 区には、障害者総合支援法 ◆ 、児童福祉法その他の法令、条例、規 

則 に 基 づ き 、 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 、 相 談 支 援 、 障 害 者 支 援 施 設 、

障 害 児 通 所 支 援 及 び 障 害 児 相 談 支 援 な ど を 運 営 す る 事 業 者 に 対 す る

指 導 検 査 の 権 限 が あ り ま す 。 事 業 者 も 事 業 の 内 容 も 多 様 化 す る 現 状

に お い て 、 事 業 者 等 に 対 し 、 適 切 な 事 業 運 営 を 指 導 し て い く 必 要 が

あります。また、これらの事業を運営する社会福祉法人については、

社 会 福 祉 法 に 基 づ き 、 法 人 運 営 に 関 す る 指 導 検 査 と の 連 携 が 必 要 と

なります。 

さらに、介護保険制度及び障害者福祉制度の見直しにより平成 30

年 度 か ら 導 入 さ れ る 共 生 型 サ ー ビ ス の 創 設 な ど の 状 況 を 踏 ま え 、 介

護 保 険 法 に 基 づ く 事 業 を 併 せ て 行 う 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 に 対 し

て は 、 介 護 保 険 法 に 基 づ く 指 導 検 査 と 障 害 者 総 合 支 援 法 等 の 法 令 等

に基づく指導検査の連携が必要となります。 

 

 

 

 

○ 福祉サービスの利用について、利用者側とサービス提供事業者側

が信頼とルールに基づく良好な関係 を築いていけるよう、事業運営

の適正化及び透明性を確保しながら 、利用者の人権と意思の尊重と

サービスの質の向上を図ります。 

また、区では、適切な運営を行っている就労移行支援 ◆ 、就労継続

支援 ◆ 、生活介護、自立訓練等の日中活動系事業所（株式会社の運営

を 除 く ） に 対 し て は 運 営 費 補 助 を 継 続 し 、 安 定 し た 経 営 が 図 ら れ る

よう、バックアップしていきます。 

 

 

 

・ 障 害 者 就 労 支 援 施 設 事 業 運 営 助 成  

 

○  障害者自立支援協議会と障害者自立支援ネットワークが連携して、

相談支援事業者、障害福祉サービス 事業者等に開かれた研修や、事

業者懇談会、セミナー等を企画・開 催し、各事業所の相談スキル向

上をめざします。 

職 員 が 安 心 し て 働 き 続 け る た め に は 、 事 業 所 の 安 定 的 な 運 営 が 不

可 欠 で あ り 、 事 業 所 は 経 営 力 を 向 上 す る 必 要 が あ り ま す 。 福 祉 サ ー

ビ ス の 費 用 対 効 果 や コ ス ト 意 識 に 基 づ き 経 営 感 覚 を 磨 く よ う な 研

修・講座の開催も検討していきます。 

  

個 別 施 策 の 方 向  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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・ 相 談 支 援  

・ 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー  

・ 障 害 者 自 立 支 援 協 議 会  

・ 障 害 者 自 立 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク  

 

○ 区は、障害者総合支援法 ◆ 等に基づく障害福祉サービス事業者等に

対する指導検査を、定期的、計画的 に実行し、適正な事業の運営を

指導していきます。また、区が指導 監督権限を有する社会福祉法人

で障害福祉サービス事業等を行う法 人については、法人運営に関す

る指導検査と障害福祉サービス事業 等に係る指導検査の連携を図る

ことにより、適正な法人運営と障害 者福祉事業の運営を指導してい

きます。 

さ ら に 介 護 保 険 法 に 基 づ く 指 導 検 査 と 連 携 を 図 り な が ら 、 障 害 福

祉サービス事業者等に対する指導検査を行っていきます。 

 

 

・ 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 等 指 導 検 査 事 務  

・ 社 会 福 祉 法 人 認 可 及 び 指 導 検 査 等 事 務  

 

  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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個別施策⑨ 地域生活支援体制の推進  

 

 

○ 平成 29 年度より区内 3 カ所の施設（身体障害者の拠点「区立障

害者福祉センター」、精神障害者の拠点「区立障害者生活支援センタ

ー」及び知的障害者の拠点「シャロームみなみ風」）と基幹相談支援

センターを拠点とし、地域生活支援 体制を面的に整備しました。各

拠点では専門性を発揮した相談支援、緊急時の受入れ体制 ※ 、体験の

機会・場 ※ 、地域の体制づくりなどの役割があります。 

例 え ば 、 地 域 で 生 活 す る 障 害 者 が 、 家 族 の 高 齢 化 等 に よ り 主 な 介

護 者 の 存 在 や 、 安 心 し て 暮 ら せ る 家 な ど の 生 活 基 盤 を 失 う こ と が あ

り ま す 。 本 人 の 状 況 が 大 き く 変 わ っ た 時 な ど も 、 各 拠 点 が 一 時 保 護

機 能 や 相 談 支 援 機 能 を 活 か し 、 短 期 入 所 の 利 用 や サ ー ビ ス の 組 み 替

え 、 在 宅 サ ー ビ ス の 利 用 に 向 け た 調 整 を 行 う な ど 、 家 族 が 担 っ て き

た 役 割 を 引 き 継 ぎ 、 地 域 で の 生 活 を 継 続 す る た め の 支 援 を 行 う な ど

の役割を果たす必要があります。 

  ※区内３カ所の施設のみ 

 

【基幹相談支援センターの役割】 

○ 障害者福祉課内に設置した基幹相談支援センターは、地域におけ

る相談支援の核となり、障害者手帳 の取得から、それに関連する諸

制度や障害福祉サービス及びサービス等利用計画 ◆ の作成や相談、さ

らには虐待に係る相談や通報受理な ど、障害者の相談支援に関する

業務を総合的に行っています。  

 

【区内３カ所の施設の役割】 

○ 区内において土曜日や日曜日など基幹相談支援センター（区役所）

閉庁時にも稼働し、日中活動サービ スに加え、短期入所を併設する

と共に、計画相談支援も行っていま す。それぞれに専門性を発揮し

た支援を行います。各拠点では（入 所施設においては入所者のみな

らず在宅生活の障害者や）家族に対 する地域生活支援体制の拠点と

しての役割を担う必要があります。  

 

  

基本施策（３） 地域ネットワークの構築 

現 状 と 課 題  

重点的な取組 
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【相談支援体制の強化】 

○ 障害者生活実態調査では、「どんな相談にも対応できる相談窓口」

や「専門性の高い相談」に対する要 望が多くなっています。今後利

用したいサービスでも相談支援事業 が も多い反面、サービスに関

する情報が少なくて困っているとい う意見も多く、相談支援体制の

一層の充実が求められています。 

相 談 支 援 体 制 を 強 化 す る た め に 、 区 立 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー ・ 区 立

障 害 者 生 活 支 援 セ ン タ ー ・ シ ャ ロ ー ム み な み 風 に 相 談 支 援 専 門 員 を

増配置し、区役所閉庁時の土日の相談対応や、サービス等利用計画 ◆

の作成を促進しています。 

 

 

 

○  基幹相談支援センターを中心に、区立障害者福祉センター・区立

障害者生活支援センター・シャロー ムみなみ風及び他の区内の指定

特定相談支援事業所とも連携し、協 働してサービス等利用計画作成

の円滑な推進を図るとともに、ケアマネジメント ◆ による、障害者の

多様な生活ニーズに対応できる相談 窓口全体の質の向上をめざしま

す。 

 

○  シャロームみなみ風に研修コーディネーターを配置し、区内事業

所向けの研修等を実施することによ り、人材の育成及び区内事業所

全体のサービス水準の向上、標準化 を図っています。事業所職員の

スキルアップとともに、関係機関同 士の相互の交流を通じた日常的

に顔の見える関係を築くことで、利 用者支援の向上を図っていきま

す。 

 

 

・ 短 期 入 所   ・ 計 画 相 談 支 援   ・ 相 談 支 援   ・ 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー  

 

 

 

  

個 別 施 策 の 方 向  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  

【地域生活支援拠点とは】 

 障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据え、 

①相談（地域移行、親元からの自立等）、 

②体験の機会・場（一人暮らし、グループホーム ◆ 等）、 

③緊急時の受入れ・対応（ショートステイの利便性・対応力向上等）、

④専門性（人材の確保・養成、連携等）、 

⑤地域の体制づくり（サービス拠点、コーディネーターの配置等）

の５つの機能を強化するため、グループホームや障害者支援施設に

付加した拠点（地域生活支援拠点）又は地域における複数の機関が

分担してそれらの機能を担う体制（面的な体制）とされています。 
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個別施策⑩ 地域の社会資源ネットワーク化と有効活用 

 

 

○  区内 3 カ所の施設と基幹相談支援センターは、地域生活支援拠点

として様々な機能や役割があります が、それに加え、地域に点在す

る社会資源（障害福祉サービス事業 所、保健センター、医療機関、

人的資源等）が有機的に結びつくこ とが、地域生活支援体制の推進

には必要です。そのために教育、就 労支援、生活支援等それぞれの

分野ごとに、進路対策等連絡会、事 業所懇談会、ヘルパー研修、ケ

アマネジメント研修、相談窓口連絡 会、相談支援事業所連絡会、事

例検討会等を開催しています。また、平成 29 年 4 月からシャロー

ムみなみ風に委託した研修事業や障害者自立支援協議会とも連携し、

障害福祉サービス事業者の人材育成 も念頭に置いた総合的なネット

ワーク作りを進めています。 

 

 

 

○ ライフステージ ◆ に対応した切れ目のない支援の提供をめざし、区

内の関係機関が連携し、障害者の地 域生活を支える地域ネットワー

クをつくり、積極的に活用していきます。  

 

○  多様なサービスを必要とする障害者の対応については当事者の意

向を確認の上、個人情報保護に十分 留意しつつ関係機関でのケース

会議を実施し、障害者団体、地域住 民等の幅広い支援者の連携によ

り支援を行っていきます。 

さ ら に 、 障 害 者 の 地 域 生 活 を 支 え る 療 育 、 保 育 、 教 育 、 就 労 、 日

中活動など分野別のネットワークを積極的に活用していきます。 

 

 

・ 障 害 者 自 立 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク の 運 営  

 

 

・ 計 画 相 談 支 援  

・ 相 談 支 援   ・ 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー   ・ 障 害 者 自 立 支 援 協 議 会  

  

現 状 と 課 題  

個 別 施 策 の 方 向  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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個別施策⑪ 障害等の早期発見・早期支援 

 

 

○ 子どもの発達に関する支援は、保健センター、子ども総合センタ

ー、保育園、子ども園、幼稚園など 複数の機関が行っています。障

害の早期発見については、保健セン ターの乳幼児健診や相談が主な

窓口であり、その後の療育機関の指 導につなげています。他にも子

ども総合センターで相談を受けるケ ースや身近な保育園・子ども園

や幼稚園などの日常の場が発見や相 談の窓口になる事も多くなって

います。今後もこうした窓口の多様 性を維持しながら、連携を強化

し、適切に療育や学校教育へとつな がる相談体制の充実を図る必要

があります。  

 

 

○ 保健センターでは、各種健診や相談、健康教育、保健師による訪

問・面接等を通して、疾病の予防や 障害等の早期発見に努めるとと

もに、医療や専門相談機関との連携 を強化し、障害や発達に心配が

ある子どもへの支援を行っていきます。 

 

 

・ す く す く 赤 ち ゃ ん 訪 問 事 業  

・ ３ ～ ４ か 月 児 健 診 、 ６ か 月 ・ ９ か 月 児 健 診 、 １ 歳 ６ か 月 児 健 診 、 ３ 歳 児 健 診  

・ 乳 幼 児 経 過 観 察 健 診  ・ 心 理 相 談 、 育 児 相 談   ・ す こ や か 子 ど も 発 達 相 談  

    ・ も ぐ も ぐ ご っ く ん 歯 科 相 談  

・１ 歳 ６ か 月 児 向 け 、３ 歳 児 向 け パ ン フ レ ッ ト（『 ち ょ っ と 気 に な る は 子 ど も を 理

解 す る チ ャ ン ス 』 ）  

 

○  子ども総合センターでは、子どもの発達に応じた必要な支援が受

けられるように、さまざまな子育て 支援の場面において適確な知識

を持った職員・支援者によるアドバイスや、保護者が子どもの障害 

個別目標２ 障害等の早期発見と成長・発達への支援 

基本施策（１） 子どもの発達に即した支援の充実 

現 状 と 課 題  

個 別 施 策 の 方 向  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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や 発 達 支 援 の 必 要 性 を 受 容 で き る 環 境 づ く り を さ ら に 進 め ま す 。 発

達 検 査 な ど の 評 価 を 基 に 、 子 ど も の 発 達 の 状 況 を 保 護 者 と 確 認 し 、

保護者の気持に寄り添いながら支援を進めていきます。  

 

 

・ 児 童 発 達 支 援   ・ 障 害 児 相 談 支 援   ・ 相 談 支 援    

 

○ 聴力のレベルが一定程度の重度の難聴の子どもの保護者は、障害

者福祉の制度で補聴器の購入費の支 給を受けることができます。障

害者福祉の制度の対象外となる中等 度の難聴の子どもに対しても、

補聴器の装用により言語の習得や生 活能力、コミュニケーション能

力等の向上を促進するため、補聴器 の購入費用の一部を保護者に助

成します。 

 

 

・ 補 装 具 費 の 支 給  

・ 中 等 度 難 聴 児 発 達 支 援 事 業  

 

個別施策⑫ 乳幼児期の子育てに関する相談の充実 

 

 

○  子どもの発達は個人差が大きいため、保護者や周囲の人の理解を

進め、障害や発達に心配がある子どもを早期から支援ができるよう、

子育て相談や健診、幼児教育に関する相談を行っています。子ども

総 合 セ ン タ ー で は ペ ア レ ン ト メ ン タ ー （ 発 達 障 害 ◆ 児 の 子 育 て 経 験

のある保護者）による相談会を開始しました。しかし、支援の必要

性の高いと思われる家庭であっても、保護者の気づき等の遅れや、

サービスに関する情報不足等から相談やサービスにつながっていな

いという事例もあり、事業の周知とともに、利用しやすいサービス

の構築が必要となっています。  

 

 

○ 保健センターでは、乳幼児の保護者が集う事業や機会を利用して、

各種健診や子育てに関する相談の案 内等を行い、関係機関につなげ

ていきます。また、保健師・栄養士 ・歯科衛生士による訪問・面接

等による相談を実施し、必要に応じ て医療機関や専門機関での相談

が受けられるように、各機関と連携しながら支援を行います。 

  

現 状 と 課 題  

個 別 施 策 の 方 向  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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ま た 、 多 動 や 自 閉 傾 向 な ど 発 達 上 の 問 題 が あ る 、 ま た は そ の 心 配

の あ る 乳 幼 児 に 対 し て 、 発 達 専 門 の 小 児 科 医 師 に よ る 専 門 相 談 を 実

施 し 、 必 要 に 応 じ て 医 療 機 関 や 療 育 機 関 等 に つ な げ る 支 援 を 継 続 し

ます。 

 

 

 

・ す く す く 赤 ち ゃ ん 訪 問 事 業  

・ ３ ～ ４ か 月 児 健 診 、 ６ か 月 ・ ９ か 月 児 健 診 、 １ 歳 ６ か 月 児 健 診 、 ３ 歳 児 健 診  

・ 乳 幼 児 経 過 観 察 健 診  ・ 心 理 相 談 、 育 児 相 談  ・ す こ や か 子 ど も 発 達 相 談  

 

○  保育園・子ども園では、支援の必要性が高いと思われる在園児の

保護者に対して、面談などの機会を 捉えて、保護者の気づきを促す

とともに、必要に応じて、支援を受 けられる関係機関の情報提供や

紹介を引き続き行います。 

ま た 、 保 育 園 ・ 子 ど も 園 に 在 園 し て い な い 未 就 園 児 親 子 に 対 し て

も 、 園 庭 を 開 放 す る 交 流 事 業 な ど を 実 施 す る こ と に よ り 、 子 育 て に

関する情報提供や相談機関の紹介を続けていきます。 

 

○  幼稚園では、就園前の児童・保護者の交流の場を設けたり、園児

と交流できる園庭解放の実施などに より、幼稚園教職員に相談しや

すい環境を作っていきます。 

 

○  子ども総合センター、子ども家庭支援センター、児童館では子育

てに関する子ども家庭相談や講座を 実施するなど、相談の充実を図

ります。また、子ども総合センター では保育士の専門スタッフが、

保護者からの連絡により自宅を訪問 する、子育て訪問相談を実施し

ます。 

 

 

・ 子 ど も と 家 庭 の 総 合 相 談  ・ 幼 児 サ ー ク ル  ・ 子 育 て 講 座  ・ 子 育 て 訪 問 相 談  

・ 保 健 師 に よ る 保 健 相 談  

 

○ 子ども総合センター（発達支援コーナー（愛称：あいあい））では、

障害のある子どもや発達に心配のあ る子どもの発達相談・支援を保

健センター、保育園、子ども園、幼 稚園等と連携しながら進めてい

きます。 

  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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子 ど も 総 合 セ ン タ ー に お け る 事 業  

・ 発 達 相 談 （ 電 話 相 談 /来 所 相 談 ）、  

・ 発 達 支 援 （ 集 団 -親 子 通 所 、 単 独 通 所 、 就 園 児 グ ル ー プ ）  

     （ 個 別 指 導 -作 業 療 法 、 理 学 療 法 、 言 語 療 法 、 心 理 指 導 ）  

・ 障 害 幼 児 一 時 保 育 、 在 宅 児 等 訪 問 支 援  

 

 

・ 児 童 発 達 支 援   ・ 障 害 児 相 談 支 援  ・ 相 談 支 援   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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子ども園、幼稚園等と連携しながら進めていきます。（子ども総合センター）  

 

個別施策⑬ 乳幼児期の支援体制の充実 

 

 

【集団保育における発達への支援】 

○ 発達に心配がある子どもが保育園、子ども園、幼稚園等に通園す

るときも集団生活の中で自己肯定感 をもって成長できるような環境

の設定が必要です。子ども一人ひと りにとって適切な保育や教育の

ために、保育士・幼稚園教諭への専門的な助言等を行っています。 

 

【保育所等訪問支援】 

○ 子ども総合センター（発達支援コーナー（愛称：あいあい））では、

平成２８年度から保育所等訪問支援事業を開始しました。 

 

【医療的ケア ◆ 児への支援】 

○ 医療技術の進歩等を背景として、NICU◆ 等に長期入院をした後、

人工呼吸器等を使用し、たんの吸引 などの医療的ケアの必要な障害

児が増加しています。 

医 療 的 ケ ア を 必 要 と す る 子 ど も に つ い て 、 集 団 の 中 で の 療 育 が 可

能 と な る よ う に 、 児 童 発 達 支 援 事 業 と し て 看 護 師 に よ る ケ ア を 実 施

しています。 

医 療 的 ケ ア の 中 で あ い あ い へ の 通 所 が 難 し い 子 ど も に つ い て は 、

在 宅 児 等 訪 問 支 援 を 利 用 し て い た だ い て い ま す 。 保 護 者 か ら は 、 保

護者同士の出会い、仲間づくりをしたい等の要望があがっています。 

 
【居宅訪問型保育事業】 

○ 保育園や子ども園での集団保育が著しく困難な、保育を必要とす

る子どもに対して、保育を提供する 環境整備が必要です。区では、

子ども・子育て支援法に基づいた居 宅訪問型保育事業を実施し、障

害・疾病等により集団保育が困難で 、個別の保育を必要とする子ど

もの保育を実施しています。 

 

○  第１期障害児福祉計画において、医療的ケア児が適切な支援を受

けられるように、保健、医療、障害 福祉、保育、教育等の関係機関

が連携を図るための協議の場を設けることをめざしています。  

 

  

基本施策（２） 障害等のある子どもの療育、保育、教育、福祉の充実 

現 状 と 課 題  
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○ 保育園・子ども園・幼稚園等では、集団保育可能な障害のある子

どもや特別に配慮が必要な子どもに 、集団生活の中で教育・保育を

行っていきます。 

保 育 園 ・ 子 ど も 園 等 で は 保 育 士 ・ 幼 稚 園 教 諭 が 、 子 ど も の 育 ち の

状 況 に つ い て 、 専 門 的 知 識 を 有 す る 巡 回 保 育 相 談 員 の 助 言 も 受 け な

が ら 、 保 育 内 容 を 共 に 考 え 、 一 人 ひ と り の 子 ど も の 育 ち に あ わ せ て

対応します。また、必要に応じて職員を加配しています。 

 

○  幼稚園では、必要に応じて介護員を配置しており、資質の向上や

教員と連携した保育を行うために研 修を実施しています。また、心

理士等専門家による巡回相談の助言 を受けて子どもに合わせた指導

計画を作成するとともに、子ども総 合センターなどの関係機関との

連携を図ることで、就学へ向けた支援を行っていきます。  

 

 

・ 障 害 児 等 巡 回 保 育 相 談 （ 保 育 園 ・ 子 ど も 園 等 ）  

・ 巡 回 相 談 （ 幼 稚 園 ）  

 

○ 子ども総合センターでは、保育園等に通園していて、集団場面で

の適応が難しい子どもや、保護者の 就労などで通所での療育を利用

できずにいた子どもに対し、保育園 、子ども園、幼稚園に訪問支援

員が出向き、集団場面の中で支援を 提供する保育所等訪問支援事業

を実施していきます。 

 

○ 医療的ケア ◆ の必要な子どもについて、集団の中での療育が可能と

なるように、子どもの状況に応じて 看護師によるケアを実施してい

きます。在宅児等訪問支援事業を実 施し、あいあいに通うことの難

しいお子さんとご家族を支援していきます。  

 

○  保育園・子ども園等の保育士等を対象に、理論研修及び事例検討

等の研修を実施しています。引き続き、研修を実施することにより、

保育士等の障害に対する理解や支援 技術の向上を図り、より良い環

境整備を進めます。  

 

 

子 ど も 総 合 セ ン タ ー に お け る 事 業  

・ 発 達 相 談 （ 電 話 相 談 /来 所 相 談 ）、  

・ 発 達 支 援 （ 集 団 -親 子 通 所 、 単 独 通 所 、 就 園 児 グ ル ー プ ）  

個 別 施 策 の 方 向  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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     （ 個 別 指 導 -作 業 療 法 、 理 学 療 法 、 言 語 療 法 、 心 理 指 導 ）  

・ 障 害 幼 児 一 時 保 育 、 在 宅 児 等 訪 問 支 援  

 

 

・ 児 童 発 達 支 援   ・ 保 育 所 等 訪 問 支 援  ・ 居 宅 訪 問 型 児 童 発 達 支 援  

・ 障 害 児 相 談 支 援  ・ 相 談 支 援  

 

個別施策⑭ 学齢期の支援体制の充実 

 

 

【就学前後の一貫した支援について】 

○ 特別な支援を要する幼児・児童・生徒に対して、一人ひとりの教育

的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を行うことが求められ

ています。また、その支援がライフステージ ◆ の節目ごとに途切れる

のではなく、教育、保健・福祉、医療等が連携し、一貫性のある支援

を行うことが重要です。 

 

○ 長期的な視点に立って一貫性のある支援を進めるため「就学支援

シート」や「個別の教育支援計画 ◆ 」等の作成の取組を行うなど、教

育委員会を中心に各機関が連携を図っています。 

子ども総合センター（発達支援コーナー（愛称：あいあい））では、

個別支援計画 ◆ を作成して支援を提供しています。また、作成した個

別 支 援 計 画 は 、 子 ど も が 在 籍 す る 保 育 園 、 子 ど も 園 、 幼 稚 園 、 学 校

に 、 保 護 者 の 同 意 を 得 て 情 報 提 供 す る よ う に 努 め て い ま す 。 ま た 、

就 園 、 就 学 の 時 期 に 、 移 行 先 の 園 、 学 校 へ 個 別 支 援 計 画 を 情 報 提 供

しています。  

 

【就学相談】 

○ 児童・生徒の心身の状態や発達段階、障害の特性等に応じて適切

な教育を受けることができるよう、 教育委員会における就学相談が

あります。発達や障害の状況は様々 であることから、相談体制を更

に充実することが期待されています。 

 

【保護者への情報提供】 

○ 保護者を対象に、関係機関職員からの入園入学に関する情報や、

子どもの就学を経た保護者から経験 談をきく機会を子ども総合セン

ターで設定しています。 

 

現 状 と 課 題  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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【特別支援教育推進員・まなびの教室】 

○ 教育委員会により各学校・幼稚園への専門家による巡回相談、小・

中学校への特別支援教育推進員の派遣や全小学校に「まなびの教室」

が設置され、一人ひとりの教育的ニーズに応えるような学校指導体

制の充実がなされたり、発達障害 ◆ 等のある児童が在籍校で指導を受

けることができるようになりました。今後も適切な指導及び必要な

支援が望まれます。 

 

【不安や悩み相談】 

○ 教育委員会により臨床心理士等の専門相談員が保護者や子どもに

ついての不安や悩みに応じ、面接に よる相談や電話による相談が実

施されています。また、面接や電話 でも相談が難しい場合は、イン

ターネットによる相談も実施されて います。今後も、教育相談の充

実や推進が望まれます。 

 

【ことば・きこえの支援】 

○ 教育委員会において、区内在住の幼児及び小・中学校の児童・生

徒で、「ことば」や「きこえ」に心配がある子どもに対し、専門の言

語聴覚士 ◆ などが面接および指導を行っています。 

今 後 は 相 談 件 数 の 増 加 に 対 応 す る た め に 、 よ り 計 画 的 な 指 導 が 望

まれます。 

 

 

 

○  教育委員会において、これからも学識経験者や心理職等の専門家

が各学校を巡回し、特別な支援を要 する児童・生徒などに対する適

切な指導や必要な支援について指導・助言がなされます。 

ま た 、 増 加 す る 発 達 障 害 等 の あ る 児 童 ・ 生 徒 へ の 適 切 な 教 育 的 支

援を行うため、特別支援教育推進員を増員し学校に派遣することで、

学 校 内 支 援 体 制 の 充 実 を 図 る ほ か 、 全 小 学 校 に お け る 特 別 支 援 教 室

設 置 に 加 え て 、 中 学 校 に お い て も モ デ ル 実 施 を 経 て 全 校 に 特 別 支 援

教室を設置します。 

さらに、「障害者差別解消法 ◆ 」の施行により、合理的配慮 ◆ が求め

ら れ る よ う に な っ た 状 況 を 含 め 、 障 害 理 解 に 関 す る 理 解 啓 発 を 広 く

行います。 

 

 

・ 特 別 支 援 教 育 の 推 進  

個 別 施 策 の 方 向  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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小学校・中学校 

知 的 障 害 

病 弱 

 

特 別 支 援 学 級  
知 的 障 害  
愛 日 小 学 校 （ 若 竹 学 級 ）       
東 戸 山 小 学 校 （ 若 草 学 級 ）     
花 園 小 学 校 （ 新 苑 学 級 ）       
落 合 第 二 小 学 校 （ 若 葉 学 級 ）   
柏 木 小 学 校 （ 柏 葉 学 級 ）  
病 弱       
余 丁 町 小 学 校 （ わ か ま つ 学 級 ）  

知 的 障 害  
四 谷 中 学 校 （ 新 苑 学 級 ）  
西 新 宿 中 学 校 （ Ｅ 組 ）    
新 宿 中 学 校 （ 若 草 学 級 ）  
 
 

知  的  障  害  

病      弱  

小学校・中学校 

特 別 支 援 学 級  
知 的 障 害  
愛 日 小 学 校 （ 若 竹 学 級 ）       
東 戸 山 小 学 校 （ 若 草 学 級 ）     
花 園 小 学 校 （ 新 苑 学 級 ）       
落 合 第 二 小 学 校 （ 若 葉 学 級 ）   
柏 木 小 学 校 （ 柏 葉 学 級 ）  
病 弱       
余 丁 町 小 学 校 （ わ か ま つ 学 級 ）  

知 的 障 害  
四 谷 中 学 校 （ 新 苑 学 級 ）  
西 新 宿 中 学 校 （ Ｅ 組 ）    
新 宿 中 学 校 （ 若 草 学 級 ）  
 
 

      

通 常 の 学 級 で 学 ぶ 、知 的 な 遅 れ の な い 自 閉 症・情 緒
障 害・学 習 障 害・注 意 欠 陥 多 動 性 障 害 の あ る 児 童 ・
生 徒 が 、普 段 は 在 籍 学 級（ 通 常 の 学 級 ）で 学 習 し な
が ら 、 週 に 1 回 程 度 、 巡 回 教 員 か ら 課 題 に 応 じ た
個 別 の 指 導 を 受 け ま す 。  

特別支援学校小学部・中学部 

 

区 立 新 宿 養 護 学 校    
都 立 特 別 支 援 学 校  
国 立 特 別 支 援 学 校  
私 立 特 別 支 援 学 校  

特 別 支 援 教 室  

小 学 校  平 成 28 年 度 よ り 、 全 小 学 校 に 開 設 し て い ま す 。  
 
中 学 校  平 成 30 年 度 に 3 校 で 開 設 し 、 31 年 度 か ら 全 校 に 開 設 し ま す 。  

★就 学 支 援 シ ー ト  
幼 稚 園 ・ 保 育 園 ・ 子 ど も 園 ・ 療 育 機 関 の 協 力 を 得 て 、生 活 の 様 子 や 大 切 に し て い く
こ と を 小 学 校 に 引 き 継 ぐ ツ ー ル で す 。  
保 護 者 の 希 望 に よ り 作 成 し 、 小 学 校 に 提 出 し ま す 。  

〇 副 籍 制 度  
特 別 支 援 学 校 の 小・中 学 部 に 在 籍 す る

児 童・生 徒 が 居 住 す る 地 域 の 公 立 小・中
学 校（ 地 域 指 定 校 ）に 副 次 的 な 籍（ 副 籍 ）
を も ち 、直 接 的 な 交 流 や 間 接 的 な 交 流 を
通 じ て 、居 住 す る 地 域 と の つ な が り の 維
持 ・ 継 続 を 図 る 制 度 で す 。  

新 宿 養 護 学 校 や 中 野 特 別 支 援 学 校 等
の 児 童・生 徒 が 地 域 の 学 校 の 授 業 に 参 加
す る 等 、 交 流 の 機 会 を 持 っ て い ま す 。  

交 流  

通
学 

特 別 支 援 学 校  

（ 在 籍 校 ）  

地 域 指 定 校  

視 覚 障 害  
聴 覚 障 害  
知 的 障 害  
肢 体 不 自 由  
病 弱  

 

区 立 新 宿 養 護 学 校 は 、都 内 で 唯 一 の 区 立

特 別 支 援 学 校 （ 肢 体 不 自 由 ） で す 。  

一 人 ひ と り の 子 ど も の 成 長 に 合 わ せ た

学 習 や 、ス ク ー ル バ ス に よ る 送 迎 、医 療

的 ケ ア 児 の 対 応 を 行 っ て い ま す 。  

ま た 、 副 籍 交 流 も 行 っ て い ま す 。  

自 宅  
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区では、障 害や発達 の状況に 応じた、き め細かな 教育を推 進すると ともに、
学校、児 童、⽣徒 等、個々 の実情に 応じた適 切な教育 的⽀援の 充実を図 って
います。  

◎発達障害◆等のある児童・⽣徒への⽀援 
・平成28年度に全 ⼩学校に「まなびの教室」（※）を開設しまし た。保護者

や教員の 発達障害 等に関す る理解が 進み、「ま なびの教 室」を利 ⽤する児
童が年々 増加して います。 今後も⽀ 援のあり ⽅につい て、様々 な視点か
ら検証を ⾏い、⼀ ⼈ひとり のニーズ に応じた 教育的⽀ 援を強化 していき
ます。 

・中学校 について も、現在 の通級指 導学級⽅ 式（⽣徒 が通級指 導学級設 置
校に通う ）から、 特別⽀援 教室⽅式 （⼩学校 「まなび の教室」 と同様、
専任の教 員が在籍 校を訪問 し指導す る）に変 更します 。平成30年度は3
校で先⾏ 実施し、 検証を⾏ ったうえ で、平成31年度から 全中学校 で実施
します。 在籍校と の連携が スムーズ になり、 ⽀援が充 実するほ か、⽣徒
の通級に 要する移 動負担を 軽減する とともに 、移動の 為、出席 できない
在籍校の 授業の遅 れの不安 も少なく なります 。 

・特別⽀援 教室の充 実に加え て、通常の 学級内指 導体制を 充実する ために、
特別⽀援 教育推進 員を計画 的に増員 します。 担任や特 別⽀援教 室担当教
員と連携 して、⽀ 援⽅法を 共有する ことによ って、児 童・⽣徒 が通常の
学級で適 応できる ⽀援の充 実を図っ ています 。 

・学識経 験者や⼼ 理職等の 専⾨家が 各学校を 巡回し、 発達障害 等がある と
思われる 児童・⽣ 徒等への 適切な指 導⽅法や 学校内⽀ 援体制等 について
指導・助 ⾔するほ か、特別 ⽀援教育 相談員が 、学校の 依頼に応 じて適宜
指導・助 ⾔してい ます。 

◎個に応じた⽀援の充実 
・就学⽀ 援シート の活⽤や 、個別指 導計画の 作成、保 健・医療 ・福祉等 の

連携によ る個別の 教育⽀援 計画 ◆ 等に基づき、特 別な⽀援 を要する ⼦ども
⼀⼈ひと りのニー ズに応じ た教育的 ⽀援を⾏ っていま す。 

 ◎交流及び共同学習の推進 
・障害の ある児童 ・⽣徒と 障害の 

ない児童 ・⽣徒が 交流を通 じて 
相互理解 を図り、 豊かな⼈ 間性を 
育むこと を⽬的と して、特 別⽀援学 校 
と⼩・中 学校間の 副籍交流 や、 
通常の学 級と特別 ⽀援学級 間におけ る 
交流及び 共同学習 を⾏って います。  

 

※ 「 ま な び の 教 室 」 … 通 常 の 学 級 で 学 習 に 概 ね 参 加 で き る も の の 、 情 緒 障 害 ◆ や 発 達 障 害
（ 学 習 障 害 、 注 意 ⽋ 陥 多 動 性 障 害 等 ） の た め 特 別 な 指 導 を 必 要 と す
る 児 童 の た め 、 全 区 ⽴ ⼩ 学 校 に 設 置 し て い る 教 室  
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個別施策⑮ 放課後支援等の日中活動の充実  

 

 

【放課後等支援】 

○ 子ども総合センターでは、放課後支援として、小学生を対象とす

る放課後子どもひろばや、乳幼児期 から高校生までを対象とする児

童館等でも、障害のある子どもも安 心して利用できるような環境づ

くりを進めています。 

 

○  区 で は 独 自 に 障 害 児 等 タ イ ム ケ ア ◆ を 地 域 生 活 支 援 事 業 の 日 中 一

時支援に位置付けています。タイム ケアを実施している事業所「ま

いぺーす」では、障害のある子ども （小中高校生）を対象に主に放

課後の時間帯や学校の長期休暇中で 社会生活のマナー習得や友人関

係の構築及び家族の就労支援やレスパイト ◆ を行っています。 

 

○ 児童福祉法に基づく障害児を対象とした放課後等デイサービスは、

多様な設置主体により平成 30 年 1 月時点で区内 14 所が開設し、

利用する子どもも増加しています。 障害者手帳を所持していない発

達障害 ◆ のある子どもを含む、児童・生徒に対する生活能力の向上や

発達段階への支援の役割が期待され ています。知的障害児や発達障

害児を対象とした事業所は増加傾向 にある一方、肢体不自由児、医

療的ケア ◆ 児の受入れ事業所が少ない現状があります。障害種別に関

わらず、必要とする子どもが通えるような支援が課題です。 

  全国的には、利潤を追求し支援の質の低い事業所や適切ではない

支援を行う事業所が報告されている ことから、支援内容の適正化の

ために、人員、設備及び運営基準の見直しが行われました。 

 

 

 

○  学童クラブに在籍する障害等がある小学生へ対応するため障害児

対応職員を配置するとともに、巡回指導や職場研修等を実施します。 
 

○  障害等のある子どもの放課後子どもひろばや児童館等の利用を促

進するための環境づくりを引き続き進めていきます。 

ま た 、 地 域 の 同 世 代 の 子 ど も 等 と の 活 動 を 通 じ て 、 子 ど も 同 士 や

保護者の交流を促進します。 

新 宿 養 護 学 校 に お い て も 放 課 後 子 ど も ひ ろ ば を 行 う こ と で 、 新 宿

養 護 学校に通う肢体不自由児の放課後活動の 充 実 を 図 っ て い き ま す 。 

 

現 状 と 課 題  

個 別 施 策 の 方 向  
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○ 障害児等タイムケア事業所「まいぺーす」を運営している事業者

に対し、サービスの質の向上や、安 定した運営のために助成を継続

します。 

 

○  放課後等デイサービスの事業所の情報収集、利用の仕方への情報

提供に努め、事業所への指導も適切に行っていきます。 

 

 

・ 学 童 ク ラ ブ  ・ 放 課 後 子 ど も ひ ろ ば  

 

 

・ 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス  ・ 日 中 一 時 支 援 （ 障 害 児 等 タ イ ム ケ ア ）  

 

 

個別施策⑯ 療育・保育・教育・福祉・保健施策の連携 

 

 

○  医療的ケア ◆ 児を含む障害児について、従来から療育・保育・教育・

福祉・保健という関連部所において 専門性をもとに支援を行ってき

ました。すでに作られている会議体 を充実させながら活用し、就学

前、就学中、卒業後と切れ目のない 支援が可能になるよう連携が必

要です。  

 

 

 

○  子どもの支援等に関する状況の把握及び関係機関相互のより効果

的な連携を行うため、｢新宿区子ども家庭・若者サポートネットワー

ク ◆ ｣を設置しています。このネットワークは、発達支援部会・虐待

防止等部会・子ども学校サポート部 会・若者自立支援部会・事例検

討部会により構成されています。支 援が必要な子どもや家庭に対し

ては、各部会で随時サポートチーム 会議を開催し、情報と認識を共

有するとともに、支援策と役割分担 を協議し、連携して対応してい

きます。 

 

○  医療的ケア児について、すでに作られている会議体を活用して、

保健、医療、障害福祉、保育、教育 等の関係機関等が連携を図るた

めの協議の場とできるよう、検討を行います。  

  

現 状 と 課 題  

個 別 施 策 の 方 向  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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｢新 宿 区 子 ど も 家 庭 ・ 若 者 サ ポ ー ト ネ ッ ト ワ ー ク ◆ ｣の 運 営  

・ 代 表 者 会 議  ・ 発 達 支 援 部 会  ・ 虐 待 防 止 等 部 会  ・ 子 ど も 学 校 サ ポ ー ト 部 会  

・ 若 者 自 立 支 援 部 会  ・ 事 例 検 討 部 会  ・ サ ポ ー ト チ ー ム 会 議  ・ 研 修 会  

 

 

・ 障 害 児 相 談 支 援   ・ 計 画 相 談 支 援  

・ 相 談 支 援   ・ 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー  

 

個別施策⑰ 障害等のある子どもへの専門相談の推進  

 

 

○  相談支援に関する調査結果で「18 歳未満の方と保護者の方」から

の回答では「専門性の高い相談」に 対する要望が も高くなってい

ます。区では子ども総合センターや 保健センター、教育センター教

育相談室が専門性を発揮した相談を受け付けています。 

 

 

○  子ども総合センターは、児童コーナーや学童クラブも併設された

開かれた児童施設であり、区民の誰 もが気軽に相談できる環境にあ

ります。 

ま た 、 発 達 支 援 コ ー ナ ー で は 、 障 害 の あ る 子 ど も や 発 達 に 心 配 の

あ る 子 ど も の 発 達 相 談 を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 発 達 検 査 等 を 実 施 し ま

す。集団指導、理学療法士（PT） ◆ ・言語聴覚士（ST） ◆ ・作業療

法士（OT） ◆ ・心理指導員（臨床心理士等）による個別指導、家族

への支援の充実を図り、専門性の高い相談を行っていきます。 

 

 

子 ど も 総 合 セ ン タ ー に お け る 事 業  

・ 発 達 相 談 （ 電 話 相 談 /来 所 相 談 ）、  

・ 発 達 支 援 （ 集 団 -親 子 通 所 、 単 独 通 所 、 就 園 児 グ ル ー プ ）  

     （ 個 別 指 導 -作 業 療 法 、 理 学 療 法 、 言 語 療 法 、 心 理 指 導 ）  

 

 

・ 障 害 児 相 談 支 援  

・ 計 画 相 談 支 援  

重点的な取組 

現 状 と 課 題  

個 別 施 策 の 方 向  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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○ 子どもの将来を見越しながら、発達や障害の状況等に応じて、一人

ひとりの子どもが適切な教育を受け、可能性を 大限に伸長させるこ

とができる教育の場を案内するため、就学時だけでなく、就学後も保

護者が気軽に相談できるよう就学相談による支援の充実が求められ

ます。 

 

 

・ 就 学 相 談  

 

 

 
新宿区⽴ ⼦ども総 合センタ ーは「総 合的な⼦ 育て⽀援 施設」と して、平 成 23 年

に開設し ました。  
⼦ども家 庭⽀援セ ンター機 能、児童 発達⽀援 センター 機能、学 童クラブ 機能、児

童館機能 を１か所 に集め、有機的連携 を図るこ とにより、各事業を ⼀体的に 運営し
ています 。また、 区内の⼦ 育て⽀援 施設の総 合調整を ⾏ってい ます。 

区では、児 童相談所 の開設に ついて、2021 年４⽉を⽬途 に準備を 進めてい ます。 
 

新宿区⽴⼦ども総合センター 
⼦ ど も と 家 庭 の  

総 合 相 談  
虐 待 防 ⽌ へ の 対 応  

⼦ 育 て ⽀ 援  
サ ー ビ ス の 提 供  ⼦ども・親⼦の居場所 障 害 児 等 へ の ⽀ 援  

○ ⼦ 育 て 相 談  
○ ｻｰﾋﾞｽ利 ⽤ 相 談  
○ 虐 待 通 報 へ の 対 応  
（ 調 査・児 童 の 現 認 ） 
○ ⼦ ど も や 保 護 者 へ

の ⽀ 援  
○ 東 京 都 児 童 相 談 ｾﾝ

ﾀｰと の 連 携  

○ ⼦ 育 て 訪 問 相 談  
○ 産 後 ⽀ 援  
○ ｼｮｰﾄｽﾃｲ 
○ ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ 
○ ひ ろ ば 型 ⼀ 時 保

育  
○ ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ 
○ ﾎｰﾑｽﾀｰﾄ 

○ 親 と ⼦ の ひ ろ ば  
（ 乳 幼 児 ｽﾍﾟｰｽ）  
○ 児 童 館 ・ 児 童 ｺｰﾅｰ 
○ 学 童 ｸﾗﾌﾞ 
○ 放 課 後 ⼦ ど も ひ ろ

ば  

○ 発 達 相 談 ・ ｻｰﾋﾞｽ利
⽤ 相 談  

○ 児 童 発 達 ⽀ 援・放 課
後 等 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

○ 保 育 所 等 訪 問 ⽀ 援  
○ 在 宅 児 等 訪 問 ⽀ 援  
○ 障 害 幼 児 ⼀ 時 保 育  
○ ﾍﾟｱﾚﾝﾄﾒﾝﾀｰ 

○ 区 内 ⼦ 育 て ⽀ 援 施 設 の 総 合 調 整  
 児 童 館・児 童 ｺｰﾅｰ（ 20 か 所 ）、学 童 ｸﾗﾌﾞ（ 30 か 所 ）、放 課 後 ⼦ ど も ひ ろ ば（ 30 か 所 ） 
 ⼦ ど も 家 庭 ⽀ 援 ｾﾝﾀｰ（ 4 か 所 ）  
○ 地 域 の ⼦ 育 て ⽀ 援  

⼦ 育 て ⽀ 援 者 養 成 講 座 、 ﾌﾟﾚｲﾊﾟｰｸ活 動 の 推 進 、 落 合 三 世 代 交 流 事 業 、 ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰの
育 成 、 思 春 期 の ⼦ 育 て ⽀ 援 事 業 、 ⻘ 少 年 活 動 推 進 委 員 （ 農 業 体 験 、 ⾃ 然 体 験 ｷｬﾝﾌﾟ、
親 ⼦ ⾃ 然 体 験 、 情 報 誌 「 あ ・ そ ・ ま ・ な 」 の 発 ⾏ ）、 新 宿 ⼦ 育 て ﾒｯｾの 開 催  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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◇⼦ども総合センター 

 

◇保健センター ①すこやか⼦ども発達相談 ②幼児相談 

 
 
 

◇教育委員会 

相 談 の し か た  
電 話 や 来 所 （ 家 族 や 保 護 者 な ど 不 安 に 思 う ⽅ よ り ）  
関 係 機 関 か ら の 紹 介  

予 約  ⾯ 談 の み 必 要  

相 談 内 容  ・ ⼦ ど も の 障 害 や 発 達 に つ い て の ご 相 談  
・ 障 害 児 サ ー ビ ス 等 の 利 ⽤ に つ い て の ご 相 談  な ど  

対 象 と な る ⽅  0 歳 〜 18 歳 ま で の お ⼦ さ ん （ 保 護 者 ）  

アピールポイント 発達検査・知能検査の評価をもとに、お⼦さんへの対応を保護者の⽅と
⼀緒に考えます。医療機関ではないので、診断はできません。 

相 談 の し か た  
① ② 担 当 保 健 セ ン タ ー を 通 し て 予 約 （ 電 話 な ど で ま ず は 保 健 セ ン タ ー
へ 相 談 ）  

予 約  ① ② 必 要 （ 担 当 保 健 セ ン タ ー を 通 し て 予 約 ）  

相 談 内 容  

① 発 達 上 の ⼼ 配 が あ る 乳 幼 児 に 対 し て 、 発 達 専 ⾨ の ⼩ 児 科 医 師 が 、 ⾒
⽴ て や 発 達 を 促 す ⽣ 活 上 の ア ド バ イ ス を ⾏ い ま す 。  
② 発 達 上 の ⼼ 配 が あ る 乳 幼 児 に 対 し て 、 臨 床 ⼼ 理 ⼠ 等 が 、 ⾒ ⽴ て や 発
達 を 促 す ⽣ 活 上 の ア ド バ イ ス 、 保 護 者 へ の ⽀ 援 を ⾏ い ま す 。  

対 象 と な る ⽅  ① ② 乳 幼 児 （ 0 歳 〜 6 歳 ） と 保 護 者  

アピールポイント 

① 保 健 セ ン タ ー の 地 区 担 当 保 健 師 は 、⼩ 児 科 医 師 の ⾒ ⽴ て を 踏 ま え て 、
医 療 や 療 育 が 必 要 の あ る ⽅ に 対 し て 、医 療 機 関 や 療 育 機 関 等 と 連 携 し 、
適 切 な 養 育 環 境 を 整 え 、 発 達 を 促 す よ う に ⽀ 援 し ま す 。  
② 相 談 専 ⽤ の 部 屋 で 、 ⼦ ど も の 遊 び を 観 察 し な が ら （ 保 健 師 等 が ⼦ ど
も を ⾒ 守 る ）、保 護 者 は 安 ⼼ し て 相 談 す る こ と が で き ま す 。地 区 担 当 保
健 師 は 、 相 談 の 結 果 を 踏 ま え 、 保 護 者 の 気 持 ち に 寄 り 添 い な が ら 、 必
要 に 応 じ て 医 療 機 関 や 療 育 機 関 な ど と 連 携 し て い き ま す 。  

相 談 の し か た  教 育 ⽀ 援 課 特 別 ⽀ 援 教 育 係 に 連 絡  

予 約  必 要  

相 談 内 容  
お ⼦ さ ん に と っ て よ り 適 切 な 教 育 の 場 （ 就 学 先 ） を ⼀ 緒 に 考 え て い き
ま す 。 ⾯ 接 や 発 達 検 査 、 医 師 ⾯ 接 、 在 籍 園 等 で の ⾏ 動 観 察 を ⾏ い 、 就
学 ⽀ 援 委 員 会 で 総 合 的 に 検 討 し ま す 。  

対 象 と な る ⽅  翌 年 度 就 学 予 定 の 新 ⼩ 学 1 年 ⽣ か ら 中 学 ⽣ ま で  

アピールポイント 専⾨の相談員が、保護者や本⼈の意向を⼗分にお聞きしながら、⼼理学
的・医学的・教育学的な観点から相談を⾏います。 

※ そ の 他 の 専 門 相 談  

◎ 在 宅 人 工 呼 吸 器 使 用 者 の た め の 災 害 時 個 別 支 援 事 業    ◎ 保 健 師 に よ る 相 談 支 援  

◎ も ぐ も ぐ ご っ く ん 歯 科 相 談 事 業             ◎ 問 い 合 わ せ ： 保 健 セ ン タ ー  

● か か り つ け 歯 科 医 機 能 の 推 進 事 業  ●在 宅 医 療 相 談 窓 口  ●問 い 合 わ せ ： 健 康 づ く り 課  

そ れ ぞ れ に 相 談 方 法 な ど が 異 な り ま す 。 詳 し く は お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  
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個別施策⑱ 学校教育修了後の進路の確保  

 

 

【高校卒業後の日中活動・就労】 

○ 学校教育修了後の進路の選択肢を確保するため、日中活動の場を

充実させる必要があります。特に重 度の知的障害者・身体障害者が

通所する生活介護事業の定員確保が 課題となっています。また、区

内では、就労継続支援 ◆ B 型、生活介護だけではなく、自立訓練や就

労 移 行 支 援 ◆ 等 の 日 中 活 動 の 事 業 所 も 多 様 な 形 態 に よ り 実 施 さ れ て

おり、今後は、個人個人の希望や能 力等に合わせた多様な進路先の

開拓も必要です。 

障害者雇用促進法 ◆ に基づく法定雇用率引き上げなどにより、特別

支 援 学 校 卒 業 後 に 一 般 就 労 す る 人 数 は 、 増 加 傾 向 に あ り ま す 。 企 業

実 習 、 就 労 の 開 始 、 就 労 の 安 定 し た 継 続 等 の 個 別 的 な き め 細 か な 支

援 が 、 出 身 校 及 び 障 害 者 就 労 支 援 事 業 等 に よ っ て 提 供 さ れ る 必 要 が

あります。 
 

 

 

○  毎年行っている、特別支援学級及び特別支援学校の在籍状況調査

を今後も継続し、その結果を事業所 、学校、区の担当者により構成

されている「進路対策等連絡会」で 確認していきます。調査の対象

は、肢体不自由児や知的障害児の都 立特別支援学校だけでなく、視

覚障害・聴覚障害の特別支援学校や 、国立や私立の特別支援学校に

ついても小学部からの在学生の状況 を把握し、学校教育修了後の適

切な進路の確保に努めていきます。 

生活介護事業の定員拡充や、「就労継続支援 B 型」サービス提供事

業 所 で あ る 福 祉 作 業 所 が 「 生 活 介 護 事 業 」 も 提 供 で き る よ う に す る

多 機 能 化 等 を 実 施 し 、 ニ ー ズ に 応 じ た サ ー ビ ス を 過 不 足 な く 提 供 で

きるよう日中活動の場を充実させていきます。 

就労だけでなく、就労継続支援 B 型、生活介護、自立訓練、就労

移 行 支 援 等 の 多 様 な 日 中 活 動 の 場 の 充 実 と 就 労 支 援 事 業 の 実 施 等 に

よ り 、 学 校 教 育 修 了 後 の 進 路 の 確 保 と と も に 、 複 数 の 機 関 を 活 用 し

て就労への支援を進めていきます。 

 

 

 

・ 生 活 介 護    ・ 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ・ 生 活 訓 練 ）  ・ 就 労 移 行 支 援   

・ 就 労 継 続 支 援 Ａ 型  ・ 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型   

現 状 と 課 題  

個 別 施 策 の 方 向  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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個別施策⑲ 日中活動の充実  

 

 

【高齢化・重度化に対応した日中活動について】 

○ 障害者がその人らしく充実した地域生活を送るために、日中活動

の場が充実している事が必要です。 現在、社会福祉法人や株式会社

な ど の 様 々 な 運 営 主 体 が 就 労 継 続 支 援 ◆ や 生 活 介 護 な ど の 日 中 活 動

を行う事業所を運営しており、提供 されるサービスも多様化してい

ます。 

こ れ か ら も 丁 寧 な 相 談 等 に よ り 個 々 の 状 況 や ニ ー ズ に 合 っ た 事 業

所 利 用 に つ な が る 支 援 を 行 う と と も に 事 業 者 に 対 し て も 研 修 会 を 実

施 し サ ー ビ ス 提 供 者 の 技 術 や 知 識 の 向 上 の 支 援 や 情 報 共 有 を 行 う 事

により、提供サービスの質の向上を図ります。 

ま た 、 加 齢 な ど に よ る 心 身 の 変 化 に 伴 い 、 利 用 し て い る 日 中 活 動

の従来のサービス内容が、次第にそぐわなくなるケースがあります。

具体的には、軽作業が中心の「就労継続支援 B 型」というサービス

を 提 供 す る 事 業 所 に 長 年 通 所 し て い た 知 的 障 害 の あ る 方 が 、 加 齢 と

と も に 作 業 に 集 中 し て 取 り 組 む こ と が 困 難 に な っ た り 、 身 体 障 害 や

精 神 障 害 と い っ た 別 の 障 害 を 併 発 し 、 排 泄 や 食 事 な ど 身 辺 の 介 助 や

通 所 時 の 移 動 に 関 し て も 支 援 が 必 要 な 状 況 に な る と い っ た ケ ー ス で

す 。 障 害 者 の 高 齢 化 や 障 害 の 重 度 化 ・ 重 複 化 に 対 応 す る 日 中 活 動 の

場が求められています。 

 

【発達障害 ◆ ・高次脳機能 ◆ 障害者の日中活動】 

○ 発達障害者、高次脳機能障害者については、障害特性に合わせた

日中活動や就労支援サービスのニーズが増えています。 

発 達 障 害 者 を 対 象 と し た 日 中 活 動 に つ い て は 、 新 し い 事 業 所 が そ

れぞれに異なるサービスを提供しています。 

ま た 、 高 次 脳 機 能 障 害 者 に つ い て は 、 区 内 在 住 の 当 事 者 が 比 較 的

少 な く 、 障 害 特 性 に 応 じ た 日 中 活 動 を 提 供 す る 事 業 所 が 区 内 に ほ と

んどありません。高次脳機能障害者のための社会参加の場や交流の 

  

個別目標３ 地域サービスの充実・地域生活への移行の推進 

基本施策（１） 地域で生活するための基盤整備 

現 状 と 課 題  
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機 会 と な る よ う な 日 中 活 動 を 、 区 で は 委 託 事 業 と し て 、 音 楽 や ゲ ー

ム 等 の プ ロ グ ラ ム を 通 じ た 個 別 支 援 の ミ ニ デ イ サ ー ビ ス を 月 ２ 回 実

施 し て い ま す 。 ま た 区 立 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー で は 創 作 活 動 （ 染 め 物

製作、販売）やイベントプログラムを週１回実施しています。 

ど の よ う に 有 益 な 情 報 を 集 め 、 当 事 者 や 家 族 に 知 ら せ て い く か 、

また専門的な相談のあり方が課題です。 

 

 

 

○  地域で孤立しない生活を送るために、日中活動の場の確保が重要

です。高齢化や障害の重度化に対応 した日中活動の場のニーズが高

まっています。加齢に伴い体力や集 中力が低下し、生活面でより多

くの介助が必要になったような場合 にも、長年通い慣れた場所で安

心して過ごせるように、「就労継続支援 B 型」というサービスを提

供している福祉作業所で排泄や食事 の介護など「生活介護」のサー

ビスも提供できるようにする多機能 化や「生活介護」の定員拡充な

どにより、既存の施設を活かしなが ら日中活動の場を充実させてい

きます。 

 

○ 多様な設置主体の参入によって、発達障害者向けの就労移行支援 ◆

事業所・自立訓練事業所等、多様な サービスが提供されるようにな

ってきました。今後は、サービス提 供事業者について広域的に情報

収集し、適切な情報提供に努めていきます。 

 

○  高次脳機能障害者の支援については、サービスに繋がっていない

当事者やその家族を適切に区の事業 に結びつけるとともに、事業者

を支援していきます。 

 

 

・ 区 立 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー の 管 理 運 営  ・ 区 立 あ ゆ み の 家 の 管 理 運 営  

・ 区 立 新 宿 福 祉 作 業 所 の 管 理 運 営  ・ 区 立 高 田 馬 場 福 祉 作 業 所 の 管 理 運 営  

・ 区 立 新 宿 生 活 実 習 所 の 管 理 運 営  ・ 区 立 障 害 者 生 活 支 援 セ ン タ ー の 管 理 運 営  

・ 高 次 脳 機 能 障 害 者 支 援 事 業  

 

 

 

・ 生 活 介 護  ・ 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ・ 生 活 訓 練 ）  ・ 就 労 移 行 支 援  

・ 就 労 継 続 支 援 Ａ 型  ・ 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型  ・ 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー ◆  

  

個 別 施 策 の 方 向  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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○ 「ふれあい・いきいきサロン」は、外出機会の少ない障害者、高

齢者、子育て中の方など、地域に住 む誰もが参加できる居場所づく

りの活動です。 

地 域 包 括 ケ ア の 推 進 を め ざ し 、 さ さ え あ い の し く み づ く り を 進 め

るために、「ふれあい・いきいきサロン」の普及啓発、立ち上げや運

営の支援を、社会福祉協議会が行っています。 

今 後 は 、 サ ロ ン の 活 動 状 況 を 把 握 し 、 普 及 啓 発 を 強 化 し て 、 生 活

支 援 体 制 整 備 事 業 と 一 体 的 に 、 障 害 が あ っ て も 安 心 し て 過 ご せ る 地

域の居場所確保をすすめていきます。 

 

 

・ふれあい・いきいきサロン 

 

 

個別施策⑳ 住まいの場の充実 

 

 

【住まい】 

○ 家族の介護を受けながら在宅生活を送ってきた障害者にとっては、

本人や家族の高齢化等により、主に 介護をしてくれる者の存在や、

安心して暮らせる家など地域で生活 するための生活基盤を失うこと

があり、これまでと同じ生活の継続ができなくなる恐れがあります。

個別的なニーズに応じ、居宅介護や通所系施設を利用した日中活動、

移動支援など適切な在宅サービスを 組み合わせて自宅での一人暮ら

しを継続したり、グループホーム ◆ や 24 時間の支援の整った施設に

入所したりといった選択肢が確保されていることが必要です。特に、

単身生活が困難な障害者にとっては 地域で生活し続けられるよう、

グループホームを整備することが求められています。 

な お 、 住 ま い の 確 保 の 一 環 と し て は 、 自 宅 の 改 修 や 賃 貸 住 宅 へ の

入 居 等 の 要 望 に も 応 じ ら れ る よ う に 居 住 サ ポ ー ト 事 業 に よ る 支 援 を

行っています。 

 

○  精神障害者が円滑に地域生活に移行するには、住まいの場の整備

と併せて、自宅での生活を支える幅 広い支援を充実していくことが

必要となります。グループホームや 病院等から居宅生活に移行する

方を支援するため、新たな障害福祉 サービスの一つとして自立生活

援助が創設されます。 

  

現 状 と 課 題  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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○ 高齢者や障害者等の住宅確保要配慮者の住まい確保が困難な状況

です。高齢者や障害者等の条件に適 う民間賃貸住宅の空き物件が少

ないなか、民間賃貸住宅の家主等か ら賃貸借契約を拒まれる場合が

あるからです。 

 

 

 

 

○  在宅での生活が困難になった方や入所施設等から地域移行を望む

方の受け皿として、グループホーム の重要性が高まっていることか

ら、設置を促進していきます。区有 地や国、都有地を活用できる時

は、グループホーム設置を具体的に 検討しながら事業者に必要な情

報を提供していきます。建設費補助 を継続し、設置に向けて事業者

を支援します。 

 

 

・ 共 同 生 活 援 助 （ グ ル ー プ ホ ー ム ）  

・ 身 体 障 害 者 福 祉 ホ ー ム ◆  ・ 精 神 障 害 者 福 祉 ホ ー ム  

 

○  区内の精神障害者を対象としたグループホーム運営事業者に対し、

運営助成等の支援を継続し、安定し た施設運営を図ります。また、

身体障害者及び精神障害者を対象と した福祉ホームに対しても、運

営助成を継続し安定した施設運営を図ります。 

 

○  住み慣れた家で暮らし続けられるように、重度障害者が住宅設備

を改善しようとする場合、区の事業 の一つとして住宅改修費を給付

していきます。 

 

○  居住サポート事業として、アパート探し等住まいの相談支援を行

う 4 所の地域活動支援センター ◆ の運営事業者に対し、運営補助を

継続して行っていきます。また、区 立障害者福祉センターにおいて

も、居住サポート事業として、住居 探し等の相談支援を継続して行

っていきます。 

 

 

・ 居 住 サ ポ ー ト  ・ 住 宅 設 備 改 善 費  

 

○ 高齢者や障害者等の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援します。 

個 別 施 策 の 方 向  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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 ・民間賃貸住宅の賃貸借契約に必要とされる保証委託契約を締結し

たときに支払った保証料の一部を助成します。 

 ・居住する民間賃貸住宅の取り壊し等に伴う立退きで転居を余儀な

くされたときに、区内転居に要する 費用の一部を助成し、住み 替

え居住継続を支援します。 

 ・区内不動産業団体から派遣された住宅相談員が空き物件情報の提

供を行う住み替え相談によるサポート体制を強化します。 

 

○ 高齢者、障害者等向けの区営住宅の運営 

特に居住の安定を図る必要がある高齢者、障害者等を対象として、

引き続き一定の枠を設けて区営住宅を提供します。 

 

 

・ 高 齢 者 等 入 居 支 援  

・ 住 宅 相 談  

・ 住 み 替 え 居 住 継 続 支 援  

・ 区 営 住 宅 の 供 給  

・ 住 宅 修 繕 工 事 等 業 者 あ っ 旋  

 

 

個別施策㉑ 入所支援施設等の支援  

 

 

○  区内の入所施設では、入所しながら週末は自宅に一時帰宅する事

や、それまでの地域との繋がりを絶 やすことなく地域で生活を行う

事ができます。また、入所施設には 、入所者のみならず地域の障害

者や家族の支援という役割も期待されています。 

  シャロームみなみ風は、知的障害者及び知的・身体の重複障害者

を対象とした障害者支援施設として 運営されています。日中活動サ

ービスとして生活介護及び自立訓練、就労継続支援 ◆ Ｂ型を実施し、

短期入所を併設すると共に、計画相談支援も行っています。 

区 立 障 害 者 生 活 支 援 セ ン タ ー は 、 精 神 障 害 者 に 対 応 し た 生 活 訓 練

の 施 設 と し て 地 域 生 活 を 支 援 す る 拠 点 の 役 割 を 担 っ て い ま す 。 こ の

２つの拠点は、平成 29 年度から相談支援専門員を増配置すること

で、区役所閉庁時の土日の相談対応や、サービス等利用計画 ◆ の作成

を促進しています。 

  

現 状 と 課 題  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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  また、新宿けやき園は、身体障害者及び身体・知的の重複障害者

を対象として運営されています。日 中活動サービスとして生活介護

を実施すると共に、短期入所を併設しています。 

 

 

 

○  医療的ケア ◆ の必要な障害者を受け入れるため、新宿けやき園及び

シャロームみなみ風の運営事業者に 対し、看護師の配置や、安定し

た施設運営及び支援体制の向上のため、運営助成を行っていきます。 

 

 

・ 施 設 入 所 支 援  

  

個 別 施 策 の 方 向  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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個別施策㉒ 施設からの地域生活移行の支援  

 

 

○ 地域生活への移行にあたっては、退所後の生活について、障害者

本人の意向を尊重しながら支援して いくことが重要です。長期にわ

たる施設入所により、家族や住まい が既に区内にないなど以前暮ら

していた地域との関わりが希薄にな っている場合もあります。地域

生活に円滑に移行できるよう、障害者総合支援法 ◆ に基づくサービス

「地域移行支援」「地域定着支援」に加え、平成 30 年 4 月からは、

「自立生活援助」が創設され、地域 生活を支援する仕組みも増えて

きています。アパート探しやグループホーム ◆ といった住まいの確保

を始め、日中活動の場の確保等、地 域生活を支える福祉サービスの

充実を進めていく必要があります。 
 

○ 平成 28 年度に実施した障害者生活実態調査において、今後希望

する生活に対する施設に入所中の障害者からの回答は、60％近くの

方が「現在の施設で生活したい」でした。一方で、「施設を退所して、

必要に応じてサービスを利用しながら区内で生活したい。」と回答さ

れた方も 5％弱いました。地域生活に移行する希望のある方につい

ては、円滑に地域生活に移行できる よう、施設内外の支援者が連携

する事が必要です。 
 

 

 

○  住まいの場として、グループホームの整備を進めるとともに、日

中活動の場の確保が重要です。障害 者本人の状況に合わせ、多様化

している社会資源（日中活動の場や余暇活動の支援、経済的な補償、

インフォーマルな支援等）を有効に 組み合わせて、サービス等利用

計画 ◆ も有効に活用し、支援を提供していきます。  

 

 

・ 居 宅 介 護  ・ 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ）  

・ 共 同 生 活 援 助 （ グ ル ー プ ホ ー ム ）  

・ 計 画 相 談 支 援  ・ 地 域 移 行 支 援  ・ 地 域 定 着 支 援  ・ 自 立 生 活 援 助  

・ 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー   ・ 居 住 サ ポ ー ト  ・ 身 体 障 害 者 福 祉 ホ ー ム ◆  

  

基本施策（２） 地域生活移行への支援 

現 状 と 課 題  

個 別 施 策 の 方 向  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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個別施策㉓ 病院からの地域生活移行の支援 

 

 

○  精神障害者の地域移行については、医療機関との連携を積極的に

図り退院支援を推進していることで 、保健センター保健師の退院支

援件数は年々増加しています。また 、区の入院受療状況（生活保護

受給者・国民健康保険加入者で、平成 24 年度～平成 27 年度）に

おいても入院期間が 3 か月未満、1 年未満の退院率は微増ですが、

1 年以上の長期入院患者数は大幅に減少しています。これらの傾向

は国の調査（平成 14 年度～平成 26 年度）においても同様の結果

が得られていますが、高齢者の地域 生活への移行においては、まだ

不十分な状況にあります。 

退 院 支 援 に お い て は 、 入 院 中 か ら 退 院 に 向 け た 意 欲 の 喚 起 や 本 人

の 意 向 に 沿 っ た 移 行 支 援 、 地 域 生 活 を 支 え る サ ー ビ ス の 提 供 、 居 住

の 場 の 確 保 を 含 む 高 齢 の 精 神 障 害 者 に 対 す る 支 援 な ど 、 関 係 部 署 が

連 携 し 、 組 織 横 断 的 に 取 り 組 む こ と が 求 め ら れ て い ま す 。 ま た 、 精

神 障 害 に も 対 応 し た 地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム を 構 築 し 、 地 域 で 精 神 障

害 者 が 生 活 を 継 続 で き る よ う な 支 援 を 行 き 渡 ら せ て い く 必 要 が あ り

ます。 

さ ら に 精 神 障 害 者 が 円 滑 に 地 域 に 移 行 し 、 地 域 生 活 を 継 続 し て い

く た め に は 、 地 域 に お け る 精 神 障 害 に 関 す る 理 解 が 進 ん で い く こ と

が必要です。 

 

○ 平成 27 年に開設した区立障害者生活支援センターでは、精神障

害者の方が地域生活に円滑に移行し 、地域において安定して自立し

た生活を営めるよう、宿泊型自立訓 練や短期入所事業を実施し、区

内における精神障害者支援の中核的役割を担っています。  

 

 

 

○ 精神障害者については、これまで以上に退院支援及び地域での安定

した生活の支援が重要であるため、入院中の早い段階から退院に向け

た移行支援を行うなど、相談支援の充実と医療機関との連携強化を図

っていきます。また、地域での生活が安定的に継続できるよう精神保

健相談や保健師による訪問・面接等による相談支援についても引き続

き行っていきます。 

 

  

個 別 施 策 の 方 向  

重点的な取組 

現 状 と 課 題  
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○ 精神障害者の医療の継続を支援し、病状変化時に早期に対応できる

よう、相談支援、訪問看護等、精神障害者の保健医療体制を強化しま

す。また、未治療・治療中断等の精 神 障 害 者 に 対 す る ア ウ ト リ ー チ ◆

支援事業を引き続き実施するなど、精神障害者が安定して地域で暮ら

し続けられるよう、より一層支援を進めていきます。  

 

 

・ 保 健 ・ 医 療 ・ 福 祉 ・ 関 係 者 に よ る 連 携 （ 精 神 保 健 福 祉 連 絡 協 議 会 、 精 神 保 健 福

祉 実 務 担 当 者 連 絡 会 ）  

・ 精 神 科 医 に よ る 精 神 保 健 相 談  

・ 保 健 師 に よ る 面 接 ・ 訪 問 相 談 等  

・ 医 療 機 関 等 と の 連 携  

・ 未 治 療 ・ 治 療 中 断 等 の 精 神 障 害 者 に 対 す る 訪 問 支 援  

・ デ イ ケ ア （ 精 神 障 害 者 社 会 復 帰 支 援 事 業 ）  

・ 精 神 障 害 者 社 会 適 応 訓 練 事 業 （ 都 制 度 ）  

 

○ 精神障害に対する正しい知識の普及啓発を図ることで、本人だけで

なく家族を始めとする周囲の人もこころの不調に早めに気づき、声掛

けをする等、社会全体での支えあいが出来る偏見や差別のない地域を

めざします。 

 

 

・ 精 神 保 健 講 演 会  

・ パ ン フ レ ッ ト ・ リ ー フ レ ッ ト の 作 成 ・ 配 布  

 

○ 精神科病院に長期に入院していた精神障害者等に対して、生活能力

を身につけるための生活訓練等を行うことは退院促進を図る上で重要

な取組です。区立障害者生活支援センターでは、精神障害者を対象と

した自立訓練（生活訓練）・宿泊型自立訓練等を行うと共に、精神障害

者の相談支援拠点事業所として、地域生活への移行の促進や相談事業

の充実を図っていきます。 

 

 

・ 区 立 障 害 者 生 活 支 援 セ ン タ ー の 管 理 運 営  

 

 

・ 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ）  ・ 短 期 入 所  

・ 計 画 相 談 支 援  ・ 地 域 移 行 支 援  ・ 地 域 定 着 支 援  ・ 自 立 生 活 援 助  

・ 精 神 障 害 者 福 祉 ホ ー ム ◆  ・ 居 住 サ ポ ー ト   

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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個別施策㉔ 就労支援の充実  

 

 

○ 自立した社会生活を送るうえで、就労は大きな要素です。就労は

経済的な面ばかりでなく社会参加を 図るという意義もあります。障

害者の就労意欲の高まりと、企業に おける障害者雇用に対する理解

が進むにつれ、企業も障害者雇用率 達成に向けた取組を強化し、就

職に至った人が増えています。 

障 害 者 の 権 利 に 関 す る 条 約 の 批 准 に 向 け た 対 応 と し て 、 平 成 25

年 6 月に障害者雇用促進法 ◆ が改正され、障害者に対する差別の禁

止や合理的配慮 ◆ の提供義務を新たに定め平成 28 年 4 月に施行され

ました。また、平成 30 年 4 月からは法定雇用率の算定基礎の対象

に 新 た に 精 神 障 害 者 が 追 加 さ れ ま す 。 こ れ に よ り 民 間 企 業 の 法 定 雇

用率は段階的に平成 33 年 4 月までには 2.3%になり、障害者が一

般就労をするための社会的条件の整備が進んできています。 

 

○  障害者の一般就労の機会を広げる目的で区が実施する障害者就労

支援事業は、新宿区勤労者・仕事支 援センターが担い、本人のニー

ズや障害種別に応じたきめ細かな就労に向けた支援を行っています。

また、就労後の職場定着支援や必要 に応じて離職支援も行っている

ことから、特別支援学校高等部卒業 者から福祉施設利用者、在宅の

方、就労中の方に至るまで、幅広く 活用されています。就労を続け

るための支援を必要とされる方は、増加傾向にあります。 

 

 

 

○  区は障害者就労支援事業として、就労意欲のある障害者に対し、

東京障害者職業センター、ハローワ ーク、東京しごと財団等と連携

して、ジョブコーチ ◆ 支援、職業準備支援、職場体験実習制度を活用

して、就労を支援していきます。 

 

  

個別目標４ 多様な就労支援 

基本施 策 （１）  多様な 就 労ニー ズ に対応 で きる重 層 的な支 援 体制の 充 実 

現 状 と 課 題  

重点的な取組 

個 別 施 策 の 方 向  
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○ 企業に対し、国の障害者雇用施策や企業支援策の活用を促進しつ

つ、障害特性や本人の状況に応じた 仕事の創出等への取組を働きか

けていきます。さらに、障害者雇用 を実施している企業に対して、

障害者受入に関する相談や、職場の障害理解促進の働きかけを行い、

障害者が安心して働き続けられる環境づくりを進めます。 

 

○  利用者本人や家族等を対象とした就職準備フェアや未就業者と就

業者との交流会の開催などにより、障害者の就労に向けたイメージづ

くりや働く意欲の向上を図ります。 

 

○  特別支援学校等と区内就労支援施設や新宿区勤労者・仕事支援セ

ンター等の関係機関による｢進路対策等連絡会｣等の開催を通じ、関

係機関と区との連携を強化し、特別 支援学校等卒業後のスムーズな

就労支援の実施を図ります。 

 

 

 

・ 新 宿 区 勤 労 者 ・ 仕 事 支 援 セ ン タ ー 運 営 助 成 等  

 

 

・ 就 労 移 行 支 援 ◆  ・ 就 労 継 続 支 援 ◆ Ａ 型  ・ 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型  

 

 

  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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「働きたい」「社会に貢献したい」という思いをかなえ、「働
き続ける」ことを応援します。 

 

公益財団 法⼈新宿 区勤労者・仕事⽀援センタ ーは、新宿区障害 者就労福 祉
センター 等の事業 を引き継 ぎ、就労⽀援等を ⾏う団体 として平 成 21 年 4 ⽉
に設⽴さ れた新宿 区の外郭 団体であ り、⼀般就 労を希望 する障害 のある⽅へ
の職業相 談から就 職準備⽀ 援、求職 活動の⽀ 援、職場 実習の⽀ 援、就職 後の
定着⽀援 までの⼀ 体的な⽀ 援等を⾏ っていま す。 

就職する 障害者に ついては 、職業準備性、すなわち、⾝体条件 、体⼒、仕
事に対す る意識、上 司や同僚 とのコミ ュニケー ション能 ⼒などの 職業⽣活を
始めるた めに必要 な条件が ⽤意でき ている必 要があり ます。また、使⽤者側
も、障害 者に対し て合理的 配慮 ◆ を⾏う中で、円滑に雇 ⽤する必 要がありま
す。そこで、財団では、障害者等就 労⽀援事 業による ⽀援や、障害者等 へ就
労訓練の 場を提供 すること により、新 宿区にお ける障害 者就労⽀ 援の充実の
⼀翼を担 う存在と して、重 層的な取 組を推進 していま す。 

障害者等 の就労訓 練の場と して、飲⾷ の提供や 物品を販 売するコ ミュニテ
ィショッ プ（区内 5 店舗）は 、就労訓 練の場と して運営 するだけ でなく、区
内障害者 施設で作 られた製 品なども 展⽰・販 売してい ます。ま た、ＩＴ 就労
訓練では 、企業等から実際 に業務を 請け負い 、ＩＴを活⽤した 実務訓練 を⾏
っていま す。 
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個別施策㉕ 施設における就労支援の充実 

 

 

○  企業での就労が困難な障害者にとって、生活支援を受けながら就

労に向けてスキルを高める福祉的就労の場として、就労継続支援 ◆ B

型事業所があります。就労継続支援 B 型事業所は、多様な就労形態

の一つとして、大きな役割を果たしています。 

就労移行支援 ◆ 事業所や就労継続支援 A 型事業所については、企

業での就労に比較的近い場として、株式会社や NPO◆ 法人などによ

り就労移行支援 17 所、就労継続支援 A 型４所が運営されています

（平成 30 年 1 月現在）。 

利 用 者 が 事 業 所 を そ の 特 徴 や 強 み に 合 わ せ て 選 択 で き る よ う に な

っ て き ま し た 。 今 後 は 提 供 サ ー ビ ス 内 容 や 質 の 向 上 が も と め ら れ て

います。 
 

 

○  福祉作業所等の就労継続支援事業所においては、清掃、封入・封

緘作業、製造、販売等、様々な仕事を利用者の状況に応じて分担し、

工賃向上と作業を通じた社会参加に努めています。 

ま た 、 新 宿 区 勤 労 者 ・ 仕 事 支 援 セ ン タ ー の 受 注 セ ン タ ー で は 、 企

業 や 区 か ら 共 同 受 注 し た 仕 事 の 各 事 業 所 へ の 割 り 振 り 、 集 配 業 務 等

に よ り 、 各 事 業 所 の 支 援 を 行 っ て い ま す 。 各 事 業 所 が 利 用 者 の 高 齢

化 、 障 害 の 重 度 化 に よ る 受 注 力 の 伸 び 悩 み と い う 共 通 の 課 題 を 抱 え

る中、受注センターの役割は重要かつ多様化すると考えられます。 

  安定した受注に向け、各事業所が独自で行う営業開拓に加え、共

同受注や自主製品の共同販売、販路 開拓等の機能を持つ共同受注ネ

ットワークの構築をめざすため、新 宿区勤労者・仕事支援センター

の受注センターでは事業所を対象と した研修・講習会を行っていま

す。また、仕事を発注したい企業と 受注を拡大したい事業所との仲

介や助言・相談も行っています。 

 

○ 障害者優先調達推進法 ◆ に基づき、障害者の自立した生活に資する

ため、区は、平成 26 年に「新宿区における障害者就労支援施設等

からの物品等の調達方針」を策定し ました。方針に基づき毎年度目

標を掲げ、障害者就労支援施設等へ の発注を増加したり、安定的に

発注をするように努めています。 

  

現 状 と 課 題  
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○  一 つ の 事 業 所 で は 困 難 な 大 量 ま た は 複 雑 な 発 注 に 対 し て も 、 分

割・細分化等のきめ細かい配慮をす ることで、請け負うことが可能

となる場合があります。新宿区勤労 者・仕事支援センターの受注セ

ンターが、受注の連携システムとし て機能し、実務向上への支援等

を行うことにより、各障害者就労支 援施設の工賃向上への支援を行

います。 

今 後 は 事 業 所 間 の ネ ッ ト ワ ー ク 化 促 進 に よ る 受 注 活 動 の 促 進 だ け

で な く 、 自 主 製 品 の 開 発 、 品 質 向 上 、 販 売 促 進 に 向 け た 講 習 会 の 開

催など、現場に根差した企画で事業所を支援していきます。 

 

○ 障害者就労事業所等への発注を行う際は、事業所ごとに個別の事

情 に 配 慮 し 、 安 定 し た 作 業 が 可 能 に な る よ う き め 細 か い 発 注 を 行 っ

ていきます。 

 

○ 障害者就労支援施設での個別支援による障害者のスキルアップと

と も に 、 新 宿 区 勤 労 者 ・ 仕 事 支 援 セ ン タ ー と 障 害 者 就 労 支 援 施 設 と

が 連 携 を 図 り 、 障 害 者 就 労 支 援 施 設 か ら の 一 般 就 労 を 促 進 し て い き

ます。 

 

 

・ 新 宿 区 勤 労 者 ・ 仕 事 支 援 セ ン タ ー 運 営 助 成 等  

 

 

        ・ 就 労 移 行 支 援  ・ 就 労 継 続 支 援 Ａ 型  ・ 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型  

個 別 施 策 の 方 向  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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「 障 害 者 の 雇 ⽤ の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 障 害 者 雇 ⽤ 促 進 法 ）」 は 、 障 害 者

の雇⽤義 務等に基 づく雇⽤ の促進等 のための 措置、職業 リハビリ テーション
の 措 置 等 を 通 じ て 、 障 害 者 の 職 業 の 安 定 を 図 る こ と を ⽬ 的 と し た 法 律 で す 。
⼀定規模 以上の事 業主に対 し、障害者 雇⽤率に 相当する ⼈数の障 害者の雇⽤
を義務付 け、雇⽤率 未達成事 業主から は雇⽤率 に満たな い⼈数に 応じて障害
者雇⽤納 付⾦を徴 収し、雇⽤ 率達成事 業主には 雇⽤率を 超えて雇 ⽤した⼈数
に応じて 障害者雇 ⽤調整⾦ を⽀給し ます。 

平成 25 年６⽉に は、障害 者雇⽤促 進法の改 正が⾏わ れ、「障害 者差別の
禁⽌」や「苦情処理・紛争 解決援助 の実施」、「法定雇⽤率の算 定基礎の 対象
への精神 障害者の 追加」等 が⾏われ ました。  

また、障 害者の法 定雇⽤率 について は、平成 30 年４⽉ １⽇から 以下のよ
うに引き 上げられ ています 。 

■障害者の法定雇⽤率（平成 30 年４⽉１⽇以降) 
 
 
 
 
 
 
 
※ ⼀ 定 の 要 件 を 満 た し た 特 例 ⼦ 会 社 に よ る 雇 ⽤ 率 算 定 の 特 例 あ り  
※ 平成 27 年４⽉から納付⾦制度の対象が労働者数 200 ⼈超の事業主から 100 ⼈超 

に拡⼤ 

◎平成 30 年４⽉以降の留意点 
①対象となる事業主の範囲が従業員45.5⼈以上に拡⼤ 

・平成30年４⽉の法定雇⽤率の変更に伴い、障害者を雇⽤しなければならない
⺠間企業の事業主の範囲が、従業員5０⼈以上から45.5⼈以上に変わります。
また、その事業主には、以下の義務があります。 

○ハローワークへの障害者雇⽤状況（毎年６⽉１⽇時点）の報告義務 
○障害者の雇⽤の促進と継続を図るための「障害者雇⽤推進者」選任の努⼒義務 

②平成33年４⽉までに更に0.1％引き上げ 
・平成30年４⽉か ら３年を 経過する ⽇より前 ※ に、⺠間 企業の法 定雇⽤率は

2.3％になります。 （国等の 機関も同 様に0.1％引上げ）  
※ 具 体 的 な 次 回 の 引 き 上 げ 時 期 は 、 今 後 、 労 働 政 策 審 議 会 に お い て 議 論 。  
※ 2.3％ と な っ た 際 に は 、 対 象 と な る 事 業 主 の 範 囲 は 、 従 業 員 43.5 ⼈  

以 上 に 拡⼤  

事 業 主 区 分  
法 定 雇 ⽤ 率  

変 更 前  変更後 
⺠間企業  2.0％  ⇒  2.2％  

国、地⽅ 公共団体 、特殊法 ⼈等 2.3％  ⇒  2.5％  
都道府県 等の教育 委員会 2.2％  ⇒  2.4％  
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新宿区事業所等ネットワーク 

愛称「しんじゅ Ｑ
キュー

 〜しんじゅＱｕａｌｉｔｙ〜」 
 

公益財団 法⼈新宿 区勤労者・仕事⽀援センタ ーの受注 センター では、障害
者就労⽀ 援施設等 の利⽤者 の仕事の 充実、⼯ 賃向上の ために、官公庁・企業
等からの 仕事を共 同受注し 、受注作業の内容 や量を適 切に調整 し、各施設へ
の配分な どを⾏っ ています 。 

また、「新宿区事業 者等ネッ トワーク 事業」とし て、施設等 の職員向 けに、
受 注 作 業 や ⾃ 主 製 品 の 質 の 向 上 等 を ⽬ 的 と し た 講 習 会 や 情 報 交 換 の 機 会 を
提供する とともに 、共同製作品の開 発や販路 拡充を⾏ うなど、施設の連 携を
図るネッ トワーク を⽀援し ています 。平成 29 年 11 ⽉現在で、29 所の施設
がこのネ ットワー クに参加 していま す。 
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個別施策㉖ 就労の継続及び復職等の支援の強化  

 

 

○ 障害者が就職し職場定着するためには、就労支援だけでなく、生

活リズムの確立や健康管理、権利擁 護など生活面からの支援も必要

です。就労を希望する障害者が就職 するため、また在職中の障害者

が仕事を継続するために、職場、ハ ローワーク、障害者就労支援施

設、グループホーム ◆ 、特別支援学校、保健センター、相談支援事業

所等関係機関、新宿区勤労者・仕事 支援センターが連携し、支援の

ネットワークを構築する必要があり ます。また、個別の支援におい

ては地域福祉権利擁護事業 ◆ と連携も必要な場合があるなど、多機関

多職種からの支援体制が求められています。 
 

○  一般企業に就職する障害者が増加する一方で、職場適応や健康上

の問題等で離職する人も少なくありません。採用時、在職中、離職、

再就職といったサイクルや就労形態 の多様化に対応して、適切な支

援が必要です。 
 

○  離職後に適切な就労支援が受けられず在宅生活を余儀なくされて

いる障害者も多く、また、在職中に 体調等を崩し休職する人もいま

す。再就職や職場復帰のために適切 な支援が行える仕組みづくりが

求められています。 

 

 

○  障害者の一般就労の増加に伴い、安定的な就労の継続を支援する

ため、平成 30 年４月から、就労に伴う生活面の課題に対応できる

よう、企業・自宅等への訪問や障害 者の来所により必要な連絡調整

や助言・指導等を行う障害福祉サービスとして、「就労定着支援」が

創設されます。これは就労移行支援 ◆ や就労継続支援 ◆ といった通所

系事業を利用して一般就労をした障 害者が受けることのできる新し

いサービスです。 
 

○ 平成 30 年度以降の定着支援は、就労移行支援事業所による利用

者のアフターフォローとしてのもの 、新しく創設される就労定着支

援事業所によるもの、新宿区障害者就労支援事業によるものが併存 

  

基本施策（２） 安心して働き続けられるための支援 

現 状 と 課 題  

個 別 施 策 の 方 向  
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することになる可能性があります。 

定 着 支 援 の 担 い 手 が 増 え る こ と が 予 想 さ れ る た め 、 新 た な 役 割 分

担 を 構 築 し 、 障 害 の 種 別 や 程 度 、 就 業 年 数 に 応 じ た 適 切 な 定 着 支 援

を重層的に提供していきます。 
 

○  新 宿 区 勤 労 者 仕 事 ・ 支 援 セ ン タ ー の 就 労 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー ◆

がジョブコーチ ◆ 等を活用し、就労の継続や復職への支援体制を構築

しています。障害者就労支援事業で は、受入企業との調整、個別相

談等、必要な支援を提供していきます。 
 

○  就労の継続を支援するために、働いている仲間同士が、休日や勤

め帰りに話し合える場を整備するな ど、就職前に在籍していた障害

者就労支援施設等も含めて仲間づく りができるように積極的に取り

組んでいきます。 
 

○  うつ病など精神疾患を原因とした休職中の人が職場に復帰するた

めの支援は、精神科のデイケアや復 職プログラムを行う関係機関、

障害福祉サービス（就労移行支援 ◆ 、自立訓練）等の多分野の社会資

源の中からその方に合うものを活用していきます。 
 

○  事故や病気がもとで、休職や転職、離職を余儀なくされる方がい

ま す 。 特 に 脳 血 管 疾 患 等 の 後 遺 症 で 身 体 の 麻 痺 と 高 次 脳 機 能 障 害 ◆

を合わせて受障した方の多くは、病 院でのリハビリテーションを経

て、復職に向けた職業リハビリテー ションが必要となる場合があり

ます。福祉、保健医療等が有機的に 連携し、ご本人に 適な支援を

組み合わせて提供していきます。 
 

○ 区の障害者就労支援事業の支援を受けて企業等で永年就労を継続

している方に対して、これまでの努力を労うとともに、本人のみな

らずあとに続く人の就労継続の励みとなるよう、表彰しています。 

ま た 、 障 害 者 を 永 年 雇 用 す る 企 業 に 対 し て も 、 感 謝 状 を 贈 る こ と

により、障害者雇用に対する意欲を高めています。 

 

 

・ 新 宿 区 勤 労 者 ・ 仕 事 支 援 セ ン タ ー 運 営 助 成 等 ・ 働 く 人 の メ ン タ ル ヘ ル ス ネ ッ ト ワ ー ク 連 絡 会  

・ 精 神 科 医 に よ る 精 神 保 健 相 談 ・ 保 健 師 に よ る 面 接 ・ 訪 問 相 談 等  

 

 

・ 就 労 移 行 支 援  ・ 就 労 継 続 支 援 ◆ Ａ 型  ・ 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型  ・ 就 労 定 着 支 援  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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個別施策㉗ コミュニケーション支援・移動支援の充実  

 

 

○ 障害者差別解消法 ◆ は、すべての国民が障害の有無によって分け隔

てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する

社会の実現につながることを目的としています。区は不当な差別的

取り扱いをしないことはもとより、合理的配慮 ◆ の提供の義務も負っ

ています。 

 

○ 視覚障害者や聴覚障害者とのコミュニケーションや情報提供は、

一人ひとりのニーズに沿った手段、方法、媒体で行われることが情

報の保障として大切です。 

 

○ 日中活動の促進のため、日中活動の場の整備とともに、障害特性

に配慮したコミュニケーションや移動の支援に関するサービス提供

が求められています。 

 

○ 区では、新宿らくらくバリアフリー ◆ マップ（冊子）を作成し、ホ

ームページ版のバリアフリーマップでは新規・改築した主な施設の

更新を毎年行っています。 

 

 

 

○  障害者が地域での日常生活を円滑に送ることができるとともに、

積極的な社会参加・活動ができるように、必要なサービスの利便性

を向上させ、障害特性に応じた使いやすいサービスの充実に努めま

す。 

視 覚 障 害 者 の た め の サ ー ビ ス で あ る 同 行 援 護 で は 、 外 出 時 の 歩 行

介助にとどまらず、外出中の代筆代読の支援も行っています。 

聴覚障害者のための意思疎通支援事業では、手話通訳者派遣、要

約筆記者 ◆ 派遣のほか、区役所に手話通訳者を週 2 回配置し、区役

所での手続きの利便性向上に努めていきます。 

個別目標５ 社会活動の支援 

基本施策（１） 社会参加の充実 

現 状 と 課 題  

個 別 施 策 の 方 向  
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○ 情報の取得に際し、配慮を必要とすることの多い視覚障害者と聴

覚障害者のために区は、視覚障害者・聴覚障害者交流コーナーを社

会福祉協議会内で運営しています。視覚障害者コーナーでは行政資

料の点字版、音声版を備え、職員による代読サービスも行っていま

す。 

 

○ 視覚障害者・聴覚障害者向け情報保障を支援する福祉用具は、日

進月歩の発展を遂げています。区では、視覚障害者・聴覚障害者交

流コーナーにおいて日常生活用具展を開催するとともに、日常生活

用具の品目等の見直しについても毎年行っていきます。 
 

 

・ 中 等 度 難 聴 児 発 達 支 援 事 業  

 

 

・ 同 行 援 護   

・ 意 思 疎 通 支 援 （ 手 話 通 訳 者 派 遣 、 要 約 筆 記 者 ◆ 派 遣 、 区 役 所 手 話 通 訳 者 設 置 ）  

・ 意 思 疎 通 支 援 者 養 成 研 修 事 業  

・ 日 常 生 活 用 具 （ 情 報 ・ 意 思 疎 通 支 援 ）   ・ 移 動 支 援  

 

 

  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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【活字を読むことが困難な⽅へ】 
○｢対⾯朗読｣（中央・四⾕・鶴巻・⻄落合・⼾⼭・下落合図書館） 

図書館の 資料やお ⼿持ちの 資料等を 朗読しま す。 

○｢録⾳図書の製作･貸出｣（⼾⼭図書館）  
録 ⾳ 図 書 （ カ セ ッ ト テ ー プ 版 ・ DAISY版 ） を 約 1,300タ イ ト ル 所 蔵 し 、

貸出して います。 所蔵して いない録 ⾳図書は 、全国の 図書館か らお取り
寄せする か、新た に作成し てお貸し します。  

○｢⼤活字本の貸出｣（中央・こども・⼾⼭・下落合図書館） 
弱視の⽅ 、⾼齢の ⽅にも読 みやすい 、活字の ⼤きさが4倍程度の 本を約

3,000冊所蔵し、 貸出して います。  

○DAISY再⽣機器の貸出及び操作説明（⼾⼭図書館） 
DAISY再⽣機器の 貸出と操 作説明を ⾏ってい ます。 

○⾳声・拡⼤読書器の設置（中央・⼾⼭・四⾕・⾓筈・⼤久保図書館） 
活字を拡 ⼤して読 むことの できる拡 ⼤読書器 や、印刷 された活 字⽂書

を読み上 げる読書 器を設置 していま す。 

○ 専⽤機器等で読み取ることで⽂章を読み上げることができるSPコ
ードを印刷した、録⾳図書⽬録を配布しています。 

○ ⼤活字版・⾳声版図書館利⽤案内を作成し、より多くの⽅に図書館
を利⽤していただけるよう努めています。 

 

【図書館への来館が困難な⽅へ】 
○｢家庭配本｣（中央・四⾕・鶴巻・⻄落合・⼾⼭・北新宿・中町・⾓

筈・⼤久保・下落合図書館） 
区内にお 住まいで 、障害、 ⾼齢、病 気等の理 由で図書 館への来 館が難

しい⽅に 、希望の 資料をご ⾃宅へお 届けしま す。家庭配本サービスを利

用される場合は、家庭配本サービス利用登録が必要となります。  
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個別施策㉘ 文化・スポーツ等への参加の促進 

 

 

○  芸術や文化活動・スポーツ活動への参加は生きがいや自信を創出

したり、また、社会参加を促進する意味でも重要です。地域におい

て障害者が日中の活動を行えるよう、文化・スポーツ活動等、障害のあ

る人もない人も一緒になって気軽に参加できる、各種機会の提供に努め

ています。また、活動への積極的参加を支えるために、チラシ作りや

申込み方法を工夫するなど各種事業を開催する際には、障害者が参加

しやすいような配慮と環境整備に取り組んでいます。 

 

○ 障害のある方に身近な地域でのスポーツ活動の場を提供するため、

新宿未来創造財団で月に 1 回障害者スポーツデーを実施しています。

新宿区体育協会、スポーツ推進委員等、地域でスポーツを指導してい

る方から協力をいただき実施していますが、種目によって参加者数に

ばらつきがあるため、更に活性化するために団体との連携・周知の強

化を工夫する必要があります。 

 

○ 「ボッチャ◆」の普及指導員養成講座の開催などを通じて、障害者ス

ポーツと障害のある方への理解と、障害者スポーツを支える人材の育

成は着実に推進していると認識しています。今後も引き続き、施策の

普及啓発に努めます。 

 

 

○  東 京 2020 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク の 開 催 を 好 機 と 捉 え 、

障害者がそれぞれの障害種別、程度や意向に合わせ、身近な地域で

スポーツを楽しむことができるよう、区では、新宿未来創造財団等

を通して、生涯学習・スポーツ等の関係団体や障害者団体等と連携・

協力を一層強め、文化・スポーツ活動の機会を提供します。また、

各種講座やスポーツ教室、講演会等の周知を強化し、障害者スポー

ツ振興を図ります。 

 

○ 一人でも多くの障害者が日常的にスポーツを楽しめるよう、「新宿

区スポーツ環境整備方針 ◆ 」の中で「障害者がスポーツを楽しめる場

や機会の創出」を位置づけています。この方針等に則り、障害者の

スポーツ・文化に関わる人材の育成のための講習会等を開催し、人

材の登録や事業内容及び機会の充実を進めます。  

現 状 と 課 題  

個 別 施 策 の 方 向  
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具体的には、「障がい者スポーツ指導員養成講習会」等障害者スポ

ーツ指導者の資格取得をスポーツ推進委員及び地域でスポーツ指導

を行っている方を中心に推進し、障害者スポーツを支える人材を育

成していきます。 
 
 
 

新 宿 未 来 創 造 財 団 等 に お け る 事 業  

・ 青 年 教 室  ・ 障 が い の あ る 方 の た め の 星 空 コ ン サ ー ト  ・ 障 害 者 ス ポ ー ツ デ ー  

・ 障 が い の あ る 方 の た め の わ く わ く プ ラ ネ タ リ ウ ム  

・ ハ ン デ ィ キ ャ ッ プ ス イ ム デ ー  

・ 障 が い の あ る 方 と と も に 楽 し む ス ポ ー ツ 体 験 デ ー  ・ 障 害 者 卓 球 教 室  

・ 障 害 者 向 け 映 画 上 映 会  ほ か  
 
 

個別施策㉙ 社会参加の促進への支援の充実 

 

 

○  障害者が、地域での日常生活を円滑に送ることができ、積極的に

社会参加ができるように、それぞれの障害の状況や地域社会への参

加の意欲に応じた支援が重要です。 

 

 

○ 区立障害者福祉センターでは、障害者の社会参加促進の一環とし

て、さまざまな講座や講習会を実施しています。講座を修了した障

害当事者によるピアサポート ◆ など、障害種別や程度に応じた、多様

な当事者参加を可能にしています。 

各障害者福祉施設では、施設祭りなどを通じて地域住民と障害者

が交流する場を充実させるとともに、NPO◆ 、地域福祉を担う団体

との協働・交流を推進します。 

 

 

区 立 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー に お け る 講 座 ・ 講 習 会  

・ い き い き 健 康 教 室 ・ フ ラ ダ ン ス ・ リ ズ ム 体 操 ・ 軽 体 操  

・ 書 道  ・ 陶 芸  ・ 俳 句  ・ 茶 道 ・ パ ソ コ ン 教 室 ・ ス マ ー ト フ ォ ン 講 座  

・ タ ブ レ ッ ト 講 座  

・ 料 理 入 門 ・ 手 芸 教 室 各 種  ほ か  （ 年 度 に よ り 変 更 あ り ）  
 

○ 障害者団体に対し障害者福祉活動事業費を助成することで、障害

者自らが、地域における講習会や研修を行い、体験学習や福祉活動

に当事者ボランティアとして参加するなど、生きがいや社会的役割

を担い、自己実現の活動を継続できるように支援します。 

個 別 施 策 の 方 向  

現 状 と 課 題  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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・ 障 害 者 福 祉 活 動 事 業 助 成  

 

  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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障害者の権利擁護に関する法律には、障害者の差別解消法 ◆ 、虐待

防止法 ◆ 、民法（成年後見制度 ◆ ）等が挙げられます。障害者の権利

擁護を推進するため法制度が順次整備され、平成 26 年に障害者権

利条約を批准しています。 

 

◎障害者差別解消法成⽴の経緯と理念 
「障害を 理由とす る差別の 解消の推 進に関す る法律（障 害者差別 解消法）」

は、「障害 者の権利 に関する 条約（障 害者権利 条約）」の 批准に向 けて改正 さ
れた障害 者基本法 の差別禁 ⽌に関す る規定を 具体化し た法律で す。世界的な
⼈権尊重 の⾼まり の中で制 定され、障 害者権利 条約締結 国の義務 を明⽰した
法律と⾔ えます。  

◎障害者差別解消法で求められること 
こ の 法 は 「 全 て の 国 ⺠ が 、 障 害 の 有 無 に よ っ て 分 け 隔 て ら れ る こ と な く 、

相互に⼈ 格と個性 を尊重し 合いなが ら共⽣す る社会の 実現に資 すること」を
⽬的とし ています 。具体的には、お店や会社 などの⺠ 間事業者 、国、都道府
県、市区町村など の⾏政機 関等に対 して、障害を理由 とする差 別を解消 の推
進に関す る基本的 な事項や 、差別解 消のため の措置等 を規定し ています 。 

 
☆「不当な差別的取扱の禁⽌」 

障 害 を 理 由 と し て 、 商 品 や サ ー ビ ス の 提 供 を 拒 否 し た り 、 制 限 し た り、
条件を付 けたりす ることな どを禁⽌ する。 
 

☆「合理的配慮 ◆ の提供」 
障 害 の あ る ⽅ な ど か ら 何 ら か の 配 慮 を 求 め る 意 思 の 表 明 が あ っ た 場 合

には、負担になり 過ぎない 範囲で、社会的障 壁を取り 除くため に必要な 配
慮を提供 する。 
※ ⾏ 政 機 関 等 は 法 的 義 務  

※ そ の 他 の 事 業 者 は 努 ⼒ 義 務 （ 障 害 者 差 別 解 消 法 で い う 事 業 者 は 、 ⽬ 的 の  
営 利 ・ ⾮ 営 利 、 個 ⼈ ・ 法 ⼈ の 別 は 問 い ま せ ん 。）  

個別目標６  

基本施策（１） 障害者が権利の主体として生活するための支援 
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◎障害者差別解消を推進するために 
差別のな い社会を めざすに あたり、法 の遵守や 義務と罰 則が果た す役割は

限定的な ものです 。公共機 関や施設 のバリア フリー ◆ 化が促進す るととも に、
⼀⼈ひと りの⼼の 中の偏⾒ や誤解、無 関⼼とい った「ここ ろの障壁（ バリア）」
を除去し ていく「 こころの バリアフ リー ◆ 」が 不可⽋で す。区は 、暮らし や
すさ 1 番の新宿の 実現に向 け、障害者 がいきい きと暮ら し続けら れる環境の
整 備 を す す め ま す 。 家 庭 、 学 校 、 職 場 、 地 域 で 、 ご く ⾃ 然 に 相 ⼿ を 気 遣 い 、
配慮し、尊重して 共に⽣き る社会は 、障害の有無に関 わらず暮 らしやす いは
ずです。 区⺠の皆 様に、ご 理解とご 協⼒をお 願いしま す。 

 

 

 

個別施策㉚ 障害者の差別解消・権利擁護の推進 

 

 

【障害者の差別解消】 

○ 平成 23 年の障害者基本法の改正で障害者差別の禁止が規定され

て、平成 28 年 4 月から障害者差別解消法 ◆ が施行されました。行

政機関、民間事業者ともに障害者に対する不当な差別的取扱いが禁

止され、行政機関には障害者への合理的配慮 ◆ の提供が義務付けられ

ました。 

また、障害者の雇用や就労に関する差別を解消するための措置に

ついては、障害者雇用促進法 ◆ が平成 28 年 4 月に改正施行されてい

ます。 

障 害 者 差 別 解 消 法 の 施 行 に 先 立 ち 、 区 で は 「 新 宿 区 に お け る 障 害

を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領」を平成 28

年 2 月に制定しました。平成 28 年度から、障害のある人も障害の

な い 人 と 同 じ よ う に 区 の 開 催 す る 説 明 会 等 に 参 加 し 、 区 か ら の 情 報

を入手できるように、手話通訳者・要約筆記者 ◆ の設置の基準を明確

化し、段差解消スロープ等の支援物品を準備しました。 

既 存 の 障 害 者 自 立 支 援 協 議 会 に 障 害 者 差 別 解 消 支 援 地 域 協 議 会 ◆

としての役割を付加し、学識経験者、障害者団体代表、民間事業者、

弁 護 士 、 公 共 職 業 安 定 所 等 の 他 、 障 害 者 差 別 解 消 推 進 部 会 に は 行 政

相談員や人権擁護委員等を加えた構成に再編しています。 

  

現 状 と 課 題  
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【権利擁護と成年後見制度 ◆ 】 

○ 障害者の権利擁護には、意思表示をすることや意思表示を把握し

てもらうことが難しい場合も含めて、判断能力が不十分とされた知

的障害者・精神障害者の法律行為や財産管理を行う成年後見制度が

一定の役割を果たしています。 

区は、新宿区社会福祉協議会に新宿区成年後見センターの運営を

委託し、地域福祉権利擁護事業 ◆ との連携により、判断能力が十分で

ない方の権利擁護のための成年後見制度の利用促進に取り組んでい

ます。 

成 年 後 見 制 度 、 地 域 福 祉 権 利 擁 護 事 業 と も に 相 談 支 援 件 数 は 増 加

傾 向 に あ り 、 支 援 が 必 要 な 単 身 世 帯 の 増 加 や 、 多 く の 生 活 課 題 を 抱

え る ケ ー ス な ど の 増 加 に よ り 、 相 談 支 援 内 容 も 多 様 化 ・ 複 雑 化 し て

います。 

障 害 者 の 権 利 を 守 る た め の さ ら な る 地 域 の 理 解 や 協 力 の 推 進 、 支

援 者 の 養 成 が 求 め ら れ て い ま す 。 ま た 、 多 様 化 ・ 複 雑 化 す る 相 談 に

対 応 す る た め 、 職 員 の 専 門 性 の 向 上 や 関 係 機 関 と の 連 携 強 化 が 必 要

です。 

○ 本人の意思の尊重と、本人の意思の把握が困難な場合の本人の

善の利益をめざしていくことが必要です。 

 

 

 

【障害者差別解消の推進】 

○ 障害者への合理的配慮のための全庁的な取組として、障害の特性

に応じたコミュニケーション支援等の充実をします。 

○ 職員への研修及び区民への理解啓発活動を実施していきます。 

○ 関係機関により構成する障害者差別解消支援地域協議会により、

具体的な事例を基に差別解消に向けた協議を進めていきます。 

・ 庁内での障害者への合理的配慮の実践を図るため、障害者を支援

するための物品が一層活用できるよ う周知を行うとともに、物品の

利用頻度を踏まえ、今後の貸し出しの在り方を検討します。 

・ 区職員が法の主旨や、障害についての理解を深めるため、障害疑

似体験を取り入れるなど職員向け研修を実施します。 

・ 障害者差別解消支援地域協議会を開催し、区内の関係機関が、地

域における相談事例などの共有を行 い、それぞれの知識経験を活か

した意見交換により、障害者差別解 消に向けた協議を行っていきま

す。  

個 別 施 策 の 方 向  
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・ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催を契機とし、区民

への理解啓発活動を推進します。 

 

【権利擁護の推進】 

○ 権利擁護の推進にあたっては、引き続き、地域への成年後見制度 ◆

の理解・利用促進を進めます。市民後見人の養成についても、基礎

講習からフォロー研修、受任後の支援まで一貫した実施を継続しま

す。 

 

○ 平成 30 年度より新宿区社会福祉協議会による法人後見を開始し

ます。 

 

○ 新宿区社会福祉協議会では、成年後見制度利用推進事業と併せて

地域福祉権利擁護事業 ◆ を実施し、地域住民の協力を得ながら、本人

の意思を尊重した支援に積極的に取り組みます。また、法人後見の

開始に伴い、地域福祉権利擁護事業から、成年後見制度利用まで一

貫し支援が可能となる仕組みを作ることで、判断能力が不十分にな

っても安心して地域で生活を送ることのできる環境づくりを推進し

ます。 

 

 

・地域福祉権利擁護事業 

 

 

・障害者差別解消の推進（理解促進研修・啓発）  ・相談支援 

・基幹相談支援センター 

・障害者自立支援協議会（障害者差別解消支援地域協議会 ◆ ） 

・成年後見制度の利用促進 

 

 

  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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この法律は、認知症や知的障害などの理由により、判断能⼒が⼗分でない
⽅の⾝上の保護や財産の管理を⾏う、成年後⾒制度の利⽤の促進（以下「制
度の利⽤促進」という。）を⽬的に、平成 28 年 5 ⽉に施⾏しました。 
 

【概要】 

１ 基本理念及び基本⽅針 
（１）成年後⾒制度の理念の尊重（ノーマライゼーション ◆ 、⾃⼰決定

権の尊重、⾝上の保護の重視） 
・利⽤促 進⽅策の 検討、死 後事務の ⾒直し、 任意後⾒ 制度の活 ⽤など 

（２）地域の需要に対応した成年後⾒制度の利⽤の促進 
・地域で の成年後 ⾒⼈等の 確保、成 年後⾒等 実施機関 の活動⽀ 援など 

（３）成年後⾒制度に関する体制の整備 
・関係機 関等の体 制の充実 強化、機 関相互の 緊密な連 携の確保 など 

２ 基本計画 
政府は、制度の利⽤促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進してい

くため、成年後⾒制度利⽤促進基本計画（以下「基本計画」という。）を定
めなければならないことになりました。内容としては、制度の利⽤促進に
関する⽬標及び政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策や必要な事項です。 

３ 体 制 
内閣府に 基本計画 案の作成 や施策の 推進、実施状況の検 証や評価 などを

所管する「成年後 ⾒制度利 ⽤促進会 議」と、調査審議 等を⾏う「成年後⾒
制度利⽤ 促進委員 会」が設 置されま した。 

４ 地⽅公共団体の講ずる措置 
区市町村 の役割と して、基本計画を 踏まえ、制度の利 ⽤促進に 向けた施

策 の 基 本 的 な 計 画 の 策 定 や 審 議 会 の 設 置 に 努 め る こ と な ど が 定 め ら れ て
います。  

区では、この法律 に先駆け 、新宿区社会福祉 協議会に 運営を委 託する新
宿区成年 後⾒セン ターを中 ⼼に、制度の普及 啓発や相 談機能の 充実、市⺠
後⾒⼈の 養成、また制度利⽤ に関する 費⽤負担 などの制 度の利⽤ 促進を図
っていま す。 

今後は、新宿区社会 福祉協議 会が実施 する法⼈ 後⾒や任 意後⾒制 度も積
極的に活 ⽤される ように⽀ 援してま いります 。
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個別施策㉛ 虐待の防止 

 

 

○  区では、平成 24 年 10 月に障害者福祉課に新宿区障害者虐待防

止センターを開設しました。毎年約 10 件程度の虐待通報等（通報・

届出・相談）が寄せられています。さまざまな虐待ケースに的確に

対応することが求められています。 

                  

 

 

 

 

 

 

 ○  新宿区障害者虐待防止センターは、虐待の相談・通報・届出に対

応し、関係機関と連携しながら虐待の早期発見と早期防止に取り組

みます。虐待を受けた障害者への対応のみならず、家族に対し、居

宅介護や短期入所等のサービス利用案内を行い、介護負担が軽減さ

れるよう支援も行います。 

 

○ 障害者虐待について広く啓発を行い、虐待防止の意識を高めてい

く必要があります。 障害者虐待防止の広報・啓発を進めるとともに、

障害福祉サービス事業者への集団指導を通し、事業所職員に対して

も虐待防止の意識付けを徹底していきます。 

 

○  障害のある子どもや発達に心配がある子どもを含め、児童への虐

待の防止には、広範囲な分野の連携 が必要です。区では、子ども総

合センターが中心となり、子ども家庭・若者サポートネットワーク ◆

の虐待防止等部会で、区の関係部署 や、東京都児童相談センター、

警察、医療等の関係機関と民生委員・児童委員 ◆ 等との連携により、

早期の発見・対応と見守りを行っていきます。 

 

 

・ 子 ど も 家 庭 ・ 若 者 サ ポ ー ト ネ ッ ト ワ ー ク （ 虐 待 防 止 等 部 会 ）  

 

 

・ 相 談 支 援  ・ 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー  ・ 緊 急 保 護 居 室 確 保   

平成 24 年度 8 件 

平成 25 年度 5 件 

平成 26 年度 9 件 

平成 27 年度 7 件 

平成 28 年度 7 件 

現 状 と 課 題  

個 別 施 策 の 方 向  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  

年度ごとの虐待通報件数  
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個別施策㉜ 消費者被害の防止 

 

 

○  障害者等の消費者被害を未然に防止するため、啓発を推進し、相

談体制を強化しながら、悪質商法の被害に遭わないための対応を行

っています。 

被害が潜在化しやすい障害者等の被害については、早期の発見・対応

が重要です。 
 

 

 

○ 新宿消費生活センターでは、消費者被害の未然防止のため、地域

団体等が悪質商法など消費生活に関する学習会や講座を開催する際

に、消費生活相談員を講師として派遣する講座を行い、賢い消費者

を育成していきます。また、対象者に応じた消費者講座を開催し、

啓発活動を進めていきます。 
 

○ 日常生活に必要な商品の購入及びサービスの利用によって生じる

安全・品質・表示・契約に関するさまざまなトラブルに対して、消

費生活相談員が関係機関等と連携しながら相談に応じ、問題解決の

手助けを通して、消費者被害の早期発見、被害回復、未然防止に努

めています。また、電話や来所でのご相談が困難な障害者宅へ伺う

訪問相談も行っています。さらに、新宿消費生活センターが独自で

行っている弁護士相談へつなげるなど、消費者が自立し、安心して

生活を送ることができるよう努めていきます。  

 

 

・ 消 費 生 活 相 談 
 

○【再掲】新宿区社会福祉協議会では、成年後見制度 ◆ 利用推進事業と

併せて地域福祉権利擁護事業 ◆ を実施し、地域住民の協力を得ながら、

本人の意思を尊重した支援に積極的に取り組みます。また、法人後

見の開始に伴い、地域福祉権利擁護事業から、成年後見制度利用ま

で一貫して支援が可能となる仕組みを作ることで、判断能力が不十

分になっても安心して地域で生活を送ることのできる環境づくりを

推進します。 
 

 

・地域福祉権利擁護事業  

個 別 施 策 の 方 向  

現 状 と 課 題  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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個別施策㉝ 障害理解への啓発活動の促進 

 

 

○ 障害理解への啓発活動の機会や方法・内容等を充実し、障害に対

する差別や理解不足からくる「こころの障壁（バリア）」をなくし、

障害のある人もない人も共に支え合う地域共生社会をめざす「ここ

ろのバリアフリー」の促進を図ります。 
 

○ 障害者差別解消法 ◆ の求める「差別の禁止」「合理的配慮 ◆ の提供」

に関する内容の周知を図るため、障害者差別解消法のリーフレット

を作成し、特別出張所や障害者施設、区のイベント等で配布し、理

解啓発に努めてきました。 

しかし、平成 28 年度に実施した障害者生活実態調査では、「障害

者差別解消法が平成 28 年 4 月に施行されたこと」について、「知ら

ない」という回答が約 5 割を占め、障害者差別解消法の認知度は障

害のある方にとっても低いことが分かりました。障害当事者を含め、

多くの方に知って頂くことが課題です。 
 

○  精神障害及び精神障害者に対する理解と認識を深めるために、区

民等に対して、広報しんじゅく、ホ ームページ、講演会、障害者週

間等の機会をとらえ、障害理解の啓 発・障害理解の教育の推進・広

報活動を行っています。こころの不 調について、それぞれの環境に

合ったより適切な対応ができるよう になるため、引き続き、ライフ

ステージ ◆ に応じた普及啓発を行っていく必要があります。 
 

○ ヘルプカードやヘルプマークは障害のある方などが災害時や日常

生活の中で困ったときに、周囲に自分の障害への理解や支援を求め

るためのものです。ヘルプマークやヘルプカードを身に着けた方を

見かけた周囲の人達は、電車内で席を譲る、困っているようであれ

ば声をかける等の行動をとることが自然にできることが共生社会と

言えます。ヘルプマークやヘルプカードについて、一層の周知啓発

が必要です。  

個別目標７ こころのバリアフリー◆の促進 

基本施策（１） 障害理解の促進 

現 状 と 課 題  

重点的な取組 
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○  障害理解を促進するため、区主催の協議会や障害者施設でのリー

フレット配布にとどまらず、効果的な周知方法を新たに検討し、当事

者団体との連携協力による障害者疑似体験等の取組もさらに充実し

ていきます。 

障害者との共生には、知識という点だけでなく、実際にかかわりを

持つなどの経験をすることが必要な事と考えられます。障害者福祉施

設 で は 、 障 害 者 の 作 品 展 や 施 設 祭 り 、 講 習 会 、 交 流 会 等 を 通 じ て 、

地 域 住 民 と 障 害 者 が 交 流 す る 場 を 設 け 、 地 域 で の 障 害 理 解 が 促 進 さ

れ る よ う 、 引 き 続 き 活 動 を 行 っ て い き ま す 。 区 立 障 害 者 福 祉 セ ン タ

ー で は 、 年 数 回 、 区 民 向 け に 障 害 理 解 に 関 す る 講 演 会 を 実 施 し て い

き ま す 。 さ ら に 映 画 鑑 賞 会 な ど を 通 じ て 夏 休 み 中 の 子 ど も た ち と 障

害者との交流の機会を推進します。 

ま た 、 広 報 し ん じ ゅ く へ の 障 害 理 解 の 記 事 掲 載 や 新 宿 駅 西 口 広 場

で の 新 宿 区 内 障 害 者 福 祉 施 設 共 同 バ ザ ー ル 及 び 障 害 者 作 品 展 、 区 役

所本庁舎 1 階での人権啓発パネル展示等、さまざまな機会を通して、

障害理解に向けた啓発活動を進めていきます。 

さらに、東京 2020 オリンピック・パラリンピックを好機と捉え、

障 害 者 理 解 を 大 き く 進 め る た め の 取 組 と し て 、 単 に 知 識 を 増 や す の

み に と ど ま ら ず 、 実 際 に 交 流 の 機 会 を 持 つ 場 を 作 る な ど 障 害 者 差 別

解消法及び障害理解の推進をめざします。 

 

 

・ 理 解 促 進 研 修 ・ 啓 発 

 

○ こころの不調への気づきについて、普及啓発を行います。こころの

不調は、早めに気づき、早め に 相 談 す る こ と で 、 早 い 回 復 に つ な が

ります。本人の自覚と同時に、周囲 の人が早期に気づき、適切に対

応できるよう正しい知識や適切な対 応についての普及・啓発を進め

ます。 

特 に 思 春 期 は 、 身 体 の 著 し い 発 達 に 比 べ 、 精 神 的 ・ 社 会 的 に 未 熟

で あ り 、 さ ま ざ ま な こ こ ろ の 問 題 が 生 じ や す い 時 期 で す 。 子 ど も 自

身 は 勿 論 、 家 族 や 周 囲 が こ こ ろ や か ら だ に 起 こ る 急 激 な 変 化 を 十 分

理解し、SOS のサインに早い段階で気づき対処できるよう、引き続

き 教 育 委 員 会 と 連 携 し 、 中 学 生 と そ の 保 護 者 に 対 し 、 正 し い 知 識 や

適切な対応についての普及・啓発を図ります。 

  

個 別 施 策 の 方 向  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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・ 精 神 保 健 講 演 会  ・ 健 康 教 育 の 充 実  

・ パ ン フ レ ッ ト ・ リ ー フ レ ッ ト の 作 成 ・ 配 布  

・ ホ ー ム ペ ー ジ の 充 実  

・ 10 歳 代 向 け の パ ン フ レ ッ ト （『 気 づ い て ！ こ こ ろ の SOS』）・ 保 護 者 向 け リ

ー フ レ ッ ト ・ 教 職 員 向 け リ ー フ レ ッ ト  

 

○  緊急連絡先や必要な支援内容などを自由に記載することができる

「ヘルプカード」は、障害者が災害 時や日常生活の中で困ったとき

に、周囲に自分の障害への理解や支 援を求めるためのものです。区

では、ヘルプカードを必要としてい る方に広く行き渡ることを意図

し毎年作成し障害者に広く配布して いる「障害者福祉の手引」にヘ

ルプカードの台紙を差し込むようにしました。 

ま た 、 図 書 館 の 利 用 者 用 レ シ ー ト ロ ー ル 紙 （ 図 書 貸 出 記 録 用 紙 ）

の 裏 面 に ヘ ル プ マ ー ク と そ の 意 味 す る 内 容 と 協 力 要 請 内 容 を 印 刷 す

ることで、より幅広い層に向けた、普及啓発を図っていきます。  

 

 

・ ヘ ル プ カ ー ド の 作 成 及 び 配 布  

 

  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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◎ヘルプマークとは 
義⾜や⼈⼯関節を使⽤している⽅、⼼臓や腎臓の機能障害など内部障害の

⽅、難病の⽅、または妊娠初期の⽅など、外⾒から分からなくても援助や配
慮を必要としている⽅々が、周囲の⽅に配慮を必要としていることを知らせ
ることで、援助を得やすくなるよう、作成したマークです。 

ヘルプマ ークの配 布や優先 席へのス テッカー 標⽰等を 、平成 24 年 10 ⽉
から都営 地下鉄⼤ 江⼾線で 開始し、東 京都交通 局の運営 する交通 機関やゆり
かもめ、多摩都市 モノレー ル、都⽴ 病院、公 益財団法 ⼈東京都 保健医療 公社
の病院へ と拡⼤し て実施し ています 。また、⺠間企業へ の働きか けも実施し
ています 。 

平成 29 年 7 ⽉には JIS（案内⽤図記 号）に採 ⽤され、「 ヘルプマ ーク」が
全国共通 のマーク になりま した。 

ヘルプマ ークを⾝ に着けた ⽅を⾒か けた場合 は、電⾞・バス内で 席をゆず
る、困っているよ うであれ ば声をか ける等、思いやり のある⾏ 動をお願 いし
ます。 

新宿区で は、障害者福祉課 窓⼝・各保健セン ターにて 区⺠を対 象に配布 を
していま す。平成 26 年度か らは、各 図書館の 利⽤時に 渡される ロールペー
パーの裏 ⾯を利⽤ し、周知 ・啓発を 促進しま した。 

◎ヘルプカードとは 
ヘルプカードは、障害のある⼈が普段から持っておくことで、⽇常や緊急

時・災害時等の困った際に、周囲の配慮や⼿助けをお願いしやすくするもの
です。 

ヘルプカ ードには、東京都が 定めたヘ ルプマー クなどを 記載する とともに、
裏⾯に緊 急連絡先 や障害・疾患に関 する情報 、⽀援してくれる ⽅に伝え たい
ことなど を記載で きるよう になって います。  

新宿区で は、ヘル プマーク 同様、障 害者福祉 課窓⼝・各保健セ ンターに て
区⺠を対 象に配布 をし、周 知・啓発 を促進し ています 。 
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個別施策㉞ 障害理解教育の推進 

 

 

【教育委員会における障害理解教育の推進について】 

○ 各区立学校では、総合的な学習の時間等で、体験学習や福祉教育

活動の交流・ボランティア体験を通 して、児童・生徒の「障害理解

教育」を実施しています。 

平成 29 年度からは、全ての区立学校で、東京 2020 オリンピッ

ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク を 契 機 と し た 障 害 者 ス ポ ー ツ 体 験 を 含 む 「 障 害

者理解教育」を推進しています。今後は、東京 2020 オリンピック・

パ ラ リ ン ピ ッ ク を 契 機 と し た 「 障 害 者 理 解 教 育 」 を 軸 に 、 各 学 校 で

の取組の相互の関連や充実を図ることが課題です。 

○ 学校では、通常の学級と特別支援学級間の「交流及び共同学習」

や特別支援学校と小・中学校との間における、「副籍交流」に取り組

んでいます。 

ま た 、 教 職 員 対 象 の 研 修 等 を 通 し て 障 害 理 解 を 深 め る と と も に 、

人 権 尊 重 の 精 神 に 基 づ い て 児 童 ・ 生 徒 の 人 間 形 成 を 図 っ て い ま す 。

これらの取組を、今後も引き続き推進していく必要があります。 

○ 若手教員育成研修会や保健主任会、夏季集中研修会を通して、教

員向け研修会を実施しています。 

ま た 、 特 別 支 援 学 校 に 就 学 す る 子 ど も と 地 域 指 定 校 の 子 ど も と の

副籍交流について充実を図っています。 

教 員 研 修 に つ い て は 、 特 別 支 援 教 育 コ ー デ ィ ネ ー タ ー を 対 象 と し

た 研 修 に お い て 交 流 及 び 共 同 学 習 や 副 籍 交 流 の 一 層 の 充 実 を 図 る こ

と や 、 保 健 主 任 会 等 に お い て 心 臓 疾 患 等 の 機 能 障 害 な ど 様 々 な 障 害

を取り上げる等、計画的に研修を実施していく必要があります。 

 

 

 

○ 教育委員会での取組 

・全ての区立学校で、東京 2020 オリンピック・パラリンピックを契

機として、障害者スポーツ団体や新宿区社会福祉協議会の協力の下、

障害者スポーツ体験を含む「障害者理解教育」を充実します。 

また、総合的な学習の時間等で、体験学習や福祉教育活動の交流・

ボ ラ ン テ ィ ア 体 験 を 充 実 さ せ 、 こ こ ろ の ふ れ あ い に よ る 児 童 ・ 生 徒

の障害理解を推進します。 

  

個 別 施 策 の 方 向  

現 状 と 課 題  
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・通常の学級の児童・生徒と、特別支援学級や特別支援学校の児童・

生徒の交流及び共同学習等をより一 層促進していくとともに、区民

向けリーフレットの作成や、説明会 の実施等により、障害理解の推

進を図ります。 

・教職員に対する研修等の機会を充実させ、教職員の障害に関する理

解を深めるとともに、差別や偏見を 許さない人権尊重の理念を理解

した児童・生徒の育成を図ります。 

ま た 、 障 害 の あ る 人 と 障 害 の な い 人 が 交 流 を 通 じ て 相 互 理 解 を 図

り 、 互 い に 支 え 合 い な が ら 暮 ら す 地 域 社 会 の 実 現 を め ざ し 、 特 別 支

援学校に就学する子どもの副籍制度 ◆ の充実を図ります。 

 

○ 新宿区社会福祉協議会では、平成 29 年度より教育委員会が区内

小・中学校全校で実施している「障 害者スポーツ体験事業」とあわ

せて、総合的な学習の時間等で、当 事者や支援団体の協力を得て、

児童・生徒の福祉体験学習を推進しています。 

 

 

個別施策㉟ 広報活動の充実  

 

 

○  障害者週間（12 月 3 日～9 日）における広報しんじゅくへの記

事掲載やポスター掲示、リーフレッ トの配布により、障害者差別解

消法 ◆ や障害特性の理解、日常生活での配慮について普及・啓発して

います。  

 

 

 

○  新宿区内障害者福祉施設共同バザール及び障害者作品展の開催や、

区役所本庁舎 1 階パネル展示等を通じて、効果的な広報活動を展開

します。他にもホームページや様々 な機会を積極的に活用し、広報

活動を推進します。 

 

 

 

・ 理 解 促 進 研 修 ・ 啓 発  

  

個 別 施 策 の 方 向  

現 状 と 課 題  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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個別施策㊱ 互いに交流しあえる機会の充実  

 

 

○  子どもから高齢者までさまざまな年代において、地域で交流しあ

える機会を設け、障害のある人と障 害のない人とが相互に理解しあ

うことで、障害理解を促進していま す。また、交流することで障害

者の生活の幅を広げることにもつながっています。 

今 後 は 、 障 害 者 が 地 域 の 行 事 等 の 活 動 に も 参 加 す る 機 会 を 提 供 す

る取組が重要です。 

 

 

 

○ 子ども総合センター（発達支援コーナー（愛称：あいあい））通所

児と近隣の保育園児、子ども園児が 訪問しあい、一緒に活動するこ

とを通じ、お互いに認め合う経験を積んでいきます。 

ま た 、 日 常 的 に 関 わ る こ と の 少 な い 区 民 に 、 療 育 施 設 を 見 学 し て

も ら う 機 会 を 設 定 し た り 、 地 域 の 方 を 対 象 と し た 講 演 会 を 開 催 し た

り す る こ と に よ っ て 、 地 域 に 開 か れ た 施 設 と な る よ う 努 め て い き ま

す。 
 

○  障害等のある子どもの放課後子どもひろばや児童館等の利用を促

進し、障害のある子どもと障害のな い子どもとが交流することで、

子ども同士や保護者のこころのバリアフリー ◆ を促進します。  

 

 

・ 放 課 後 子 ど も ひ ろ ば 、 児 童 館 、 学 童 ク ラ ブ  

 

○  区立小・中学校、幼稚園・子ども園等で行う福祉教育及び企業、

地域団体が行う福祉体験学習への企 画協力や講師紹介を新宿区社会

福祉協議会が行っています。福祉教 育での地域の障害者や高齢者等

との交流を通して、地域の身近な課 題や生活者の多様性を感じ、考

える機会を支援し、児童・生徒の主 体性を高め、地域活動への参加

意欲を高めます。 
 

  

個 別 施 策 の 方 向  

基本施策（２） 交流機会の拡大、充実による理解の促進 

現 状 と 課 題  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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○ 新宿駅西口広場での、新宿区内障害者福祉施設共同バザール及び

障害者作品展の開催や、障害者が働 く店舗の展開等により、区民の

みならず新宿に集まるさまざまな人 と交流が深まる機会をさらに充

実させます。 

障 害 当 事 者 、 家 族 な ど の 障 害 者 団 体 が 自 主 的 に 取 り 組 む 啓 発 イ ベ

ン ト 等 に 対 し て は 、 障 害 者 福 祉 活 動 事 業 助 成 に よ り 支 援 し て い き ま

す。 

 

 

・ 理 解 促 進 研 修 ・ 啓 発   ・ 障 害 者 福 祉 活 動 事 業 助 成  

 

 

 
毎年障害者週間（12/3〜12/9）に合わせて、新宿駅⻄⼝広場イベントコー

ナー及び「ギャラリーオーガードみるっく」で開催しています。 

区内の障害者福祉施設の利⽤者が作った作品などの展⽰や販売のほか、障
害・⾼齢擬似体験なども⾏っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  

知 的 障 害 疑 似 体 験 の様 子  イベントステージでのバンド演 奏  

自 主 製 品 の販 売 コーナー 作 品 展 示 コーナー 
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個別施策㊲ 地域で交流する機会の充実 

 

 

○  障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが生涯にわた

って社会に参加できるように、区民 が互いに社会参加を支援し合う

関係づくりをめざします。 

 

 

○ 障害者が地域での活動に参加・交流し、相互に理解を図るための活

動を進めていくとともに、広報活動を強化して、障害者施設等で実施

している地域との交流イベント等の活動を周知して参加者の拡大等

を図ります。 

「 視 覚 障 害 者 ・ 聴 覚 障 害 者 交 流 コ ー ナ ー 」 は 、 新 宿 区 社 会 福 祉 協

議会高田馬場事務所内にあり平成 29 年に 5 周年を迎えました。障

害 者 、 ボ ラ ン テ ィ ア 、 地 域 住 民 な ど か ら な る 交 流 コ ー ナ ー 運 営 委 員

会 の 協 力 を 得 て 、 障 害 者 の 利 用 し や す さ を 第 一 に 、 支 援 者 や 地 域 の

人達にも開かれた運営を行っていきます。 

一 般 の 方 を 対 象 に 、 講 座 や サ ロ ン 活 動 を 通 じ て 交 流 が 図 れ る よ う

支 援 し ま す 。 ま た 新 規 の コ ー ナ ー 利 用 者 の 交 流 活 動 参 加 の 機 会 と な

るように努めます。 

 

○  防災意識の高まりの中、地域の防災訓練に障害者が参加すること

で、障害のある人もない人も利用し やすい避難所の運営方法等につ

いて、より実践的な検証ができ、心 構えも含めた準備ができます。

地域の防災訓練に障害者が積極的に 参加するよう、区として働きか

けていきます。 

 

 

・ 視 覚 ・ 聴 覚 障 害 者 支 援 事 業  

  

現 状 と 課 題  

個 別 施 策 の 方 向  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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個別施策㊳ 多様な手法による情報提供の充実 

 

 

○ 「障害者福祉の手引」については、毎年 SP コードの添付、数年

ごとに点字版、デジタル音声図書（DAISY）版を、「障害者計画、障

害児福祉計画・障害福祉計画」については SP コードの添付、点字

版、カセットテープ版、デジタル音声図書（DAISY）版を作成する

など、区からの情報については、多 様な手法により提供を行ってい

ますが、必要な情報が障害者に伝わ るよう、一層の工夫と細やかな

支援が必要です。また、情報技術の 急速な発達による障害者のコミ

ュニケーションに役立つ機器・道具 等について、活用の方法を検討

します。 

  広報しんじゅくやくらしのガイド発行に当たっては、引き続き点

字版・カセットテープ版・デジタル音声図書（DAISY）版・音声 CD

版を発行するほか、新宿区ホームペ ージのウェブ・アクセシビリテ

ィ ◆ をより向上させることにより、視覚や聴覚等に障害のある人が必

要な情報を入手できるよう利便性を 高める工夫と細やかな支援を進

めます。また、電子書籍等の情報技 術の導入を検討し、多様な情報

提供を推進していく必要があります。 

 

○ 平成 28 年 4 月に施行された障害者差別解消法 ◆ では、不当な差

別的取り扱いを禁止し、合理的配慮 ◆ の提供を求めています。（121

ページのコラムも参照） 

通 常 の 窓 口 の ほ か 、 区 主 催 の 協 議 会 、 説 明 会 、 セ ミ ナ ー 等 の 事 業

の 運 営 、 区 の 作 成 す る 印 刷 物 や ホ ー ム ペ ー ジ に お い て も 、 バ リ ア フ

リーを推進する必要があります。 

 

 

 

○ 区では、障害者への障害の特性に応じたコミュニケーション支援

等の充実として、手話通訳者・要約筆記者 ◆ の設置、印刷物・ホーム

ページ等への配慮、障害者を支援す るための物品の活用、窓口にお

ける設備の充実について今後も取り組んでいきます。 

 

  

個 別 施 策 の 方 向  

基本施策（３） 情報のバリアフリー ◆ の促進 

現 状 と 課 題  



 

138 

【ユニバーサルデザイン ◆ による印刷物】 

○ 区において作成、発行する印刷物等にはあらかじめ、障害の有無、

年齢、性別、言語等にかかわらず多 様な人々が利用しやすいようユ

ニバーサルデザイン ◆ の考え方を取り入れています。視覚障害、高齢

者、色弱者、聴覚障害、子ども、外 国人など見る方によって情報が

わかりにくくならないように配慮し、文字が見にくい、色数が多い、

前置きが長いなど情報がわかりにく い印刷物にならないよう、写真

に文字を重ねない、文字色と背景色 のコントラストをはっきりさせ

るなど、だれもが見やすく理解できるデザインを採用していきます。 

 

 

・ 広 報 し ん じ ゅ く の 発 行 及 び 配 布 （ 点 字 版 広 報 及 び 音 声 版 広 報 の 作 成 等 ）  

・区 政 普 及 の た め の 出 版 物 の 発 行 及 び 配 布（ 点 字 版 便 利 帳 及 び 音 声 版 便 利 帳 の 作 成 等 ） 

・ ホ ー ム ペ ー ジ の 管 理 運 営 （ 音 声 読 み 上 げ ）  

 

 

・ 意 思 疎 通 支 援 （ 手 話 通 訳 者 派 遣 、 要 約 筆 記 者 ◆ 派 遣 、 区 役 所 手 話 通 訳 者 設 置 ）  

・ 日 常 生 活 用 具 （ 情 報 ・ 意 思 疎 通 支 援 ）  

・ 意 思 疎 通 支 援 者 養 成 研 修 事 業  

  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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個別施策㊴ ユニバーサルデザインを基本としたまちづくりの促進  

 

 

○  「誰もが移動しやすく、利用しやすく、わかりやすいまち」の実

現のため、｢ユニバーサルデザインの視点に立ったまちづくり｣を進

めています。今後ユニバーサルデザ インの視点を取り入れた施設整

備 等 ハ ー ド 面 を 促 進 す る と と も に 、 ソ フ ト 面 に つ い て も 一 層 の 普

及・啓発を推進する必要があります。 

 

○  点字ブロック上や狭い歩道に自転車が放置されることにより、住

民の通行の妨げとなる事があります 。点字ブロックを頼りに歩行す

る視覚障害者や車いすが通過するの に十分な広さが必要な車いす利

用者にとっては非常に危険です。区内全駅（31 駅）のうち、放置自

転車がある 30 駅に自転車駐輪場を整備しました。そのため、放置

自転車は減少傾向にあります。一方 、 近は買い物等の目的での利

用が目立ち、一時利用ができる駐輪 場や集客施設における駐輪場が

求められています。 

 

 

 

○ ユニバーサルデザイン・ガイドラインの推進 

ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン ま ち づ く り ガ イ ド ラ イ ン や ユ ニ バ ー サ ル デ

ザ イ ン ガ イ ド ブ ッ ク を 活 用 し て 各 種 催 し を 通 じ て 区 民 や 事 業 者 へ 普

及 ・ 啓 発 し て い き ま す 。 同 時 に 区 職 員 に 対 し て の 研 修 を 行 っ て い き

ま す 。 ま た 、 こ れ ま で の 普 及 ・ 啓 発 に 加 え て ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン

を 取 り入れた施設整備等を進めていくための 取 組 を 実 施 す る な どユ

ニバーサルデザインの視点に立ったまちづくりを進めていきます。 

 

 

 

・ ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン ・ ガ イ ド ラ イ ン の 推 進  

個別目標８ 福祉のまちづくりの促進 

個 別 施 策 の 方 向  

基本施策（１） 人にやさしいまちづくり 

現 状 と 課 題  

重点的な取組 

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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○ 交通バリアフリー ◆ の整備促進 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催に伴い進められ

て い る 計 画 や 、 駅 周 辺 で 進 め ら れ て い る ま ち づ く り 、 ま た 、 バ リ ア

フリー ◆ 基本方針で定められた目標と整合を図りながら、区内のバリ

アフリー化を更に促進していきます。 

 

 

・ 安 全 で 快 適 な 鉄 道 駅 の 整 備 促 進  

 

○ 道路の改良・バリアフリーの道づくり 

安 全 で 快 適 な 歩 行 空 間 を 確 保 す る た め 、 歩 道 の 段 差 解 消 や 視 覚 障

害者誘導用ブロックの設置等の整備を進めていきます。 

 

 

・ 道 路 の 改 良 ・ 道 路 の バ リ ア フ リ ー 化  
 

○  障害者・高齢者に配慮した公園の整備 

公園の新設や改修の際に、ユニバーサルデザイン ◆ の視点に立ち、

段 差 解 消 、 ス ロ ー プ の 整 備 、 出 入 口 の 改 良 等 の 整 備 を 行 い 、 公 園 利

用者の利便性及び安全性の向上を図ります。 

 

 

・ み ん な で 考 え る 身 近 な 公 園 の 整 備  

 

○ 清潔できれいなトイレづくり 

公 園 ト イ レ や 公 衆 ト イ レ を 、 清 潔 で 誰 も が 利 用 し や す く 、 バ リ ア

フリーに配慮したトイレに改修します。 

 

 

・ 清 潔 で き れ い な 公 園 ト イ レ づ く り  ・ 清 潔 で き れ い な 公 衆 ト イ レ づ く り  

 

○ 放置自転車対策 

既 存 駐 輪 場 の 定 期 と 一 時 の 利 用 区 分 の 割 合 の 見 直 し や 、 集 客 施 設

の 管 理 者 へ 駐 輪 対 策 の 協 力 を 求 め て 行 き ま す 。 ま た 、 引 き 続 き 撤 去

活 動 や 駅 周 辺 で の 整 理 指 導 員 に よ る 声 か け や 地 域 住 民 と の 協 働 に よ

る啓発活動を行うなど、放置自転車の減少・解消を進めます。 

 

 

・ 放 置 自 転 車 等 の 撤 去 及 び 自 転 車 適 正 利 用 の 啓 発 活 動  

  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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○ 区内の公共施設や鉄道駅、道路などの 新のバリアフリー情報に

基づく「新宿バリアフリーマップ」 を毎年更新していきます。有効

な情報提供方法を検討していきます。 
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◎ユニバーサルデザインとは 
「年齢、性別、国籍、個⼈の能⼒等にかかわらず、できるだけ多くの⼈が

利⽤できるよう⽣活環境その他の環境を作り上げることをいう。」と定義され
ています。（東京都福祉のまちづくり条例 第２条（定義）） 

◎ユニバーサルデザインの歴史 
ユニバーサルデザインは、ノースカロライナ州⽴⼤学（アメリカ）のロナ

ウド・メイス教授（1941－1998）が 1980 年代に提唱したものです。この
考え⽅は⽇本においても浸透し、建築物や交通機関、さまざまな商品などに
も導⼊されています。 

◎ユニバーサルデザイン７原則 
原則１：誰にでも公平に利用できること 

原則２：使う上で自由度が高いこと 

原則３：使い方が簡単ですぐわかること 

原則４：必要な情報がすぐに理解できること 

原則５：うっかりミスや危険につながらないデザインであること 

原則６：無理な姿勢をとることなく、少ない力でも楽に使用できること 

原則７：アクセスしやすいスペースと大きさを確保すること 

◎ユニバーサルデザインのまちづくり 
ユニバーサルデザインのまちづくりとは、さまざまな⼈々が利⽤すること

に配慮した都市空間づくり（道路、公園、建築物等）を進め、誰もがまちを
移動しやすく、利⽤しやすく、わかりやすくすることです。そのためには、
つかい⼿（利⽤者、居住者）、つくり⼿（設計者、事業者、道路・公園・建築
物等の管理者）、⾏政などが協働してまちづくりに取り組むことが必要です。 
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個別施策㊵ 建築物や住宅のバリアフリー◆の普及 

 

 

○ 障害者や高齢者等が、住み慣れた環境の中で心豊かに暮らせるよう

に、さまざまな住宅施策に取り組んでいます。しかし、住んでいる住

宅がバリアフリーとなっていないため生活に支障をきたすことがあ

り、施策の充実が求められています。 

 

 

 

○ 障害者や高齢者等が利用しやすい建築物への整備については、建

築物の建築主や設計者の役割は非常に大きなものがあります。区は、

建築計画の相談の段階から、建築主 や設計者に対して理解・協力を

得られるよう指導を行います。 

 

○  住み慣れた家で暮らし続けられるように、重度障害者が住宅設備

を改善しようとする場合、住宅改修費を給付していきます。  

 

 

・ 人 に や さ し い 建 物 づ く り  

 

 

・ 住 宅 設 備 改 善 費  

  

個 別 施 策 の 方 向  

基本施策（２） 人にやさしい建築物づくり 

現 状 と 課 題  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

第 1 期 障 害 児 福 祉 計 画 ・ 第 5 期 障 害 福 祉 計 画 に 基 づ く 事 業  
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個別施策㊶ 防災・防犯対策の推進  

 

 

【災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり】 

○ 「災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり」に向け、建築

物等耐震化支援事業のほか、高齢者 や障害者を対象に家具転倒防止

器具等の無料設置、耐震シェルター ・耐震ベッドの設置費用の一部

補助を実施しています。震災時の被 害を減らすために、建物の耐震

化、家具転倒防止器具等の設置をさらに進める必要があります。 

 

【災害時要援護者名簿 ◆ 】 

○ 災害時要援護者名簿（申請方式名簿）を作成し、災害発生時の避

難等に支援を必要とする人を事前に 把握し、主に地域で安否確認を

行うために区内警察署、消防署、民生委員・児童委員 ◆ 、防災区民組

織等に配布し、災害時における安否 確認など必要な支援を行うため

に活用しています。 

な お 、 こ の 名 簿 は 、 災 害 が 発 生 し た 際 に 名 簿 登 録 者 か ら 優 先 的 に

救 出 す る と い う も の で は あ り ま せ ん 。 名 簿 登 録 者 に も 日 頃 か ら “ 自

分 の 身 は 自 分 で 守 る ” と い う 意 識 啓 発 と と も に 、 災 害 時 に 援 護 が 必

要な障害者等のニーズに沿った対策を進めていくことが重要です。 

 

【人工呼吸器使用者の支援】 

○ 在宅で人工呼吸器を使用している方は、停電が生命の危機に直結

するため、個々の状態に応じた災害 発生前からの備えや避難行動な

どをまとめた「災害時個別支援計画 」の作成支援を行っています。

また、緊急時における人工呼吸器の 電源確保のため、保健所及び保

健センター４か所の合計５か所に専 用の自家発電機等を設置してい

ます。在宅で人工呼吸器を使用している方を地域で支えるためには、

災害の発生前からの備えとともに、 本人や介護者が災害発生時に孤

立しないための支援体制を構築する必要があります。 

 

  

基本施策（１） 災害等から障害者を守り安全に生活できるための支援 

現 状 と 課 題  

個別目標９ 障害者が安全に生活できるための支援 
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【入所施設の防災・防火・防犯対策】 

○ 障害者支援施設等の安心安全のため、施設ごとの防災対策のほか、

大規模災害を想定し、区や消防署等 関係機関との連携や適切な避難

訓練の実施等の安全対策が必要です。 

 

 ○  神奈川県相模原市に所在する障害者支援施設で発生した悲惨な事 

件が二度と繰り返されることのないよう、利用者に対する安全確保

への取組が一層求められています。 

こ れ か ら の 障 害 者 支 援 施 設 は 、 地 域 と 一 体 と な っ た 開 か れ た 社 会

福 祉 施 設 と な る こ と と 、 防 犯 に 係 る 安 全 確 保 が な さ れ た 社 会 福 祉 施

設となることの両立を図る必要があります。 

 

 

 

【家具転倒防止対策】 

○ 地震によるけがの要因では、家具類の転倒・落下によるものが大

きな割合を占めています。家具類転 倒防止対策の重要性の周知を図

るとともに、災害時要援護者名簿登 録世帯に家具転倒防止器具取付

費及び器具５点まで無料で設置し、安全確保を図っていきます。 

 

【災害時要配慮者の個別計画策定促進と防災対策】 

○ 災害対策基本法で定める個別計画の内容に加え、災害時において

要配慮者が在宅あるいは避難所で生 活を継続するために必要な事項

等を記載する要配慮者災害用セルフプランのひな形を作成・公開し、

普及に努めます。 

ま た 、 福 祉 避 難 所 の 運 営 マ ニ ュ ア ル の 策 定 及 び 開 設 ・ 運 営 訓 練 の

実施を通じて、災害時応急体制の強化を図ります。 

 

 

・ 要 配 慮 者 対 策 の 推 進  ・ 災 害 時 要 援 護 者 名 簿 の 活 用  

 

【福祉避難所】 

○ 区立障害者福祉施設では、指定管理者と「災害時等における応急

活動に関する協定書」を締結し、施設ごとに「災害対応マニュアル」

を作成しました。これにより災害時 に施設を二次避難所（福祉避難

所）として開設することとしていま す。今後、福祉避難所としての

円滑な開設、運営に向けて、関係部署と十分協議していきます。 

 

 

個 別 施 策 の 方 向  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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【防災訓練への参加】 

○ 防災意識の高まりの中、地域の防災訓練に障害者が参加すること

で、障害のある人もない人も利用し やすい避難所の運営方法等につ

いて、より実践的な検証ができ、心 構えも含めた準備ができます。

地域の防災訓練に障害者が積極的に 参加するよう、区として働きか

けていきます。 
 

【災害時の聴覚障害者への支援】 

○ 「災害時における聴覚障害者に対する業務に関する協定」により、

新宿区聴覚障害者協会、新宿区登録 手話通訳者連絡会及び新宿区手

話サークルの協力を得て、聴覚障害 者のための避難所における情報

保障を確実に行っていきます。手話 通訳者を派遣する避難所におい

て、手話通訳訓練を行うことを町会 関係者など避難所運営に関与す

る避難所運営管理協議会に周知、共 有し、発災時に円滑に活動を実

施できるようにします。 
 

【人工呼吸器使用者の支援】  

○ 在宅人工呼吸器使用者本人とその家族が平常時から災害に備え、

安全で安心できる在宅療養生活を送 ることが出来るよう、個別支援

計画 ◆ を作成することを支援します。また、緊急時における人工呼吸

器の電源確保のため、保健所及び保 健センター４か所の合計５か所

に専用の自家発電機等を設置し、定期的な訓練などを行います。 

 

 

・ 在 宅 人 工 呼 吸 器 使 用 者 災 害 時 支 援 事 業 

 

【防火対策】 

○ 新しくグループホーム ◆ が建設される際には、必要な消防設備につ

いて、設置を補助していきます。 
 

【防犯対策】 

○ 障害者の生活の場である入所施設については施設外部からの侵入

を防ぐなど安全管理の徹底や緊急時 の連絡体制の確保が図られてい

るか、常に確認していきます。 

また、民間の日中活動系障害福祉サービス事業所（通所の作業所）

等 に 対 し て も 、 カ メ ラ 付 き イ ン タ ー ホ ン や 防 犯 カ メ ラ 等 の 防 犯 設 備

の設置補助を行っていきます。 

今 後 も 利 用 者 の 安 全 確 保 を 図 る た め 、 施 設 の 防 犯 対 策 を 進 め て い

きます。  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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【緊急通報システム・火災安全システム】 

○ 一人暮らしの重度の身体障害者及び知的障害者の方は、緊急通報

システム・火災安全システムを設置 することができます。今後とも

一層の利便性の向上を推進していきます。 

 

 

・ 緊 急 通 報 シ ス テ ム  

 

【ヘルプカード】 

○ 都では、「ヘルプカード」の標準様式を定め、区市町村ごとに作成

することを推奨しています。「ヘルプカード」は、障害者が普段から

身につけておくことで、日常において困った時、緊急時や災害時に、

周囲の配慮や手助けをお願いしやす くするものです。区では「新宿

区版ヘルプカード」の普及を推進し 、障害者が、災害時においても

支援が受けやすい環境づくりを支えていきます。  

 

 

・ ヘ ル プ カ ー ド の 作 成 及 び 配 布  

 

  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  

施 策 に 関 す る 主 な 事 業  
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◎災害時要援護者名簿◆の登録 
新 宿 区 で は 、 災 害 時 の 避 難 等 に ⽀ 援 を 必 要 と す る ⽅ 々 （ 災 害 時 要 援 護 者 ）

を 、 地 域 の ⽅ 々 が 事 前 に 把 握 し 、 迅 速 ・ 的 確 な 安 否 確 認 が で き る よ う 、「 災
害時要援 護者名簿 （申請⽅ 式名簿）」 を作成し ています 。 

この名簿 は、区内 消防署、区内警察 署、地域 の⺠⽣委 員・児童 委員 ◆ 、防
災区⺠組 織及び区 の関係部 署に配布 し、情報提供しま すが、プライバシ ーの
保護を最 優先に考 え、ご本 ⼈の申し 出により 作成しま す。 

◎避難所では 
避難所は 、震度５弱以上の 地震発⽣ により、各避難所 運営管理 協議会が ⽴

ち上げ、家 屋倒壊な どで⾃宅 にいられ なくなっ た⽅たち が⼀時的 に⽣活をし
ます。 

さらに、障 害者や⾼ 齢者等で ⾃宅や避 難所での ⽣活が困 難な⽅の ために⼆
次避難所（福祉避難所）を指定して います。なお、施設開所中 に災害が 発⽣
した場合 は、区⽴ 障害者福 祉施設（ 平成 30 年 2 ⽉現在６所）はそのま ま障
害者の⼆ 次避難所 として開 設します 。 

区内 10 所の避難所 において 医療救護 所を設置 し、発災後 3 ⽇間の急性期
医療活動 を⾏うた め、その ための医 薬品等を 備蓄して います。  

慢 性 的 な 疾 患 の 医 薬 品 の 確 保 に 関 し て は 各 ⾃ で ご ⽤ 意 を お 願 い し て い ま
す。 

◎⼿話通訳者を配置する避難所 
⼿話通訳 者を東⼾ ⼭⼩学校 、⻄⼾⼭ ⼩学校、⽜込第三 中学校、落合中学 校

の４所に 配置しま す。新宿区 避難場所 地図に⼿ 話通訳者 のいる避 難所のマー
クを表⽰ しました 。 

 
 
日頃の備えが大切です 

飲 料 ⽔ 、 ⾷ 物 、 医 薬 品 の ほ か 障 害 特 性 に 応 じ た 個 々 の 必 需 品 に つ い て は 、
最低 3 ⽇分の備え を各⾃ご 家庭で備 えておき ましょう 。 

障害者や ⾼齢者の ⽅々を災 害から守 るための 、本⼈、家族及び地 域の⽅々
の⼿引書 として「 要配慮者 防災⾏動 マニュア ル」を発 ⾏してい ます。 

避難所は 災害によ り建物が 倒壊する 等、⾃宅で ⽣活でき なくなっ た⽅が⼀
時的に⽣ 活をする 場所です 。プライベートが 確保でき ない等、決して快 適な
場所では ありませ ん。また 、災害時要 援護者名 簿に登録 している ⽅には、家
具転倒防 ⽌器具等 を 5 点まで無料で 設置して います。災 害時にも ⾃宅で⽣活
し続けら れるよう 、物資の 備蓄と併 せて、普 段から災 害に備え ましょう 。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ３ 部  障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 の 

提 供 体 制 確 保 の 方 策 

（第１期新宿区障害児福祉計画 

・第５期新宿区障害福祉計画） 
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第１章 障害児福祉計画・障害福祉計画の背景 

１ 障害者総合支援法◆・児童福祉法の改正 

平成 25 年４月、障害者自立支援法◆に代わる新たな法として、「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以下、「障害者総合支援法」とい

う）が施行されました。同法では、施行後３年をめどとして、障害福祉サービスの

あり方等について検討するとされていたことから、国の社会保障審議会障害者部会

における検討結果等に基づき、平成 28 年５月には障害者総合支援法及び児童福祉

法の一部を改正する法律が成立しました。 

平成 30 年４月から施行される同改正法では、障害者の望む地域生活を支援する

ための新たなサービスとして、「自立生活援助」や「就労定着支援」の新設が図ら

れるとともに、高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための

見直し等が行われました。加えて、障害児支援ニーズの多様化へのきめ細かな対応

を図るとして、「居宅訪問型児童発達支援」の新設や「保育所等訪問支援」の支援

対象の拡大が行われるとともに、障害児のサービス提供体制の計画的な構築を図る

ため、区市町村においても「障害児福祉計画」を策定することが義務づけられまし

た。 

区は、一連の制度改正に的確に対応し、障害者や障害児が自分らしく地域生活

を営むことができるよう、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく福祉サービ

スのほか、必要となる施策の充実や環境の整備を図っていきます。 

 

２ 第１期新宿区障害児福祉計画・第５期新宿区障害福祉計

画の策定 
区では、地域の特性にあったサービス提供を計画的に一層推進していくために、

平成 19 年３月の第１期新宿区障害福祉計画の策定以来、通算４期にわたって障

害福祉計画を策定してきました。この計画の見込量等の実績や障害者等の意向を

踏まえたうえで、平成 30 年度から平成 32（2020）年度末に向けて、障害者

施策の成果目標、各福祉サービス等の見込量及びその確保策を定めた第５期新宿

区障害福祉計画を策定しました。 

また、障害児通所支援など、障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築

を推進するため、平成 30 年度から平成 32（2020）年度までを計画期間とす

る第１期新宿区障害児福祉計画を策定しました。 
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・タクシー券 

・理美容サービス 

・紙おむつ費用助成 

・重症心身障害児等在宅レスパイトサービス 

・障害幼児一時保育  等 

３ 障害児・障害者を対象としたサービスの体系 

障害児・障害者を対象とした障害者総合支援法、児童福祉法の福祉サービス体

系は以下のようになっています。以下の図には一部の区単独事業を含めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

児 童 福 祉 法 

新 宿 区 

・児童発達支援 

・医療型児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・居宅訪問型児童発達支援※ 

・保育所等訪問支援 

障害児通所支援 

・障害児支援利用援助 

・継続障害児支援利用援助 

東 京 都 

障害児相談支援 

障害児入所支援 

高額障害児通所給付費 

新宿区単独サービス 

・居宅介護     ・重度訪問介護 

・同行援護     ・行動援護  

・療養介護     ・生活介護 

・短期入所（ショートステイ） 

・重度障害者等包括支援 

・施設入所支援 ・就労移行支援 

・自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

・就労継続支援（A 型・B 型） 

・共同生活援助（グループホーム） 

・就労定着支援※・自立生活援助※ 

障害福祉サービス 

・更生医療 

・育成医療 

・精神通院医療 

自立支援医療 

障 

害 

児 
・ 
障 

害 

者 

・相談支援  ・意思疎通支援 

・移動支援  ・日常生活用具 

・日中一時支援 （日中ショートステイ、 

土曜ケアサポート、障害児等タイムケア） 

・地域活動支援センター   等 

新 宿 区 

・広域支援・人材育成 

・専門性の高い意思疎通支援

を行うものの派遣事業 等 

東 京 都 

・基本相談支援 

・地域相談支援（地域移行支援、地域定着支援）

・計画相談支援（サービス利用支援、継続サービス利用支援）

相談支援 

障害者総合支援法 

・車いす 

・補聴器 等 

補 装 具 

地域生活支援事業 

自
立
支
援
給
付 

高額障害福祉サービス等給付費 

※下線部は平成 30 年 4 月 1 日からのサービス 
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区分 サービス名 サービス内容 

障
害
児
通
所
支
援 

児童発達支援 
障害のある子ども等に、日常生活における基本的な

動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 

医療型児童発達支援 
障害のある子ども等に、日常生活における基本的な

動作の指導、集団生活への適応訓練等の他、治療を

行います。 

放課後等デイサービス 
就学している障害のある子ども等に、授業の終了後

または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓

練、社会交流の訓練、社会交流の機会を提供します。 

居宅訪問型児童発達支援 
障害のある子ども等の居宅を訪問し、日常生活にお

ける基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援

を行います。 

保育所等訪問支援 
保育所等を訪問し、保育所等に通う障害のある子ど

も等に、集団生活への適応のための専門的な支援等

を行います。 

障
害
児
相
談
支
援 

障害児相談支援 
（障害児支援利用援助） 

障害児通所支援を利用する障害のある子ども等を対

象に、サービスの内容等を定めた障害児支援利用計

画案を作成し、支給決定が行われた後に、当該支給

決定等の内容を反映した障害児支援利用計画の作成

を行います。 

障害児相談支援 
（継続障害児支援利用援助） 

障害児支援利用計画が適切かどうかを、一定期間ご

とに検証し、その結果等を勘案して見直しを行い、

障害児支援利用計画の修正を行います。 

 高額障害児通所給付費 

世帯内で、障害児通所支援サービス、障害福祉サー

ビス等の負担額の合算額が基準額を超える場合は、

利用者の負担を軽減するため、高額障害児通所給付

費を支給します。 

  

児童福祉法のサービス 
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区分 サービス名 サービス内容 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

介 

護 

給 

付 

居宅介護（ホームヘルプ） 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

重度訪問介護 
重度の障害者で常に介護を必要とする人に、自宅
で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移
動支援等を総合的に行います。 

同行援護 
視覚障害者に、外出先で代筆、代読、移動、排泄、
食事等の支援を行います。 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するとき
に、危険を回避するための必要な支援、外出支援を
行います。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能
訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世
話を行います。 

生活介護 
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、
食事の介護等を行います。 

短期入所 
（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間
も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行い
ます。 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数の
サービスを包括的に行います。 

施設入所支援 
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、
食事の介護等を行います。 

訓 

練 

等 

給 

付 

自立訓練 
（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一
定期間、身体機能または生活能力の向上のために必
要な訓練を行います。 

就労移行支援 
一般企業等での就労を希望する人に、一定期間、就
労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓
練を行います。 

就労継続支援Ａ型 
就労継続支援Ｂ型 

障害により一般企業への就職が困難な方に対し、就
労や生産活動の機会の提供を行います。A 型は、
利用者と雇用契約を結び、最低賃金を保証します。
B 型は、雇用契約はなく利用者は作業した分の対価
を工賃として受け取ります。 

就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般就労に移行した障害
者について、企業への就労が定着できるように、企業・
自宅等への訪問等によって課題状況を把握し、必要な
連絡調整や指導・助言などの支援を行います。 

自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム◆等を利用していた
障害者が地域で一人暮らしをする場合、定期的な巡回
訪問や電話・メール等によって生活状況を確認し、必
要な助言や医療機関との連絡調整を行います。 

共同生活援助 
（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で相談や日常生活

上の援助、必要に応じて介助などを行います。 
 
 

障害者総合支援法◆のサービス（自立支援給付） 
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区分 サービス名 サービス内容 

相 

談 

支 

援 

地域相談支援 

（地域移行支援） 

障害者支援施設に入所している障害者または精神科

病院に入院している精神障害者に対して、居住の確保

その他の地域における生活に移行するための活動に

関する相談等の支援を行います。 

地域相談支援 

（地域定着支援） 

居宅において単身等の状況で生活する障害者に対し

て、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して

生じた緊急の事態等において相談等の支援を行いま

す。 

計画相談支援 

（サービス利用支援） 

利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用

計画◆案を作成し、支給決定が行われた後に、当該支

給決定等の内容を反映したサービス等利用計画の作

成を行います。 

計画相談支援 

（継続サービス利用支

援） 

サービス等利用計画が適正であるかどうかを一定期

間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利

用計画の見直し、変更等を行います。 

自立支援医療 

更生医療：障害の程度を軽くしたり、取り除いたり

する医療を給付します。 

育成医療：生活能力を得るために必要な医療を給付

します。 

精神通院医療：精神疾患に対する通院医療を給付します。 

補装具費 
義肢や車いす等の購入に際し、補装具費（購入費、修

理費）の支給をします。 

高額障害福祉サービス等給付費 
世帯内で障害福祉サービス等の負担額の合算額が基

準額を超える場合は、利用者の負担を軽減するため、

高額障害福祉サービス等給付費を支給します。 
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区分 サービス名 サービス内容 

必 

須 

事 

業 

理解促進研修・啓発事業 
障害者が直面する｢社会的障壁｣を除去するために、障

害者への理解を深めるための研修・啓発を行います。 

障害者福祉活動事業助成 
(自発的活動支援事業) 

ピアサポート◆や社会活動支援など、障害者、家族、

地域住民等による自発的な取組を支援します。 

相談支援事業 

障害者、家族等に対する相談対応、サービスの利用に

関する支援、情報提供等を行います。基幹相談支援セ

ンターの機能強化事業、居住サポート事業を行ってい

ます。 

成年後見制度◆利用支援
事業 

成年後見制度を利用するための申立て費用等につい

て、必要な方に補助をする事業です。 

意思疎通支援事業 
手話通訳者派遣、要約筆記者◆派遣、区役所手話通訳

者設置等、障害者とその他の者の意思疎通の円滑化を

図ります。 

日常生活用具給付等事業 
日常生活上の便宜を図るために、国の告示に定める要件

を満たす５種類の用具を給付または貸与します。 

意思疎通支援者養成事業 
手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙・手話表現

技術を習得した者を養成し、意思疎通に手話を用いる

障害者の日常生活・社会生活を支援します。 

移動支援事業 
屋外での移動が困難な障害者等に対して、円滑に外出

できるよう移動を支援します。 

地域活動支援センター
事業 

創作活動または生産活動の機会の提供、社会との交流

等を行います。 

区
市
町
村
の
判
断
に
よ
り
実
施
す
る

事
業 

身体障害者福祉ホーム 
精神障害者福祉ホーム 

住居を必要としている人に低額な料金で、居室等を提

供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 

巡回入浴 
家族の介護だけでは入浴できない重度心身障害者に

対し、委託業者が巡回入浴者及び看護職員・介護職員

を派遣し、定期的な入浴機会を提供します。 

日中ショートステイ 
（日中一時支援） 

一時的に見守り等の支援が必要な方の日中利用のサ

ービスです。 

土曜ケアサポート 
（日中一時支援） 

区内に住所を有する生活介護事業の利用者を対象に、

土曜日の日中活動の場を提供するサービスです。 

障害児等タイムケア 
（日中一時支援） 

小中高校生等の障害のある子ども等を対象とした放

課後や夏休み等、長期休業時の日中活動の場を提供す

るサービスです。 

緊急保護居室確保 
(障害者虐待防止対策支援) 

障害者を緊急的に保護するために居室確保を行いま

す。 

障害者総合支援法◆のサービス（地域生活支援事業） 
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第２章 第４期新宿区障害福祉計画の成果目標と実績 

１ 成果目標と実績 

第４期新宿区障害福祉計画の成果目標と実績の分析・評価を行います。今後の

課題を抽出し、第 5 期新宿区障害福祉計画につなげます。 

 

目標１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

（１）平成２６年度末の施設入所者（２０７人）のうち、平成２９年度までに地

域生活へ移行する人数を、１０人とします。 

 

□移行者数の目標と実績 

 

平成 27 年度 

（実績） 

平成 28 年度 

（実績） 

平成 29 年度 

（目標） 

実績／目標 3 人 1 人 6 人 

累 計 - 4 人 10 人 

 

（２）平成２９年度末の施設入所者総数について、平成２６年度末の施設入所者

から４名減少することをめざします。 

 

□施設入所者総数の目標と実績 

平成 27 年度（実績） 平成 28 年度（実績） 平成 29 年度（目標） 

206 人 210 人      203 人 

【評価】 

地域移行者数、施設入所者数ともに目標達成は困難な状況です。毎年、退

所される方がいる一方で新たに入所される方も数名から 10 名程度います。 

【今後の見通しと課題】 

 障害者の高齢化、重度化が進む中で、今後もしばらくはこの傾向が続く

ことが見込まれます。施設入所を基本的なサービスの一つとして維持する事

と、希望される方が安心して施設から地域に移り生活できるための受け皿の

整備が必要です。現時点では利用希望者の需要を満たすだけの数はなく、グ

ループホーム◆の整備は重要な課題です。家庭での介護力を失いつつある、

障害者への支援策は喫緊の課題です。 

   ※活動指標である共同生活援助（グループホーム）、施設入所支援及び地域相談

支援（うち地域移行支援）の実績は、P17２に記載しています。 
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目標２ 地域生活支援拠点の整備 

平成２９年度までに地域生活支援拠点を整備します。 

   

   □障害者の地域生活支援体制の構築に関する見込と実績 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

見 込 — 構築に向けた検討 構築、推進 

実 績 
実行計画事業とする

検討を開始 

29 年 4 月からの実

施に向け検討を完了 
推進 

   【評価】 

面的整備による地域生活支援体制が平成 29 年度からスタートしました。

また、障害者がいつでも相談できる地域生活支援体制をめざし、土日の相談

に対応できるようになりました。 

  【今後の見通しと課題】 

それぞれの拠点が担う機能を充実させ、関係機関と連携していく必要があ

ります。 

 

  

【地域生活支援拠点とは】 

 障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据え、 

①相談（地域移行、親元からの自立等）、 

②体験の機会・場（一人暮らし、グループホーム等）、 

③緊急時の受入れ・対応（ショートステイの利便性・対応力向上等）、 

④専門性（人材の確保・養成、連携等）、 

⑤地域の体制づくり（サービス拠点、コーディネーターの配置等）の５つの

機能を強化するため、グループホームや障害者支援施設に付加した拠点（地

域生活支援拠点）又は地域における複数の機関が分担してそれらの機能を担

う体制（面的な体制）とされています。 
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目標３ 障害者就労支援施設等から一般就労への移行 

（１）平成２９年度末までに重層的就労支援体制において一般就労者数を、年間

７３人以上とします。 

 

□重層的就労支援体制における就労者数 

平成 27 年度（実績） 平成 28 年度（実績） 平成 29 年度（目標） 

70 人 60 人 73 人 

利用機関別就労者数（参考） 

平成 27 年度 平成 28 年度 

①就労支援事業所 実 績 25 人 27 人 

②新宿区就労支援事業 実 績 58（65）人 39（47）人 

③就労支援事業所・新宿区 

就労支援事業の併用 
実 績 13 人 6 人 

※（ ）福祉的就労（就労継続 A 型事業所の利用）を含めた人数   

【評価】 

平成 29 年度は当初の目標達成は厳しい状況です。利用者の中には一般就

労に向けた訓練ばかりでなく、福祉的就労やデイケアの利用に結びつける支

援を必要とした方もおり、一般就労に結びつかなかったことが影響している

と考えられます。 

 

 

（２）平成２９年度末の就労移行支援◆事業所の利用者数を６０人以上とします。 

 

□就労移行支援事業所の利用者数 

平成 27 年度（実績） 平成 28 年度（実績） 平成 29 年度（目標） 

73 人 70 人 60 人 

【評価】 

平成 27 年度、28 年度ともに目標を超える 60 人以上の利用がありまし

た。平成 29 年度も順調に推移しています。 
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（３）就労移行率が２割（２０％）以上の区内の就労移行支援事業所を平成２９

年度末までに全体の５割（５０％）以上とすることをめざします。 

 

□就労支援移行事業所の就労移行率 

平成 27 年度（実績） 平成 28 年度（実績） 平成 29 年度（目標） 

57％ 59％ 50％ 

8 所/14 所 10 所/17 所 －所/－所 

【評価】 

平成 28 年度には、就労移行率 2 割以上の就労移行支援事業所は 59％に

上り、平成 29 年度末までに 5 割以上としていた目標を平成 27 年度から継

続して達成しています。平成 29 年度も順調に推移しています。 

【今後の見通しと課題】 

目標３の（１）は、目標達成が厳しい状況で、（２）、（３）は順調に経過し

ています。 

障害者生活実態調査から、就労や通所をしていない理由を「働く自信がな

い、職場の障害理解に不安があるため、働ける場所があるか知らない」等、

潜在的には就職可能な方も多いと考えられます。一方で、就労支援を通じて

個別的な支援を行う過程で、一般就労ではなく、通所施設やデイケア等の利

用を選択することになる方もいます。幅広い視野で個々人の希望に応じた日

中活動の場を確保・提供する支援が求められています。 

就労を希望する障害者が就職するため、また、就職後の就労継続をはかる

ために障害者就労支援施設だけでなく、区勤労者・仕事支援センター等の関

係機関・多職種による支援を行う必要があります。 

  



 

160 

第３章 第１期新宿区障害児福祉計画・第５期新宿区障害福祉計画の目標 

１ 第１期新宿区障害児福祉計画の成果目標 

目標１ 障害児支援の提供体制の整備等 

【国の基本指針の考え方】 

（１）障害児に対する重層的な地域支援体制の構築 

・平成 32 年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１か

所以上設置する。 

・平成 32 年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用

できる体制を構築する。 

（２）医療的ニーズへの対応 

・平成 32 年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所

及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも１か所以上確保

する。 

・平成 30 年度末までに、医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、各

都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、

教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置する。 

 

【区の考え方と目標】 

○児童発達支援センターの整備 

児童発達支援センターと同じ機能を有している区立子ども総合センター

が、障害児支援の中核としての役割を果たしています。 

○保育所等訪問支援の利用できる体制の整備 

子ども総合センターで平成 28 年度から保育所等訪問支援を開始してい

ます。今後は利用促進に向け、周知に努めます。 

○重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所

の確保 

平成 32 年度末までに、重症心身障害児が利用可能な児童発達支援及び

放課後等デイサービス事業所を区内に少なくとも１ヵ所以上確保します。 

○医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

既存の協議会等を活用して、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関

係機関等が連携を図るための協議の場とできるよう、検討を行います。 
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２ 第５期新宿区障害福祉計画の成果目標 

目標２ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

【国の基本指針の考え方】 

・平成 28 年度末時点における施設入所者の９％以上が平成 32 年度末までに

地域生活に移行する。 

・平成32年度末時点の施設入所者数を平成28年度末時点の入所者数から２％

以上削減する。 

 

【区の考え方と目標】 

（１）施設入所者の地域生活移行者数に関する目標 

○第 4 期計画の実績や、障害者生活実態調査で得られた施設入所者の地域移

行へのニーズ等を踏まえ、平成 28 年度末時点における施設入所者のうち、

平成 32 年度末までに地域生活へ移行する人数を 10 名（4.7％）以上と

します。 

 

（２）施設入所者数の削減に関する目標 

○平成 32 年度末の施設入所者総数については、第 4 期計画の実績や区の実

情を踏まえ、平成 28 年度末時点の施設入所者総数の 210 名を超えない

ことを目標とします。 

□施設入所者数・地域生活移行者数の目標 

年度末時点入所者数 【目標値】 

削減見込み 

（A-B） 

【目標値】 

地域生活 

移行者数 

【実績】 

平成 28 年度末（A） 

【見込量】 

平成 32 年度末（B） 

210 人 210 人 0 人 10 人 
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目標３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【国の基本指針の考え方】 

・平成 32 年度末までに、全ての市町村ごとに保健・医療・福祉関係者による

協議の場を設置する。 

 

【区の考え方と目標】 

○保健・医療・福祉関係者の協議の場として、新宿区精神保健福祉連絡協議

会を位置づけ、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向け

た協議を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宿区における精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（イメージ図） 

住まい 

精神保健福祉連絡協議会 
（保健・医療・福祉関係者による協議の場） 

 ○障害者施策推進協議会 
 ○障害者自立支援協議会 連携 

各施策の方向性等を包括的に検討 
地域のネットワーク強化・相互理解の推進を図り、地域の⽀援⼒向上をめざす 

訪問 

相談 

通所・⼊所 

訪問 

通院・⼊院 

退院 

交流・参加 

精神科医療・ 
一般医療（通院） 

・かかりつけ医 

・訪問看護 

・精神科医療地域連携事業(都) 

・認知症保健医療福祉ネット 

ワーク連絡会（区医師会） 

・病院への退院促進支援通知 

・区長同意による医療保護 

入院患者への面会 

・ケース検討会 

医療・退院⽀援 障害福祉・介護 
障害福祉サービス 

・計画相談支援 

・居宅介護 ・短期入所 

・自立訓練 ・共同生活援助 

・就労移行支援 ・就労継続支援 

・地域移行支援 ・地域定着支援 等

介護保険サービス 
・訪問介護 ・通所介護 

・小規模多機能型居宅介護 

・介護老人保健施設 

・認知症共同生活介護 

・介護予防サービス 等 
・保健センター 

（精神保健相談・アウト

リーチ支援事業） 

     ・基幹相談支援センター 

・地域活動支援センター 

・高齢者総合相談センター 

・勤労者・仕事支援センター  

・ハローワーク（就労） 

様々な相談窓⼝ 

社会復帰 家族支援 普及啓発 人材育成 

声かけ・助け合い 
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目標４ 地域生活支援拠点の整備 

【国の基本指針の考え方】 

・平成 32 年度末までに地域生活支援拠点を少なくとも一つ整備することを基

本とする。 

 

【区の考え方と目標】 

○平成 29 年度中に構築した地域生活支援体制の充実を図っていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の地域生活支援体制のイメージ図 

地域生活を支えるための５つの機能 

 ①相談 ②体験の機会・場 ③緊急時の受け入れ・対応  

 ④専門性（専門的な人材の確保・養成）⑤地域の体制づくり 

相談支援専門員を増配置し、土日にも相談支援事業を実施 

研修コーディネーターを配置し、区内事業所全体の専門性を向上 

相談 

専門性 

地域の体制づくり 

自立支援協議会 

相談 

専門性 

区障害者福祉課 

基幹相談支援 
センター 

障害者・家族等 

相
談 

相談 相談 

相
談 

シャロームみなみ風 

体験の機会・場 

相談 

緊急時の受入 

専門性 

相談支援拠点事業所 

（知的） 

相談支援専門員 

研修コーディネーター 

相談支援事業所 

社会福祉協議会 

相談 

体験の機会・場 

相談 

相談支援専門員 

区立障害者福祉センター 

相談支援拠点事業所 
（身体） 体験の機会・場 

体験の機会・場 

緊急時の受入 
医療機関 

グループホーム 
日中活動系 

サ ー ビ ス 事 業

相談 

専門性 

区立障害者生活支援センター 

相談支援拠点事業所 
（精神） 

相談 

相談支援専門員 
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目標５ 障害者就労支援施設等から一般就労への移行 

【国の基本指針の考え方】 

・平成 32 年度中に就労移行支援◆事業等を通じた一般就労への移行者数を平

成 28 年度実績の 1.5 倍以上にする。 

・平成 32 年度末における就労移行支援事業の利用者数を平成 28 年度実績か

ら２割以上増加する。 

・就労移行率３割以上の就労移行支援事業所を、平成 32 年度末までに全体の

５割以上とする。 

・各年度における就労定着支援による支援開始から１年後の職場定着率を

80％以上とする。 

 

【区の考え方と目標】 

（１）就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数に関する目標 

○平成 32 年度までに区内就労支援事業所（就労移行支援、就労継続支援 A

型・B 型）における一般就労者数を年間 40 名以上とします。 

□一般就労移行者数の目標 

【実績】 

平成 28 年度 

【目標値】 

平成 32 年度 

27 人 40 人 

 

（２）就労移行支援の利用者数に関する目標 

○平成 32 年度末の就労移行支援事業所の利用者数を 84 名以上とします。 

□就労移行支援事業の利用者数の目標 

【実績】 

平成 28 年度末 

【目標値】 

平成 32 年度 

70 人 84 人 

 

（３）就労移行支援の事業所ごとの移行率に関する目標 

○就労移行率が３割（30%）以上の区内の就労移行支援事業所を平成 32 年

度末までに全体の５割（50%）以上とすることをめざします。 

□就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合 

【目標値】 

平成 32 年度 

50％以上 
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（４）就労定着支援による職場定着率に関する目標 

○区内就労定着支援事業所の利用者について、各年度における就労定着支援

による支援開始から 1 年後の職場定着率を、80％以上とすることを基本

とします。 

 

 

 

【就労支援事業（新宿区勤労者・仕事支援センター）における目標】 

（新宿区勤労者・仕事支援センター経営計画より） 

（１）区障害者就労支援事業を通じた一般就労への移行者数に関する目標 

□一般就労移行者数の目標 

【実績】 

平成 28 年度 

【目標値】 

平成 32 年度 

39 人 54 人 

 

（２）就労定着支援による職場定着率に関する目標 

○区障害者就労支援事業による職場定着支援の利用者について、職場定着支

援の開始から 1 年後の職場定着率を、平成 32 年度末までに 80％以上と

することを基本とします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 障害児福祉計画及び障害福祉計画に定める事項については、

定期的に評価し、必要に応じて、計画の変更や事業見直し等の措

置を講じます。 
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第４章 サービス必要量見込、サービス提供体制確保の方策 

１ 障害児支援の必要量見込、現状、課題、サービス提供体

制確保の方策 

 第 1 期新宿区障害児福祉計画として設定する、平成 32（2020）年度までの

「障害児支援」の必要量の見込及び第 4 期新宿区障害福祉計画の実績（平成 29

年度まで）は以下の一覧表の通りです。 

 P167 からは、第 4 期新宿区障害福祉計画の実績を踏まえ、各サービスの必要

量の見込、現状・課題、サービス提供体制確保の方策をお示しします。 

 

◎ 各サービスにおける、１か月あたりの利用者数・利用量を示しています。 

 

第４期新宿区障害福祉計画実績値等（障害児支援） 

※ 29 年度は推計値です。27 年度・28 年度は 3 月利用分の数値を基に算出しています。 

 平成 27 年度 平成 28 年度  
平成 29 年度 
（推計値） 

１ 児童発達支援 247 人×９日 256 人×５日 275 人×４日 

２ 医療型児童発達支援 0 人 0 人 0 人 

３ 放課後等デイサービス 137 人×15 日 185 人×8 日 254 人×8 日 

４ 保育所等訪問支援 － ６人 9 人 

５ 障害児相談支援 

【セルフプラン】 

30 人 

【464 人】 

25 人 

【518 人】 

38 人 

【575 人】 

 

 

第１期新宿区障害児福祉計画（障害児支援）必要量見込 

 平成 30 年度 平成 31 年度  平成 32 年度 

１ 児童発達支援 289 人×７日 304 人×７日 313 人×７日 

２ 医療型児童発達支援 0 人 0 人 0 人 

３ 放課後等デイサービス 284 人×12 日 308 人×12 日 328 人×12 日 

４ 保育所等訪問支援 20 人 21 人 22 人 

５ 居宅訪問型児童

発達支援 
 0 人 0 人 0 人 

６ 障害児相談支援 

【セルフプラン】 

43 人 

【625 人】 

50 人 

【658 人】 

60 人 

【678 人】 
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1 児童発達支援 関連する「障害者計画」個別施策 ⑪⑫⑬ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（１か月当り総数）

利用児童数 
平均利用

日数 
利用児童数 

平均利用

日数 
利用児童数 

平均利用

日数 

289 人 ７日 304 人 ７日 313 人 ７日 

現状と課題 

区内外で事業所の整備が進んでおり、療育内容の専門性や発達

支援プログラムが多様化しています。区立以外の事業所は知的障

害児や発達障害◆児を対象としており、肢体不自由児や医療的ケ

ア児の受入れ事業所は少ない現状があります。支援内容や専門

性、受入状況等から区外の事業所を利用する方もいます。 

サービス提供 

体制確保の方策 

適正な運用が図られるよう、平成 29 年度に厚生労働省が作成

した児童発達支援ガイドラインの周知や関係機関との連絡調整

を図かり、サービスの質の確保を求めていきます。 

平成30年１月に 

おける区内事業所 

区立 子ども総合センター 

株式会社 

 

TEENS 新宿 

プレミア・ケア・ジュニア 四ツ谷店 

児童発達支援・放課後等デイサービス SmileSeed(すまいるしーど) 

コペルプラス若松河田 

NPO◆法人 ベアーズキッズ 

特定非営利法人 ADDS 

 

 

２ 医療型児童発達支援 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ③ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（１か月当り総数）

利用児童数 
平均利用

日数 
利用児童数 

平均利用

日数 
利用児童数 

平均利用

日数 

0 人 0 日 0 人 0 日 0 人 0 日 

現状と課題 

現状では都立の病院に併設されている事業所のみで、区内に事

業所はありません。医療型でない児童発達支援においても医療的

ケアの必要な子どもの支援を提供することで、サービスの補完を

しています。 

サービス提供 

体制確保の方策 

専門性のある医療機関でないとサービス事業所の指定を受け

られず、区内に事業所開設の目途は現状ではありませんが、今後

も医療的ケアの必要な障害児の通所可能な事業所の確保に努め

ます。また、区外の専門機関との連携を図ります。 
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3 放課後等デイサービス 関連する「障害者計画」個別施策 ⑮ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（１か月当り総数）

利用児童数 
平均利用

日数 
利用児童数 

平均利用

日数 
利用児童数 

平均利用

日数 

284 人 12 日 308 人 12 日 328 人 12 日 

現状と課題 

平成 30 年１月時点で区内 14 所が開設し、利用する子どもも

増加しています。知的障害児や発達障害◆児を対象とした事業所

は増加傾向にある一方、肢体不自由児、医療的ケア児の受入れ事

業所が少ない現状があります。 

全国的には、利潤を追求し支援の質の低い事業所や適切ではな

い支援を行う事業所が報告されていることから、平成 29 年 4 月

より事業所の開設や職員配置に関する基準が厳格化されました。 

サービス提供 

体制確保の方策 

日中一時支援事業（障害児等タイムケア事業◆、日中ショート

ステイ等）など類似するサービスとの利用調整が必要です。 

肢体不自由児や医療的ケア児が通所可能な事業所の確保に向

け、訪問看護ステーションの看護師が放課後等デイサービス事業

所に訪問して医療的ケアを提供することが可能となる医療連携

加算の周知などを行います。 

平成30年１月に 

おける区内事業所 

区立 子ども総合センター 

株式会社 

TEENS 新宿 

テラコヤキッズ新宿本教室 

スポーツひろばプレイス 高田馬場教室 

サッカーあいだっく 

放課後等デイサービス ノーサイド新宿＠Ｌｅａｆ音楽療法センター 

プレミア・ケア・ジュニア 四ツ谷店 

放課後デイサービス スリーセブン 

児童発達支援・放課後等デイサービス Ｓｍｉｌｅ Ｓｅｅｄ（すまいるしーど） 

放課後デイサービス アトリエたいよう 

一般社団法人 ケアステップ新宿 

NPO◆法人 

にこにこルームベリタス 

ベアーズ 

放課後等デイサービス すまいる 
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４ 保育所等訪問支援 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ⑬ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（１か月当り総数）

利用児童数 利用児童数 利用児童数 

２０人 ２１人 ２２人 

現状と課題 

保育園、子ども園、幼稚園等に通園している障害のある子ども

に対し、個別に支援する事業です。発達に心配がある子どもが保

育園、幼稚園等に通園するときも集団生活の中で自己肯定感をも

って成長できるような環境の設定が必要です。子ども総合センタ

ーでは、平成 28 年度から保育所等訪問支援事業を開始しました。

29 年度はより多く対応ができるよう訪問支援員を 1 名から 2 名

に倍増しました。登録児は 12 名で、月平均 1.5 回の訪問支援を

実施しています。 

サービス提供 

体制確保の方策 

平成 30 年 4 月からは対象者が拡大され、乳児院や児童養護施設

に入所している障害児にも訪問支援が可能となりました。 

子ども総合センターでは、集団場面での適応が難しい子どもや、

保護者の就労などで通所での療育を利用できずにいた子どもに対

し、保育園、子ども園、幼稚園に訪問支援員が出向き、集団場面の

中で支援を提供する保育所等訪問支援事業を実施していきます。 

平成30年１月に 

おける区内事業所 
区立 子ども総合センター 
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５ 居宅訪問型児童発達支援 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ⑬ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（１か月当り総数）

利用児童数 
平均利用

日数 
利用児童数 

平均利用

日数 
利用児童数 

平均利用

日数 

0 人 0 日 0 人 0 日 0 人 0 日 

現状と課題 

平成 30 年 4 月から創設されるサービスで、通所による支援を

受けることが困難な重度の障害児に、居宅において児童発達支援

を提供するものです。 

区ではこの事業とは別に、子ども総合センターにおいて、「在

宅児等訪問支援」に長年取り組んでいます。在宅で過ごす時間の

多い重度の障害児等を訪問し、遊びの提供を通じて心地よい時間

を過ごすことを目的としています。 

なお、重度の障害児のための居宅における身体機能の訓練とし

ては、医療保険による訪問看護の一環として理学療法、作業療法

を受けることが可能です。 

サービス提供 

体制確保の方策 

サービス対象者への制度の周知とともに、事業所の開設に関す

る情報収集に努めていきます。「在宅児等訪問支援」についても、

引き続き、支援を必要とする障害児を適切に把握して、サービス

提供に努めます。 
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６ 障害児相談支援 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ①⑪⑫⑬⑰ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（１か月当り総数） 

利用者数 
セルフプ

ラン作成 
利用者数 

セルフプ 

ラン作成 
利用者数 

セルフプ 

ラン作成 

43 人 625 人 50 人 658 人 60 人 678 人 

現状と課題 

障害児相談支援では、児童発達支援、放課後等デイサービス、

保育所等訪問支援といった障害児通所支援サービスを利用する

児童のための障害児支援利用計画を作成します。障害児通所支援

サービスを利用する児童の増加に連動して、障害児相談支援の利

用も増加する見込です。児童の発達の状況や障害受容の段階によ

っては、障害児通所支援サービスは利用したいが、障害児相談支

援の利用は望まないという保護者が一定数見込まれます。 

サービス提供 

体制確保の方策 

主に区立の相談支援事業所が障害児支援利用計画の作成を担

っていますが、民間の相談支援事業所も役割を担えるように、事

業所連絡会や相談支援研修等を通じて支援していきます。 

平成30年１月に 

おける区内事業所 

区立 
基幹相談支援センター 

子ども総合センター 

株式会社 

相談支援事業所 Ｋａｉｅｎ新宿 

ホートンケアサービス 

社会福祉支援研究所 

有限会社 プロキオン 
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２ 障害福祉サービスの必要量見込、現状、課題、サービス

提供体制確保の方策 

 第 5 期新宿区障害福祉計画として設定する、平成 32（2020）年度までの「障

害福祉サービス」の必要量の見込及び第 4 期新宿区障害福祉計画の実績（平成

29 年度まで）は以下の一覧表の通りです。 

 P174 からは、第 4 期までの実績を踏まえ、各サービスの必要量の見込、現状・

課題、サービス提供体制確保の方策をお示しします。 
 
◎ 各サービスにおける、１か月あたりの利用者数・利用量を示しています。 

◎ 通所施設等については、利用者数 × １か月あたりの利用日数を示しています。 
 
第 4 期実績値等（障害福祉サービス） 

※ 29 年度は推計値です。27 年度、28 年度実績は 3 月利用分の数値を基に算出しています。 

 平成 27 年度実績 平成 28 年度実績 
平成 29 年度 
(推計値) 

１ 居宅介護 521 人 12,404 時間 525 人 11,657 時間 549 人 12,716 時間 

２ 重度訪問介護 39 人 12,973 時間 36 人 12,577 時間 37 人 12,767 時間 

３ 同行援護 98 人 2,592 時間 108 人 2,609 時間 107 人 2,977 時間 

４ 行動援護 2 人 15 時間 2 人 81 時間 3 人 124 時間 

５ 重度障害者等包括支援 0 人 0 時間 0 人 ０時間 0 人 0 時間 

６ 生活介護 328 人×21 日 343 人×21 日 354 人×20 日 

７ 自立訓練（機能訓練） 7 人×16 日 2 人×16 日 6 人×16 日 

８ 自立訓練（生活訓練） 
【宿泊型自立訓練】 

41 人×16 日 

【15 人×26 日】 

41 人×15 日 

【11 人×25 日】 

42 人×15 日 

【15 人×28 日】 

９ 就労移行支援◆ 73 人×15 日 70 人×14 日 89 人×28 日 

10 就労継続支援◆Ａ型 36 人×16 日 39 人×19 日 36 人×18 日 

11 就労継続支援Ｂ型 459 人×16 日 493 人×16 日 492 人×15 日 

12 療養介護 25 人 24 人 23 人 

13 短期入所 
（ショートステイ） 

92 人×7 日 110 人×7 日 116 人×6 日 

14 共同生活援助 
（グループホーム◆） 

178 人 170 人 191 人 

15 施設入所支援 206 人 210 人 212 人 

16 計画相談支援 
【セルフプラン作成】 

786 人 

【841 人】 

852 人 

【790 人】 

944 人 

【722 人】 

17 地域移行支援 年間利

用者数 

3 人 1 人 2 人 

18 地域定着支援 １人 0 人 2 人 
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第５期新宿区障害福祉計画（障害福祉サービス）必要量見込 

※ 第４期実績値等とは番号のずれが生じています。 

 平成 30 年度  平成 31 年度 平成 32 年度 

１ 居宅介護 540 人 12,778 時間 547 人 12,950 時間 554 人 13,121 時間 

２ 重度訪問介護 36 人 11,863 時間 36 人 11,863 時間 36 人 11,863 時間 

３ 同行援護 114 人 2,886 時間 117 人 2,962 時間 120 人 3,038 時間 

４ 行動援護 2 人 102 時間 2 人 102 時間 2 人 102 時間 

５ 重度障害者等包括支援 0 人 0 時間 0 人 0 時間 0 人 0 時間 

６ 生活介護 361 人×21 日 401 人×21 日 411 人×21 日 

７ 自立訓練（機能訓練） 5 人×16 日 5 人×16 日 5 人×16 日 

８ 自立訓練（生活訓練） 

【宿泊型自立訓練】 

45 人×15 日 

【11 人×28 日】 

49 人×15 日 

【11 人×28 日】 

52 人×15 日 

【11 人×28 日】 

９ 就労移行支援 80 人×15 日 82 人×15 日 84 人×15 日 

10 就労継続支援Ａ型 45 人×19 日 48 人×20 日 49 人×20 日 

11 就労継続支援Ｂ型 514 人×16 日 479 人×17 日  479 人×17 日 

12 就労定着支援 16 人 30 人 47 人 

13 療養介護 24 人 24 人 24 人 

14 短期入所 
（ショートステイ） 

124 人×7 日 133 人×7 日 138 人×7 日 

15 共同生活援助 
（グループホーム） 

190 人 195 人 200 人 

16 施設入所支援 210 人 210 人 210 人 

17 計画相談支援 
【セルフプラン作成】 

 

980 人 

【698 人】 

1016 人 

【674 人】 

1052 人 

【650 人】 

18 地域移行支援 年
間
利
用
者
数 

3 人 3 人 3 人 

19 地域定着支援 2 人 2 人 2 人 

20 自立生活援助 2 人 2 人 2 人 
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１ 居宅介護 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ②④㉒ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量

（１か月当り総数） 

利用者数 利用時間 利用者数 利用時間 利用者数 利用時間 

540 人 12,778 時間 547 人 12,950 時間 554 人 13,121 時間 

２ 重度訪問介護 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ②④ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量

（１か月当り総数） 

利用者数 利用時間 利用者数 利用時間 利用者数 利用時間 

36 人 11,863 時間 36 人 11,863 時間 36 人 11,863 時間 

３ 同行援護 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ②㉗ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量

（１か月当り総数） 

利用者数 利用時間 利用者数 利用時間 利用者数 利用時間 

114 人 2,886時間 117 人 2,962時間 120 人 3,038 時間 

４ 行動援護 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ② 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量

（１か月当り総数） 

利用者数 利用時間 利用者数 利用時間 利用者数 利用時間 

２人 102 時間 ２人 102 時間 ２人 102 時間 

5 重度障害者等包括支援 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ② 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量

（１か月当り総数） 

利用者数 利用時間 利用者数 利用時間 利用者数 利用時間 

0 人 0 時間 0 人 0 時間 0 人 0 時間 

 

＜1～5 に関する現状と課題、サービス提供体制の確保策＞ 

現状と課題 

 ヘルパーの確保と育成が共通の重要課題です。 

 重度障害者等包括支援についてサービス提供を行える従事者要

件が厳しいなどの理由により、事業所がほとんどないことから、サ

ービスの対象者であっても、重度訪問介護等複数のサービスを組み

合わせて利用している状態です。 

サービス提供

体制確保の方

策 

 重度訪問介護については、夜間の対応やたん吸引のサービス提供

ができる事業所へのニーズが高いです。事業所に対し周知を行って

いきます。 
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6 生活介護 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ②⑲ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（１か月当り総数） 

利用者数 
平均利用

日数 
利用者数 

平均利用

日数 
利用者数 

平均利用

日数 

361 人 21 日 401 人 21 日 411 人 21 日 

平成30年１月に

おける区内事業所 

区立指定管理施

設 

 

 

・区立新宿生活実習所 

・区立障害者福祉センター（新宿トライ工房） 

・区立あゆみの家 

社会福祉法人 
・新宿けやき園（施設入所支援と併設） 

・シャロームみなみ風（施設入所支援と併設） 

7 自立訓練（機能訓練） 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ②⑲ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（１か月当り総数） 

利用者数 
平均利用

日数 
利用者数 

平均利用

日数 
利用者数 

平均利用

日数 

５人 16 日 ５人 16 日 ５人 16 日 

平成30年１月に 

おける区内事業所 
社会福祉法人 

・東京視覚障害者生活支援センター 

・日本点字図書館自立支援室 
身体（視覚） 

8 自立訓練（生活訓練） 

宿泊型自立訓練 
関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ②⑲㉒㉓ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（１か月当り総数） 

利用者数 
平均利用

日数 
利用者数 

平均利用

日数 
利用者数 

平均利用

日数 

45 人 15 日 49 人 15 日 52 人 15 日 

【宿泊型自立訓練

利用人数】 
11 人 28 日 11 人 28 日 11 人 28 日 

平成30年１月に 

おける区内事業所 

区立指定管理施設 ・新宿区立障害者生活支援センター 

社会福祉法人 

・みのり舎 

・カレッジ早稲田・カレッジ早稲田２ 

・シャロームみなみ風 

株式会社 ・自立支援カレッジチャレンズ 

＜6～8 に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策＞ 

現状と課題 
 生活介護については、区内の事業所の定員に余裕がない状態

で、定員の拡充が課題です。 

 



 

176 

サービス提供体

制確保の方策 

 生活介護について定員の拡充と就労継続支援◆B 型事業所が生

活介護も提供できるようにする多機能化をする事による定員拡

充をめざします。 

 自立訓練（機能訓練）に関して、区では独自に区立障害者福祉

センターにおいて、中途障害者（肢体不自由）の退院後支援を含

めた機能訓練を、総合的に実施しています。 

 自立訓練（生活訓練）については、制度の内容や利用方法につ

いて周知を進めていきます。 

 

 

9 就労移行支援◆ 
関連する｢障害者計画｣ 個別施

策 
⑤⑲㉔㉕㉖ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（１か月当り総数） 

利用者数 
平均利用

日数 
利用者数 

平均利用

日数 
利用者数 

平均利用

日数 

80 人 15 日 82 人 15 日 84 人 15 日 

平成30年１月に 

おける区内事業所 

公益財団法人 
・新宿区勤労者・仕事支援センター 

わーくす ここ・から【エール】 

 

3 障害 

社会福祉法人 

・就労センター「街」 

・東京ワークショップ 

・東京視覚障害者生活支援センター 

・カレッジ早稲田 

精神 

視覚 

視覚 

知的・精神 

一般社団法人 
・リエンゲージメント 

・プラーナ新宿 

精神 

知的・精神 

NPO◆法人 ・十二社 生活・就労研修センター 特定なし 

株式会社 

・Ｋaien 新宿 

・リヴァトレ市ヶ谷 

・就労センターSAKURA 

・ヒューマングロー高田馬場 

・ラルゴ神楽坂 

・～キセキの杜～ジョブステー 

ション高田馬場 

・就労移行支援事業所ルーツ 

・カレント 

・就労移行支援事業所リスタート 

精神 

精神 

3 障害 

3 障害 

精神 

内部・知的・精

神 

知的・精神 

精神 

知的・精神 
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10 就労継続支援Ａ型 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ⑤⑲㉔㉕㉖ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（１か月当り総数） 

利用者数 
平均利用

日数 
利用者数 

平均利用

日数 
利用者数 

平均利用

日数 

45 人 19 日 48 人 20 日 49 人 20 日 

平成30年１月に 

おける区内事業所 

NPO 法人 ・ストローク・サービス 知的・精神 

株式会社 ・あしか 

・くじら 

聴覚・内部・知的・精神 

肢体・内部・知的・精神 

社会福祉法人 ・東京都育成会クリーンサービス 知的 

11 就労継続支援Ｂ型 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ⑤⑲㉔㉕㉖ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（１か月当り総数） 

利用者数 
平均利用

日数 
利用者数 

平均利用

日数 
利用者数 

平均利用

日数 

514 人 16 日 479 人 17 日 479 人 17 日 

平成30年１月に 

おける区内事業所 

区立指定管

理施設 

・区立障害者福祉センター【あすなろ

作業所】 

・区立新宿福祉作業所  

・区立高田馬場福祉作業所 

身体 

 

知的 

知的 

社会福祉法人 

・新宿あした作業所 

・新宿第二あした作業所 

・西早稲田あした作業所 

・オフィスクローバー 

・ファロ 

・就労センター「街」 

・みのり舎 

・東京ワークショップ 

・シャロームみなみ風 

知的 

知的 

知的 

精神 

精神 

精神 

肢体・知的・精神 

視覚 

知的 

一般社団法人 

・コンフィデンス早稲田 

・プラーナ新宿 

・寒緋桜 

内部・知的・精神 

知的・精神 

精神 

公益財団法人 
・新宿区勤労者・仕事支援センター 

 わーくす ここ・から【スマイル】 

3 障害 

 

NPO 法人 
・新宿西共同作業所ラバンス 

・就労センター『風』 

3 障害 

精神 

公益社団法人 ・パイオニア 視覚 
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12 就労定着支援 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ㉖ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（１か月当り総数） 

利用者数 利用者数 利用者数 

16 人 30 人 47 人 

 

＜9～12 に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策＞ 

現状と課題 

 就労継続支援◆A 型については、全国的には運営形態に不適切

な点のある事業所が報告されていることから、支援内容の適正

化と就労の質の向上が求められています。 

 就労継続支援 B 型の利用者の高齢化や障害の重度化に対応す

る事業所運営や支援内容の工夫が求められています。 

サービス提供 

体制確保の方策 

 就労移行支援◆については、一般就労への移行者が 3 割を超え

ることという区の成果目標を各事業所に伝達し、適切な事業運

営を促していきます。 

 就労継続支援 B 型は、生活介護事業も提供できるように多機

能化を実施することにより、区立の事業所の定員は減少する見

込みです。 

 平成 30 年 4 月より新たに創設される就労定着支援について

は、サービスの対象者への制度の周知とともに、事業所の開設

に関する情報収集をしていきます。 

 

 

13 療養介護 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ③ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（１か月当り総数） 

利用者数 利用者数 利用者数 

24 人 24 人 24 人 

現状と課題 
 新宿区が窓口になり、東京都が入所調整を行っていますが、迅

速な対応が出来ない状況があります。 

サービス提供 

体制確保の方策 

 サービス提供は病院のみで、区内に実施施設はありません。利

用希望者については、東京都の入所調整とあわせて、遠隔地にあ

る施設との連携を密にし、利用者の状況に応じた対応を進めてい

きます。 
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14 短期入所（ショートステイ） 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ④⑨㉓ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（１か月当り総数） 

利用者数 
平均利用

日数 
利用者数 

平均利用

日数 
利用者数 

平均利用

日数 

124 人 7 日 133 人 7 日 138 人 7 日 

平成30年１月に 

おける区内事業所 

区立指

定管理

施設 

・区立障害者福祉センター 

・区立新宿生活実習所 

・区立あゆみの家 

・新宿区立障害者生活支援センター 

身体、知的、障害児(15 歳以上) 

知的、障害児(小学生以上) 

身体、知的、障害児(中学生以上) 

精神 

社会福

祉法人 

・新宿けやき園 

・シャロームみなみ風 

・ブルーム早稲田 

身体※、障害児(15 歳以上) 

知的※ 

知的 

※新宿けやき園及びシャローム

みなみ風について、身体障害と

知的障害の重複障害者の利用は

可能です。 

15 共同生活援助（グループホーム◆） 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ⑳㉒ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（１か月当り総数） 

利用者数 利用者数 利用者数 

190 人 195 人 200 人 

平成30年１月に 

おける区内事業所 

社会福祉法人 

・西落合ホーム 

・中落合あしたホーム 

・ぽけっと、ぱれっと、からふる 

・グループホーム「麻の葉」 

（西早稲田ハウス、柏木ハウス） 

・ブルーム早稲田 

知的 

知的 

知的 

精神 

 

知的 

NPO◆法人 

・こごみハウス 

・ＧＨつる 

・ふるさとホーム新宿、大久保 

・笑がおの里渋谷Ⅱ、Ⅲ 

精神 

精神 

精神 

知的 

一般社団法人 ・グループホームねっこや   精神 
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16 施設入所支援 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ㉑ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（１か月当り総数） 

利用者数 利用者数 利用者数 

210 人 210 人 210 人 

平成30年１月に 

おける区内事業所 
社会福祉法人 

・新宿けやき園 

・シャロームみなみ風 

身体 

知的 

 

＜13～16 に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策＞ 

現状と課題 

 ショートステイについて、介護者の一時的な休息のための数日

間のショートステイ、介護者の通院等の 1 週間単位のミドルステ

イ、入所施設の利用を念頭に置いたロングステイなどさまざまな

要望があります。他区や都外の施設も含めて広域的に対応してい

ます。 

グループホーム◆について、平成 29 年度に 1 所開所しました。

今後も整備を進めることが求められています。 

施設入所支援について、一定の利用希望があります。 

サービス提供 

体制確保の方策 

 グループホーム建設の計画がある時にはショートステイも併

設するように事業者に働きかけを行っていきます。 

在宅での生活が困難になった方や入所施設等から地域移行を

望む方の受け皿として、グループホームの重要性が高まっている

ことから、設置促進をめざします。区有地や国、都有地を活用で

きる時は、グループホーム設置を具体的に検討しながら事業者に

必要な情報を提供していきます。建設費補助を継続し、設置に向

けて事業者を支援します。 
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17 計画相談支援 

【セルフプラン作成を含む】 
関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ①⑨⑩⑰㉒㉓ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 
利用者数 

セルフプ

ラン作成 
利用者数 

セルフプ

ラン作成 
利用者数 

セルフプ

ラン作成 

980 人 698 人 1016 人 674 人 1052 人 650 人 

平成30年１月に 

おける区内事業所 

事業所名 

計画相談支援 障害

児 

相談 

支援 

主な併設事業 
身
体 

知
的 

精
神 

難
病 

児
童 

基幹相談支援センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ 区障害者福祉課 

子ども総合センター     ○ ○ 児童発達支援 

プロキオン ○ ○     居宅介護支援 

地域活動支援センターまど   ○    就労継続 B 型 

西新宿共同作業所ラバンス   ○    就労継続 B 型 

地域活動支援センター『風』   ○    就労継続 B 型 

ファロ   ○    就労継続 B 型 

新宿区立あゆみの家 ○ ○     生活介護 

相談支援事業所 Kaien 新宿   ○  ○ ○ 就労移行支援◆ 

高次脳機能障害相談支援 VIVID ○ ○ ○     

あんそれいゆ ○ ○     施設入所支援 

新宿区立障害者福祉センター ○ ○     多機能型 

指定特定相談支援事所 TOMO ○      同行援護 

特定相談支援事業所どまーに  ○     就労継続 B 型 

みのり舎 ○ ○ ○    就労継続 B 型 

新宿区立障害者生活支援センター   ○    宿泊型自立訓練 

ホートンケアサービス ○ ○ ○ ○ ○ ○ 居宅介護 

社会福祉支援研究所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 就労移行支援 

東京視覚障害者生活支援センター ○      自立訓練(機能) 

日本点字図書館自立支援室 ○      自立訓練(機能) 

プラーナ新宿 相談支援 ○ ○ ○ ○   就労移行支援 

相談支援事業所 えくぼケア ○ ○ ○ ○   居宅介護 
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現状と課題 

 サービス等利用計画◆を作成する方の割合は増えてきました

が、計画作成件数は事業所ごとにバラつきがあり、まだ十分とは

言えない状況です。計画の記載内容や質の向上も課題です。 

サービス提供 

体制確保の方策 

民間事業所におけるサービス等利用計画作成を支援していき

ます。また、サービス対象者への制度の周知とともに、事業所開

設に向けた支援や発信に努めていきます。 

 

 

18 地域移行支援 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ㉒㉓ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（年間利用者数） 

利用者数 利用者数 利用者数 

３人 ３人 ３人 

19 地域定着支援 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ㉒㉓ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（年間利用者数） 

利用者数 利用者数 利用者数 

２人 ２人 ２人 

※18地域移行支

援、19地域定着支

援共通 

 
身
体 

知
的 

精
神 

難
病 

児
童 

計画 

相談 

支援 

 

主な併設事業 

地域活動支援センター『風』   ○   ○ 就労継続Ｂ型 

あんそれいゆ ○ ○    ○ 施設入所支援 

プラーナ新宿 相談支援 ○ ○ ○ ○  ○ 就労移行支援◆

 

＜18，19 に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策＞ 

現状と課題 

区内には、身体障害者・知的障害者のための施設入所支援を提

供する施設が 2 か所で、精神障害者の長期入院できる精神科病院

はほとんど無く、入所・入院している障害者の多くは区外、都外

にいるため、区内を拠点としたサービス提供が困難な状況があ

り、事業所が増えない要因の一つになっています。 

身体障害者・知的障害者の地域移行に関しては、障害や個別の

状況に配慮し、入所中の施設に近接した地域のグループホーム◆

に入所する方もいます。 

精神障害者の地域移行に関しては、東京都単独の退院促進事業

の活用や、保健センター保健師の活動による支援、区立障害者生

活支援センターでは宿泊型自立訓練と計画相談支援を行う過程

で、精神科病院と連携し、地域への移行支援を行っています。 
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サービス提供 

体制確保の方策 

必要に応じて、東京都の事業と合わせてサービスを利用するな

どして、病院から宿泊型自立訓練、グループホーム、在宅生活等、

障害の状況に合わせ、地域での在宅生活へスムーズに移行できる

よう支援していきます。  

 

 

20 自立生活援助 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ㉒㉓ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（年間利用者数） 

利用者数 利用者数 利用者数 

2 人 2 人 2 人 

現状と課題 平成 30 年 4 月より創設される新たなサービスです。 

サービス提供 

体制確保の方策 

サービス対象者への制度の周知とともに、事業所開設の情報収

集や発信に努めていきます。 
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３ 地域生活支援事業の必要量見込、現状、課題、サービス

提供体制確保の方策 

 平成 32（2020）年度までの｢地域生活支援事業｣の必要量の見込及び第４期

新宿区障害福祉計画（平成 28 年度まで）の実績は以下の一覧表のとおりです。 

 Ｐ187 から、各サービスの必要量の見込、現状・課題、サービス提供体制確保

の方策をお示しします。数値による必要量の見込の設定になじまないサービスにつ

いては、サービス提供体制確保の方策ではなく、これからの取組を記載しています。 
 
第 4 期実績値等（地域生活支援事業） 

※ 29 年度は推計値です。27 年度・28 年度は 3 月利用分の数値を基に算出しています。 

  平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 
（推計値） 

101 理解促進研修・啓発事業 実施の有無 実施 実施 実施 

102 障害者福祉活動事業助成 

(自発的活動支援事業) 
実施の有無 実施 実施 実施 

103 相談支援 実施個所数 12 所 12 所 12 所 

104 基幹相談支援センター 設置年月 平成 24 年 4 月設置 

105 障害者自立支援協議会 設置年月 平成 19 年 3 月設置 

106 居住サポート 実施個所数 5 所 5 所 5 所 

107 成年後見制度◆利用促進 
年間区長申立 

件数 
延０件 延 5 件 延１件 

108 意思疎通支援事業 

  （手話通訳者派遣） 
年間利用件数 延 825 件 延 938 件 延 938 件 

109 意思疎通支援事業 

  （要約筆記者◆派遣） 
年間利用件数 延 19 件 延 13 件 延 26 件 

110 意思疎通支援事業 

  （区役所手話通訳者設置） 
年間利用件数 延 126 件 延 100 件 延 98 件 

111 日常生活用具 

  （介護訓練支援） 
年間利用件数 延 21 件 延 21 件 延 25 件 

112 日常生活用具 

  （自立生活支援） 
年間利用件数 延 67 件 延 54 件 延 60 件 

113 日常生活用具 

  （在宅療養等支援） 
年間利用件数 延 52 件 延 57 件 延 64 件 

114 日常生活用具 

  （情報・意思疎通支援） 
年間利用件数 延 66 件 延 77 件 延 70 件 

115 日常生活用具 

  （排泄管理支援） 
年間利用件数 延 4,308 件 延 4,215 件 延 4,200 件 

116 住宅改修費 年間利用件数 延 8 件 延 14 件 延 10 件 

117 意思疎通支援者養成 

研修事業 

修了者数 

（登録者数） 
93 人（3 人） 81 人（2 人） 77 人（5 人） 

118 移動支援 

（個別支援・グループ支援） 

年間利用者 

時間数 

延 6,150 人 延 6,327 人 6,416 延人 

延 78,191 時間 延 80,075 時間 延 77,899 時間 

119 地域活動支援センター◆ 
実施個所数 

年間利用者数 
4 所 延 15,606 人 4所 延 13,639 人 4 所 延 17,008 人



 

185 

  平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 
（推計値） 

120 身体障害者福祉ホーム◆ 
実施個所数 

利用定員 
3 所 21 人 3 所 21 人 3 所 21 人 

121 精神障害者福祉ホーム 
実施個所数 

利用定員 
1 所 8 人 1 所 8 人 1 所 8 人 

122 巡回入浴 
年間回数 

実利用者数 
885 回 26 人 948 回 24 人 1,004 回 26 人 

123 日中ショートステイ 

（日中一時支援）  

実施個所数 

年間利用者数 
6 所 延 227人 4 所 延 182 人 ４所 延 165 人 

124 土曜ケアサポート 

（日中一時支援） 

実施個所数 

年間利用者数 
1 所 延 439人 1 所 延 524 人 1 所 延 505 人 

125 障害児等タイムケア◆

（日中一時支援） 

実施個所数 

実利用者数 
1 所 91 人 1 所 78 人 1 所 91 人 

126 緊急保護居室確保 

（障害者虐待防止対策支援） 
床数 1 床 1 床 1 床 

127 障害支援区分認定等

事務（介護給付費等認定審査会） 

年間回数 

年間審査件数 
30 回 714 件 24 回 523 件 24 回 488 件 

 

第５期新宿区障害福祉計画（地域生活支援事業）必要量見込 

  平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

101 理解促進研修・啓発事業 実施の有無 実施 実施 実施 

102 障害者福祉活動事業助成 

(自発的活動支援事業) 
実施の有無 実施 実施 実施 

103 相談支援 実施個所数 12 所 12 所 12 所 

104 基幹相談支援センター 設置年月 平成 24 年 4 月設置 

105 障害者自立支援協議会 設置年月 平成 19 年 3 月設置 

106 居住サポート 実施個所数 5 所 5 所 5 所 

107 成年後見制度利用促進 
年間区長申立

件数 
延 3 件 延３件 延３件 

108 意思疎通支援事業 

  （手話通訳者派遣） 
年間利用件数 延 950 件 延 980 件 延 1,010 件 

109 意思疎通支援事業 

  （要約筆記者派遣） 
年間利用件数 延 30 件 延 30 件 延 30 件 

110 意思疎通支援事業 

  （区役所手話通訳者設置） 
年間利用件数 延 100 件 延 100 件 延 100 件 

111 日常生活用具 

  （介護訓練支援） 
年間利用件数 延 24 件 延 24 件 延 24 件 

112 日常生活用具 

  （自立生活支援） 
年間利用件数 延 67 件 延 67 件 延 67 件 

113 日常生活用具 

  （在宅療養等支援） 
年間利用件数 延 80 件 延 85 件 延 90 件 
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  平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

114 日常生活用具 

  （情報・意思疎通支援） 
年間利用件数 延 52 件 延 52 件 延 52 件 

115 日常生活用具 

  （排泄管理支援） 
年間利用件数 延 4,299 件 延 4,385 件 延 4,472 件 

116 住宅改修費 年間利用件数 延 13 件 延 13 件 延 13 件 

117 意思疎通支援者養成 

研修事業 

修了見込者数 

（登録見込者数） 
87 人（3 人） 87 人（3 人） 87 人（3 人） 

118 移動支援 

（個別支援・グループ支援） 

年間利用者 

時間数 

延 6,580 人 延 6,843 人 延 7,117 人 

延 84,079 時間 延 88,283 時間 延 92,697 時間 

119 地域活動支援センター◆ 
実施個所数 

年間利用者数 
4 所 

延 14,110 

人 
4 所 

延 14,110 

人 
4 所 

延 14,110 

人 

120 身体障害者福祉ホーム◆ 
実施個所数 

利用定員 
3 所 21 人 3 所 21 人 3 所 21 人 

121 精神障害者福祉ホーム 
実施個所数 

利用定員 
1 所 8 人 1 所 8 人 1 所 8 人 

122 巡回入浴 
年間回数 

実利用者数 

1,004

回 
26 人 

1,004

回 
26 人 

1,004

回 
26 人 

123 日中ショートステイ 

（日中一時支援）  

実施個所数 

年間利用者数 
４所 延 230 人 ４所 延 235 人 ４所 延 260 人 

124 土曜ケアサポート 

（日中一時支援） 

実施個所数 

年間利用者数 
1 所 延 540 人 1 所 延 555 人 1 所 延 572 人 

125 障害児等タイムケア◆

（日中一時支援） 

実施個所数 

実利用者数 
1 所 90 人 1 所 92 人 1 所 94 人 

126 緊急保護居室確保 

（障害者虐待防止対策支援） 
床数 1 床 1 床 1 床 

127 障害支援区分認定等

事務（介護給付費等認定審査会） 

年間回数 

年間審査件数 
28 回 820 件 26 回 572 件 26 回 572 件 
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101 理解促進研修・啓発事業 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ㉚㉝㉟㊱ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実施の有無 実施 実施 実施 

現状と課題 

平成 28 年 4 月に施行された障害者差別解消法◆の周知のため

リーフレットを作成し、理解啓発に努めてきました。しかし平成

28 年度に実施した障害者生活実態調査では、障害のある方にと

っても認知度は低いことが分かりました。障害理解を進めるため

には知識だけでなく実際のかかわりを持つなどの経験が必要と

考えられます。 

これからの 

取組 

地域での障害理解が促進されるよう引き続き活動を行ってい

きます。また、東京 2020 オリンピック・パラリンピックを好

機と捉え、実際に交流の機会を持つ場を作るなどして障害者差別

解消法及び障害理解の推進をめざします。 

 

 

102 障害者福祉活動事業助成 

（自発的活動支援事業） 
関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ㉙㊱ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実施の有無 実施 実施 実施 

現状と課題 

障害者福祉の増進を図るため、障害者の自立及び社会参加を促

進する自主活動を援助するため「障害者福祉活動事業助成金事

業」として助成金を交付しています。 

 年間の助成金の原資が有効かつ効率的に、多くの団体が利用で

きるよう事業運営を進めていく必要があります。 

これからの 

取組 

障害当事者やその家族・支援者等で構成される障害者団体が自

主的に取り組む啓発活動等に対し、支援を継続していきます。 
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103 相談支援 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 
①⑥⑦⑧⑨⑩

⑪⑫⑬㉚㉛ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実施箇所数 13 所 13 所 13 所 

平成30年１月に 

おける区内窓口 

障害者福祉課（基幹相談支援センター） 

子ども総合センター 

保健予防課 

牛込保健センター 

四谷保健センター 

東新宿保健センター 

落合保健センター 

地域活動支援センター「まど」 

地域活動支援センター『風』 

ファロ 

新宿西共同作業所ラバンス 

新宿区立障害者福祉センター 

シャロームみなみ風 

現状と課題 

 平成 30 年 1 月現在 13 所を指定し、常時福祉サービスの利用

援助、ピアカウンセリング◆や専門機関の紹介、障害者やその家

族が持つ様々な悩みを解決したり、多様な相談に対応していま

す。 

また、相談支援窓口の連携強化を図るため、区が「相談窓口連

絡会」を開催し、制度の周知や情報交換を行っています。 

サービス提供 

体制確保の方策 
今後も様々な相談に対応していきます。 
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104 基幹相談支援センター 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 
①②⑥⑦⑧⑨

⑩㉒㉚㉛ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

設置の有無 平成 24 年４月設置 

機能強化事業の

実施の有無 
実施 実施 実施 

現状と課題 

障害者福祉課内に開設した基幹相談支援センターは、地域にお

ける相談支援の核となり、障害者手帳の取得から、それに関連す

る諸制度、障害福祉サービス及びサービス等利用計画◆の作成や

相談、さらには虐待に係る相談や通報受理など、障害者の相談支

援に関する業務を総合的に行っています。 

これからの取組 

サービス等利用計画に関し、基幹相談支援センターと地域の指

定特定相談支援事業所が連携を図り、研修等を通して、個々のニ

ーズに着目した計画作成が出来るよう、ケアマネジメント◆能力

の向上に努めていきます。 

 基幹相談支援センター（障害者虐待防止センター）が中心となり、

障害者の虐待防止の広報・普及・啓発を進めるとともに、福祉施設

事業者等の職員に対し、虐待防止や適切な支援のあり方に関する研

修等を実施していきます。また、地域の指定特定相談支援事業所、

サービス提供事業所及び関係機関等との連携を深めます。 

 

 

105 障害者自立支援協議会 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ①⑦⑧⑩㉚ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

設置の有無 平成 19 年３月設置 

現状と課題 

地域における障害者等への支援体制に関する課題について協

議など活発な活動を行っています。 

今後は関係機関の有する情報を共有し、相互間の連携を一層充

実させていくことにより、地域の実情に応じた体制の整備につい

て検討を重ねていく必要があります。 

これからの 

取組 

 障害者自立支援協議会では、専門的な見地から障害者等への支

援体制を検討するため、相談支援部会、障害者差別解消部会を設

けています。各部会では相談、障害者差別事例の検証を通じて、

地域における障害者への支援や連携のあり方について検討して

いきます。また、障害者計画・障害児福祉計画・障害福祉計画を

策定する過程では障害者自立支援協議会の意見を聴いた上で取

り組んでいきます。 
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106 居住サポート 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ⑳㉒ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

実施箇所数 5 所 5 所 5 所 

平成30年１月に 

おける区内事業所 

区立障害者福祉センター 

地域活動支援センター「まど」 

地域活動支援センター『風』 

ファロ 

新宿西共同作業所ラバンス 

現状と課題 

高齢者や障害者等の住宅確保要配慮者の住まい確保が困難な

状況があります。高齢者や障害者等の条件に適う民間賃貸住宅の

空き物件が少ないなか、民間賃貸住宅の家主等から賃貸借契約を

拒まれる場合があるからです。円滑な住宅確保のため、住居探し

等の相談支援を継続する必要があります。 

サービス提供 

体制確保の方策 

「地域移行支援」「地域定着支援」によるサポートを組み合わ

せることにより、地域の中で障害者が安心して生活でき、併せて

近隣の方の理解を促進していけるような支援体制をめざしてい

きます。 

 
 

107 成年後見制度◆利用促進 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ㉚ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（年間区長申立件数） 
延３件 延３件 延３件 

現状と課題 

平成 26 年度には知的障害者 1 件、精神障害者 1 件、平成

28 年度には知的障害者 2 件、精神障害者 3 件の区長申立があ

りました（平成 27 年度実績なし）。後見人等への報酬助成や親

族申立費用の支援も可能となっています。 

区は、新宿区社会福祉協議会に新宿区成年後見センターの運

営を委託し、地域福祉権利擁護事業◆との連携により、判断能力

が十分でない方の権利擁護のための成年後見制度の利用促進に

取り組んでいます。 

市民後見人の養成についても、基礎講習からフォロー研修、

受任後の支援まで一貫した実施を継続します。 

サービス提供 

体制確保の方策 

 成年後見制度が必要な方で、区による支援が必要な場合に適

切に相談に応じていきます。 
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108 意思疎通支援 

    （手話通訳者派遣） 
関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ②㉗㊳ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（年間利用件数） 
延 985 件 延 1,034 件 延 1,085 件 

109 意思疎通支援事業 

    （要約筆記者◆派遣） 
関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ②㉗㊳ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（年間利用件数） 
延 20 件 延 20 件 延 20 件 

110 意思疎通支援事業 

    （区役所手話通訳者設置） 
関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ②㉗㊳ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（年間利用件数） 
延 100 件 延 100 件 延 100 件 

 

＜108～110 に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策＞ 

現状と課題 日中活動できる手話通訳者の確保が課題になっています。 

サービス提供 

体制確保の方策 

意思疎通支援者養成研修事業を推進していくとともに、障害理

解の促進により手話通訳者数を増やす取組をしていきます。また、

日中の時間帯に活動できる手話通訳者が少ないという現状に対

し、手話通訳講習会を日中の時間帯に開催するという取組を始め

ました。 

今後も必要な方が利用できるよう周知を継続していきます。 
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111 日常生活用具（介護訓練支援） 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ② 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（年間利用件数） 
延 24 件 延 24 件 延 24 件 

112 日常生活用具（自立生活支援） 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ② 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（年間利用件数） 
延 67 件 延 67 件 延 67 件 

113 日常生活用具（在宅療養等支

援） 
関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ②③ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（年間利用件数） 
延 80 件 延 85 件 延 90 件 

114 日常生活用具 

    （情報・意思疎通支援） 
関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ②㉗㊳ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（年間利用件数） 
延 52 件 延 52 件 延 52 件 

115 日常生活用具（排泄管理支援） 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ② 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（年間利用件数） 
延 4,229 件 延 4,385 件 延 4,472 件 

 
＜111～115 に関する現状と課題、サービス提供体制の方策＞ 

現状と課題 

障害者福祉の手引への掲載や広報掲載とホームページを主に

日常生活用具に関する周知を行っています。また、年１回社会

福祉協議会内の視覚障害者・聴覚障害者交流コーナーにおいて、

日常生活用具展示会を開催し、視覚障害者・聴覚障害者が用具

に実際に触れる機会を設けています。 

対象品目に該当しないものの要望が多い製品もあるため、毎

年品目や基準額について検討しています。 

サービス提供 

体制確保の方策 

日進月歩で進化する用具情報や利用者の要望等を踏まえ、用

具の品目、対象者、基準額、耐用年数等の見直しを適切に行っ

ていきます。 
 



 

193 

116 住宅改修費 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ②⑳㊵ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（年間利用件数） 
延 13 件 延 13 件 延 13 件 

現状と課題 

住宅改修については、効果的な改修が行われるように必ず家

庭訪問しています。また、改修の事前と事後に確認調査を実施

し、適正な給付を行うことを努めています。 

介護保険利用者については、介護保険優先の原則を本人やケ

アマネジャー等の関係者に説明し、適切な制度利用を進めてい

ます。 

サービス提供 

体制確保の方策 
 引き続き、個別の状況に応じた支援を提供していきます。 

 

 

117 意思疎通支援者養成研修事業 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ㉗㊳ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

手話講習会 

修了見込者数 

（登録見込者数） 

87 人 

（３人） 

87 人 

（３人） 

87 人 

（３人） 

現状と課題 

区立障害者福祉センターにおいて、手話講習会を、区内在住・

在勤・在学の方を対象に、初級・中級・上級・通訳コースを設

けて実施しています。 

通訳コースレベル、もしくは通訳コース修了程度の技術を持

ち、修了後、区手話通訳者選考試験を受ける方を対象とした補

講クラスも開設しています。 

通訳コース修了者の試験合格率を向上させていく必要があり

ます。 

また、平日の日中に活動できる手話通訳者が少ないという課

題があります。 

サービス提供 

体制確保の方策 

これからも新宿区で活動する手話通訳者や手話のできるボラ

ンティアの養成をめざし、手話技術のレベルに応じた練習機会

を継続して提供し、試験の合格率の向上が図られるよう効果的

な講習会を運営していきます。平成 29 年度より平日日中の講

座も新たに設け日中に活動できる手話通訳者の確保に努めま

す。 
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118 移動支援（個別支援・グループ支援） 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ②㉗ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（年間総数） 

年間利用

者数 

延利用 

時間数 

年間利用

者数 

延利用 

時間数 

年間利用

者数 

延利用 

時間数 

延6,580 人 
延 84,079 

時間 
延6,843人 

延 88,283 
時間 

延7,117人 
延 92,697 

時間 

現状と課題 

利用対象は、障害種別や障害部位・等級といった条件があります。

区では社会参加を目的とする外出に加え、定期的反復的な通学・施設

通所の送迎についても個々の状況に応じて移動支援の利用を可能と

しています。通学・施設通所の送迎については、同一時間帯の利用希

望者が多く、支援できるヘルパーの確保に課題があります。 

サービス提供 

体制確保の

方策 

今後も、通学・施設通所送迎の利用はさらに増加することが見込ま

れます。引き続き、個別的な事情を勘案し、適切な支給決定を行って

いきます。 

 

 

119 地域活動支援センター◆ 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ②⑲ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（年間総数） 

実施

箇所 
延利用者数 

実施

箇所 
延利用者数 

実施

箇所 
延利用者数 

4 所 延 14,110 人 4 所 延 14,110 人 4 所 延 14,110 人 

平成30年１月に 

おける地域活動支

援センター 

地域活動支援センター「まど」 

地域活動支援センター『風』 

ファロ 

新宿西共同作業所ラバンス 

現状と課題 ほぼ定員いっぱいの利用がされています。 

サービス提供 

体制確保の方策 

身体、知的障害者を対象とした地域活動支援センター等、障害

特性に応じた施設整備の検討が必要です。 
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120 身体障害者福祉ホーム◆ 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ⑳㉒ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 
実施箇所 利用定員 実施箇所 利用定員 実施箇所 利用定員 

3 所 21 人 3 所 21 人 3 所 21 人 

121 精神障害者福祉ホーム 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ⑳㉓ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 
実施箇所 利用定員 実施箇所 利用定員 実施箇所 利用定員 

1 所 8 人 1 所 8 人 1 所 8 人 

 

＜120，121 に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策＞ 

現状と課題 

 区内の身体障害者の福祉ホームはいずれも定員に達していま

す。他区市町村の施設を利用する場合は自治体間で調整していま

す。 

 精神障害者の福祉ホームは、病院等から地域での一人暮らしへ

向けての地域移行の推進のための役割が期待されています。 

サービス提供 

体制確保の方策 

今後も福祉ホームを設置運営する社会福祉法人等に対し運営

助成を行っていきます。 

 

 

122 巡回入浴 関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ② 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

年間実施

回数 

実利用

者数 

年間実施

回数 

実利用

者数 

年間実施

回数 

実利用

者数 

1,004 回 26 人 1,004 回 26 人 1,004 回 26 人 

現状と課題 
委託業者が、特殊浴槽を対象者宅に搬入し、看護職員 1 名以上、

介護職員 2 名以上で入浴サービスを実施します。 

サービス提供 

体制確保の方策 

 サービス提供事業者を 3 年間の複数年契約を行うことで、利用

者と事業者の顔の見える関係をつくり、きめの細かいサービス提

供を実施しています。また、毎年利用者アンケートで満足度の測

定を行い、よりよいサービス提供体制をめざします。 
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123 日中ショートステイ 

   （日中一時支援） 
関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ④ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（年間総数） 

実施箇所 利用者数 実施箇所 利用者数 実施箇所 利用者数 

4 所 延 230 人 4 所 延 235 人 4 所 延 260 人 

124 土曜ケアサポート 

（日中一時支援） 
関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ③ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（年間総数） 

実施箇所 利用者数 実施箇所 利用者数 実施箇所 利用者数 

1 所 延 540 人 1 所 延 555 人 1 所 延 572 人 

125 障害児等タイムケア◆ 

    （日中一時支援） 
関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ④⑮ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

サービス見込量 

（実利用者数） 

実施箇所 利用者数 実施箇所 利用者数 実施箇所 利用者数 

1 所 90 人 1 所 92 人 1 所 94 人 

 

＜123～125 に関する現状と課題、サービス提供体制確保の方策＞ 

現状と課題 

 日中ショートステイは、区立の小規模な短期入所や入所支援施

設の一部を活用しているため一度に利用できる人数が少なく、学

校の長期休暇時や週末等利用希望者の重なる時に需要に応え切

れない状況です。 

 障害児等タイムケアは、日々定員いっぱいの利用があります。 

サービス提供 

体制確保の方策 

 日中一時支援事業（障害児等タイムケア事業等）や放課後デイ

サービスといった、類似するサービスとの利用調整が必要です。 

 土曜ケアサポートについては、医療的ケアの実施を含め、当面、

利用者の安全を考慮して運用していきます。 

 障害児等タイムケアについては、ニーズの高い事業であり安定

した運営を図れるよう、事業所への支援を行っていきます。 
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126 緊急保護居室確保 

(障害者虐待防止対策支援) 
関連する｢障害者計画｣ 個別施策 ㉛ 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

床数 1 床 1 床 1 床 

現状と課題 

「シャロームみなみ風」の短期入所用居室 5 名分のうち 1 名

分を区が確保し、緊急時に保護を行うことで、障害者の安全確保

を最優先にした支援を行っています。 

虐待を受けた障害者の他に、区内の短期入所施設の定員枠では

対応できない利用希望者がいる場合、緊急度に応じて受入の調整

をするにあたっての基準を明確にする必要があります。 

これからの取組 
 緊急利用の実態を把握しながら、より適切な利用方法を検討して

いきます。 

 

 

127 障害支援区分認定等事務 

   (介護給付費等認定審査会） 
関連する｢障害者計画｣ 個別施策  

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

年間回数・件数 
実施回数 審査件数 実施回数 審査件数 実施回数 審査件数 

28 回 820 件 26 回 572 件 26 回 572 件 

現状と課題 

新宿区は条例により介護給付費等認定審査会を設置・運営し、

障害支援区分に係る審査判定を行うとともに、介護給付費支給の

要否決定に当たり審査会の意見を聴いています。 

審査判定や支給の要否決定に関する意見には中立性・公正性が

求められます。 

これからの取組 
 区は引き続き、障害に関する専門知識や経験を有する審査委員

による合議で、中立性・公平性を確保します。 
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第５章 サービス利用における利用者負担と軽減措置 

１ 法律に基づく費用負担の考え方 

 平成 18 年の障害者自立支援法◆の施行により、障害福祉サービスの利用者負

担は、それまでの支援費制度での所得に着目した応能負担から、サービス量と所

得に着目した負担の仕組みに見直され、10％の定率負担及び負担上限月額が定め

られました。 

 後に、利用者負担が重くなりすぎないように、定率負担、実費負担それぞれに

低所得の方に配慮した軽減策が講じられました。平成 22 年４月には低所得（区

市町村民税非課税）の障害者等につき、福祉サービス及び補装具に係る利用者負

担を無料とし、さらに、平成 22 年 12 月には、障害者自立支援法が改正され、

負担能力に応じた利用者負担とすることが法律上にも明記されました。 

 平成 25 年 4 月に施行された障害者総合支援法◆でも引き続き、負担能力に応

じた利用者負担とすることが定められています。 

 

 障害福祉サービス利用者の負担上限月額について、所得に応じて次の４区分が

あり、１か月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

児童福祉法に基づく障害児を対象とするサービスも同様です。 

区分 世帯の収入状況等 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得 区市町村民税非課税世帯 ０円 

一般１ 
区市町村民税課税世帯（所得割 16 万円未満た
だし 18 歳未満及び 20 歳未満の施設入所者は
所得割 28 万円未満） 

９，３００円 

18 歳未満 
４，６００円 

一般２ 上記以外 ３７，２００円 

入所施設利用者（20 歳以上）、グループホーム◆利用者は、区市町村民税課税

世帯の場合、「一般２」となります。 

所得を判断する際の世帯の範囲は、18 歳以上（ただし、施設入所している場

合は 20 歳以上）の方は「障害のある方と配偶者」です。18 歳未満の児童は「住

民基本台帳の世帯」です。 

この他にも、入所施設利用者の補足給付、生活保護移行防止などの軽減措置が

あります。 

また、補装具費の負担上限を算定するときの所得区分も、障害のある方と配偶

者のみの所得で判断されます。 

 

  
区分 世帯の収入状況等 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得 区市町村民税非課税世帯 ０円 

一般 

区市町村民税課税世帯 
（ただし、障害者本人または世帯員のうち区
市町村民税所得割の額が46万円以上の場合
は支給対象外） 

３７，２００円 
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区市町村民税課税世帯で障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合、介護

保険サービスを併せて利用している場合及び補装具の支給決定を受けている場合

は、月の利用者負担額の合算が基準額まで軽減されます。基準額を超えて支払っ

た負担額は、高額障害福祉サービス等給付費として申請により後から支給されま

す。障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合も、利

用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障

害福祉サービス等給付費等が支給されます（償還払い方式になります）。また、

就学前の児童で第２子または第３子が障害児通所支援を利用している場合、利用

者負担が軽減される場合があります。 

 

その他、平成 30 年４月の障害者総合支援法及び児童福祉法の改正により、高

齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用を促進するため、一定の条件に合致す

る高齢障害者に対し、利用者負担額の軽減措置が講じられることとなりました。

65 歳に至るまでに相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用していた一定

の高齢障害者に対し、介護保険サービスの利用者負担が軽減されるよう、障害福

祉制度により利用者負担を軽減（償還）します。 

【高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担軽減措置の要件】 

①65 歳に達する日前 5 年間にわたり相当する障害福祉サービスに係る支給決

定を受けている 

②障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する場合 

・相当障害福祉サービス…「居宅介護」「重度訪問介護」「生活介護」「短期入所」 

・相当介護保険サービス…「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」「短

期入所生活介護」「小規模多機能型居宅介護」 

③65 歳に達する日の前日において障害支援区分 2 以上 

④65 歳に達する日の前日において「低所得」または「生活保護」に該当する 

⑤65 歳まで介護保険サービスを利用してこなかった 

※要件は国のパブリックコメントに諮られた政令案に基づくものです。 

 地域生活支援事業の利用者負担は、区市町村が主体となって実施する事業であ

ることから、区市町村が定めるものとされています。 

 新宿区での地域生活支援事業の利用者負担は、自立支援給付の利用者負担の考

え方に準じ、相談支援事業等の利用者負担になじまない事業を除き、利用者負担

が生じる場合は 10％の定率負担を求める仕組みとし、利用者の負担上限月額に

ついても自立支援給付と同額としています。 
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２ 新宿区における利用者負担の軽減措置 

（１）障害福祉サービスと地域生活支援事業を合算した負担上限月額 

障害者総合支援法◆による仕組みでは、自立支援給付と地域生活支援事業はお互

いを補いあい、障害者を総合的に支援する制度であるという点を考慮し、新宿区

においては、障害福祉サービスと地域生活支援事業の一部（移動支援・日中一時

支援）を同月に利用する場合においては合算して、障害福祉サービスの負担上限

月額を適用しています。 

（２）定率負担等の軽減について 

区は、社会情勢を勘案し、利用者負担の発生する世帯の障害福祉サービス等の

利用抑制が生じることを防ぐため、国の制度と併せて一部のサービスを除いて負

担軽減策を、第４期の計画期間まで実施してきました。具体的には、障害福祉サ

ービス、補装具費、新宿区地域生活支援事業及び障害児通所支援の定率負担 10％

を３％にして、福祉ホーム◆や地域活動支援センター◆については、利用料を無料

としています。さらに、区立の通所施設における給食費の負担を原材料費に限る

軽減策を実施しています。 

区は、障害者総合支援法及び児童福祉法の利用者負担の考え方を基本としたう

えで、第 1 期障害児福祉計画・第５期障害福祉計画の計画期間についても、区独

自に負担軽減策を講じていきます。 

なお、補装具費については、障害者総合支援法では障害者等又はその世帯員（18

歳以上の障害者は配偶者のみ）のうち区市町村民税所得割の額が 46 万円以上の

場合は支給対象外としていますが、区では独自に支給対象としてきました。今後

とも支給対象とすることに変わりはありませんが、国の平成 30 年度からの補装

具貸与制度の開始に合わせ、適正な負担のあり方を検討し、これまでの負担率 3％

を見直していきます。 
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利用者負担の区独自軽減実施一覧 (～2021 年３月末) 

自立支援給付及び地域生活支援事業（一部を除く）の利用者負担率 

  サービスの種類 
利用者負担率 軽減期限 

非課税世帯 課税世帯 2021 年 3 月 

国
が
給
付
率
を
定
め
て
い
る 

自
立
支
援
給
付 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

介
護
給
付 

居宅介護 

無料 
（国制度） 

3% ○ 
重度訪問介護 3% ○ 
同行援護 3% ○ 
行動援護 3% 

○ 
療養介護 10％ 
生活介護 3% ○ 
短期入所(ショートステイ） 3% ○ 
重度障害者等包括支援 3%   
施設入所支援 10%   

訓
練
等
給
付 

自立訓練 
3% 

宿泊型は 10％ 
○ 

就労移行支援◆ 無料 ○ 
就労継続支援◆ 3% ○ 
共同生活援助（グループホーム◆） 10%   
就労定着支援 3% ○ 
自立生活援助 3% ○ 

地域相談
支援給付 

地域移行支援 負担なし 負担なし   
地域定着支援 負担なし 負担なし   

計画相談
支援給付 

サービス利用支援 負担なし 負担なし   
継続サービス利用支援 負担なし 負担なし   

補装具 
区市町村民税所得割46万円未満 無料（国制度） 3% ○ 
区市町村民税所得割46万円以上  10% ○ 

 

新
宿
区
が
給
付
率
を 

定
め
て
い
る 

地
域
生
活
支
援
事
業 

日常生活用具 

無料 

3% ○ 
移動支援 3% ○ 
日中一時支援 3% ○ 
身体障害者福祉ホーム 無料 ○ 
精神障害者福祉ホーム 無料 ○ 
地域活動支援センター 無料 ○ 
意思疎通支援 負担なし 負担なし   
相談支援 負担なし 負担なし   

児童福祉法による障害児支援給付事業 

 

  サービスの種類 
(利用者負担率) 軽減期限 

非課税世帯 課税世帯 2021 年 3 月 

国
が
給
付
率
を 

定
め
て
い
る 

障害児 

通所給付 

障害児 

通所支援 

児童発達支援 
無料 

 
（国制度） 

 

3% ○ 
医療型児童発達支援 3% ○ 

放課後等デイサービス 3% ○ 

居宅訪問型児童発達支援 3% ○ 
保育所等訪問支援 3% ○ 

障害児 

相談支援 

障害児支援利用援助 負担なし 負担なし   

継続障害児支援利用援助 負担なし 負担なし   

      国制度 

      新宿区独自負担軽減策 

・非課税世帯 = 区市町村民税非課税世帯・生活保護受給世帯 

・課税世帯   = 区市町村民税課税世帯 

     平成 30 年 4 月からの新しいサービス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資  料  編 
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個別
目標 

基本施策 個別施策 主な事業 
第一次 

実行計画 
事業実施担当課 
（問い合わせ先） 

１ 

個
々
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
充
実 

(１)地域で
日常生活
を継続す
るための
支援 

①相談支援の充
実 (P58) 
②日常生活を支
える支援の充実
(P61) 
③保健医療サー
ビスの充実(P65) 
④家族への支援
(P69) 
⑤経済的自立へ
の支援(P71) 

・発達相談（電話相談/来所相談）   子ども総合センター 

・ペアレントメンター ○ 子ども総合センター 

・保健師による相談・療養支援   各保健センター 

・計画相談支援   障害者福祉課 

・相談支援   障害者福祉課 

・地域移行支援   障害者福祉課 

・地域定着支援   障害者福祉課 

・基幹相談支援センター   障害者福祉課 

・障害者自立支援協議会   障害者福祉課 

・障害児相談支援   
障害者福祉課 
子ども総合センター 

・心身障害者巡回入浴サービス   障害者福祉課 

・心身障害者訪問理美容サービス   障害者福祉課 

・寝具乾燥・消毒サービス   障害者福祉課 

・紙おむつ等支給（費用助成）   障害者福祉課 

・心身障害者福祉タクシー ・自動車
燃料費助成 

  障害者福祉課 

・居宅介護   障害者福祉課 

・重度訪問介護   障害者福祉課 

・同行援護   障害者福祉課 

・行動援護   障害者福祉課 

・重度障害者等包括支援   障害者福祉課 

・生活介護   障害者福祉課 

・自立訓練（機能訓練、生活訓練）   障害者福祉課 

・意思疎通支援（手話通訳者派遣、要
約筆記者派遣、区役所手話通訳者設
置） 

  障害者福祉課 

・日常生活用具（介護訓練支援、自立
生活支援、在宅療養等支援、情報・
意思疎通支援、排泄管理支援） 

  障害者福祉課 

・住宅設備改善費   障害者福祉課 

・移動支援   障害者福祉課 

・地域活動支援センター   障害者福祉課 

・生活習慣病対策（健康診査、健康相
談、健康教育、訪問指導等） 

  各保健センター 

・エイズ対策（普及啓発（区内中学校
の生徒向け講座、講習会等）、HIV 抗
体検査・相談事業、療養支援、新宿
区 HIV/AIDS 関係機関ネットワーク連
絡会） 

  
保健予防課 
各保健センター 

・精神保健福祉連絡協議会、精神保
健福祉実務担当者連絡会 

○ 
保健予防課 
各保健センター 

・精神保健講演会 ○ 保健予防課 

 

１ 主な事業 
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個別
目標 

基本施策 個別施策 主な事業 
第一次 

実行計画 
事業実施担当課 
（問い合わせ先） 

１ 

個
々
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
充
実 

(１)地域で
日常生活
を継続す
るための
支援 

①相談支援の充
実 (P58) 
②日常生活を支
える支援の充実
(P61) 
③保健医療サー
ビスの充実(P65) 
④家族への支援
(P69) 
⑤経済的自立へ
の支援(P71) 

・健康教育の充実   
保健予防課 
各保健センター 

・睡眠に関する普及啓発 ○ 
保健予防課 
各保健センター 

・ホームページの充実   保健予防課 

・パンフレット、リーフレットの作成・配
布 

○ 保健予防課 

・10 歳代向けのパンフレット（『気づい
て！こころの SOS』）・保護者向けリー
フレット・教職員向けリーフレット 

○ 保健予防課 

・自殺予防のゲートキーパー養成講
座 

  健康政策課 

・困りごと・悩みごとの相談先の周知
（窓口一覧の作成・配布） 

  健康政策課 

・自殺対策強化月間の取組   健康政策課 

・ストレスマネジメント講習会（子育て
世代・働く世代・シニア世代） 

○ 各保健センター 

・保健師による面接・訪問相談等 ○ 
保健予防課 
各保健センター 

・精神科医による精神保健相談 ○ 各保健センター 

・産後うつの相談   各保健センター 

・親と子の相談室   
東新宿保健センタ
ー 

・未治療・治療中断等の精神障害者
に対する訪問支援 

  
保健予防課 
各保健センター 

・働く人のメンタルヘルスネットワーク
連絡会 

○ 保健予防課 

・デイケア（精神障害者社会復帰支援
事業） 

  
牛込・四谷・東新宿
保健センター 

・精神障害者の家族支援（家族教室・
家族教室 OB 会） 

  
保健予防課 
各保健センター 

・在宅医療相談窓口の運営 ○ 健康づくり課 

・在宅医療・介護支援情報の作成と連
携促進 

○ 健康づくり課 

・在宅医療体制の推進 ○ 健康づくり課 

・在宅歯科医療の推進（在宅歯科相
談窓口） 

  健康づくり課 

・かかりつけ医・かかりつけ歯科医機
能の推進 

  健康づくり課 

・薬剤師の在宅療養の参加促進 ○ 健康づくり課 

・緊急一時入院病床の確保   健康づくり課 

・訪問看護ステーションの連携促進   健康づくり課 

・在宅医療と介護の交流会 ○ 健康づくり課 

・摂食嚥下機能支援事業   健康づくり課 

・病院職員の訪問看護ステーションで
の実習研修 

  健康づくり課 

・介護職員の看護小規模多機能型居
宅介護実習研修 

○ 健康づくり課 

・多職種連携研修会 ○ 健康づくり課 
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個別
目標 

基本施策 個別施策 主な事業 
第一次 

実行計画 
事業実施担当課 
（問い合わせ先） 

１ 

個
々
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
充
実 

(１)地域で
日常生活
を継続す
るための
支援 

①相談支援の充
実 (P58) 
②日常生活を支
える支援の充実
(P61) 
③保健医療サー
ビスの充実(P65) 
④家族への支援
(P69) 
⑤経済的自立へ
の支援(P71) 

・在宅療養に対する理解促進・シンポ
ジウムの開催 

○ 健康づくり課 

・障害者医療的ケア体制支援事業   障害者福祉課 

・医療型児童発達支援   障害者福祉課 

・療養介護   障害者福祉課 

・難病医療費助成（国、都制度）   
保健予防課 
各保健センター 

・東京都在宅難病患者医療機器貸与
事業（都制度） 

  
保健予防課 
各保健センター 

・在宅難病患者一時入院医療（都制
度） 

  各保健センター 

・在宅人工呼吸器使用難病患者訪問
看護事業（都制度） 

  各保健センター 

・在宅難病患者医療機器貸与者訪問
看護事業 

  
保健予防課 
各保健センター 

・難病対策：療養相談、リハビリ教室、
難病講演会、患者・家族支援（しんじ
ゅく難病サロン）、新宿区難病対策地
域協議会（難病対策実務担当部会含
む） 等 

  
保健予防課 
各保健センター 

・エイズ対策：地域療養支援事業（新
宿区 HIV/AIDS 関係機関連絡会）、支
援者向け講演会 

  保健予防課 

・小児慢性疾患対策：医療費助成（国
制度）、小児慢性特定疾病児童等日
常生活用具給付事業 

  
保健予防課 
各保健センター 

・在宅重症心身障害児(者)等訪問事
業（都制度） 

  
保健予防課 
各保健センター 

・養育医療   
健康づくり課 
各保健センター 

・精神保健対策：医療費助成（国制
度）、支援者向け講演会 

○ 
保健予防課 
各保健センター 

・小児精神障害者入院医療費助成制
度（都制度） 

  
保健予防課 
各保健センター 

・保健師による相談・療養支援   
保健予防課 
各保健センター 

・訪問指導（栄養士、歯科衛生士、理
学療法士等） 

  各保健センター 

・在宅重度心身障害者介護人休養制
度 

  障害者福祉課 

・重症心身障害児等在宅レスパイトサ
ービス 

  障害者福祉課 

・区立新宿生活実習所の管理運営   障害者福祉課 

・区立障害者生活支援センターの管
理運営 

  障害者福祉課 

・区立あゆみの家の管理運営   障害者福祉課 
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個別
目標 

基本施策 個別施策 主な事業 
第一次 

実行計画 
事業実施担当課 
（問い合わせ先） 

１ 

個
々
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
充
実 

(１)地域で
日常生活
を継続す
るための
支援 

①相談支援の充
実 (P58) 
②日常生活を支
える支援の充実
(P61) 
③保健医療サー
ビスの充実(P65) 
④家族への支援
(P69) 
⑤経済的自立へ
の支援(P71) 

・障害幼児一時保育 ○ 子ども総合センター 

・ふれあい・いきいきサロン    社会福祉協議会 

・区立障害者福祉センターの管理運
営 

  障害者福祉課 

・短期入所   障害者福祉課 

・日中一時支援（日中ショートステイ、
土曜ケアサポート、障害児等タイムケ
ア） 

  障害者福祉課 

・障害者福祉活動事業助成   障害者福祉課 

・障害基礎年金   医療保険年金課 

・心身障害者福祉手当   障害者福祉課 

・重度心身障害者手当   障害者福祉課 

・特別障害者手当   障害者福祉課 

・障害児福祉手当   障害者福祉課 

・心身障害者医療費助成   障害者福祉課 

・新宿区勤労者・仕事支援センター運
営助成等 

○ 
消費生活就労支援
課 

・就労移行支援   障害者福祉課 

・就労継続支援Ａ型   障害者福祉課 

・就労継続支援Ｂ型   障害者福祉課 

・居住サポート   障害者福祉課 

・補装具費の支給（購入・修理）   障害者福祉課 

・自立支援医療（更生医療、精神通院
医療、育成医療） 

  障害者福祉課 

・発達支援 ○ 子ども総合センター 

・在宅児等訪問支援 ○ 子ども総合センター 

・心身障害者歯科診療   障害者福祉課 

・子ども医療費助成制度   子ども家庭課 

・児童育成手当（障害手当）   子ども家庭課 

・ひとり親家庭医療費助成   子ども家庭課 

・福祉サービスの利用者支援（サービ
ス評価事業） 

  障害者福祉課 

(２)サービ
スの質の
向上のた
めの支援 

⑥利用者支援と
苦情相談の充実
(P72) 
⑦サービスを担う
人材の育成・確
保(P73) 
⑧事業者への支
援・指導の充実
(P74) 

・相談支援   障害者福祉課 

・基幹相談支援センター   障害者福祉課 

・障害者医療的ケア体制支援事業   障害者福祉課 

・障害者自立支援協議会   障害者福祉課 

・障害者自立支援ネットワーク   障害者福祉課 

・障害者就労支援施設事業運営助成   障害者福祉課 

・指定障害福祉サービス事業等指導
検査事務 

  障害者福祉課 

・社会福祉法人認可及び指導検査等
事務 

  地域福祉課 

・身体障害者相談員・知的障害者相
談員 

  障害者福祉課 

・福祉苦情相談   障害者福祉課 
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個別
目標 

基本施策 個別施策 主な事業 
第一次 

実行計画 
事業実施担当課 
（問い合わせ先） 

１ 

個
々
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
と
充
実 

(２)サービ
スの質の
向上のた
めの支援 

⑥利用者支援と
苦情相談の充実
(P72) 
⑦サービスを担う
人材の育成・確
保(P73) 
⑧事業者への支
援・指導の充実
(P74) 

・障害福祉サービス事業者への研修   障害者福祉課 

・福祉サービス提供事業者への指導   障害者福祉課 

・訪問看護ステーションの連携促進   健康づくり課 

・在宅医療と介護の交流会   健康づくり課 

・病院職員の訪問看護ステーションで
の実習研修 

  健康づくり課 

・介護職員の看護小規模多機能型居
宅介護実習研修 

  健康づくり課 

・多職種連携研修会   健康づくり課 

(３)地域ネ
ットワーク
の構築 

⑨地域生活支援
体制の推進【重
点的な取組】
(P77) 
⑩地域の社会資
源ネットワーク化
と有効活用(P79) 

・短期入所   障害者福祉課 

・計画相談支援   障害者福祉課 

・相談支援   障害者福祉課 

・基幹相談支援センター   障害者福祉課 

・障害者就労支援ネットワークの運営   障害者福祉課 

・障害者自立支援協議会   障害者福祉課 

２ 

障
害
等
の
早
期
発
見
と
成
長
・
発
達
へ
の
支
援 

(１)子ども
の発達に
即した支
援の充実 

⑪障害等の早期
発見・早期支援
(P80) 
⑫乳幼児期の子
育てに関する相
談の充実(P81) 

・すくすく赤ちゃん訪問事業   各保健センター 

・３～４か月児健診、６か月・９か月児
健診、１歳６か月児健診、３歳児健診 

  各保健センター 

・乳幼児経過観察健診   各保健センター 

・心理相談、育児相談   各保健センター 

・すこやか子ども発達相談   牛込保健センター 

・もぐもぐごっくん歯科相談   各保健センター 

・１歳６か月児向け、３歳児向けパンフ
レット（『ちょっと気になるは子どもを理
解するチャンス』） 

  各保健センター 

・児童発達支援 ○ 
障害者福祉課 
子ども総合センター 

・障害児相談支援 ○ 
障害者福祉課 
子ども総合センター 

・相談支援   
障害者福祉課 
子ども総合センター 

・補装具費の支給   障害者福祉課 

・中等度難聴児発達支援事業   障害者福祉課 

・子どもと家庭の総合相談   子ども総合センター 

・幼児サークル   子ども総合センター 

・子育て講座   子ども総合センター 

・子育て訪問相談   子ども総合センター 

・保健師による保健相談   各保健センター 

・発達相談（電話相談/来所相談） ○ 子ども総合センター 

・発達支援（集団-親子通所、単独通
所、就園児グループ） 

○ 子ども総合センター 
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個別
目標 

基本施策 個別施策 主な事業 
第一次 

実行計画 
事業実施担当課 
（問い合わせ先） 

２ 

障
害
等
の
早
期
発
見
と
成
長
・
発
達
へ
の
支
援 

(１)子ども
の発達に
即した支
援の充実 

⑪障害等の早期
発見・早期支援
(P80) 
⑫乳幼児期の子
育てに関する相
談の充実(P81) 

・発達支援（個別指導-作業療法、理
学療法、言語療法、心理指導） 

○ 子ども総合センター 

・障害幼児一時保育、在宅児等訪問
支援 

○ 子ども総合センター 

・精密健診票の発行（医療機関紹介）   各保健センター 

・先天性代謝異常検査（都制度）   各保健センター 

・子ども家庭相談   子ども総合センター 

・子育て相談（保育園・子ども園）   保育指導課 

・教育相談   
教育支援課 
教育センター 

・幼稚園の施設開放   学校運営課 

・幼稚園への介護員の配置   学校運営課 

・西戸山幼稚園における子育て支援
事業つどいのへや・子育て相談 

  学校運営課 

・乳幼児事故防止講演会   各保健センター 

・児童館   子ども総合センター 

・地域子育て支援事業（保育士や各
専門家による講演や講習会等親子が
つどえる場） 

  保育指導課 

・はじめまして赤ちゃん応援事業   各保健センター 

・育児相談・育児グループ   各保健センター 

・MCG「オリーブの会」   
東新宿保健センタ
ー 

・幼児サークル（児童館）   子ども総合センター 

・保育園・子ども園の園庭や保育室等
の開放 

  
保育課 
保育指導課 

(２)障害等
のある子
どもの療
育、保育、
教育、福
祉の充実 

⑬乳幼児期の支
援体制の充実
(P84) 
⑭学齢期の支援
体制の充実(P86) 
⑮放課後支援等
の日中活動の充
実(P89) 
⑯療育・保育・教
育・福祉・保健施
策の連携(P90) 
⑰障害等のある
子どもへの専門
相談の推進【重
点的な取組】
(P91) 
⑱学校教育修了
後の進路の確保
(P94) 

・障害児等巡回保育相談（保育園・子
ども園等） 

  保育指導課 

・巡回相談（幼稚園）   学校運営課 

・発達相談（電話相談/来所相談） ○ 子ども総合センター 

・発達支援（集団-親子通所、単独通
所、就園児グループ） 

○ 子ども総合センター 

・発達支援（個別指導-作業療法、理
学療法、言語療法、心理指導） 

○ 子ども総合センター 

・障害幼児一時保育、在宅児等訪問支
援 

○ 子ども総合センター 

・児童発達支援 ○ 
障害者福祉課 
子ども総合センター 

・保育所等訪問支援 ○ 
障害者福祉課 
子ども総合センター 

・居宅訪問型児童発達支援   障害者福祉課 

・相談支援   障害者福祉課 

・障害児相談支援   
障害者福祉課 
子ども総合センター 
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個別
目標 

基本施策 個別施策 主な事業 
第一次 

実行計画 
事業実施担当課 
（問い合わせ先） 

２ 

障
害
等
の
早
期
発
見
と
成
長
・
発
達
へ
の
支
援 

(２)障害等
のある子
どもの療
育、保育、
教育、福
祉の充実 

⑬乳幼児期の支
援体制の充実
(P84) 
⑭学齢期の支援
体制の充実(P86) 
⑮放課後支援等
の日中活動の充
実(P89) 
⑯療育・保育・教
育・福祉・保健施
策の連携(P90) 
⑰障害等のある
子どもへの専門
相談の推進【重
点的な取組】
(P91) 
⑱学校教育修了
後の進路の確保
(P94) 

・特別支援教育の推進 ○ 教育支援課 

・学童クラブ   子ども総合センター 

・放課後子どもひろば   子ども総合センター 

・放課後等デイサービス ○ 
障害者福祉課 
子ども総合センター 

・日中一時支援（障害児等タイムケ
ア） 

  障害者福祉課 

・｢新宿区子ども家庭・若者サポートネ
ットワーク｣の運営（代表者会議、発達
支援部会、虐待防止等部会、子ども
学校サポート部会、若者自立支援部
会、事例検討部会、サポートチーム会
議、研修会） 

○ 子ども総合センター 

・計画相談支援    
障害者福祉課 
子ども総合センター 

・基幹相談支援センター   障害者福祉課 

・中学校への特別支援教室の開設 ○ 教育支援課 

・就学相談   教育支援課 

・生活介護   障害者福祉課 

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）   障害者福祉課 

・就労移行支援   障害者福祉課 

・就労継続支援Ａ型   障害者福祉課 

・就労継続支援Ｂ型   障害者福祉課 

・障害児相談支援（障害児支援利用
援助） 

○ 
障害者福祉課 
子ども総合センター 

・障害児指導に関する体験・理解   子ども総合センター 

・学童クラブへの巡回指導   子ども総合センター 

・教育相談   
教育支援課 
教育センター 

・スクールカウンセラーの派遣 ○ 
教育支援課 
教育センター 

・ことばの教室   
教育支援課 
教育センター 

・専門家による巡回相談・特別支援教
育推進員の派遣 

  教育支援課 

・情緒障害等通級指導学級及びまな
びの教室の設置 

  
学校運営課 
教育支援課 

・幼稚園への介護員の配置   学校運営課 
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個別
目標 

基本施策 個別施策 主な事業 
第一次 

実行計画 
事業実施担当課 
（問い合わせ先） 

３ 

地
域
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
・
地
域
生
活
へ
の
移
行
の
推
進 

(１)地域で
生活する
ための基
盤整備 

⑲日中活動の充
実(P95) 
⑳住まいの場の
充実(P97) 
㉑入所支援施設
等の支援(P99) 

・区立障害者福祉センターの管理運
営 

  障害者福祉課 

・区立あゆみの家の管理運営   障害者福祉課 

・区立新宿福祉作業所の管理運営   障害者福祉課 

・区立高田馬場福祉作業所の管理運
営 

  障害者福祉課 

・区立生活実習所の管理運営   障害者福祉課 

・区立障害者生活支援センターの管
理運営 

  障害者福祉課 

・高次脳機能障害者支援事業   障害者福祉課 

・生活介護   障害者福祉課 

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）   障害者福祉課 

・就労移行支援   障害者福祉課 

・就労継続支援Ａ型   障害者福祉課 

・就労継続支援Ｂ型   障害者福祉課 

・地域活動支援センター   障害者福祉課 

・ふれあい・いきいきサロン   社会福祉協議会 

・共同生活援助（グループホーム） ○ 障害者福祉課 

・身体障害者福祉ホーム   障害者福祉課 

・精神障害者福祉ホーム   障害者福祉課 

・居住サポート   障害者福祉課 

・住宅設備改善費   障害者福祉課 

・高齢者等入居支援 ○ 住宅課 

・住宅相談   住宅課 

・住み替え居住継続支援   住宅課 

・区営住宅の供給   住宅課 

・住宅修繕工事等業者あっ旋   住宅課 

・施設入所支援   障害者福祉課 

・地域活動支援センターへの運営補
助 

  障害者福祉課 

・新宿けやき園への事業運営費補助   障害者福祉課 

・シャロームみなみ風への事業運営
費補助 

  障害者福祉課 

(２)地域生
活移行へ
の支援 

㉒施設からの地
域生活移行の支
援(P101) 
㉓病院からの地
域生活移行の支
援【重点的な取
組】(P102) 

・居宅介護   障害者福祉課 

・自立訓練（生活訓練）   障害者福祉課 

・共同生活援助（グループホーム） ○ 障害者福祉課 

・計画相談支援   障害者福祉課 

・地域移行支援   障害者福祉課 

・地域定着支援   障害者福祉課 

・自立生活援助   障害者福祉課 

・基幹相談支援センター   障害者福祉課 

・居住サポート   障害者福祉課 

・身体障害者福祉ホーム   障害者福祉課 

・保健・医療・福祉・関係者による連携
（精神保健福祉連絡協議会、精神保
健福祉実務担当者連絡会） 

○ 
保健予防課 
各保健センター 

・精神科医による精神保健相談 ○ 各保健センター 

・保健師による面接・訪問相談等 ○ 
保健予防課 
各保健センター 
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個別
目標 

基本施策 個別施策 主な事業 
第一次 

実行計画 
事業実施担当課 
（問い合わせ先） 

３ 

地
域
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
・
地
域
生
活
へ
の
移

行
の
推
進 

(２)地域生
活移行へ
の支援 

㉒施設からの地
域生活移行の支
援(P101) 
㉓病院からの地
域生活移行の支
援【重点的な取
組】(P102) 

・医療機関等との連携   
保健予防課 
各保健センター 

・未治療・治療中断等の精神障害者
に対する訪問支援 

  
保健予防課 
各保健センター 

・デイケア（精神障害者社会復帰支援
事業） 

  
四谷・牛込・東新宿
保健センター 

・精神障害者社会適応訓練事業（都
制度） 

  
保健予防課 
各保健センター 

・精神保健講演会 ○ 保健予防課 

・パンフレット・リーフレットの作成・配
布 

○ 保健予防課 

・区立障害者生活支援センターの管
理運営 

  障害者福祉課 

・短期入所   障害者福祉課 

・精神障害者福祉ホーム   障害者福祉課 

４ 

多
様
な
就
労
支
援 

(１)多様な
就労ニー
ズに対応
できる重
層的な支
援体制の
充実 

㉔就労支援の充
実【重点的な取
組】(P104) 
㉕施設における
就労支援の充実
(P107) 

・新宿区勤労者・仕事支援センター運
営助成等 

  障害者福祉課 

・就労移行支援   障害者福祉課 

・就労継続支援Ａ型   障害者福祉課 

・就労継続支援Ｂ型   障害者福祉課 

(２)安心し
て働き続
けられるた
めの支援 

㉖就労の継続及
び復職等の支援
の強化(P112) 

・新宿区勤労者・仕事支援センター運
営助成等 

○ 
消費生活就労支援
課 

・働く人のメンタルヘルスネットワーク
連絡会 

○ 保健予防課 

・精神科医による精神保健相談 ○ 各保健センター 

・保健師による面接・訪問相談等 ○ 
保健予防課 
各保健センター 

・就労移行支援   障害者福祉課 

・就労継続支援Ａ型   障害者福祉課 

・就労継続支援Ｂ型   障害者福祉課 

・就労定着支援   障害者福祉課 

・新宿区障害者による緑化推進事業   障害者福祉課 
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個別
目標 

基本施策 個別施策 主な事業 
第一次 

実行計画 
事業実施担当課 
（問い合わせ先） 

５ 

社
会
活
動
の
支
援 

(１)社会参
加の充実 

㉗コミュニケーシ
ョン支援・移動支
援の充実(P114) 
㉘文化・スポーツ
等への参加の促
進(P117) 
㉙社会参加の促
進への支援の充
実(P118) 

・中等度難聴児発達支援事業   障害者福祉課 

・同行援護   障害者福祉課 

・意思疎通支援（手話通訳者派遣、要
約筆記者派遣、区役所手話通訳者設
置） 

  障害者福祉課 

・意思疎通支援者養成研修事業   障害者福祉課 

・日常生活用具（情報・意思疎通支
援） 

  障害者福祉課 

・移動支援   障害者福祉課 

・新宿未来創造財団等における事業
（障がい者スポーツデー等） 

  新宿未来創造財団 

・区立障害者福祉センターにおける講
座・講習会 

  障害者福祉課 

・障害者福祉活動事業助成   障害者福祉課 

・視覚・聴覚障害者支援事業   障害者福祉課 

・スポーツ環境整備方針に基づく事業   
生涯学習スポーツ
課 

・青年教室   新宿未来創造財団 

・録音図書（カセットテープ・デイジー
版）の貸出、製作 

  中央図書館 

・図書の対面朗読サービス   中央図書館 

６ 

障
害
者
の
権
利
を
守
り 

安
心
し
て
生
活
で
き
る
た
め
の
支
援 

(１)障害者
が権利の
主体として
生活する
ための支
援 

㉚差別解消・権
利擁護の推進
(P121) 
㉛虐待の防止
(P125)  
㉜消費者被害の
防止(P126)       

・地域福祉権利擁護事業   社会福祉協議会 

・障害者差別解消推進（理解促進研
修・啓発） 

○ 障害者福祉課 

・相談支援   障害者福祉課 

・基幹相談支援センター   障害者福祉課 

・障害者自立支援協議会（障害者差
別解消支援地域協議会） 

  障害者福祉課 

・成年後見制度利用促進 ○ 
障害者福祉課 
地域福祉課 
社会福祉協議会 

・子ども家庭・若者サポートネットワー
ク（虐待防止等部会） 

○ 子ども総合センター 

・緊急保護居室確保   障害者福祉課 

・消費生活相談   
新宿消費生活セン
ター 

・障害理解についての講演や体験会   障害者福祉課 

７ 

こ
こ
ろ
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
促
進 

(１)障害理
解の促進 

㉝障害理解への
啓発活動の促進
【重点的な取組】
(P127) 
㉞障害理解教育
の推進(P131) 
㉟広報活動の充
実(P132) 

・理解促進研修・啓発 ○ 障害者福祉課 

・精神保健講演会 ○ 
保健予防課 
各保健センター 

・健康教育の充実   保健予防課 

・パンフレット・リーフレットの作成・配
布 

○ 保健予防課 

・ホームページの充実   保健予防課 

・10 歳代向けのパンフレット（『気づい
て！こころの SOS』）・保護者向けリー
フレット・教職員向けリーフレット 

○ 保健予防課 

・ヘルプカードの作成及び配布   障害者福祉課 

・障害者作品展・新宿区内障害者福
祉施設共同バザール 

○ 障害者福祉課 
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個別
目標 

基本施策 個別施策 主な事業 
第一次 

実行計画 
事業実施担当課 
（問い合わせ先） 

７ 

こ
こ
ろ
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
促
進 

(１)障害理
解の促進 

㉝障害理解への
啓発活動の促進
【重点的な取組】
(P127) 
㉞障害理解教育
の推進(P131) 
㉟広報活動の充
実(P132) 

・障害者福祉センター福祉講演会   障害者福祉課 

・理解啓発のための研修会等の開
催、リーフレットの作成･配布 

  障害者福祉課 

・障害のある児童・生徒と通常学級の
児童・生徒との交流 

  教育支援課 

・人権尊重教育の推進   教育指導課 

・教育課程における障害者交流活動
の推進 

  
教育指導課 
教育支援課 

・人権週間における広報掲載   障害者福祉課 

(２)交流機
会の拡
大、充実
による理
解の促進 

㊱互いに交流し
あえる機会の充
実(P133) 
㊲地域で交流す
る機会の充実
(P135) 

・放課後子どもひろば、児童館、学童
クラブ 

  子ども総合センター 

・理解促進研修・啓発 ○ 障害者福祉課 

・障害者福祉活動事業助成   障害者福祉課 

・視覚・聴覚障害者支援事業   障害者福祉課 

・意思疎通支援 (手話通訳者派遣･
要約筆記者派遣･区役所手話通訳者
設置) 

○ 障害者福祉課 

・教育課程における障害者交流活動
の推進 

  
教育指導課 
教育支援課 

・新宿ここ・から広場「ここ・からまつ
り」の開催 

  子ども総合センター 

(３)情報の
バリアフリ
ーの促進 

㊳多様な手法に
よる情報提供の
充実 (P136) 

・広報しんじゅくの発行及び配布（点
字版広報及び音声版広報の作成等） 

  区政情報課 

・区政普及のための出版物の発行及
び配布（点字版便利帳及び音声版便
利帳の作成等） 

  区政情報課 

・ホームページの管理運営（音声読み
上げ） 

  区政情報課 

・意思疎通支援（手話通訳者派遣、要
約筆記者派遣、区役所手話通訳者設
置） 

○ 障害者福祉課 

・日常生活用具（情報・意思疎通支
援） 

  障害者福祉課 

・意思疎通支援者養成研修事業   障害者福祉課 

・｢しんじゅくの教育｣点字版及びカセッ
トテープ等の音声版の作成等 

  教育調整課 

・｢選挙公報｣点字版及びカセットテー
プ等の音声版の作成等 

  選挙管理委員会 

８ 

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
促
進 

(１)人にや
さしいまち
づくり 

㊴ユニバーサル
デザインを基本と
したまちづくりの
促進【重点的な取
組】(P138) 

・ユニバーサルデザイン・ガイドライン
の推進 

○ 都市計画課 

・道路の改良・道路のバリアフリー化 ○ 道路課 

・みんなで考える身近な公園の整備 ○ みどり公園課 

・清潔できれいな公園トイレづくり ・清
潔できれいな公衆トイレづくり 

○ みどり公園課 

・放置自転車等の撤去及び自転車適
正利用の啓発活動 

○ 交通対策課 

・交通バリアフリーの整備促進 ○ 都市計画課 

(２)人にや
さしい建築
物づくり 

㊵建築物や住宅
のバリアフリーの
普及(P142） 

・人にやさしい建物づくり   建築指導課 

・住宅設備改善費   障害者福祉課 
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個別
目標 

基本施策 個別施策 主な事業 
第一次 

実行計画 
事業実施担当課 
（問い合わせ先） 

９ 

障
害
者
が
安
全
に 

生
活
で
き
る
た
め
の
支
援 

(１)災害等
から障害
者を守り
安全に生
活できるた
めの支援 

㊶防災・防犯対
策の推進(P143) 

・要配慮者対策の推進   
地域福祉課 
危機管理課 

・災害時要援護者名簿の活用   
地域福祉課 
危機管理課 

・在宅人工呼吸器使用者災害時支援
事業 

  
健康づくり課 
各保健センター 

・緊急通報システム   障害者福祉課 

・ヘルプカードの作成及び配布   障害者福祉課 
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２ 新宿区障害者施策推進協議会及び新宿区障害者 

自立支援協議会 

 

（１）新宿区障害者施策推進協議会の設置 

区は、平成 11 年７月に、障害者基本法に基づき新宿区における障害者のた

めの施策の総合的、計画的な推進を図るため、学識経験者、障害者団体の代表、

公募による区民、関係する行政機関の職員等で構成される「新宿区障害者施策

推進協議会」（以下｢協議会｣という。）を設置しました。 

本計画策定にあたっては、協議会のもとに専門部会を設置し、国の基本指針

に基づき、協議会及び専門部会で意見をいただきながら作業を進めました。 

 

（２）新宿区障害者自立支援協議会 

「障害者自立支援協議会」は、地域の関係者が集まり、個別の相談事例等を

通じて明らかになった地域の課題を、相互の連絡を図ることにより情報を共有

し、その課題を踏まえて地域のサービス基盤の整備を進めていくため、平成

24 年度より障害者自立支援法上にも明記され、区市町村が設置することとな

っています。 

区では、障害者関係団体の代表、保健・医療・教育・就労・権利擁護等の

支援関係者、学識経験者、相談支援事業者、不動産事業者、民生委員・児童

委員等を構成員とし、「障害者差別解消部会」、「相談支援部会」の２つの部会

を設置しています。 

平成 28 年度には、障害者差別解消法の施行に伴い、既存の障害者自立支

援協議会に障害者差別解消支援地域協議会◆としての役割を付加し、学識経

験者、障害者団体代表、民間事業者、弁護士、公共職業安定所等の他、障害

者差別解消推進部会には行政相談員や人権擁護委員等を加えた構成に再編し

ています。 

今後も地域の実情・課題に応じた体制の整備の充実を図るため、協議をし

ていきます。 
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（３）新宿区障害者施策推進協議会委員名簿 

第 10 期委員 任期 平成 29 年７月 23 日～平成 31（2019）年７月 22 日      
（敬称略） 

氏 名 所 属 等 備 考 

村川 浩一 東京福祉大学 教授 会長、専門部会長 

片岡 玲子 立正大学大学院 講師 副会長 

髙畑 隆 
公益社団法人埼玉県精神保健福祉協会 副会長 
元埼玉県立大学教授  

力武 義之 新宿区医師会 

星野 洋 新宿区医師会  

石川 博基 新宿区歯科医師会 専務理事 

志岐 弘之 区民 

藤巻 七海 区民 

春田 文夫 新宿区障害者団体連絡協議会 事務局 副会長 

今井 康之 新宿区障害者団体連絡協議会 事務局次長  

池邉 麻由子 新宿区肢体不自由児者父母の会 会長 

立原 麻里子 新宿区手をつなぐ親の会 副会長  

金子 禎男 新宿区視覚障害者福祉協会 副会長 

秋山 郁子 新宿区聴覚障害者協会 手話対策部長 

加藤 玲 新宿区精神障害者家族会 副会長 

山田 篤 
社会福祉法人 かがやき会 地域活動支援センタ
ー「まど」 

 

佐藤 光子 
角筈地区民生委員・児童委員協議会会長（障害福
祉部会担当会長） 

 

小山 裕子 
四谷地区民生委員・児童委員（障害福祉部会部会
長） 

 

堀米 晋一 新宿公共職業安定所 雇用開発部長  

平山 信夫 東京都心身障害者福祉センター所長  

熊谷 直樹 東京都中部総合精神保健福祉センター所長  

伊藤 陽子 社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会 事務局長  

平井 光雄 総合政策部長  

中澤 良行 福祉部長  

髙橋 郁美 健康部長  

橋本 隆 子ども家庭部長  

新井 建也 都市計画部長  

山田 秀之 教育委員会事務局次長  
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（４）新宿区障害者施策推進協議会専門部会委員名簿 

（敬称略） 

氏 名 所 属 等 備 考 

村川 浩一 東京福祉大学 教授 部会長 

片岡 玲子 立正大学大学院 講師 

髙畑 隆 
公益社団法人埼玉県精神保健福祉協会 副会長 

元埼玉県立大学教授  

春田 文夫 新宿区障害者団体連絡協議会 事務局 

池邉 麻由子 新宿区肢体不自由児者父母の会 会長 

立原 麻里子 新宿区手をつなぐ親の会 副会長 

加藤 玲 新宿区精神障害者家族会 副会長 

佐藤 光子 
角筈地区民生委員・児童委員協議会会長 

（障害福祉部会担当会長）  
中澤 良行 福祉部長 

 

（５）新宿区障害者施策推進協議会議事内容 

開催日 推進協議会・専門部会 議  事 

平成28年 

５月 12日 

平成 28 年度新宿区障

害者施策推進協議会 

第１回専門部会 

①新宿区障害者計画・第４期新宿区障害福祉計画の

評価について 

②平成 28 年度障害者生活実態調査について 

平成 28年 

６月 23日 

平成 28 年度新宿区障

害者施策推進協議会 

第２回専門部会 

①新宿区障害者計画・第４期新宿区障害福祉計画の

評価について 

②平成 28 年度障害者生活実態調査について 

③障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正に

ついて 

平成 28年 

７月 21日 

平成 28 年度 

第１回新宿区障害者 

施策推進協議会 

①第４期障害福祉計画の成果目標評価について 

②第４期障害福祉計画の障害福祉サービス等必要

見込及び平成 27 年度実績値について 

③平成 28 年度障害者生活実態調査について 

④障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正に

ついて 

平成 28年 

８月 31日 

平成 28 年度新宿区障

害者施策推進協議会 

第３回専門部会 

①平成 28 年度障害者生活実態調査について 

平成 28年 

10 月 14 日 

平成 28 年度 

第２回新宿区障害者 

施策推進協議会 

①平成 28 年度障害者生活実態調査の実施について 
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開催日 推進協議会・専門部会 議  事 

平成29年 

１月 23日 

平成 28 年度新宿区障

害者施策推進協議会 

第４回専門部会 

①「新宿区障害者生活実態調査」集計状況報告について 

②新宿区障害者計画、第５期障害福祉計画・第１期

障害児福祉計画策定の進め方について 

平成 29年 

２月６日 

平成 28 年度 

第３回新宿区障害者 

施策推進協議会 

①「新宿区障害者生活実態調査」回収及び集計について 

②新宿区障害者計画、第５期障害福祉計画・第１期

障害児福祉計画策定の進め方について 

平成 29年 

４月 13日 

平成 29 年度新宿区障

害者施策推進協議会 

第１回専門部会 

①新宿区障害者生活実態調査の調査結果について 

②新宿区障害者計画、第５期障害福祉計画・第１期

障害児福祉計画策定の方向性について 

平成 29年 

５月 17日 

平成 29 年度 

第１回新宿区障害者 

施策推進協議会 

①新宿区障害者生活実態調査結果について 

②新宿区障害者計画、第５期障害福祉計画・第１期

障害児福祉計画策定の方向性について 

平成 29年 

６月 30日 

平成 29 年度新宿区障

害者施策推進協議会 

第２回専門部会 

①第４期新宿区障害福祉計画に係る成果目標の平

成 28 年度実績及び評価について 

②第５期新宿区障害福祉計画・第１期新宿区障害児

福祉計画に係る成果目標の設定について 

③新宿区障害者計画、第１期障害児福祉・第５期障

害福祉計画の骨子原案について 

平成 29年 

７月 28日 

平成 29 年度 

第２回新宿区障害者 

施策推進協議会 

①新宿区障害者計画、第１期新宿区障害児福祉計画・

第５期新宿区障害福祉計画の素案原案について 

平成 29年 

８月 23日 

平成 29 年度新宿区障

害者施策推進協議会 

第３回専門部会 

①新宿区障害者計画、第１期新宿区障害児福祉計

画・第５期新宿区障害福祉計画の素案について 

平成 29年 

９月６日 

平成 29 年度 

第３回新宿区障害者 

施策推進協議会 

①新宿区障害者計画、第１期新宿区障害児福祉計

画・第５期新宿区障害福祉計画素案について 

②新宿区障害者計画、第１期新宿区障害児福祉計

画・第５期新宿区障害福祉計画（素案）パブリッ

ク・コメントについて 

平成 30年 

１月９日 

平成 29 年度新宿区障

害者施策推進協議会 

第４回専門部会 

①新宿区障害者計画、第１期新宿区障害児福祉計

画・第５期新宿区障害福祉計画素案のパブリッ

ク・コメントの実施結果について 

②素案へのパブリック・コメント及び回答案について 

③素案からの変更点について 

④新宿区障害者計画、第１期新宿区障害児福祉計

画・第５期新宿区障害福祉計画に掲載するコラム

について 
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開催日 推進協議会・専門部会 議  事 

平成30年 

１月 30日 

平成 29 年度 

第４回新宿区障害者

施策推進協議会 

①新宿区障害者計画、第１期新宿区障害児福祉計

画・第５期新宿区障害福祉計画素案のパブリッ

ク・コメントの実施結果について 

②素案へのパブリック・コメント及び回答案について 

③素案からの変更点について 

④新宿区障害者計画、第１期新宿区障害児福祉計

画・第５期新宿区障害福祉計画(案)について 

 

（６）新宿区障害者自立支援協議会委員名簿 

任期 平成 28 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで 

（敬称略） 

氏  名 所 属 備考 

高橋 幸三郎 元東京家政学院大学 現代生活学部 教授   

大漉 憲一 元道灌山学園保育福祉専門学校 非常勤講師   

伊藤 憲夫 公益財団法人新宿区勤労者・仕事支援センター  事務局長   

播磨 泰彦 新宿公共職業安定所 専門援助第二部門 統括職業指導官 ～平成 29 年 9 月 

門間 淳一 新宿公共職業安定所 専門援助第二部門 統括職業指導官 平成 29 年 10 月～ 

原澤 三夏 
第二東京弁護士会 高齢者・障がい者総合支援センター運営

委員会委員 
  

太田 和宏 新宿区立新宿養護学校 主幹教論 ～平成 29 年 3 月 

屋代 里奈 新宿区立新宿養護学校 主幹教論 平成 29 年 4 月～ 

春田 文夫 新宿区障害者団体連絡協議会 事務局   

内藤 美那子 新宿区手をつなぐ親の会 会長   

友利 幸湖 社会福祉法人 結の会 オフィスクローバー所長   

小川 和孝 有限会社プロキオン 相談支援専門員   

中源 外志男 東京都宅地建物取引業協会新宿支部 副支部長   

伴   麻子 
株式会社 WU サービス マネージャー 

（早稲田大学内 特例子会社） 
  

三浦 勇太 新宿東メンタルクリニック(精神科医師）   

多田 敦子 落合第一地区民生委員・児童委員協議会会長 ～平成 28 年 11 月 

佐藤 光子 角筈地区民生委員・児童委員協議会会長 平成 28 年 12 月～ 

廣川 美也子 社会福祉法人 南風会 シャロームみなみ風 施設長   

中澤 良行 福祉部長   

高橋 郁美 健康部長   

今井 康之 新宿区身体障害者相談員 平成 28 年 10 月～ 

菊池 宏司 新宿区立障害者福祉センター 相談支援専門員 平成 28 年 10 月～ 

高橋 秀子 東京行政相談委員協議会 新宿区行政相談員 平成 28 年 10 月～ 

飯島 泰文 人権擁護委員 平成 28 年 10 月～ 
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（７）公表した本計画素案に対する区民意見の提出状況 

広報しんじゅく平成 29 年 10 月２5 日号や区ホームページ等で｢新宿区障

害者計画、第 1 期障害児福祉計画・第５期新宿区障害福祉計画｣（素案）につ

いて区民や障害者団体の方々にお知らせし、｢パブリック・コメント制度｣によ

り意見を伺いました。 
 

期  間   平成 29 年 10 月 25 日（水）から 11 月 27 日（月）まで 

方  法   郵送、ＦＡＸ、ホームページからの意見投稿、窓口持参 

提出数   247 件 

   

 

  

件数
1 6件
2 11件
3 206件
4 18件
5 6件

計画全般に関する意⾒
第１部 総論

意⾒項⽬の内訳

第２部 障害者計画
第３部 障害児福祉計画・障害福祉計画
その他・個別の要望

説明会の実施 7 回（うち障害者団体等 4 回） 
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３ 用語の説明（五十音順） 

 
本文中の用語の末尾に ◆ がついています。 

あ 
◆アウトリーチ 

医療・保健・福祉等の専門職が施設や医療機関等で来訪者を待つのでは

なく、対象者のもとに直接赴いて、相談を受けたりさまざまな支援を行う

こと。訪問支援。 
 

◆医療的ケア 

主に障害児・障害者に日常的に行っている経管栄養注入やたんの吸引な

どの医療的介助行為のこと。医療法上の「医療行為」と区別し、「医療的

ケア」と呼ばれる。 
 

◆インフォーマルな社会資源 

公的機関や専門職による制度に基づくサービスや支援（フォーマルなサ

ービスや支援）以外の支援を担う社会資源のこと。具体的には、家族、近

隣、友人、ボランティア、民間法人など、幅広い主体が挙げられる。 

 

◆ウェブ・アクセシビリティ 

高齢者や障害者を含めた誰もが、ウェブ（ホームページ等）を支障なく

利用できること。一例として、文字の拡大や文字情報の音声読み上げ等に

より情報を得やすくすること。 
 

◆ＮＩＣＵ（Neonatal Intensive Care Unit） 

低体重児や先天性のハイリスク疾患がある新生児に対応するための設備

と医療スタッフを備えたＩＣＵ（集中治療室）。新生児集中治療室。 

 

◆ＮＰＯ（Non-Profit Organization） 

非営利団体のこと。特に、政府や企業などではできない社会的な問題に、

営利を目的とせずに取り組む民間組織（民間非営利団体）をいう。一定の

要件を満たす団体は、特定非営利活動促進法に基づき、ＮＰＯ法人として

法人格を取得できる。 

 

◆エンパワメント 

困難を抱えている人が、自分自身の置かれている状況の問題点に気づき、

その状況を変革していく方法や自信、自己決定力を回復・強化できるよう

に援助すること。庇護や救済ではなく、本人が元々持っている力に自ら気

づき、それを自分で引き出せるようにしていくアプローチのこと。 
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か 
◆グループホーム（共同生活援助） 

地域において自立した日常生活を営むうえで、食事・入浴等の介護や相談

等の日常生活上の支援が必要な障害者が、世話人等の支援を受けながら生活

する場。平成 26 年４月より、ケアホーム（共同生活介護）と一元化される

とともに、グループホーム本体（本体住居）から離れた居室に居住するサテ

ライト型や、外部サービス利用型などの新しい形態も導入されている。 
 

◆ケアマネジメント 

障害者の地域における生活を支援するために、ケアマネジメントを希望

する者の意向を踏まえて、福祉・保健・医療・教育・就労等の幅広いニー

ズと、さまざまな地域の社会資源の間に立って、複数のサービスを適切に

結び付けて調整を図るとともに、総合的かつ継続的なサービスの供給を確

保し、さらには社会資源の改善及び開発を推進する援助方法。 
 

◆ゲートキーパー 

本来は門番の意味で、医療・保健・福祉の分野では、自殺の危険を示す

サインに気づき、適切な対応を図ることが期待される人のことを指すこと

が多い。自殺予防について理解し、身の回りの人が悩みを抱えていたり、

体調が悪い様子に気がついたら、話を聞き、適切な相談機関につなぐこと

ができる人のこと。 
 

◆言語聴覚士（ＳＴ） 

音声機能、言語機能、摂食・嚥下機能、または聴覚に障害のある人、そ

れが予測される人に対して、その機能の維持向上やコミュニケーション力

等向上を図るために援助を行ったりする国家資格の専門職のこと。 
 

◆高次脳機能障害 

病気や交通事故など、さまざまな原因によって脳損傷をきたしたために

生ずる、記憶・思考・言語・空間認知能力などの認知機能や精神機能の障

害。 
 

◆合理的配慮 

障害者が日常生活や社会生活を送る上で妨げとなる社会的障壁を取り除

くために、状況に応じて行われる配慮。筆談や読み上げによる意思の疎通、

車いすでの移動の手助け、学校・公共施設等のバリアフリー化など、過重

の負担にならない範囲で提供されるべきものをいう。 
 

◆こころのバリアフリー 

障害に対する差別や偏見、誤解や理解不足等からくる｢こころの障壁（バ

リア）｣を除去（フリー）して、社会の中で障害があることによる不利益を 
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受けることなく、障害のある人もない人も共に生活できる社会を実現して

いくこと。 
 

◆子ども家庭・若者サポートネットワーク 

児童福祉法第 25 条の２第１項に規定する要保護児童対策地域協議会及

び子ども・若者育成支援推進法第 19 条第 1 項に規定する子ども・若者支

援地域協議会として位置づけられているもので、発達支援部会・虐待防止

等部会・子ども学校サポート部会・若者自立支援部会・事例検討部会によ

り構成されている。 
 

◆個別支援計画 

指定障害者福祉サービス事業者（障害福祉サービス事業を行う事業所）

が、利用者や家族等の意向、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作

成し、これに基づき利用者に対してサービスを提供するとともに、その効

果について継続的な評価を実施するための計画。利用者や家族への個別支

援計画の説明と同意、実施状況の把握、定期的に利用者や家族等と面接等

を行い、計画の見直し変更を行う。 
 

◆個別の教育支援計画 

特別な支援を必要とする児童・生徒に対して、教育、医療、福祉等の様々

な機関が連携を図りながら、中・長期的な視点に立って一貫性のある支援を

行うため、学校が作成する児童・生徒一人ひとりの支援計画。 
 

 

さ 
◆サービス等利用計画 

介護保険制度におけるケアプランの作成に似ており、障害者が障害福祉

サービスを適切に利用することができるよう、利用者の依頼を受けて指定

相談支援事業者が作成する計画。指定特定相談支援事業者は障害者の心身

の状況、環境、サービス利用に関する意向その他の事情を勘案して、利用

するサービスの種類、内容等についての計画をたてるとともに、サービス

提供が確保されるように関係機関との連絡調整等を行う。平成 27 年４月

から、障害福祉サービス等を利用するすべての人がサービス等利用計画を

作成することとなった（サービス利用者や家族が作成するセルフプランで

も可）。 
 

◆災害時要援護者名簿 

新宿区では、災害発生時に、必要な情報を把握し、自らを守るなど適切

な防災行動をとることが困難な方（災害時要援護者）を、本人の申し出に

より事前に把握し、迅速・的確な援助ができるように名簿を作成している。

（14８ページのコラムも参照） 
 



 

225 

◆作業療法士（ＯＴ） 

身体や精神に障害のある人、またはそれが予測される人に対して、手先や

目の動き等の応用的動作能力または適応能力の回復や維持及び開発を促すこ

とを目的に作業活動を用いて、援助を行ったりする国家資格の専門職のこと。 
 

◆就労移行支援 

一般企業への就職を目指す障害者に対し、就労に必要な知識・能力の向

上を目的とした訓練や準備、就職活動支援、及び就職後の職場定着支援を

行う障害者総合支援法に基づくサービス。 
 

◆就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

障害により一般企業への就職が困難な方に対し、就労や生産活動の機会

の提供を行う障害者総合支援法に基づくサービス。 

就労継続支援 A 型の事業所は、利用者と雇用契約を結び、最低賃金を保

証する。 

就労継続支援 B 型の事業所は、利用者と雇用契約を結ばず、利用者は作

業した分の対価を工賃として受け取る。 
 

◆就労支援コーディネーター 

障害者の一般就労の機会の拡大を図るとともに、障害者が地域で安心し

て働き続けられるよう、関係機関と連携を図り、職業相談・就職準備支援・

職場定着支援等を行う者。生活支援コーディネーターと連携し、障害者の

就労・生活を一体的に支援する。 
 

◆障害者虐待防止法（障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律） 

障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もっ

て障害者の権利利益の擁護に資することを目的とした法律。障害のある人

への虐待禁止や、虐待が発生した場合の通報の義務等が定められた。 
 

◆障害者雇用促進法（障害者の雇用の促進等に関する法律） 

障害者雇用促進法は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のため

の措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定

を図ることを目的とした法律。（11１ページのコラムも参照） 
 

◆障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律） 

障害者差別解消法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられ

ることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に

向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした法律。（12

１ページのコラムも参照） 
 

◆障害者差別解消支援地域協議会 

障害者差別解消法第 17 条に基づき、地域における障害者差別に関する 
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相談等について情報を共有し、障害者差別を解消するための取組を効果的

かつ円滑に行うネットワークとして組織することができる協議会のこと。 
 

◆障害者自立支援法 

障害者の地域生活と就労を進め自立を支援するという目的で、障害者基

本法の基本的理念に基づき、これまで身体障害者、知的障害者、精神障害

等の障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されて

きた福祉サービス・公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に

提供する仕組みとして、平成 18 年に施行された法律。平成 26 年４月に

障害者総合支援法に移行した。 
 

◆障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律） 

障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援することを目的として、障

害者自立支援法に代わる新たな法として、平成 26 年に成立施行された法

律。同法では、障害者の範囲に難病等を加えることやケアホームのグルー

プホームへの一元化などの改革が行われた。（63 ページのコラムも参照） 
 

◆障害者優先調達推進法（国等による障害者就労施設等からの物品等の調達

の推進等に関する法律） 

障害者の経済面の自立を進めるため、障害者が福祉的な支援を受けなが

ら就労する施設等から国や地方公共団体、独立行政法人などの公共機関が、

物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購

入することを推進するための法律。 
 

◆障害児等タイムケア事業 

主に知的障害のある小中学生等を対象に行う放課後等の日中活動支援。

社会生活のマナー習得や友人関係の構築等が期待される。 

新宿区では、地域生活支援事業の日中一時支援の事業として実施。 
 

◆情緒障害 

情緒の現れ方が偏っていたり、その現れ方が激しかったりする状態を、

自分の意志ではコントロールできないことが継続し、学校生活や社会生活

に支障となる状態のこと。 
 

◆ジョブコーチ 

障害者が就労する際に一緒に職場に出向いてさまざまな支援をする援助

者のこと。職場への適応を直接支援するだけでなく、障害者が円滑に就労

できるように、事業主や同僚、家族に助言を行い、障害の状況に応じた職

務の調整や職場環境の改善を行うなど、支援環境づくりに関わる。 
 

◆新宿区スポーツ環境整備方針 

スポーツ基本法で定める自治体の責務の趣旨に鑑み、個々の目的やレベ 

  



 

227 

ル等に応じて、身近で手軽に行える散歩や軽体操から競技スポーツに至る

まで、誰もが生涯を通じて多様なスポーツに親しめる環境を整備するため、

区のスポーツ推進に対する考え方をまとめたもの。 
 

◆成年後見制度 

知的障害、精神障害、認知症等によって、物事を判断する能力が十分で

ない方について、その方の権利を守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶこ

とで、その方を法律的に支援する制度。（125 ページのコラムも参照） 
 

◆そしゃく機能障害 

神経や筋疾患、舌や口蓋・咽頭などの欠損等により、食物をかみ砕く機

能の低下や不全を来たす障害。 

 

た 
◆地域活動支援センター 

障害者が通い、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流

の促進その他、障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要

な支援を行う施設。 
 

◆地域福祉権利擁護事業 

物忘れなどの認知症の症状や知的障害、精神障害などによって、必要な

福祉サービスを、自分の判断で適切に選択・利用することが難しい方に対

して、「福祉サービスの利用援助」を基本サービスとして、「日常的金銭管

理サービス」「書類預かりサービス」を組み合わせて支援を行う、社会福祉

法に基づく事業。 

 

◆地域包括ケアシステム 

要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後

まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一

体的に提供される体制のこと。 
 

な 
◆ネブライザー 

水や薬液を霧状にして気道内の加湿をしたり、薬液を口や鼻から吸収さ

せる装置。 
 

◆ノーマライゼーション 

障害のある人もない人も誰もが個人の尊厳が重んじられ、地域の中で同じ

ように生活を営める社会が通常（ノーマル）の社会であるとする考え方。Ｗ 
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ＨＯの概念では、個人的な状況だけではなく、参加の制限や活動の制約等、

社会的な状況も障害の態様の１つととらえており、障害のある人もない人も

共に生活し活動できる生活条件・社会をつくりだすことが重視されている。 
 

は 
◆発達障害 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意

欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常

低年齢で発現するもの。 
 

◆バリアフリー 

障害のある人が社会生活をしていくうえで妨げとなる障壁（バリア）を

除去（フリー）するという意味で、建物や道路の段差等、生活環境上の物

理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く社会参加を困難にしている

制度や意識、情報の活用等における障壁の除去も必要であるとされている。 
 

◆ピアカウンセリング、ピアサポート 

障害を持つ当事者自身が自己決定権を育てあい、支えあって、平等に社

会参加していくことを目指す自立生活運動から発達した、当事者の仲間（ピ

ア）同士の精神的サポートや情報提供活動。障害者福祉分野にとどまらず、

同じ症状や悩みを持つ人同士の支援活動として行われている。 
 

◆福祉ホーム 

障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある障害者に対し、

低額な料金で日常生活に適するような居室その他の施設を提供するととも

に、日常生活に必要な利便を提供する施設。 
 

◆副籍制度 

特別支援学校の児童・生徒が、居住する地域の小・中学校に副次的な籍

（副籍）を置き、副籍を置いた小・中学校の児童・生徒と交流及び共同学

習や学校便りなどの交換などを行う制度。 
 

◆平衡機能障害 

平衡機能障害は、姿勢を調節する機能の障害であり、四肢体幹に異常が

ないにも関わらず起立や歩行に何らかの異常を来すもの。等級は、３級と

５ 級のみが設定されている。 
 

◆ボッチャ 

ボッチャは、ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者もしくは同程度の四

肢重度機能障害者のために考案されたスポーツ。パラリンピックの正式種

目となっており、ジャックボール（目標球）と呼ばれる白いボールに、赤・ 
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青のそれぞれ６球ずつのボールを投げたり、転がしたり、他のボールに当

てたりして、いかに近づけるかを競う。 

ま 
◆民生委員・児童委員 

民生委員は、各区市町村に置かれる民間奉仕者で、都道府県知事の推薦に

より、厚生労働大臣が委嘱する。社会福祉全般にわたり行政や関係機関の業

務に協力するとともに、地域の見守り・相談役としての機能を果たす。児童

委員は地域で子どもや子育てについての相談・支援を行い、民生委員が兼任

するが、児童に関する問題を専門的に扱う主任児童委員も活動している。 
 

や 
◆ユニバーサルデザイン 

年齢、性別、国籍、個人の能力等にかかわらず、できるだけ多くの人が

利用できるよう生活環境その他の環境をつくり上げること。（14２ページ

のコラムも参照） 
 

◆要約筆記者 

要約筆記とは聴覚障害者の情報保障手段の一つで、その場の音声を文字

で書いて伝える通訳。要約筆記者は、要約筆記により、聴覚障害者のコミ

ュニケーションを支援する者。 
 

ら 
◆ライフステージ 

幼年期、少年期、青年期、壮年期、老年期等、人の一生を身体的、精神

的な発達段階に応じて区分した生活段階をいう。 
 

◆理学療法士（ＰＴ）  

身体や運動発達に障害のある人、またはそれが予測される人に対して、

歩行等の基本的動作能力の回復や運動機能の維持、発達を促すことを目的

に運動療法を用いて、援助を行ったりする国家資格の専門職のこと。 
 

◆レスパイト 

一時休息のこと。短期入所等で障害者を一時的に預かることで、介護者

の負担を軽減することを図る。 
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